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は じめに

社会教育計画 とい うのは、ふつ う国や都道府県 ・市町村 といった地方 自治体が立てる行

政上の社会教育計画 のことで ある。最近は、生涯学習推進 計画の 中に収め られていること

も多い。

一般的にいえば
、計画 とい うのは、ある 目的のための課題 が取 り出された とき、その課

題達成のために設 定 され る目標 を実現する手段 を体系化 した ものの ことである。

したが って、社会教育計画 とは、社会教育の 目的を達成するために、一定期間の政策課

題 と優先順位 を定め、その課題 達成のための 目標 を設 定 した場合の、 目標達成のために必

要な政策手段 の体系のことである。

社会教育には事業、施設 、指導者な どの さま ざまな構成要素や、それ らを支 える行財政

等がある。それぞれに、事業計画、施設計画、指導者養成計画 、社会教育行財政の計画等

があ り、また、そのそれぞれ に長期、中期、短期 、単年度の計画 もある。 それ らの計画に

は相互 関係 があって、階層化 され てい るもの も多い。た とえば、行政計画には事業、施設、

指導者養成のよ うな事項が含 まれてい ることが多い。 ところによっては、それ らをま とめ

た全体計画 としての総合計画 もある。

最近は、4～6年 の中期計画 を立て、それに基づ く単年度計画 を立てるとい う傾 向が強

まっている。 その理由 としては、社会の変化のテンポが速 く、10年 の長期計画 を立てて も

す ぐに役 にたたなくなって しま うこと、独立行政法人、国立大学法人 な どによって中期 目

標 ・中期計画が広が りつつあることなどがあげ られ るであろ う。

中期 目標 ・中期計画について、国の独立行政法人の例 を示す と、中期 目標 ・中期計画の

期 間は大体5年 で、中期 目標 については、主務 大臣が作成 し、 ミッシ ョンが明確 に示 され

てい ること、成果についての 目標を示す こと、達成度が可能な限 り客観的に測定可能 であ

るこ と、法人の 自主性 を損なわない 目標であること、 とされている。 また、中期計画 は独

立行政法人が作成 して、主務大 臣が認可す るが、中期 目標 を達成す るための手段 ・方法が

具体的に示 され てい ること、中期 目標 を達成す るための最善かつ適切 な手段 ・方法を講 じ

るよ うな計画であること、 とされている。 そ して、このよ うな中期 目標 ・計画 に基づき、

年度計画 が立て られ る。

中期 目標 ・計画、単年度計画 は、いずれ も評価 可能でなければならない。 これか らは、

この評価 が重要な意味を持 って くる。

年度評価 は、主に中期 目標達成に向けた事業の進行状況 を確認す る観点か ら行われ る。

中期 目標 の達成状況 について、 自己点検 ・評価 を行い、それ を第三者 が評価す る、 とい う

のがふつ うである。

中期 目標 ・計画の評価 は、中期 目標期間終了時に中期 目標の達成状況 を評価す るととも

に、計画の中の各項 目について、その継続の必要性 を検討 し、組織の在 り方、業務の全般

にわたる見直 しをす ることに資す るものである。

このよ うな評価 が行われ るとなると、計画 の立案 と評価法の確定は同時 に行わ なければ

ならない。 なぜな ら、定量的評価が求められ ている場合には、それが可能 となるよ うに、

数値 目標 を立てなければな らないか らで ある。
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最近は、国や地方公共団体で、PFIな どの導入に より事業 コス トの削減、よ り質の高い

公共サー ビスの提供 を 目指す ところが増 えている。社会教育計画にあって も、そのよ うな

新たな手法への視野を持っていなければ、諸行政計画の中で立 ち遅れるおそれがある。

「PFI(PrivateFinanceInitiative:プ ライベー ト・ファイナ ンス ・イニシアテ ィブ)」

とは、公共施設等の建設、維持管理 、運営等にあって、民間の資金、経営能力及び技術的

能力 を活用す る新 しい手法である。民間の資金、経営能力、技術的能力 を活用す ることに

より、国や地方公共団体等が直接実施す るよりも効率的かつ効果的に公共サー ビスを提供

で きる事業については、PFI手 法で実施す ることが求め られるよ うにな りつっある。

我が国では、 「民間資金等 の活用に よる公共施設等の整備等 の促進 に関す る法律」(PFI

法)が 平成11年7月 に制定 され、平成12年3月 にPFIの 理念 とその実現のための方法を示す

「基本方針 」が内閣総理大臣に よって策定 され、PFI事 業の枠組みが確立 した。

英国な どでは、既 にPFI方 式による公共サー ビスの提供が実施 されてお り、有料橋 、鉄

道 、病院、学校 などの公共施設等の整備等 、再開発な どの分野で成果 を収 めている。

21世 紀 は社会変化 の激 しい時代になるといわれてい る。 これ か らは、行政や計画 にあっ

て も動 きが速 くなる と思われ るので、評価やPFIの よ うな新 たな動きにも気 をつ け、絶え

ず新 たな動 向を把握 していかなければならないであろ う。

(山本 恒夫)
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地域社会 と社会教育計画

「理 論 編 」

第1章



第1節 計画 とは何か

貯 蓄 計 画 、 人 生 計 画 、 学 習 計 画 、都 市 計 画 … 。 世 の 中 に は 、 「計 画 」 と い う言 葉 が あ ふ

れ て い る。 や や もす る と、 こ の あ ま りに一 般 化 した 日常 語 を 、 あ た か も分 か り切 っ た 気 に

な っ て しま う。だ が 、案 外 と、そ の 中 味 は曖 昧 に しか 捉 え られ て い な い の で は な か ろ うか 。

1計 画 につ いての基 本 的な考 え方

手 元 の 辞 書 を 紐 解 い て み れ ば 、 「計 画 」 とい う単語 につ い て 、"物 事 を行 うに 当 た っ て 、

方 法 ・手 順 な ど を 考 え企 て る こ と。ま た 、そ の 企 て の 内 容 。 も く ろみ 。 は か り ご と。企 て 。

プ ラ ン"と 定 義 され て い る(新 村 出 編 著 『広 辞 苑 第 五 版 』、 平 成10年(1998年)、 岩 波

書 店 、814頁)。 ち な み に 、 「企 画 」 と い う言 葉 に つ い て は 、"計 画 を 立 て る こ と。 ま た 、

そ の 計 画 。 も く ろ み 。 く わ だ て"(同 上 、627頁)と 書 か れ て い る 。 っ ま り、 辞 書 の レベ

ル で は 、 「計 画 」 と 「企 画 」 と が ほ ぼ 同 義 で あ る こ とが 確 認 で き る わ け で あ る 。 い ず れ に

して も、 こ う した 漠 然 と した 定 義 の レベ ル の 理 解 に踏 み と どま っ て い て は 、 実 際 に計 画 を

立 て る に 際 して 支 障 が 起 き そ うで あ る 。 ま ず は 、 「行 政 計 画 」 な ど とい うよ うな仰 々 し い

こ と を言 う前 に 、 「計 画 」 とい う考 え 方 そ の もの を しっ か り理 解 す る こ と を 目標 と して み

よ う。

日常 生 活 を 営 む 中 で は 、 「計 画 」 とい う言 い 方 が な され て い な くて も 、実 質 的 に 「計 画 」

が 作 成 ・実 施 され て い る場 面 に あ ふ れ て い る。 た と え ば 、 学 校 や 会 社 に通 う際 に は 、 ど こ

に何 時 ま で に行 け ば よい の か とい っ た 段 取 り を組 む 。 これ も 、 さ さや か で あれ 計 画 づ く り

の一 種 で あ る。 こ の よ うに して 、 自分 自身 や 周 囲 の 現 状 を漠 然 とで も把 握 し、何 らか の 目

標 を設 定 し、 そ の た め に適 切 だ と思 わ れ る 手 段 を選 ん で い る。 逆 に 、 思 い つ き や 場 当 た り

的 に 行 動 す る人 は 、 「計 画 性 が な い 」 と言 わ れ て しま うの で あ る。

計 画 を 立 て る 際 の 自覚 的 ・無 自覚 的 前 提 と は 、 計 画 を 立 て る人 が 、 自分 な りに 何 らか の

形 で 未 来 を 思 い 描 い て み る こ とで あ る 。 逆 に 言 え ば 、漠 然 とで も未 来 を イ メー ジ し、 現 在

を 出 発 点 と して 、 そ の イ メ ー ジ へ と近 づ け て い こ う とす る とき に 、 道 し るべ や 見 取 り図 ・

設 計 図 と して 活 用 で き る もの が 、 計 画 で あ る。 これ を 洗 練 し て い くこ とが 必 要 で あ る。

「計 画 」 とは 、 何 らか の 未 来 を構 想 し、 そ れ を 実 現 し よ う とす る 「手 段 」 で あ る。

2計 画の前提条件 一 実施期間と対象範囲

計 画づ く りを行 う際 に大前 提 とな る要素 とは、 「実施 期 間」 と 「対象 範 囲」 で あ る。 つ

ま り、 どれ く らいの 実施期 間 を想 定 して、誰 を対象 と して、 どれ くらい の範 囲 につい て、

計画 を遂行 してい くかで あ る。 これ らを最初 に規 定 しておか ない と、そ もそ も計 画 の外 枠

や枠 組み が定 まって いか ない とい うわ けで ある。

計 画 が未 来 を構 想 す る もの であ る以 上、 時間的 条件 と して 「実施期 間」 を想 定す る こ と
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が必要 で あ る。 も ちろん 、 「期 間限 定無 し」 とい うこ とも理論 上 は想 定で き るが、期 間 を

区切 ってい くこ とが前 提 でな けれ ば 、実効性 のあ る計画 に な らない。「短 期 ・中期 ・長 期」

の 中味 は、人 に よって基 準が異 な った り、時代 の ス ピー ドが速 くな るにつれ て、 め ま ぐる

しく変 わ って くる。ただ し、行政 計画 の場合 は、お お よその 目安 と して、短期 が1～2年 、

中期 が3～5・6年 、長期 が5～10年 以上 とい うよ うに押 さえてお いて よい。

次 に、一般 に 「計画 の対象e囲 」と呼 ばれ るもの を理解 す るポイ ン トを確認 してお こ う。

第 一 に 、 「計 画 の範 囲」 と して想 定 され てい る ものにつ い てで あ る。 日常的 な ものか ら

言 うと、個人 単位 なのか 、家族 単位 な のか、地域 社会 単位 な のか とい う問題 で あ る。地 域

とい って も、身 近 な地 区 レベル の ものか ら、市 町村や 都道府 県 レベル に まで広 げて考 え ら

れ る ものな ど、様 々で あ る。都道府 県 が立 て る計画 は基本 的 に都 道府 県単位 の もので あ り、

国 が立て る計画 は基本 的 に国単位 の もので ある。こ うした当た り前の ことを押 さえた上 で、

事前 に措 定 した範 囲 を越 えた部分 を どの よ うに扱 うかが 問われ るわ けで あ る。

第 二 に 、 「計 画 の範 囲」 とい う言 い方 の前 提 と して、領 域 的 ・テー マ的 な もの も含 まれ

る。 そ もそ も、現 に立て よ うと して い る もの が、教 育計画 な のか、福祉 計 画な のか 、男 女

共 同参画計 画 なのか 、農 業基本 計画 なの か、産業振 興計画 な のか とい うよ うな具合 で あ る。

この領 域 の限定 は、計 画 として 目指 す もの は何 か を考 え るテ ーマ設 定の大 前提 とな る。

第 三 に 、誰 を 「計 画 の対象 者 」 とみ なす か に よって 、 「計画 の範 囲」 も異 な って くる。

地域 計画 な らば、 自治 体 の全住 民 を対 象 と した ものなの か、そ の うち子 どもに焦 点 を絞 っ

た もの なの か とい うよ うな具合 で あ る。 だ が、 「主 た る対 象」 以外 に も、関連す る人 々 を

視 野 に入れ ざるを えな くな るこ とが多 い。 た とえば 、子 どもに焦 点 を絞 った行政 計画 にお

い て、子 どもの親 な どの周 囲の人 を考慮 しない わけ にはいか ない ので ある。

第 四 に、 ある事柄 につ いて 「計画化 すべ きもの」 と 「計 画化す べ きで ない もの」 との 区

別 を しなが ら、あ えて 「対象範 囲」外 として扱 うべ き もの も出て こよ う。特 に、地域 で行

政計画 を作 成す る場合 、 地域住 民の 自由で 自発 的 な活 動 に縛 りをか けて しま うよ うな事 態

を避 け るため に も、 こ うした こ とを意識 してお こ う。

計画 づ く りを行 う際 の大 前提 として、 「実施期 間」 と 「対 象範 囲」 を最初 に規 定す

る ことに よ り、計画 の外枠 や枠組 み が定 まって い く。

3計 画の基 本3要 素 一 現 状把握 ・目標 設 定 ・方 法選択

計 画 にお い ては、未 来 的 目標 を設 定 し、それ に到達 す るため に手段 ・方法 ・手 だ て等 が

選 択 され る。 明確 に文面化 され てい るか否 か は別 として 、何 らかの計画 が 立て られ実行 さ

れ てい く筋道 は、 「目的 達成 的手 順 」 か 「課題 対 処 的手順 」 かの どち らか に大別 で きる。

前者 は 、何 らか の 目的や 目標 を設 定 し、それ を達成 しよ うとす る筋道 で ある。た とえば、

あ る大学受 験生 が志 望校 を設定 し、合 格 をめ ざす こ とを例 に取 ってみ よ う。仮 に周 囲 か ら

は 「夢 を見て い る」 と言 われ る よ うな志望校 であ って も、 目標 として設 定す る ことは可 能

で あ る。合 格す るため に努力す るこ とは 、志望校 合格 とい う目的 に とって 、必要 不可欠 な

手段 で ある。 だが 、ただ努 力す れ ば、それ が報 われ る とは限 らないの で、現 時点 の 自分 の
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受験 的学 力や 合格倍 率 な どの現実 的状況 を把握 しよ うと努 める こ とに な る。 そ して 、合格

に必要 な学力 と現在 の学 力 との差 を把握 し、そ の差 を埋 め るた めの勉強 方法 を選び 出 した

上 で実行 す る ことにな る。 こ うして 、勉強 計画 は よ り洗 練 され てい く。

後者 は、何 らか の課 題 が発生 して 、それ に対 処 しよ うとす る筋道 で ある。 あ る医者 が患

者 の病気 を治療 しよ うとす る こ とを例 に取 ってみ よ う。 医者 は、患者 の現在 の病 状 を診 断

し、そ こに至 った過 去 か らの原 因 を探 り、病状 が今後 どの よ うになって い きそ うか の将来

的予 測 を行 う。 そ の上 で、 め ざすべ き治療 目標 が完 治 なのか 、それ が可能 で ない場合 に ど

の よ うな治療 目標 を設 定す るべ きなの かな どにつ いて検討 す る。 そ して、す ぐにで も外科

手術 を行 うべ き か、それ とも薬 で様 子 を見 るべ きか とい う具合 に、そ の治 療 目標 に到 達す

るた めの方法 ・手段 として の処方箋 が何 か を検 討す る ことにな る。 こ う して 、現状 を維持

す るか 、現状 を変革 す るか を意識 しつつ 、治療計 画が 具体 的 に実行 され てい く。

これ らを考 察 してみ る と、 目的達 成 的な もので あれ課題 対 処的 な もので あれ 、計 画 の骨

格や 骨組 み を内的 に構 成 す る基本 的 要素 と して 、以 下の3つ を抽 出で き る。

〈A>現状 把握 …対象 者や周 辺環 境 な どは、現在 、い かな る状 態 か?

〈B>目標 設定 … どの よ うな方 向に 向 けて、何 を、 どこま で実現 ・達成す べ きか?

〈C>方法 選択 …現状 を 目標 に近 づ け るため に、いか な る手殺 を選 ぶ か?

計 画の 基本形 は、 「〈B>設定 され た 目標 」 に対 して 「〈C>方法 を選 択す る こ と」 だ が 、そ

れ を現 実化 す るた めの基 盤 条 件 と して 、 「<A>現 状 を把 握 す る こ と」 は避 け得 な い の で あ

る。 これ らを、 図1の よ うに相 互 に 関係 しあ

う トラ イ ア ン グル と して 把 握 して お く こ とが 、

計 画 の 基 本 的 骨 格 に 相 当 す る 基 本 形 だ と言 え

る。

こ の 考 え 方 は 、 日常 的 な も の か ら専 門 的 な

も の に ま で 、 応 用 で き る。 さ ら に 、 こ れ ら の

一 つ 一 つ を 丁 寧 に 見 て い く こ と に よ り
、 行 政

計 画 を 策 定 す る 技 術 の 本 質 を し っ か り把 握 し

よ う。

〈B>目 標 設 定

〈C>方 法 選 択

〈A>現 状 把 握

図1計 画の基本3要 素

計画 を立 て る筋 道 には、 目的達成 的 な もの と課題 対処 的 な もの とが あ る。 いずれ の

場 合 にお いて も、基 本形 として 、 「現状 把握 」・「目標 設 定」・「方 法選択 」 の3つ の要

素 が 、計画 の骨格や 骨組 み を内的 に構 成 してい る と考 えて よい。

(1)現 状把握 大状況 ・小状 況

〈A>現状把 握 とは、対 象者 の状 況や 周辺 環境 な どの 「現在 の到 達点 」 を確 認 す るこ とで

あ る。 そ して 、それ が的確 で あ る こ とを裏 付 け るため に は、 「過 去 の経緯 の把 握 」 を一通

り行 った上 で、そ の ままの現 状 を前 提 と した場 合 の 「未 来的 な予測 」 を行 うこ とが必 要 で

あ る。 さらに、 「過 去 一現 在 一未来 」 の流れ を念 頭 に置 い て、 そ うした現 状 が生 まれ て く

るメカニズ ム(因 果 関係 、仕組 み な ど)を 解 明す る こ とに よ り、未 来的 予測 な どを よ り的

確 な ものへ とレベル ア ップ してい き、<A>現 状把握 として十 分 な もの に洗 練 させ てい ける。
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こ の とき 、 い わ ゆ る 「調 査 」 が 重 要 な役 割 を果 た す こ とに な るの で あ る。

な お 、 「現 状 」 と一 口 に言 っ て も 、 どの レベ ル で 捉 え る か に よ っ て言 い 方 が 違 う。 そ れ

は 、 一 般 に は 、 全 体 像 を 大 ま か に把 握 し よ う と努 め た 「大 状 況 」 か ら、 個 別 の 事 柄 に つ い

て 詳 細 に 把 握 しよ うと した 「小 状 況 」 ま で 、様 々 な 水 準 が あ る こ と を意 識 して お こ う。

いわ ゆ る 「現 状」 には 、全体 的な 「大状況 」 か ら個別 的 な 「小状 況」 に至 るまで、

様 々な水 準が あ る。現 状把握 をす る際 には、「過 去の経緯 の把 握」 と 「未 来的な予 測」

を行 うこ とが必 要 で あるが 、調 査等 を通 じて、 「現在 の到 達点 」 が どの よ うな メカ ニ

ズ ム(因 果 関係 、仕 組 みな ど)に よって生 じて きたかま で解 明で きる こ とが望 ま しい。

(2)目 標 設定 理念 ・目的 ・目標

<B>目 標 設 定 のや り方 に は、主 に二 つ の筋道 が あ る。 一つ は 、課題 対 処的 な方 向性 で あ

り、〈A>現状 把握 を踏 まえて 、実 際 に実現 可能 と予 測 され る 「目標 」 を設 定す る こ とで あ

る。 も う一つ は、 目的達成 的 な方 向性 で あ る。 これ は、何 らか の 目的 を最初 に設定 して か

ら、それ らの抽 象 的な 「ゴール 」 を実現す るた めの諸 々 の段 階 を 「サ ブ ゴー ル」 と して細

か く設 定 し具 体化 して い くや り方 であ る。 た だ し、 どち らのや り方 に も、各 々 の弱 点 があ

る。 前者 は 、やや もす る と現 状 に引 きず られす ぎて 、 こぢん ま りとした 「小 さな」 目標 に

陥 っ て、魅 力性 に欠 けた 目標 にな りが ち だ とい う危 険性 が伴 う。 後者 で は、 「夢」や 「理

想 」 を 自由に思 い描 くこ とが、やや もす る と空想 的 で現 実味 のない 「絵 に描 い た餅 」 のオ

ンパ レー ドに陥 る危 険性 が高 い。 そ こで、 どの よ うな価値 を実 現 しよ うとして い るか とい

う方 向性 も含 めて、妥 当 な 目標 を設 定す るた め には、課題 対処 的手順 と目的達成 的手順 と

を ともに 実施 し、現実 的な落 と しどころを探 る ことが大切 であ る。

こ こで 、計画 にお いて設 定 され る対象 となって い る 「目標 」 とい う言葉 の意 味の広 が り

や 深み につ いて は、理論 的 に確 認 してお くこ とが重要 で あ る。

第一 に、一 口に 「目標 」 と言 って も、様 々な レベ ル が ある。 諸 々の 「目標 」 を統括 す る

位 置 に ある ものが 「目的」 で あ り、 目的 を さ らに上位 か ら統 括す る位 置 に ある ものが 「理

念」 で ある。視 点 を翻 せ ば、理 念 を実現す るた めの手 段 に位 置す るものが 目的で あ り、 目

的 を達成 す る手段 に位 置す る もの が 目標 だ とい うこ とに な る。つ ま り、下位 にい くに従 っ

て 、 「目標 」 の 内容 が 具 体化 してい くわ けで あ る。 た とえ ば、 「教 育 を 良 く した い」 とい

う願 いや理 想 を計 画 に結 びつ け る こ とを例 に取 っ てみ よ う。 「教育 を良 くす る」 とい う理

念 を掲 げ 、 「良い 教育 」や 「良 くな った教育 」 とは具体 的 に どの よ うな状 態 か を構想 す る

ことに よ り目的 が明 らか になって くる。 さ らに、そ の 目的 につ いて 、 よ り具体 的な分析 や

考 察 を加 える こ とに よ り、諸 々の 目標 が 明 らか にな って くる とい うわ けであ る。

む ろん 、再 び視 点 を翻せ ば、 「目標→ 目的→ 理念 」 とい う順 に上位 の 目標へ と移 行 して

い くに した が って、抽 象度 が増す 分 だけ、 中味の焦 点 がぼや け出す とい う問題 点が あ る。

だが 、「理念」を決 して軽視 してはな らず 、この レベル で十分 な議論 が必 要 とな って くる。

とい うの は、 具体的 な作業 に追 われ てい るばか りでは 、何 のた めに計画 を立て てい るのか

の方 向性 がわ か らな くな り、森 の中で迷 うとい う事態 に なって しま うか らで あ る。

なお 、 「理 念 一 目的 一 目標 」 の関係 にほぼ相 当す る もの につ いて 、順 に 「大 目標 一中 目
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標 一小 目標 」 とい う言 い方で示 して い る行 政計 画 も多 い。 また 、計画 の基本 理念 にっ いて

外 向 けに表 現す る際 に、具体 的な 目標 として の役 割 よ りも、わ か りや すい看板 の よ うな役

割 を持 たせ た もの につい て、 「計画 の メイ ンテーマ 」 とい う言 い方 をす る ことが あ る。

第二 に 、 「到 達 目標Jと 「努 力 目標 」 との違 いで あ る。 到 達 目標 とは 、達成 され るこ と

が強 く求 め られ て い る 目標 で あ り、数 値 化 な どに よって成果 が 具体 的 に評価 され る方 向へ

と向か う。 努 力 目標 とは、そ こに到 達す る可能性 が低 い ことをあ らか じめ見す えて 、結果

に対す る責任 を免 除 した もの で あ る。 だ が、努 力 目標 につ いて 、 「到 達 で きな くて も問題

がな い」 とい う形 で言 い訳 で きる 目標 と考 えて しまっ てはな らな い。 それ は 、喩 えて言 え

ば、高 す ぎて届 かな いけれ ども、確 実 な方 向性 を示 して くれ る 「北極 星」 の よ うな もの で

あ り、それ を常 に見す えて実 践 が進 め られ てい るか ど うかが厳 しく問 われ る。 特 に教 育 に

おい ては、教 育意 図 が評 価 され る場 面 が多 いの で、実質 的 に努 力 目標 的 な性格 を持 ちが ち

な 「教 育 の 目的」 に近づ こ うと してい るか ど うか に対す る評 価 がな され るこ とが多 い。

価 値的 な方 向性 も含 めて、妥 当な 目標 を設 定す るた めには、課 題対 処的 手順 と 目的

達成 的手順 とを ともに実施 し、現 実的 な落 としどころ を探 るこ とが大切 で あ る。ま た、

目標 を設 定す る際 、 「理 念 一 目的 一 目標 」 お よび 「大 目標 一 中 目標 一小 目標 」 の水 準

の違いや 、 「到 達 目標 」 と 「努力 目標 」 との違 い を意識 してお く必 要が あ る。

(3)方 法選択 戦略 ・戦術 ・個別 実践

現 実 と理 想 との問 をつ なげ る階段 ・梯子 に相 当す る もの が、 「方法 」 も しくは 「手段 」

で あ る。 〈C>方法選 択 とは 、実 際的 な現 実 を何 らか の理想 的 な状 況へ と近 づ けて い った り

変革 して い くた めの 「手段 」 を選 ぶ こ とで あ る。 この 際、 「把握 され た現 状 」 と 「設 定 さ

戦酵レベル 讐静 レベンレ 翻 獲ξ獲 レベル

目標

目標an定

方法選択

王 」'把

几定

法'尺

目標設 定

方法選択

"把

目標設定

方法選択

現状把握

目標設 定

方法選択

目標設定

方法選択

現状把

図2「 方 法 の 方 法 」 の 関 係 図(イ メー ジ)
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れ た 目標 」 との双 方 を見す えて 、い かに適切 な方法 を選 択 でき るかが最大 ポイ ン トなの で

あ る。 そ の上で 、各 々の方法 ど うしを効 果的 に組み 合 わせ て体系化 を進 めて い くこ とに よ

り、計 画が洗練 され て い く とい うわけで あ る。

この 方法 の組 織化 ・体 系化 の度合 い をめ ぐって、一般 用語法 として は 「戦略 」や 「戦術」

とい う言い方 が用 い られ る。 戦術 とは、個別 的 な諸 々 の方法 につ いて、各 々 に共通す る 目

標 に基 づい て組織化 ・体系化 した もので ある。 戦略 とは、個 々の戦術 を包 括 して、 よ り上

位 の 目標 に基 づ いて 、それ らを組織 化 ・体系化 した総合 的 な方 法 の こ とであ る。 逆 に言 え

ば、戦 略 を具体 的に実現 す る手段 が戦術 で あ り、上位 の方法 を実現す るため の下位 の方法

であ る。 さ らに、何 か の 目的 を達成 しよ うと して行 う 「個別 実践」 は、戦 術 を実現す るた

めの手 段 で あ り、い わば 「方法 の 方法 」 で あ る。 この よ うに、 「戦略 一戦 術 個別 実践 」

とい う順 に下位 の方 法へ とい くに従 って、 中味が具 体 的な ものへ とな ってい く。 逆 に、諸

々の個別 実践 を計画 化 した もの が戦術 であ り、諸 々の戦術 を計 画化 した もの が戦略 だ とも

言 い換 え うる。 さらに言 えば、個別 実践 の 中に も、 自覚 的か無 自覚 的か は ともか く、計画

的発 想 が内包 され てい る。 こ うした関係 を図式 的 に示す と、 図2の よ うにな る。 なお 、行

政 レベ ル で は、 「政 策 一施策 一事業 」 とい う順 に下位 の方法 へ下 が るに従 って、 中味 が具

体化 してい くこ とにな る。

この よ うに、計画 それ 自体 が方法 そ の もの であ る と同時 に、体系化 され た方 法 とは常 に

計画 的発想 を背 景 に して構 成 され てい る こ とが確 認 で き る。 ここで 、各 々の水 準の違 い を

意識 す る必要 が ある。 た とえば 「ビジ ョンープ ランー プ ロジェ ク トープ ロ グラム ーア クシ

ョン」 とい う言 い方 が

な され る場合 、 ビジ ョ

ンに基 づい て立 て られ

た プ ランは 、大局 的 な

観 点 に立 った 「計 画化」

を示 し、プ ロジェ ク ト

や プ ログ ラムは よ り具

体 的 な 水 準 に お け る

「計 画化 」 を意 味 して

い る こ とにな る。なお 、

行 政 計画 にお い ては 、

「基 本構想 基本 計画

一実 施計 画 」

包 手 勺白

個別的

現状
レベル

大状況

小状況

目標
レベ ノレ

理 念1

目的1

大 目標

目標1

中 目標

1
小 目標

方 法
レベ ノレ

戦略

戦術

個別
実践

政策 計画
レベノレ

ビ ジ ョン

プラン

プ ロ ジ ェ ク ト

1
プ ロ グ ラ ム

1
ア ク シ ョン

政策
基本構想

1
基本計画

施策I
I実 施計画

事業

図3「 現状一目標一方法」および 「計画」に対する言い方の目安

とい う表 現 が 用 い られ る こ と が 多 い 。 図3は 、 「現 状 一 目標 方 法 」

応 関 係 を意 識 しな が ら、 これ ら の 目安 を 大 ま か に 示 した もの で あ る。

との呼

現 実 を理 想へ とつ な ぐ架 け橋 が 、計画 にお け る方 法で あ る。計 画 にお いて は、方法

それ 自体 の 中に計画 的発想 が入 り込 んで 、新 たに 方法が作 り出 され る。 戦術 は諸 々 の

個別 実践 の計画 化 であ り、戦略 は諸 々の戦 術 の計画化 で あ る。 なお 、行政 計画 では、

「政策 一施策 一事業」や 「基 本構想 一基本 計画 一実施 計画」とい う言 い方が な され る。
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4計 画の実行 と評価

計画 とは、作 成 され れ ば、それ で 終わ りとい うもので はない。 それ は、 実行 され て初 め

て意 味が あ る。 人 に よっては 、個 人 的 な経 験 と して 、計画 を立 てた だ けで 、何 かすべ て を

終 わ らせ た よ うな錯 覚 に陥っ ていな いだ ろ うか。 ま た、最 初 か ら 「計 画倒れ 」 にな る こ と

に薄 々気付 きつ つ 、実 に立派 な計画 を作 って しま った こ とは ないだ ろ うか。 いず れ に して

も、計 画 の作成者 の 自己満足 や独 りよが りで終わ ってい るにす ぎない事態 なの で あ る。

こ うした失敗 は、行政 計画 を策定す る上にお いて は、最 小 限に とどめ なけれ ば な らない。

ここに至 って 、計画 に対す る 「評 価」 とい う視 点 が クロー ズア ップ して くる。

作成 した計 画 を独 りよが りに終 わ らせ ない ため に、 「評価 」の 実施 が重 要 であ る。

(1)計 画 に 関 す る 「計 画 一実 行 一 評 価 」

計 画 の実 効 性 を確 保 す るた め に は 、 何 よ り 「計 画 一 実 行 一 評 価 」 の 一 連 の 流 れ を 意 識 す

る必 要 が あ る 。 い わ ゆ る 「PDSサ イ ク ル 」 と は 、 「①Plan(一 計 画 す る)、 ②Do(一 実

行 す る)、 ③See(一 評 価 す る)」 とい っ た3つ の 行 為 や 行 動 を半 ば 無 限 に繰 り返 す 中 で 、

計 画 を 改 良 し続 け 、 そ れ に 応 じ て 現 実 の 状 況 を

良 く し て い こ う とす る もの で あ る 。 な お 、PDPlan(一 計画する)

Sサ イ クル の 「③See(=評 価 す る)」 の 部 分 を 、

「③Check(一 診 断 す る)」 と 「④Action=対 処

す る 」 との2段 階 に 分 け て 、 「PDCAサ イ ク

ル 」 と して い る も の も多 い が 、 基 本 的 な 考 え方

は 同 じで あ る。 実 際 、 「④Action一 対 処 す る 」

の 中 に も 、 さ さや か と は 言 え 「計 画 一 実 行 」 と

い う流 れ が 入 り込 ん で い る 。 これ に つ い て 図 式

化 す る と、 図4の よ うに な る。

See(=評 価する)

Do(=実 行する)

'
'

'
'

'
'

μ

Check(=診 断する)→Action(=対 処する)

図4「 計 画 一 実 行 一 評 価 」 の サ イ クル

ま た、評 価 にお い て は、 「計 画 を通 じて得 られ た 結果 お よび成 果 に対す る評 価 」 と 「計

画の遂行 過程 に対 す る評 価」 との両方 を見す える必要 があ る。 そ の際 の指標 と して 頻繁 に

用い られ る もの が、① イ ンプ ッ ト指 標 、② ア ウ トプ ッ ト指標 、③ ア ウ トカ ム指標 の3段 階

で ある。 ① イ ンプ ッ ト指標 とは 、あ る事業 に実施す るのに必 要 な人 や資金 な どを どれ く ら

い に投 入 したか を問 うもので あ り、② ア ウ トプ ッ ト指標 は、 あ る事 業 を実施 した結 果 と し

て何 が どれ く らい産 出 され たか を問 うものであ る。 さ らに、③ アウ トカム指標 は 、ア ウ ト

プ ッ トが 実際 的 な場 面 で どの よ うな効 果や 成 果 を もた ら した か を実 質 的 に問 うもので あ

り、計 画 が単 な る自己満足 で終 わって い ないか ど うか をチ ェ ックす る意 味合 いが あ る。 こ

うした3段 階 を指標 と して生か しなが ら、計 画 の進 捗状 況や成 果 な どを総合 的 に把握 しよ

うとす るわけで あ る。
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「計 画 一 実 行 一評 価 」 の 一 連 の 流 れ を 踏 ま え て 計 画 を 評 価 す る 方 法 と して 、 「PD

Sサ イ クル 」 も し く は 「PDCAサ イ クル 」 が あ る。 ま た 、 ① イ ン プ ッ ト指 標 、② ア

ウ トプ ッ ト指 標 、 ③ ア ウ トカ ム 指 標 の3段 階 を指 標 と して 活 用 す る こ と が あ る。

(2)評 価方 法の洗練

まず 、計画 その もの を評価 す る方法 を洗練 す る ことが重要 であ る。 この中核 には、〈A>'

「現 状把握 の され 方」が 的確 か 否か 、<B>'「 設定 され た 目標 」 が妥 当か否 か 、〈C>'「 選択

され た方 法」 が適切 か否 か、 な どとい った各 々の項 目を常 に問 い直す姿勢 を置 くべ きで あ

る。 この作 業 は、〈A>現状 把握 ・〈B>目標 設 定 ・〈C>方法選択 の相 互 の関係 をチ ェ ック しな

が ら行 う必要 があ る。 この よ うに して 、評 価方 法それ 自体 を洗練 して い くこ とにな る。

次 に、 「評 価 に対す る評 価 」 が重要 で あ る。 まず 、 自己評 価 に は、 自分 自身や 身 内に甘

くな りが ちだ とい う限界 が あ る。 ま た、 「評価 の一 人歩 き」 に も常 に注 意す べ きで あ る。

い かな る評価 に も、文脈 があ って、文脈 に規定 され て い るこ とを忘れ て はな らない。特 に、

数 値 目標 を設 定 した場 合 には、数値 化 しやす い ものの みが評価 対象 に なって 、それ以 外 の

要素 が見 落 と されて しま うこ とが多 い。 そ のた め、やや もす る と、単 な る数字 あわせ に終

わ った り、形式 に追 われす ぎて 、 中味や実質 が実 際 には うま くい って いな くて も、覆 い隠

され て しま うことが あ った り、 逆 に数値 化 され ていな い と ころで成 功 してい る部分 がそ っ

く りそ ぎ落 と されて しま うこ とが ある。 教育 計画や 教 育事業 を評価 す る際 に、 もっ とも要

注意 な こ との一つ で ある。

評 価 方法 を洗 練す る と同時 に、 「評 価 に対 す る評価 」 も厳 し く行 って い く必 要 があ

る。 特 に、 「評価 の一人 歩 き」 には、特段 の注意 を払 う必要 が ある。
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第2節 地域総合計画 と生涯 学習推進計画、社 会教 育計画

計 画策 定 にお いて理 念 ・目的 ・目標 を定 め るこ とは必 要条件 で あ るが、行政 計画 の各 々

の性 格 に よって、 この 当た り前 の こ とが様 々な様 相 を見せ る。 特 に生涯 学習や 社会 教育 と

い った 、それ 自体 が曖昧 な概念 を計画 化 しよ うとす る際 には、 これ は深 刻 な問題 とす ら言

える。 この こ とを常 に念頭 に置 きなが ら、諸 々の行政 計画 ど うしの 関係 を探 っ てい こ う。

1地 域 総合計 画(マ ス ター プラ ン)と 教 育計 画

地方 自治 法第2条 第4項(昭 和22年[1947年]制 定、最 近 改正 平成17年[2005年])に

は、"市 町 村 は、 そ の事務 を処 理す るに 当た って は、議会 の議 決 を経 て その地 域 にお け る

総 合的 かっ計 画 的な行政 の運 営 を図 るための基 本構想 を定 め、 これ に即 して行 な うよ うに

しな けれ ば な らない"と 述べ られ てい る。 こ こで 、 「基本 構想 」 と して示 され た ものは 、

具体的 に は 「地域 総合 計画Jな どの言 い方 で策定 され 、一般 に 「マ ス ター プ ラ ン」 と呼 ば

れ る ことが多い。

「地 域 総 合 計 画Jは 、 一 般 に 「マ ス ター プ ラ ン 」 と呼 ば れ る こ とが 多 い 。

(1)総 合計 画 と部 門別計 画

一 口に 「地域 」 とい う言 い方 を して も、身近 な地 区 レベル か ら、市 町村 レベル 、都道府

県 レベル とい うよ うな具合 に様 々 な意 味合 い があ り、それ ぞれ の レベル に よっ て、意 味合

い も変 わっ て くる。 いず れ にせ よ、そ こには様 々 な行 政計 画が策 定 され て い るこ とが確認

で きる。 これ らの諸 々の計画 は、各 地域 単位 で設 定 され た 目標 を実現 させ よ うと して策 定

され た もの で ある。 逆 に言 えば、 単 に個 人 に とどま らず 、地域社 会 に生 き る地域 住 民が幸

福 に暮 らせ る状 態 とい う究極 目的 を実 現す る手段 と して計画 が存在 してい るので ある。

こ うした 地域 単位 の計 画 の中で も、最 も上位 に位置 す る ものが地域 総合計 画(マ スター

プ ラン)で あ り、そ の下位 に、た とえば 「地域 福祉 計画 」や 「農 業基 本計画 」 とい った各

部門別 計画 が あ り、生涯 学習推 進計画 や社 会教育 計画 も部 門計画 と して位 置付 く。

地域住 民 の幸福 な暮 らしの実 現 のた めの手段 であ る地域総 合計 画の 下位 に、各部 門

別 計画 があ り、生涯学 習推進 計画 や社会 教育計 画 も部 門計 画 と して位置 付 く。

(2)地 域総 合計画 にお け る教 育計画 の位置 づ け

日本 が法治 国家 で ある とい う前提 に立つ こ とがで き るの で、行政 計画 は、何 らかの法律

が大元 の根 拠 に なって いた り、計画 目的や 計画 目標 を示 してい る もの と考 えて よい。 教 育

計 画 は 「教育 に 関す る部 門計画 」 なので 、 これ を行 政計 画化 す る際の大 元 の根 拠 につい て
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は 、 日本 にお いて は、教育基 本法(1947年[昭 和22年]制 定)に 求 める ことが で きる。

この法律 が制 定 され た理 由 として、"日 本 国憲法 の精神 に則 り、教 育の 目的を明示 して、

新 しい 日本 の教 育 の基 本 を確 立 す るた め"(前 文)で あ るこ とが示 され た上 で 、"教 育 の

目的"と 題 され た 第一 条 にお いて 、"教 育 は、人 格 の完成 をめ ざ し、平 和的 な国家 及 び社

会 の形成者 と して、真理 と正義 を愛 し、個 人 の価 値 をた っ とび 、勤労 と責任 を重ん じ、 自

主 的精神 に充 ち た心身 ともに健 康 な国民 の育成 を期 して行 われ な けれ ば な らない"と 規 定

され て い る。 ここで 、 「教 育 の 目的」 に相 当す るの は、 「め ざ され る」 もの と して の 「人

格 の完成 」 のみ に限定 して よいの か、後 段 も含 め た全 体 を指す の かは意見 が分 かれ る とこ

ろで あ る。 だが 、少 な く とも 「教育 基本 法 にい う教 育」 にお け る 目的の 中核 に 「人格 の完

成 」 とい うキー ワー ドが位 置付 くこ とは確 かで ある。 したが って 、教育計 画 を策 定す るに

あた って 、文言 と して明示 す るか ど うか は別 と して、 「人格 の完 成」 が計 画 目的 と して措

定 され てい て、それ が常 に見す え られ て い る とい う暗黙 の前 提 があ る と考 えて よい。

地域 レベル の教 育計 画 は、地域総 合 計画 の 中の部 門計 画の 一つ と して、そ の下位 に位 置

付 くので、 地域総 合計 画 と整 合 を図 り、矛盾 の ない もの とす る必 要が あ る。 その際 、地域

計 画 の 目的 ・目標 ・方 向性 と、 「教育 基本 法 にい う教 育」 の 目的 であ る 「人格 の完成 」 と

の問 の整 合 を図 りつつ 、地域 レベル の教 育計画 を作成 す る必要 が ある。

ところで、 中央教育審議 会答 申 「新 しい時代 にふ さわ しい教育基本 法 と教育振興基本 計画

の在 り方 につ いて」(平 成15年[2003年]3,月)で 、教育基本 法 の改 正の可能性 が指摘 され

てい るよ うに、教育 目的や教 育 目標 をめ ぐる議論 が流動化 してい る。仮 に教育 目的や教 育 目

標 に変更 があれ ば、地域教 育計画 も、それ らの顕在的 ・潜在 的な影響 を被 る ことにな り、連

動的 に変更 が加 え られ るこ とにな る。 さ らに、流 動的 な要素 として、 「教育振 興基本計 画」

が、 この答 申で提案 され てい る。 この計画 は、文部科学省 の施 策の枠 を越 えて、 日本政 府全

体 として教 育の重要性 に明確 な位 置付 けを与 えて、総合 的な取 り組 み を図 ろ うとす るもの で

ある。 したが って 、仮 に法改正 がな され た場合 には、国の総合的な教育政策 と地域 総合計画

との関係 を根本 か ら問い返 しつつ 、整合性 を確保せ ざるをえない とい った課題 が出て くる。

このよ うな具合 で新 たな事態が生 じて くる可能性 を、あ らか じめ予測 してお こ う。

教育 計画 にお け る もっ とも大 元 とな る 目的 につい ては 、教育基 本法 にお け る 「教 育

の 目的」つ ま り 「人格 の完 成」 が、顕 在 的 ・潜在 的 に位 置 つい てい る。 教 育計画 を立

て る際 には、 この 目的 と地域計 画 の 目的 ・目標 ・方 向性 との整合 を図 る必 要が あ る。

仮 に教 育基 本法 が改 正 され 、教 育 目的 に変更 があ った場合 に は、地域 にお け る教 育計

画 も潜 在 的 ・顕在 的 な影響 を被 った り、連動 的 に変更 が加 え られ る こ とにな る。

2生 涯学習推進計画

昭 和40年(1965年)に ポール ・ラング ランがユ ネス コ成 人教 育推進 委員会 で提 唱 した 「生

涯教 育」 の考 え方 は、 ま もな く 日本 に も導 入 が試 み られ た。 昭 和46年(1971年)に 出 され

た社 会教 育審議 会答 申 「急激 な社会構 造 の変化 に対処 す る社 会教 育の あ り方 につ いて」(以

下 「46社教 審答 申」 と略 す。)で は、"生 涯 教 育 の観 点 に 立 って 、学校 教 育 を含 めた教 育
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の全 体計画 を立案す るこ とが必 要 とな って くる"と 述 べ てい る。 昭和56年(1981年)に 出

され た 中央 教育 審議会答 申 「生涯 教育 につい て」(以 後 、「56中教審答 申」 と略す 。)で は 、

初 めて本格 的 に 「生涯 学習 」 の考 え方 を取 り上 げ、 生涯学 習 を助 け るた めに教 育制度 全体

が構成 し直 され るべ き基本 的 な理念 と して生涯 教育 を位置 づ けて い る。そ の後 の臨 時教育

審議 会 は、従来 の教 育提供 者側 の視 点 よ りも、個 々の学習 者側 の視 点 を強 調 し、生涯 学習

の考 え方 に立 って教 育 改革 を進 め る よ う提 言 し、特 に学校 中心 の考 え方 を改 めて、 「生涯

学習 体系 への移 行」 を主軸 と しな が ら、教 育体 系の 総合 的な再編 成 を図 って いか なけれ ば

な らない と提言 して い る。

この よ うに、教育 体系 を根本 か ら見直す 意味合 い も含 めて 、生涯 学習 の考 え方 が国策 的

に提 案 され て い る。 そ して、地 域単位 におい て も、 生涯 学習 を何 らかの形 で計 画化す る こ

とが 要請 され て きて い るので ある。

生涯学 習 は、世 界的 に注 目され 、 国策 的 に も提案 され 続 けて きた と同時 に、地域 単

位 にお いて計 画化す るこ とが要 請 され て い るもの であ る。

(1)生 涯学 習 を計 画化 す る こ との意 義 支援推 進 ・条件整 備 ・連携促 進

小 学校 の体 育館 な どに、た とえば 「た くま しい子 」や 「思 いや りの ある子Jな どとい っ

た言 葉 が掲 示 され てい る こ とが ある。 これ は 、各学校 ご との教 育 目標 で あ る。 学校 ご とに

教育 計画 が実 際に立 て られ て い るか ど うか は ともか く、学 校 ご とに 「目標 とされ る人間像 」

が 明示 されて い るこ とが一般 的 で ある。また 、後 ほ ど詳 細 に見 る社 会教 育計画 につ いて も、

それ が教 育計 画で あ る限 りにおい て、潜在 的 には 「教育 基本法 にい う教育 の 目的」 で あ る

「人 格 の完成 」が 究極 の 目的 となって い る。 この よ うに、学校 教育 計画 と社会 教育 計画 に

お いて は、少 な くとも理論 上 は、何 らか の形 で 「目標 とされ る人 間像 」 が設 定 され 、それ

に向け て教育活 動 を行 うとい う仕組 み にな ってい る。

この よ うな発 想 が、生涯 学習 を計 画化す る際に も、そ のま ま応 用 で きるだ ろ うか。 生涯

学習 が文 字通 り 「生涯 にわた る学習 」 を意 味す る とい う立場 か ら 「望 ま しい人 間像 」 を述

べ る とすれ ば 、 「いつ で も、 どこで も、だれ か らで も、な にか らで も」 学 ぼ うとす る よ う

な積 極 的な人 間が究極 的理 想 とい うこ とにな る。 こ うした 目標 を例示 す る こ とは 、押 しつ

けや 強制 力 を伴 わ ない 限 りは 、特 に問題 はな い。 だ が 、仮 に生涯 学習 に関す る行政計 画 を

通 じて特 定 の人間像 に導 こ うとす る とす るな らば、 それ には法 的根拠 が存 在せ ず、倫 理 的

に望 ま しくないのみ な らず 、現 実的 で もない。実際 、この ことを裏 か ら確 認す るが ご とく、

行政 が 生涯 学習 につい て の施 策 を立 案 す る際 には 、 自発性 が強調 され る。 「生涯 学習 の振

興 のた め の施策 の推 進 体制 等 の整 備 に 関す る法律 」(平 成2年[1990年]制 定、最 近 改正

平成14年[2002年])の 第2条 では 、国及 び地方 公 共 団体 の 責務 と して、"こ の法 律 に規

定す る生涯 学 習の振 興 のた めの施策 を実施 す るに 当た っては 、学習 に関す る国民の 自発 的

意思 を尊 重す るよ う配慮す る"よ う求 めてい る。 つ ま り、国 民 ・住 民が生 涯学 習 を行 うか

否 かにつ い て も 自発 的意 思 に任 せ る こ とにな る し、 ま してや学 習 内容 や学 習方 法 にまで立

ち入 っ て命令 ・監督 す る こ とは許 され ない とい うこ とで あ る。 当然 、特定 の人 間像 を押 し

つ けて はな らない。
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それ で は、仕 切 り直 して考 え よ う。 生涯学 習 を計 画化 す る ことは、生涯 学習 を行 う当事

者 であ る生 活者 ・学習 者 の視 点 に立 って考 え るか、生涯 学習 に関わ る行政 側 の視点 に 立 っ

て考 え るかに よ って、全 く意味合 い が変 わ る。前者 は 、あ る個 人が 、 自分 自身 の人 生設 計

とい う立場 に 立 って、生涯 に わた る学 習活動 を どの よ うに配 分 ・設計 してい くか とい う問

題 に帰着す る。 それ は、基 本的 には 、そ の人 に とって の 「良い人生 」 とい う究極 目的 の実

現 に向 けて立 て られ る 「生涯 学習 そ の ものに関す る計画 」 とい う意 味合い にな る。 これ に

対 して 、後 者 は、そ の行政 の管轄 の及 ぶ範 囲 にお いて 「生涯 学習 が盛 んに進 め られ てい る

状態 」 を社 会 的 に実現す るこ とが 目的 ・目標 に位 置付 く。 こ こでは、生涯 学習 その もの と

い うよ りも 「生 涯学 習振興 」 とい う社会 的状態 の実現 が め ざ され てい るので あ る。

生 涯 学習 関連 の行 政 計画 は、 「生涯 学習 振 興計 画Jと い う言 い方 で示 され るこ と もあ る

が 、一般 に 「生涯学 習推進 計画 」 とい う言 い方 で呼 ばれ る ことが多い。 これ は、 国民や住

民 に よって 生涯 学 習 が盛 ん に行 われ て い る とい う社 会 的状 態 を実現 す るた めの手 段 と し

て 、行政 の立場 と して 「推進 」とい う明確 な方 向性 を示す こ とが多い ことに よる。ただ し、

生涯 学習 を計画 化す る際 には、 この 「推 進」 とい う意味合 い に注意 を払 う必要 があ る。

ここでい う 「推進 」の意 味合い は、学習 その もの を直接 の対 象 として い る とい うよ りも、

学習 お よび学 習活動 に対 す る支 援へ と向か ってい る。 つ ま り、生涯学 習推進 計画 は、生涯

学習 そ の ものを推進 す る こ とを志 向す るので はな く、国民 ・住 民一人 ひ と りが個 々 も しく

は集 団 で行 う生涯 学習 に対す る支援 を推進 す る こ とを志 向 してい る。 した がって 、生涯 学

習推 進計 画 とは 、地域全 体 と して見 た場合 に 「生涯学 習 が振興 され てい る状 態」 を め ざ し

て策 定 され る とい う意味 で、生涯 学習 に関す る 「支援推 進計 画」 なので あ る。

この場 合 の 「支援 」 の意味合 い は、個 々人 の生涯 学習 の内 実に深 く立 ち入 る とい うもの

では な く、 国民 ・住民 が生涯 学習 した い と考 え る ときに、な るべ く満 足度 の高 い状態 を得

られ る よ うに配慮 す る ものにな る。 そ のた めの環境 を醸成 す る こ とがポイ ン トにな って く

るとい うわ けで あ る。 こ うして 、生涯学 習 に関す る支援 を推進 す る計画 は、国 民や住 民の

生涯 学 習 に関す る各種 の条件整備 を進 める 「条件整 備計 画」 とい う意味合 い にな る。

生涯 学 習行 政 にお い ては 、 「いつ で も、 どこで も、 だれ で も、な んで も」 とい うキャ ッ

チ フ レー ズが 出て くる こ とが多 いが、 これ は、学習者 個 人 に対 してで はな く、 条件整備 を

行 う行 政側 に求 め られ る姿勢 を示 して い る。 それ は、 国民や住 民 が望ん だ ときに、 その キ

ャ ッチ フ レー ズにふ さわ しい よ うな条 件 で、 自 ら生涯学 習 を行 える こ とを め ざす とい う目

標 を明示 した もので あ る。 この こ とにつ いて 、食 事 の喩 え を用 い て説 明 を試 みれ ば 、 「い

つで も、 どこで も、だれ で も、なん で も」食 事 がで きる よ うにお 盆やお皿 を用意 し、そ の

中の食 事 の選択 肢 を用意す るこ とは あっ て も、食 事 内容 や食 べ方 まで も指 定す るこ とは な

い とい うこ とであ る。 また、旅行 に喩 えてみれ ば、様 々な行 き先 を可能性 として示 す こ と

は あって も、具 体的 な行 き先ま で指 定す るこ とは しない とい うことで あ る。

この よ うな 「いつ で も、 どこで も、だれ で も、な んで も」 とい うレベル の条件 を整備 す

る ことは、生涯 学習 に直 に関 わ る行政 部 局単独 だ けでは、 ほ とん ど不可 能で あ る。 逆 に言

えば、学校 や公 民館 ・図書館 ・博物館 といっ た代 表的 な教育 施設 以外 に も、人 間が 学習 し

うる可能性 をあち こち に半ば無 限に見 出す ことこそ が重要 だ と気 づ け るだ ろ う。そ のた め、

生涯 学習 に 関す る条 件整備 の中で も、社会 に存在 す る様 々な学習機 会 を明 らかに して、 そ

れ らを効果 的 に連結 させ てい くこ との必 要性 が クロー ズ ア ップ して くるの であ る。 こ うし
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て、生涯学 習 に関 わ る領域 が、教 育行 政 のみな らず 、一般行 政 に もわ た る し、営利 ・非 営

利 とを問わ ず民 間に もわ たる こ とを視野 に入れ る と、そ れ らを結 びあわせ て 「網 の 目」状

態 に して、 学習お よび学 習活動 を支 える こ とが求 め られ る。 よって、可能 な限 り 「いつ で

も、 どこで も、 だれで も、 なんで も」 につ なが る各種 の連 携 を促 進 して い くこ とが重 要 と

な る とい う意 味 で、生涯 学習推 進計 画は 「連携 促進 計 画」 とい う特 色 を持 つ ので あ る。

この よ うに、生 涯学 習 関連 の行政 計 画 は、 「生涯 学習 そ の ものに 関す る計画 」 を意 味す

るもので はな い。 この計 画 の意 味合 い は 、 「支援 推進 」、 「条件 整備 」、 「連 携促 進 」 とい う

3つ のキー ワー ドに集約 され てい くので あ る。

社会 的 に生涯 学習 が盛 んに行 われ てい る状態 であ る 「生涯 学習振 興」 とい う目的 を

実現 す るた めに、 その手段 とな る行政 計画 が 「生涯学 習推進 計画 」 であ る。 この計画

は、生涯 学 習 その もの の推進 を意 図 してい る とい うよ りも、 「国民 ・住 民 の生 涯学 習

に対 す る支援 」 を行 政が推 進 しよ うとす る点 で、本質 的 に 「支援 推進計 画」 で あ る。

また、そ の具 体的展 開 と して は、生涯 学習 に関す る 「条件 整備計 画」 とい う意 味合 い

が出て くるが、生涯 学習 に 関連 す る諸 々の組織 ・団体 ・個 人等 のネ ッ トワー ク化 を促

進す る とい う意 味 での 「連携 促進 計画 」 とい う側 面 を持 っ てい るこ とが特 色 であ る。

(2)「 行 政計 画 にお ける生涯学 習」 の範疇

今 や一般 化 した言 葉 とな った 「生涯 学習 」 であ るが、そ の概念 は案外 と曖昧 なま ま放 置

されて い る。 ま た、 これ をめ ぐって 、錯綜 した関係 に基づ い て理 解 した り誤解 した りす る

事態 も多数 発 生 してい る。 だ が、行 政計 画 として生涯 学習 を計 画化す る際 には 、諸 々の誤

解 を超克 して厳 密 な整 理 を行 う必 要 があ る。

そ の大前提 と して、以 下 の二つ のポイ ン トを意識 しなけれ ばな らない。 一つ は、教 育や

学習 に 関す る用語 を語 る際 に、 「行 政 レベル 」 で扱 われ る場 面 と 「一般 レベル 」 で使 われ

る場 面 との 問に は、 ズ レが生 じて い る こ とで あ る。 も う一 つ は、 「教 育」 とい う切 り口で

把握 され る現 象 と 「学 習」 とい う切 り口で把握 され る現 象 とは、相 互 に密接 な関係 を持 っ

てい るが 、基 本 的 には水準 が異 な る とい うことで あ る。 この 二っ のポイ ン トを意 識 しな が

ら、生涯 学習 概念 の全体 像 をあ らか じめ図式化 して示せ ば 、図5の よ うに なる。

それ で は第一 に、生涯 学習 とい う言 い方 で カバ ー され る範 囲 につい て確 認 しよ う。

何 よ り大 前提 と して踏 まえ るべ き事 は 、生涯学 習 とい う言 葉 の中 に 「生涯」 とい う用語

が含 まれ てい る こ とで ある。 そ こか らわ か るよ うに、 生涯学 習 とは、生 まれ てか ら死ぬ ま

での一生涯 にわた る学習 の こ とを指す概 念 で ある。 生涯 学習 と言 った場 合 、既 に学 校 を卒

業 して しば らくを経 た大 人の学 習活動 に対 して焦 点 が当た る こ とが多 いが 、当然 の こ とな

が ら人生初 期や 学校 時代 に行 われ る学習 お よび学習活 動 も含 まれ る。また、生涯 学習 には、

学校 だ けで な く、家 庭 ・地域 ・職 場 な どをは じめ として、 あ らゆ る ところで行 われ る学 習

活動 や 、文化 ・芸術 、 スポー ツ ・レク リエー シ ョン、趣 味 ・娯楽 、 ボ ランテ ィア活 動 とい

った様 々な活 動の 中で行 われ る学習 が含 まれ る。 この よ うに、 生涯学 習 とは、極 めて包 括

的で幅広 い概念 で あ る。 なお 、生涯 学習推 進計 画の 冊子 におい て、生涯 学習 の多様 性 を表

現 しよ うと試 みた ものが 、図6で ある。
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ところで 、生涯 学習 を行政 が支援 す る際 に 自発性 を強調 す る こ とが 、や や もす る と生涯

学習概念 に 関す る誤 解 を助長 して い る節 が あ る。生涯 学 習 にお い て 自発性 を尊 重す るこ と

は、 「国民 が生 涯学 習 を始 め た り継 続 した りす る際 に 、そ の動機 づ けが 自発 的で あ る こ と

が望 ま しい」 とい うことを意 味す るので あ って、 「自発 的 で ない学習 活動 は、生涯 学 習 に

は含 まれ な い」 とい う方 向性 で、生涯 学 習概念 を限定す るこ とを意 図 してい るわ けでは な

い。 ま して、 「自発 的 な学 習活 動」 とはみ な しに くい とい う理 由で 、多 くの学習 活動 を生

涯学習概 念 か ら排 除 し、それ らを支援 す る必 要が ない と考 えて しま った とすれ ば、本 末転

倒で あ る。 た しかに 、実態 と しては、生 涯学 習 を行 う主 体 を大 人 ・成人 と限定 し、 生涯 学

習 を計 画化す る際 に 、成 人 のみ を対 象 とすれ ば よい とみ な して しま う誤解 も しば しば見 受

け られ 、時にそれ が 当た り前 の よ うにまか り通 って い る場 面 もあ る。だ が、生涯学 習 では 、

必ず しも 自発 的 とは言 えない教育活 動 も範疇 に含 まれ て くるので あ り、乳 幼児 や児童 ・生

徒 ・学生 とい っ た子 ども も対 象 とな って い る。 したが っ て、生 涯学 習 が、 「生 まれ てか ら

死ぬ までの生 涯 にわ た る学習 」 を意 味す るこ とを再確認 す る必 要性 が ク ロー ズア ップ して

くる。

第 二に、生涯 教 育 と生 涯学習 との関係 につ いて確認 しよ う。

まず 、従 来の教 育 区分 にお ける家庭教 育 ・学校 教育 ・社会教 育 の3分 法 を前 提 と して 考

える と、生涯 教 育 とは、 これ らを統合 的 に把 握 し直 した概念 で あ る。46社 教審 答 申で は、
"生 涯 教育 とい う考 え方"が"家 庭 教 育

、学 校教 育、社 会教 育 の三者 を有機 的 に統 合す る

こ とを要求 して い る"こ とを述べ て い る。 た しかに 、生涯教 育 に関す る法 的規 定 につ いて

は、明確 な もの と して は存在 しない。 しか し、教 育基本 法第2条 の 「教 育 の方針」 事項 の

中の、"教 育 の 目的 は、 あ らゆ る機 会 に、 あ らゆ る場所 にお いて 実現 され な けれ ばな らな

い"と い う表現 の 中に 「教 育基本 法 にい う生涯教 育」 の根拠 を求 め て よか ろ う。 この場 合

の生涯 教育 とは、言 うまで もな く、 国民 に対 して 「教 育 され る義 務」 を求 めた もので はな

く、国民 に広 く 「教 育 を受 け る権利 」(日 本 国憲法 第26条)を 認 めた もので あ る。ただ し、

この規 定 は、 「教 育基 本 法 にい う教 育の 目的 」 を実現す るた めの生 涯教 育 、い わ ば 「教 育

基本 法 に根拠 を求 め うる生涯 教 育」 につ い て規 定 した こ とにな って はい て も、 「広義 の生

涯教 育」 まで カバ ー し切 れ た表現 とは なっ てい ない こ とに注意 してお こ う。

それ では、生涯 教 育 と生涯学 習 との関係 は 、 ど うなっ てい るだ ろ うか。 それ を考 えてい

く手が か りは 、56中 教審 答 申に見 出 され る。 そ こで は、"生 涯 学習"が"各 人 が 自発 的 意

志 に基づ いて行 うこ とを基本 とす るもので あ り、必要 に応 じ、自己に適 した手段 ・方 法 は、

これ を 自 ら選 んで 、生涯 を通 じて行 うもの"と 規 定 され 、"こ の 生涯学 習 のた め に、 自 ら

学 ぶ意欲 と能力 を養 い 、社会 の様 々な相互 の 関連 性 を考慮 しつつ 総合 的 に整備 ・充実 しよ

うとす る とい うの が生涯 教育 の考 え方 で あ る"と 述べ られ てい る。 この言 い方 か ら確認 で

き るよ うに 、生涯学 習 とは、 生涯教 育 につ い て、学習者 の立場 か ら把握 し直 した もの で あ

る。 言 い換 えれ ば、生涯 学習 とは 、家 庭教 育 ・学校教 育 ・社 会教 育 の各 々につ いて、学 習

者 の立場 か ら捉 え直 した概 念 で ある。 したが って、生 涯教 育 と生 涯学 習 とは、 ほぼ一体 の

もので あ る と同時 に、 コイ ンの裏 表 の関係 にあ る と言 って も良い面 が ある。

一 見 して
、 「教 育」 と 「学 習 」 との言 葉遣 い の違 いは 、実 際的 に は大 した意 味 を持 たな

い よ うに思 われ る。 しか しなが ら、学習者 の視 点 に立 って考 え るこ とを徹底 した場 合 、 こ

の違 い を強調せ ざるをえな い局面 が出て くる。 とい うの は、教 育活動 を経 ない まま学習 が
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生起 して い る場 面 は、無意 図的 な ものは言 うまで もな く、意 図的 な もの も含 めてた くさん

あ るか らで あ る。 つ ま り、実 際 の学習 の 実態 は、 「意 図的 な営み と して の教育 に よって導

かれ る学 習 」以外 に、 「教 育 に よ らない学 習」 に よって広範 な領域 が 占め られ て い る とい

うわ けであ る。 ま して 、 「教 え る」 とい う行為 に よってのみ 、学 習が発 生 す るわ けで はな

い。 日常 生活 の 中で 、教育活 動 とは別 の ところで 「教 育 によ らない学 習」 が 、生活者 自身

が意識 的 か無意識 的 かは ともか く多数行 われ てい る。教 育 に よって学 習が 導 かれ る局 面が

多い一 方 で、意 図的 な教 育 に よ らない学習 も多 い こ とを見逃 して はな らない。

こ こで、 「広義 の 生涯教 育 」 に よって導 かれ る もの を 「狭 義 の生涯 学習 」 と して位 置 づ

けてみ れ ば 、 「広 義 の 生涯 学習 」 は 、 「狭 義 の生 涯 学習 」 と 「教 育 に よ らない学 習 」 とに

よって成 り立 って い る こ とにな る。 逆 に言 えば 、 「広義 の 生涯学 習」 とは 、理 論 上、 あ ら

ゆ る学 習 を包含 す る もの だ と言 え るわけで あ る。 生涯学 習 の中 には、生涯 教育 とは無 関係

な まま 自立的 に存在 して い るもの も多 く含 まれ てい る。 この点で言 えば、生涯 学習 と生涯

教育 とは 、存在 次元 にズ レをは らみ なが らも、生涯 学 習の ほ うが生涯 教育 を包摂 す る概 念

だ と考 え るの が適 切 で あ る。 したが って 、生 涯学 習 は、 「広 義 の教 育」 に よっ て導かれ る

もの以 外 に も多数 存在 す る し、 ま して 「教育 基本法 にい う教 育」 に よって導 かれ うる学習

のみ に限 定 され るわ けでは ない。

こ うした議 論 を踏 まえて 、「行政 計画 にお ける生涯 学習 」の範 疇 を確 定す るこ とに な る。

それ は 、 「す べ ての学 習 」 と同義 で あ る 「広義 の生涯 学習 」の うち、学 習 内容 や 学習 方法

な どにつ いて 、 どの範 囲 まで を 「振興 すべ き生涯学 習 」 とみ なす か を明 らか にす る ことで

あ る。 この こ とは、計 画化 の際 に、生涯 学習 振興 の 目標 を設 定す るこ とを意 味す る。 そ う

す る と、少 な くとも以 下の2点 が 、重要 かつ切 実な 実践的課題 と して前 面 に出て くる。

一点 目と しては
、生涯 学習 振興 に関わ る行 政 は、教 育行政 に限 定 され ない とい うことで

あ る。 よって生涯 学習 を振興 す る行政活 動 には 、教 育委 員会 管轄以 外 の もの が多数 あ り、

その部 分 につ いて は首長 部 局が 責任 を持 って受 け持 つ必 要 があ る とい う論 理 が成 り立っ こ

とにな る。実 際、青 少年 の非行 防止や 就職 対策 な ど、教育 に密 接 に 関連 す る事 柄 につい て、

教育委 員会 だ けでは処 理 しきれ ない分 野横断 的 な行 政課 題 が多 く生 起す る 中で、 自治 体全

体 として取 り組 むべ き課 題 が切 実 になって い る。 こ うした ことを踏 ま えた上 で、生涯 学習

推 進計 画 を作成す る際に 、首長 と教育委 員会 が連携 してい くこ とが、 ます ます 重要 とな っ

てい るの であ る。 そ の際 に、政治 的 中立性 の確 保 な ど、様 々な注意 点が 出て くるこ とを、

心 に留 め てお こ う。 いずれ に して も、 これ らの裏 を返せ ば 、教 育行政 が直 に 関わ る領域 に

つい ては 、責任 あ る教育 活動 が進 め られ るべ き ことが再確認 で きるので あ る。

二 点 目と して は、 「振興 す べ き生涯 学習 」 の対象 として設 定 され た もの以外 の学習 につ

いて は、 あ えて関わ らな い とい う消極 的 な行政 的配 慮 が必要 で あ り、ま して教 育的介入 を

行 うべ きでは ない とい うこ とで あ る。 生涯学 習 の全 体像 は、 生涯 教育 お よび生涯 学習振 興

に よって覆 い尽 く され な い広 大 な余剰 が ある。 この余剰 につ いて は、教育 行政 の範疇 を超

えて い るのみ な らず 、行 政 が関 わ るべ きで ない領域 と して多数 存在 してい る。 それ こそ、

国民 ・住 民の 自由な活動領 域 と して、最大 限 に尊 重 され なけれ ば な らな い。
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生涯 学習 とは 、生 まれて か ら死 ぬ までの一 生涯 にわ た る学 習の こ とを指す 、極 めて

包 括的 で幅 広い概 念 であ る。 生涯 教育 と生涯 学習 とは、 コイ ンの裏 表 の関係 に ある と

言 って も良い面 があ るが、 生涯 学 習 のほ うが生涯 教育 よ り広範 囲 にわ た る、 よ り包括

的 な概 念 であ る。 これ らを踏 ま えて 、生 涯学 習振 興 に関わ る行 政 と して、 自治体 ごと

に 「振 興すべ き生 涯学習 」 を見定 め るこ とが重 要で あ る。

(3)地 域総 合教 育計 画 と生涯 学習推 進 計画

都 道府 県 レベル では 、た とえば 「教育振 興 ビジ ョン」 とい うよ うな名前 で 、いわ ゆ る地

域総合教 育計 画 が策 定 され てい る場 合 もあ る。 それ は 、教育 に関す るマ ス ター プ ラ ン と言

って よい もので あ る。 生涯学 習推進 計画 は、 現実 には 、地域総 合教 育計 画 と重 な り合 う。

だが、地域 総合 教育 計画 は、計画 目標 が 「教 育基本 法 にい う教 育」に収束 され てい くの で、

首長部 局の提 供す る学 習機会 が独 自に 目指 して いる 目標 と折 り合 わな い内容 が出て くる可

能性 を否 定 で きない。 これ に対 して、生涯 学 習推進 計画 は、学 習お よび 学習活 動 を行 って

い る状 態そ の ものが 目標 とな ってい るので 、首長部 局 がいか な る学 習機 会 を提 供 しよ うと

して も、 「制度 的 な意 味 にお け る教育 」 のめ ざす 目標 と併存 させ る こ とがで き る。

両者 が こ うした性 格 の違 い を持 ちつつ も、す でに既成 事実化 してい る点 も含 めて、現 実

には、両者 の関係 が曖 昧 で問われ ない まま 、両者 が並列 してい る ことがほ とん どであ る。

特 に、生涯学 習 を社 会 教育 へ と還 元す る形 で、地域 総合 教育 計画 の一部 門計画 として生涯

学習推進 計画 が位 置づ け られ て い るこ とが多 い。 だが 、教育行 政 が提供 す る学習機 会 のみ

な らず 、首長 部 局が提 供す る学習機 会 も包括 す る点 で、理論 上 は、生涯 学習推 進計 画 のほ

うが地域総合 教 育計画 よ り包 括 的で あ る。生 涯学 習行政 は、教育行 政 と しての性格 を基盤

に置 きな が らも、そ れ に還 元 でき る もので はな く、総 合行政 とい う意 味合 い も持 って い る。

生涯学 習推進 計画 は地域 総合 教育 計画 と重 な り合 うこ とが多 いが 、理論 上 は、前者

が後者 を包括す る概 念 で ある。 生涯 学習行 政 は、教 育行政 としての性 格 を基盤 に置 き

なが らも、それ に完 全 に規 定 され る もので は な く、総合行 政 とい う意味合 い を持 つ。

3社 会教育計画

社 会教 育計画 とは、地域 総合 計画 を実現 して い く上で の部 門計 画 の一つ で ある とい う文

脈 で、地域 計画 で あ る。 実際 、地域 づ く りを行 う際 に、地域 の社 会教 育活動 の 中で育 まれ

た人材 が活躍す る場 面 が非常 に多い。 しか し、 単 に地 域計 画 として の意味合 い だけ に還 元

でき ない こ とを意識 しつつ 、教 育計画 な らでは の意 味合 い を認識 す る必要 が ある。

社会 教育計 画 は、地域 計画 で ある と同時 に教 育計画 で もあ る。
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(1)社 会教 育 を計画化 す る こ との意義

社会 教 育法(昭 和24年[1949年]制 定、最 近 改正 平成15年[2003年])の 第2条 で は、
"こ の法律 で 「社 会教 育」 とは

、学校 教 育法(昭 和22年 法律 第26号)に 基 き、学校 の教 育

課 程 と して行 われ る教 育活動 を除 き、主 と して青少年 及 び成 人 に対 して行 われ る組 織的 な

教育活 動(体 育及 び レク リエ ー シ ョンの活 動 を含 む 。)を い う"と 表現 され て い る。 この

よ うに 、法制 論 的 には、社 会 教育 は 、 「学校 教 育以外 」 とい うよ うに、そ の 中味 が限 定 さ

れて い く方 向 におい てで はな く、その 中味 が漠 然 と広 がって い くよ うな方 向にお いて概 念

規 定が な され て い る。 加 えて、46社 教 審答 申では 、"今 後 の社会 教育 は 、国民 の生 活 の あ

らゆ る機会 と場所 におい て行 なわれ る各種 の学習 を教育 的 に高 める活動 を総称す るもの と

して、広 く捉 え るべ きで あ る"と 、社会 教育 の広範 さを念押 し して確 認 してい る。 だが漠
あまれ

然 と広範 な領 域 を 占め る諸 々の活 動 につい て、行政 が遍 く関わ る ことは現 実的 に不可能 で

あ る し、そ うす るべ きで もない。 で は、 こ うい った方 向で概念 規 定 され てい る社 会教 育 を

行政 的 に計 画化す る ことは、 いった い どの よ うな意 味合 い を持 つ ことにな るのだ ろ うか。

第 一 に、学校 教育 に よ らず 「教育 を受 ける権利 」 を保 障す るた めに 、社 会教 育の計 画化

が重 要 で あ る。 日本 国憲 法第26条 で、"す べ て国 民 は、法律 の 定 め る ところに よ り、 そ の

能 力 に応 じて 、ひ とし く教 育 を受 ける権利 を有す る"と い う条項 は、子 どもで あるか大人

で あ るかを問 わず 、 日本 国民す べて に適 用 され る。 また、教 育基本 法第3条 で も"す べ て

国 民は 、ひ と しく、その能 力 に応 ず る教育 を受 け る機 会 を与 え られ な けれ ばな らない"と

い う言 い 方で 、"教 育 の機 会 均等"を 訴 えてい る。 言 うまで もな く、 この条 項 は、 国民 に

「教 育 され る義 務」 を求 めた もので はな く、国 民が その行使 を 自由に選 択 し うる とい う意

味 での 「教育 を受 け る権利 」 を認 めた もので あ る。 た とえば、子 どもが学校 教育以 外の教

育機 会 を利 用す る権利 につい て、子 ども 自身や その保護 者 の選択 に よ り保 障 され てい る。

第二 に、学校 教育 に よ らず 「教育 を受 け直す 権利 」 を保 障す るた めに、社 会教 育 を計 画

化す る ことが重要 であ る。 生涯 学習 が強 く叫 ばれ る よ うにな った時代 にお いて 、学 校教 育

修 了後 しば らくを経 た成 人 が、 自らの必 要や希 望 に応 じて様 々な形 で教育 を受 け直す行 為

は、 「教育 を受 ける権利 」 の延長 上 で 実質 的 に保 障 され な けれ ば な らな い。 成 人 が教育 を

受 け直す機 会 につ いて は、学校 教育 にお いて も十分 に用意 す る と同時 に 、社 会教 育 にお い

て も充実す る必要 が あ る。 「教 育 を受 け直す 」 とい う意 味で の社 会教 育機 会 は、 国や 地 方

自治体 とい った公 的機 関が提 供す るものだ けでな く、民 間の組織 ・団体 が提 供す るもの も

含 め て、幅広 く用 意 され る必 要 があ る。 さ らに、社 会教 育 と学校 教育 とが連 携 して、 大学

等 の高 等教 育機 関を は じめ と した学校 が、 こ うした教育機 会 を充実す べ きで あ る。 特 に、

学 校 時代 に十 分 な能力 を培 うこ とがで きなか った と実感 して い る成人 に対 して 、基礎教 育

に関 わ る再 教育 も含 めて、 多様 な教育機 会 を提 供す る と同時 に、そ うした機 会 への参加 の

便 宜 を図 る ことに よって 「学 び直 し」 を可能 とす る条件 整備 を図 る こ とが必要 で ある。

第 三 に、学校教 育 に よ らず 「自ら教 育活動 を行 う権利 」 を保 障す るた め に、社 会教 育の

計 画化 が重 要 であ る。 そ して 、 この文脈 にお いて こそ 、社会教 育 な らで はの特 色が前 面 に

強 く出て くる。社 会 教 育法 の 第3条 で は、"国 及 び 地 方公 共 団体 の任 務"と して 、"す べ

ての 国民 が あ らゆ る機 会 、あ らゆ る場所 を利 用 して、 自 ら実 際生活 に即す る文 化的教養 を

高 め得 る よ うな環境 を醸 成す る よ うに努 め な けれ ば な らない"(傍 点 は 引用者 強調)と 規

定 され てい る。 ここで 「国民 が…(中 略)… 自 ら…(中 略)… 高 め得 る」 とい う表現 が な
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され てい る こ とは、社会 教育 にお いて は、国 民が 「教育 を受 け る」 こ とよ りも 「自 ら教育

活動 を行 う」 こ との ほ うが活 動 の中核 に位 置 す る ことを意味 して いる。社 会教 育 を計 画化

す る際に は、国や 地方 自治体 に よって 「醸 成 され るべ き環 境」 が どの よ うな ものか を、 目

標 として明 らか にす る こ とにな る。 つ ま り、社 会教 育計 画 にお い ては 、行 政 が直接 的に教

育機会 を提供 す る とい うよ りも、国民や住 民 が 自ら教育活 動 を開始 した り継 続 させ てい っ

た りす るた めの 間接 的 な支援 を行 うた めの方 策 の実行 が重要 なの であ る。 こ こでの支援 の

意味合 い とは、行 政が 、 国民や住 民の求 めに応 じて助言 等 を与 える こ とは可能 で あ るが 、

命令 ・監督 にな る よ うな ものは避 けな けれ ば な らな い こ とであ る。

したが って、社 会教 育 を行 政 的に計画 化す るこ との意 義 は、国民 や住 民が 、学校教 育 に

よ らず とも自 ら教 育活 動 を行 えるた めの環境 を醸成 す る こ とを主軸 に置 きつつ 、 自らの必

要や希 望 に応 じて教育 を受 けた り受 け直 した りす るた めの条件 につ い て整 備す る手 だて を

明 らか にす るこ とで あ る。 社会教 育計 画 な らで はの ポイ ン トが、前 者 の 「国 民や住 民が 自

ら教 育活動 を盛 ん に行 っ てい る状 態」 の実現 を 目標 とす る点 に あ るこ とを踏 ま える と、 そ

れ は 「社会 教育振 興計 画」 とい う意 味合 い にな る。 そ して 、 こ うした 目標 設 定の し方 に よ

って、学校 教育 を計画 化す る場合 には あま り見 られ ない よ うな特 色 が派生 して くる。

一点 目 と しては
、社会 教育 概念 を検 討 す る こ とが 、 「教 育」 とい う営 み の意 味合 い を改

めて根 本 か ら問い直す こ とにつ なが って い るこ とで あ る。 ここでの教 育 は、国民や 住民 が

ま さに 自らを教 育的 に高 め よ うと努 めた り、 自分 自身 で課題 を学 習 した り、相 互 に教 えあ

った り学 び あった りす る よ うな教育機 会 を確 保 す る ことを意 味す る。 それ は、伝統 的 な意
そだ はぐく

味で の教 育概 念 で あ る 「教 え育 て る こ と」 に収 ま りき らず 、 「教 わ らない が ゆ えに 育 ま

れ る もの」 とい う逆説 的 要素 も含み こむ。 これ らの絶 妙 な組 み合 わせ の 中に、社会 教育 の

教 育 的要素 が あ る。 「社 会教 育 法 にい う社会 教育 」 は、 自発性 の 重視 とい う点 で 、現代 的

な意味 での生涯 学習 の理 念 に相 通ず るもので あ る。 した がって 、行政 の基本 姿勢 と して、

「必要 な支援 を行 い、余 分 な支 援 は行 わない」 とい う取捨選 択 を行 うこ とが重要 で あ る。

二点 目 として は、社会 教育 計画 の策定 に あたっ て、住 民参加 ・住民 参画 が重視 され るこ

とで あ る。 それ は、ま さに住 民 自身 の教 育活動 の在 り方 につ いて は、住民 自 らが 自己決 定

して 自ら計画 化す るこ とが望 ま しいか らで ある。 国民や住 民 は、社会 教育 に 関す る活動 を

行 う当事者 で あるのみ な らず 、そ うした社 会教 育 に関す る条件 を整備 す る側 の視 点 に立て

るこ とが望 ま しいので あ る。 仮 に、 自ら行 政計 画づ く りに参画 してい くた めの力 量 が一朝

一夕 で身 に付 け るこ とが難 しい ので あれ ば、 そ うした能 力 を形成 してい くた めの教育機 会

を、 国民 ・住 民 か ら行政 側 に要求す る こ とも可能 で ある。 それ を、住 民 自らが主体 的に行

う学 習機 会 と して位 置づ け直 して 、社 会教 育計 画の 中に取 り込 めば よいの であ る。

社会教 育 を行 政 的に計 画化す る ことの意 義 は、国 民や住 民が 、学校 教育 に よ らず と

も、 自ら教育活 動 を行 うた めの環境 を醸成 す る こ とを主軸 に置 きつつ 、 自らの必 要や

希 望 に応 じて教育 を受 けた り受 け直 した りす るた めの条件 を整備 す る手 だて につ いて

も明 らか にす るこ とで あ る。 その場 合 の教 育概 念 は、 自発性 を重 視す る とい う点 で、

現 代 的な生涯 学習理 念 に相通 じて い る。 また 、社会 教育計 画 の策 定 にあ たって 、住民

参 加 ・住民 参画 が重視 され るの は、 ま さに住 民 自身 の教 育活動 の在 り方 につい ては 、

住 民 自らが 自己決 定 して 自 ら計 画化す るこ とが望 ま しいか らで ある。
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(2)「 行 政計 画 にお ける社会 教育」 の範疇

社 会教 育 とい う言 葉 は、極 めて広範 囲 を 占め る。 しか し、それ を行政 的 に計画化 す る以

上 は、そ の場合 の社 会教 育の範 疇 を どの よ うに措 定す るかにつ いて再確認 しな けれ ば な ら

ない。 そ の際 、少 な く とも三つ の水準 を意識す る必 要 があ る。

第 一水 準 として、生涯 教育 ・生涯 学習 と社会 教育 との 関係 を確認 す る必要 が あ る。生涯

教育 も しくは生涯学 習 は、家庭 教育 ・学校 教育 ・社会 教 育の全体 を包括 し、上位 で統括 す

る概 念 であ る。 ここで 、法制度 的 な こ とを抜 きにすれ ば 、社 会教 育 を 「広 く社会 とい う場

にお い て行 われ てい る教 育」 と して理解す る ことが 可能 であ り、家庭 も学校 も 「社 会」 の

一・部 として相 対化 され
、家庭教 育 と学校 教育 とを社会 教 育に包摂 して理解 す るこ とが 可能

で あ る。 この場 合 の社 会教 育 を 「広 義 の社 会教 育」 とみ なせ ば 、 「広義 の 生涯 教育 一広 義

の社 会教 育」 とい う公式 が成 立す る。 だが、社 会教 育 を行 政的 に計画 化す る際 には 、原 点

に戻 って、「生涯 教育 の一部 と しての社 会教 育」、「生 涯学習 振興 の一部 と しての社会 教育 」、

「生涯 学 習支援 の一 部 と して の社会 教育 」 とい う理解 に立 ち返 るこ とが 出発 点 にな る。 い

わ ば 「狭 義 の社 会教 育」 を前提 とす るわ けであ る。

第 二水 準 として、学校 教育 ・家庭 教育 と社会 教育 との 関係 を確 認す る必 要が あ る。学 校

教育 や家 庭教 育 は、社会 教育 と並列 して語 られ るこ とが 多い。社 会教 育法 第3条 第2項 で

は、国及 び 地方 公 共 団体 の任 務 として 、"社 会 教育 が学校 教 育及 び家庭 教 育 との密接 な関

連性 を有 す る こ とにか んがみ 、学校 教育 との連携 の確 保 に努 め る とともに、家庭 教育 の 向

上 に資す るこ と とな るよ う必要 な配慮 をす るもの とす る"と 明記 され てい る。この よ うに、

社会 教育 を行 政的 に計画化 す る際 には家庭 教育 や学校 教 育 との連 携 が重要 で ある。 だが、

学校 教育 ・家庭 教 育お よび社会 教 育の 関係 につ いて は、 よ り丁 寧 に確認 す る必 要が あ る。

まず 、学 校教 育 と社 会教 育 との 関係 で あ る。 先 に も見 た よ うに、法 制度 論 的 には 、 「学

校教 育 に対す る社会 教育 」 とい う形 で 、学校教 育 と社 会 教育 とを二分 法 で捉 える こ とが前

提 にな る。 その上 で、 いわ ゆ る 「学 社連携 」や 「学社 融合Jと い う言 い方 に象徴 され るよ

うに、学校 教 育 と社 会教 育 との連携 を効 果的 に進 めてい く必要 が ある。 学校 教 育法(昭 和

22年[1947年]制 定 、最近 改正 平成16年[2004年])に お いて は、第18条 の2で 、小学 校

にお け る教 育指 導 を行 うに当 た り、"児 童 の 体験 的 な学 習活 動"な どにつ いて は 、"社 会

教 育関係 団体 そ の他 の 関係 団体 及 び関係機 関 との連携 に十分配 慮 しな けれ ばな らな い"こ

とを規定 し、 これ を 中学校 ・高等学 校 ・中等教 育学校 に も準用 す る よ う明記 され て いて、

す でに具 体的 な法的 裏付 けがで きて い る。

次 に 、家庭 教育 と社会 教育 との 関係 であ る。 教育基 本 法第7条 の 「社会教 育 」 とい う見

出 しで示 され てい る条文 の 中に"家 庭教 育"が 含 まれ て い る よ うに、戦後 の教 育法制 にお

い ては 、家庭 教育 は社会 教育 に含 み こまれ る形 で理解 され て い る。 しか し、私 事性 の強い

家庭 教育 の具 体的 内容 にまで行 政 が立 ち入 るべ きで は な く、価値 的 な方 向性 を命 令 ・監督

す る こ とな く、各 々の家庭 教 育が 円滑 に進 む た めの条件 整備 を行 うこ とにな ろ う。社 会教

育法 第5条 第1項 第 七号 で、 市町村 の教 育委員 会 の事務 と して"家 庭 教育 に関す る学 習の

機 会 を提 供す るための講座 の開設及 び集 会の 開催並 び に これ らの奨励 に 関す る こと"を 実

施す るよ う示 して い るの は、そ の よ うな意 味合 いで ある。

第 三水 準 として、教育行 政 と一般 行政 との 関係 の認 識 を基盤 に据 えなが ら、社 会教 育 と

首長 部局 との関係 が どの よ うにな って い るか を意識 しなけれ ばな らない。 これ に関 して、
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継続 的 に検討 す るべ き課題 が残 ってい る とはい え、現況 を押 さえてお く必 要が あ る。

平 成17年(2005年)1.月 に出 され た 中央 教 育審議 会 ・教 育制 度分科 会 の地方教 育行 政部

会 ま とめ 「地方 分権 時代 にお け る教 育委 員会 の在 り方 につ いて」 が 、"首 長 と教 育委員 会

の権 限分担 の弾 力化"を 提案 し、首長 部局 と教育委 員会 との関係 を見直す よ う求 めてい る。

同ま とめで は 、"文 化財 保護 以外 の 文 化"と"ス ポ ー ツ"と の2項 目につ いて は 、"基 本

的 に は教育 委員 会 の担 当 とす る こ との利 点 が大 きい"と い う前提 に立 ちっっ も、"地 方 自

治体 の実情 や行 政分 野 の性 格 に応 じ、 自治体 の判断 に よ り、首 長 が担 当す るこ とを選 択 で

きる よ うにす る こ とを検討 すべ きであ る"と い う見解 を示 してい る。 これ らは、従来 は 、

主 と して社 会教 育行 政 が担 当 して きた もの を首長部 局へ移 管 で きる可能性 を許容 した もの

であ る。 また 、 同ま とめ では 、"学 校 教 育 ・社会 教 育 に関す る もの以 外 の生涯 学 習支 援"

につい て は、"基 本 的 に今 後 も学校 教育 ・社 会教 育 と一 体 的 に教 育委 員会 にお い て執 行 さ

れ るこ とが望 ま しい"と され てい る もの と峻別 してい るが、そ うす るこ とに よって 、教 育

委員 会 の事務 を首長 に委任 した り、首長 部局 の職 員 に補助 的 に行 わせ る方 法 に よ り、首長

部局 が これ らの事務 を執行 してい る一部 の 自治体 のや り方 を追 認 して いる。 この こ とを図

式 的な言 い方 に置 き換 え る と、学校 教育 を第 一領域 、社会 教育 を第 二領域 だ とみ なす な ら

ば、生涯 学習支 援 には さ らに第 三領域 が 存在 して いて 、 この第 三領域 につ い ては首長 部 局

が管轄す る可能 性 を許 容 して い るわ けで あ る。

これ らは一 見 して 「社 会教 育行政 の領 域的縮 小」 を提案 してい る よ うに見 え る。 また 、

そ もそ も 「広 く社会 で行 われ てい る社会 教育 」 に関す る行 政事 務 は、教 育委員 会の 中の 社

会教 育行 政 の専売 特許 では ない。 だが 、 これ らの見解 の裏 を返 せ ば、 かえ って社会教 育行

政 が第 一義的 責任 を持 って行 うべ き範 疇 や領域 につ い て再確認 してい る と解釈 して よい。

第一 に、 「学校 教 育以 外 とい う意 味 での社 会教 育 」 をそ の まま生涯 学 習 と同一視 して し

まって い る誤解 に対 して釘 を さ してい る。 た しか に、第 二領域 の社 会教 育 と第 三領域 とを

混 同 してい る人 も多 く、生涯 学習 の 中に社会 教育 を併合 して しま えば よい と考 えて い る人

もい る。 だ が、生涯 学習 支援 の 中の第三 領域 が確認 され るこ とに よって、か え って第二領

域 の社会 教育 の重 要性 が強調 され た と言 えよ う。 くれ ぐれ も学 校教 育 と 「生涯 学習 一社 会

教 育」 とい う二分法 で考 えな い よ うに注意 を促 して い る とい うわけで あ る。

第 二に、生涯 学 習 の基礎 とな る学 校教 育 を支 える もの と して、社 会教 育 との一体 的 な学

習 支援 の重 要性 が ク ロー ズア ップす る。 た しか に、 「学 校 教育 ・社 会教 育 に関す る もの 以

外 の生涯 学 習 支援 」 につ い て は、 「"教育 基 本法 にい う教 育"に 集 約 され ない社 会 教 育 」

と して、教育行 政以 外 の一 般行政 が行 って い る行政 活動 を指 して い る もの とみ な して よい。

だが 、 こ こでは 、 「文化 財 保護 以外 の 文化 」 と 「スポー ツ」 の中 に も、 こ うい った意 味 で

の社会 教育 が含 まれ るので あ り、その うち 「教育基 本法 にい う教 育」 に関 わる内容 につ い

ては 、教育委 員会 が責任 を持 って行 わ な けれ ば な らな い こ とが確認 され てい るの であ る。

その 内容 を 「文化 行政 」や 「ス ポー ツ行 政」 と呼 ばれ る ものに任せ きれ ば よいわ けで はな

い。 特 に 、子 どもた ちが社会性 を育ん でい った り、家庭 や地域 社 会の 中で 自らの役割 や居

場 所 を発見す るため には 、社 会教 育 にお い て培 われ た諸 々 の蓄積 が生 きて くるで あ ろ う。

第三 に、地 域づ く りの観点 か ら首長部 局 との 関係 が深 か った社会 教 育活動 にお いて も、

さ らな る連携 を行 うこ とが提案 され てい る と考 えて よい。 それ は 、 「ま ちづ く り」や 「地

域 づ く り」 には 、必ず 「人材養 成 」お よび 「人づ く り」 お よび 「人そ だて」や 「人 は ぐく
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み 」 の要素 が出 て くるが、そ の際 に社会 教育活 動が極 あ て有効 であ る ことが再 確認 され て

い る と言 えよ う。 この よ うな中で 、社会 教育計 画 を策 定す る際 には、 首長部 局で行 われ て

い る学 習活動 との連 携 を見す えて 、教育 計画 と して の独 自性 を打 ち出す こ とが極 めて重 大

な意 義 を持つ ので あ る。

した が って、行政 の 管轄 を ヨコの整 理 軸 に して、生 涯学 習 と社 会教 育 との関係 を整理 し

てみ る と、 図7の よ うにな る。 この図 では、便 宜 として 、社会教 育行政 が担 当す る教育機

会 を 「社 会教 育」 と呼 び、それ を も含 めて行政 全体 で提供 す る教 育機 会 ・学 習機会 につ い

て 「生涯 学習 」 と呼ん でい る。 また、 国民 ・住 民の生 涯学 習活動 お よび社会教 育活 動 の多

くが、行 政支 援 とは無 関係 の ところで独 自に進 め られ て い る点や 、行政 が あ らゆる生涯 学

習活 動や 社会 教育活 動 を支援す るこ とも不可能 で あ るこ とを強 く意識す べ きで ある。 した

がって 、国民 ・住 民が進 める生涯学 習活 動や社 会教育 活動 の うち、行政 と直接 的 ・間接 的

に関わ りを持 つ範 囲 につ い ての支援 お よび条件整 備や 基盤整 備 を行 うた め、そ の部分 につ

いての計 画化 を進 め るこ とに な る。

なお 、 こ こま で展 開 され た諸 々の論点 を鳥瞼 して視 覚的 に確認 す るた めに、先 に提示 し

た図5を 改 めて見直 して お く とよい だ ろ う。

社 会教 育 を行 政計 画化 す る際 には 、 「生 涯学 習振 興 の一部 と しての社会 教 育」 とい

う理解 を大 前提 と して、社会 教育 と家庭 教 育 ・学校 教育 との連 携 につい て配慮す る こ

とが重 要 であ る。 また、教 育行政 と一般 行政 との関係 を念頭 に置 きなが ら、社 会教育

と首長 部局 との関係 を意識 しつ つ 、社会教 育 の重 要性 を再確認 す る必要 が ある。

行政の支援とは
無関係に、国民 ・
住民が独 自に進め
ている活動の領域

教育 ・学習的側
面を持つ施策 ・事
業の うち、行政が
直接的 ・間接的に
関わる領域

学習活動
の領f管 轄

行政部署

「生 涯 学 習 」 も しく は 「社 会 教 育 」、 「社 会 参加 」、 「市 民 活 動 」 な ど

(国 民 ・住 民 に よっ て 、 呼 び 方 ・言 い 方 は 様 々 で あ る)

F一 一一一一 一一 生 涯 学 習 一一 一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一→ レ

学校教育
独自の領域

<i-r_会 教 育 → ・

連
携
領
域

社会教育
独自の領域

連
携
領
域

教育行政以外の
一般行政の独自領域

学校教育行政 社会教育行政

教育委員会

教育委員会以外の行政部局

〔総務部 ・企画部 ・市民部 ・福祉部 ・都市整備部 ・農業委員会など 〕

図7自 治体の行政 レベルにおける 「生涯学習と社会教育との関係」

(3)生 涯 学習推 進計 画 と社 会教 育計画

理論 的 な 立場 か ら言 えば 、社会 教育 とは、生 涯教 育 の一部 で あ る と同 時 に、 「教 育活 動

に よって導 かれ た生涯 学習 」の一部 と対 になって構成 され て い るので、社 会教育 を計 画化

す る とい うこ とは、生 涯学 習推進 計画 の一部 を実効化 す る計画 を作 るの が本 筋 であ る。 だ
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が、最 近 では 、小規模 な市 町村 な どをは じめ と して、生涯 学習推 進計 画 に社 会 教育計 画 を

統合 させ て しま う形 で計 画化 して い る ところが 多い。

こ うした状況 が生 じて しま う最 大 の理 由は、生涯 学習 と社会 教育 との 関係 が 理論 的に整

理 され ないま ま、両者 が混 同 され た り同一視 され た りしが ちで ある こ とが大 きい。 また 、

人員 体制 な どが整 ってい ない な どの現 実的状 況 か ら言 って 、や む を えず 両者 を統合 させ る

形 で計画策 定 を行 うところ もあ る。 この状態 で あって も、生涯 学習 につ いて も社会 教育 に

つ いて も行 政計 画化 を未 だに進 めて いな い市町村 と比べ て 、は るか に先進 的 であ るが、本

来 的 には、両者 を別 々に策 定 して整 合 を図 るべ きこ とを再確 認 してお く必要 が あ る。

だが他 方で 、両者 に密接 な 関係 を持 たせ るこ とは 、実践 的 には極 めて有効 で ある。 とい

うのは 、行 政 が生涯 学習 を具体 的 に支援 した り、国民 ・住 民の 間で生涯 学習 が振興 され て

い る状況 を生 み 出す 際 に、社会 教育 が量 的な意 味 にお い て も、質 的 な意 味 におい て も 「扇

の要」 に位 置 す るか らで ある。 この こ とは、 国民 ・住 民 の間 で 「生涯 学習」 と呼 ばれ てい

るもの の多 くが実 質的 には 、 自 らを高 めた り互 い に学 び合 うこ とを軸 と した社 会 教育活 動

であ る し、生 涯学 習振興 に関わ る施 策 ・事業 の多 くが社会 教育 事業 と重 なってい て 、実際

に生涯 学習 関連事 業 を社 会教 育行政 が受 け持 ってい る 自治 体 が多い ことか らも確認 でき よ

う。 したが って 、「社会 教育 か、生涯 学習 か」 とい う二者択 一で考 える こ と、ま してや 「生

涯学習 は社会 教 育 をつ ぶす」 と考 え る ことは理 論的 に誤 りで あ るのみな らず 、 実践 的に大

きな支障 を残 して しま う。 生涯 学 習振 興 と社会 教 育振興 との 関係 は、 「とも倒 れ 」か 、 と

もに充実す るとい う意 味で の 「とも立 ち」 の二者 択一 の関係 に あ ると考 えて よい。

こ うい った理 論的必 然性 を踏 ま えて 、社会 教育行 政 に新 た な役割 を持 たせ よ うとす る動

き も生 じて きてい る。 平成10年(1998年)に 出 され た生涯 学 習審議 会答 申 「社 会の 変化 に

対応 した今後 の社 会 教 育行政 の在 り方 につい て」 で は、"広 範 な領域 で行 われ る学習 活動

に対 して、様 々な 立場か ら総合 的 に支 援 してい く仕 組 み(ネ ッ トワー ク型 行政)を 構 築 し

てい く必要 が あ る"と い う認 識 の も とに、"社 会教 育行 政 は生涯 学 習振 興行政 の 中核 と し

て、積極 的 に連 携 ・ネ ッ トワー ク化 に努 めてい かな けれ ばな らない"と 述 べ てい る。 社会

教 育行政 が 中心 とな るネ ッ トワー ク化 は言 うまで もな く、社 会教 育行政 に無 関係 で進 め ら

れ るネ ッ トワー ク化 につ いて も、生涯 学習 振興 に関す るの であれ ば、一応 は視 野 に入れ て

お く必 要 が あ る。 こ う したネ ッ トワー クの結 節 ポイ ン トは、 「家庭 教育 ・学校 教 育 ・社 会

教育 の三 者連 携 」、 「乳 幼児 教育 と保 育 」、 「高 齢者 向け福祉 と高齢 者 向 け生涯 学 習」、 「企

画行 政 と生 涯学 習 ま ちづ く り」、 「都 市 整備 と環境 」 な ど様 々 で あ るが、特 に教 育 ・学 習

に関 わ る側 面の結 合 を重視す べ きであ る。 いず れ にせ よ、社 会教 育計 画 にお いて 、生涯 学

習推進 計画 の特質 で あ る連携促 進 とい う要素 を積 極 的 に取 り入れ て い くべ き流れ が前 面 に

出てきてい る。

よって 、た とえ社会 教育計 画 と生涯学 習推進 計画 とを統合 的 に計画化 せ ざるをえ ない場

合 におい て さえ も、 生涯学習 と社会 教育 との間 の次 元 の違 いや 、家庭 教育 ・学校教 育 ・社

会教 育 とい った区分 け な どを意識 す る必 要 があ る。 改 めて 「行 政計画 にお け る社会 教 育」

の範 疇 を確認 した上 で、特 に社会 教育計 画 に相 当す る部 分の 内実 を充実 させ る よ う努 め る

必要 が あ る とい うわ けで ある。
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社 会教 育 を計画化 す る際 には、生涯 学習推 進 計画 の一部 を実効化 す る計画 と して策

定す るのが本筋 で あ る。 ただ し、諸 々の事 情 に よ り、前者 を後者 に統合 させ る形 で計

画化す る際 には、特 に社会 教育 計画 に相 当す る部 分 の内実 を充実 させ る よ う努 め る必

要 があ る。 なお 、そ の際 、生涯 学習推進 計 画の特 質 であ る連 携促進 とい う要 素 を積極

的 に取 り入 れ てい くべ きで あ る。

4社 会教育計画策定の基本的な視点

地域 にお いて社会 教育 計画 を策 定す る際 には、い か に して実 りある学習機 会 を提供 で き

るか、 いか に して住 民 自らの教 育活 動 が盛 ん に行 われ るため の支援 を進 め るこ とが でき る

か にポ イ ン トが あ る。 だ が、実 際 には 、 「生 涯 学習 」 とい う看 板 の元 にイ ベ ン トや 講演 会

を開催 してお けば 、それ だ けで住民 に対 して学 習機 会 を提 供 した気 にな ってい る担 当者 も

い る。 む ろん 、 これ らの機 会 が効果 的 な学 習機 会へ と生 かす こ とも十 分可能 だ が、そ うし

た 自覚が ない事 業運 営 も多い のが現 実で あ る。 こ うした レベ ル を脱す るた めに も、社会 教

育計画 を策 定す る際 には 、それ ゆ えの 専門性 が必要 と され るので ある。

実 りあ る社 会教育 計画づ く りのた めに 、社 会教 育 な らで はの専 門性 が 必要 とな る。

(1)計 画 に盛 り込 むべ き諸 々の項 目

社 会 教育 計画 と言 うが ゆえに盛 り込 むべ き諸 々 の項 目につ いて確認 して お こ う。

まず 、 行政 計 画 であ るが ゆ えに盛 り込 むべ き基 本 的 な もの と して、 「計 画 の 目標 」 に相

当す る部分(「 計画 の理 念」、 「計 画 の趣 旨」、 「計画 の性 格」 な ど)や 「計 画全 体 の構 成 」

を示 した ものな どが 、総 論 に配置 され る こ とにな る。 一般 に、総論 の 中 で、 「計 画 を め ぐ

る現状 」 として 、地域 の現状 や 、地域住 民 の生涯 学習 ・社会 教育 の現状 に 関す る記 述 がな

され る ことが多い。

次 に、社 会 教育 に関 して各論 的 に展 開 すべ き項 目につ いて確認 しよ う。 「計画 を実現す

るた めの 方法 」 に相 当す る内容 につ いて は、 「直 に学 習活動 に関わ るもの」 と 「学習 活動

を行 う条件 の整 備 に 関わ るもの」 との二段 構 えで扱 う必要 が あ る。 前者 につい て は、 「学

習 内容 や 学 習方 法 に 関す る指 針 」、 「学 習成 果 の発 揮 ・活 用 に 関わ る指針 」、 「学習 者 ど う

しの交流 へ の配 慮」、「指 導者 や ボ ランテ ィア の養成 」な どが相 当す る。後者 と して は、「学

習機 会 や 場 の提 供」、 「関連 施設 の状況 ・情報 」、 「情 報提 供 ・学 習相 談 」、 「広 聴 ・広 報」

な どが挙 げ られ る。

さ らに、この よ うな形 式 的要件 を満 たす と同時 に、社 会教 育な らで はの専 門性 を発 揮 し、

社会 教育 計画 と しての 内実 を充実 させ る具体策 が必 要 とな る。 この点 で は、 いわ ゆる 「参

加 ・参画 型学 習」 を効果 的 に用い る こ とが有効 で あ るので、そ の意義 を社 会教 育計画 の 中

に位 置づ け る必要 が ある。 社 会教 育事業 計画お よび 学習 プ ログ ラム の中 に、 こ うした学習

支援 方法 を実 際に取 り入れ るこ とが 、望 ま しいだ ろ う。
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社 会 教 育計画 が 「計画 」 であ る以上 、 「計画 の 目標 」、 「計画 をめ ぐる現状 」、 「計画

を実現す るため の方 法」 に相 当す る項 目を明記 すべ きで あ る。 ま た、行政 計画 ゆ えに

盛 り込 むべ き項 目を踏 まえて 、社 会教 育計画 な らでは の必要項 目を明示す べ きで ある。

(2)上 位 計画 ・関連 計画 との 「整合性 」

上位 計 画(施 策)・ 関連計 画(施 策)と の 「整 合性 」 を確 保 す る こ とが 、行 政計 画 と し

て社会 教 育計画 を策 定す る要件 で あ る。 この点 に関 して生涯 学習 推進 計画 を例 に とって図

式化す る と、 図8の よ うなイ メー ジで捉 え るこ とが でき る。 生涯 学習推 進計 画 であれ社 会

教育計 画 であれ 、以 下の角度 か ら整 合性 を意識 す る必要 が ある。

第一 に、計画 策定 に関 わ る委 員会(審 議会 ・懇 談会 な ど)か ら出 され る意 見 を踏 まえ る

こ とが、何 よ り重要 で ある。 社 会教 育計画 の場合 に は、社 会教 育委員 の会議 の提 言や答 申

が何 よ り、今回策 定す る計画 の基調 を作 るので あ り、最 大限 に尊重す べ きで あ る。

第 二 に、そ の 自治 体の地域 総 合計 画(マ ス タープ ラ ン)と の整 合性 は、絶 対 的な必 要条

件 であ る。 む ろん 、下位 の計画 が、 次期 に策 定予 定 の総合 計画 に対す る提案 とい う意 味合

い を持 つ こと もある。 したが って 、地域総合 計画 の枠 と大 き く矛 盾 しない 限 りにお いて 、

そ の枠 に収 ま りき らない もの であ って も、下位 の計画 にお いて創 造的 な提案 を行 うことが

十分 に可能 で あ る。

過去の
生涯学習推進計画

継続性など

社 会 教.育 計 画

他行政計画
との連携

生涯学習関連委員会等
による

提言 ・答申等
前
提

策定対象の
生 涯 学 習 推 進 計 画

次期への提案 基盤条件

團

国 ・都道府県等の
生涯学習関連の施策
(法律 ・条例等)

地域総合計画(マ スタープラン)

上
位
計
画

図8計 画策定の際の 「整合性」の様相(こ の場合は、生涯学習推進計画を例にとっている)

第三 に、従 来 か らの流 れ を 自覚す る ことで あ る。 これ よ り前 の計画 が存在 してい る場合

には 、 「継続 的 に行 う施 策 ・事 業」 と 「中止 す る施策 ・事 業 」 とを仕 分 けす る作 業が必 要

とな って くる。 そ の仕分 けの基 準 とな る もの と して重 要 な ものが、計 画策 定 に関わ る委 員

会(審 議 会 ・懇 談会 な ど)か ら出 され る意 見 であ る。 ま た、状況 に応 じて 、住 民か ら直 に

意 見 を聴 取す るこ とも当然 必要 となって くる。

第 四に、 国 ・都道府 県 の生涯 学習施 策 ・教育施 策 との整合 を図 る ことで あ る。 この場 合

に、 これ らの施 策 ・事業 とマ ス ター プ ランの指針 との す り合 わせ が必要 となっ て くる場 合

が 出て くる こ ともあ る。
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行政 計 画 と して社会 教育計 画 を策 定す るには、地 域総 合計画 をは じめ とした上位 計

画お よび 関連 計画 等 との整 合 を十分 に図 る必要 があ る。

(3)施 策 ・事 業の計画 化 にお け る必要 条件 と十 分条 件

何 らかの施 策 ・事業 を計画化 す る際 には、 必要条件 お よび十 分条件 に相 当す る もの とが

あ る。 これ らを確認 してみ よ う。

まず 、計 画化 の必要 条件 と して 、計画 全体 が、一連 の仕 組み ・システ ム と して整備 され

てい る こ とが要 求 され る。そ の計 画 を見れ ば、施策 ・事 業 に関 して 「情報 の共有化 」 が図

れ る ことが何 よ り求 め られ る。 そ して 、それ に よって、 計画 の実施 に関す る 「流れ の透 明

化 」 が可能 とな る。 こ うして、各部 署 ご と、行 政や住 民 ごとの 「役割 の明確 化」 が図 られ

るの で、関係 者全体 で効果 的 に計画 を実施 ・実行 して い く条件 が整 うこ とに な る。

次 に、計 画化 の十分 条件 とは 、住 民 が参加 してみ たい と思 え るよ うな誘 因 を伴 わせ て、

計 画 を魅 力 的 に演 出す るこ とで ある。 た とえば、 目玉事 業 を作 って住 民が誇 りを持 てる よ

うに した り、魅力 的 なキ ャ ッチ フ レー ズ を提示 して親 しみが わ くよ うな もの に した りす る

な どの創 意 工夫 を加 える こ とが大切 で ある。

関係 者 全 体 で効果 的 に計画 を実施 ・実行 してい くた め、 「情 報 の共 有化 」、 「流れ の

透 明化 」、 「役 割 の 明確 化 」 を 図 って い く必要 が あ る。 ま た、計 画 を よ り魅 力的 に演

出す るた めの創 意工夫 を加 えて 、住 民 の意欲 を喚起す る ことが 大切 で あ る。
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第3節 生涯学習の推進 と地域づ くり

1生 涯 学 習 の推 進 と地 域 づ く りとの関 連

(1)生 涯 学 習 とまちづ く りにつ い て の認 識

生涯 学 習社 会 の構 築 を 目指 す 社 会教 育 計画 を策 定す る場 合 は 、地 方 自治 体 に お け る生 涯

学 習 とま ちづ く りに 関す る これ ま で の認識 の相違 点 を明確 に してお か な けれ ば な らな い。

生涯 学 習 とま ちづ く りの 関係 にっ い て、 岡本 は 「第 一 は 、 ま ちづ く りの 『手段 』 と して の

側 面 、第 二 は 、ま ちづ く りの 『要 素』 と して の側 面 、第 三 は、 ま ちづ く りの 『基盤 』 と し

て の側 面 」 を挙 げ て い る。(U

ま ちづ く りの 「手段 」 と して の側 面 につ いて は 、 かつ て のま ちづ く りは、道 路や 橋 、各

種公 共 施 設 の建 設 、産 業 基盤 整 備 な どい わ ゆ るハ ー ド面 の推 進 が 中心 で あ った が 、地域 の

産 業 の振 興や 地 域 の 開発 を進 めて い くた めに は、 そ こに居住 し、生 活 してい る人 々 の 「人

づ く り(人 的資源 の 開発)」 を推 進 す る こ とが必 要 で あ る とい う理 事者 の認識 で あ る。

変化 の激 しい今 日の社 会 にお い て は 、人 的資源 の 開発 の た めの学 習活 動 の 推進 を絶 えず

行 うこ とが必 要 で あ り、 この よ うな 目的 で行 わ れ る学 習 活 動 は 、 「社 会 経 済 の変 化 に 対応

す るた めの 学習 活動 」と して位 置 づ け られ るもの で 、生 涯 学習 は ま ちづ く りの手段 で あ る。

ま ちづ く りの 「要 素」 と しての 側 面 につ い て は、 ま ちづ く りの 究極 は 、そ こに住 む 人 々

の 「幸せ 」 の実 現 を 目的 とす る もの で あ る。 かつ て は物 質 的 な豊 か さを実現 す る こ とが 人

々 の幸 せ の 大 き な要素 と考 え られ て い たが 、今 日の よ うに社 会 の成 熟化 が進 む と、物 質 的

な 豊 か さよ りも、 精神 的 な豊 か さへ の 関心 が 高 ま り、学 習活 動 そ の もの に 「生 きが い」 や

「幸 せ 」 を感 じる人 々 が増 加 した。 こ のた め 、 「ま ちづ く り(人 々 の幸 せ の実 現)」 の 具

体 的 な 内容 ・要 素 の 一っ と して 、多様 な学 習機 会 の整 備 が挙 げ られ る。 この よ うな 目的 で

行 われ る学 習活 動 は 「心 の 豊 か さ ・生 きが いづ く りの た めの学 習活 動 」 と して位 置づ け ら

れ る もので 、生涯 学習 は ま ちづ く りの要 素 であ る。

ま ちづ く りの 「基盤 」 と して の側 面 につ い て は、 ま ちづ く りの 方 向性 や 方針 は 、理 事 者

の 独 断 で決 め るべ きで は ない し、第 三者 の構 想 に よっ て決 め るべ き もの で もない 。 そ こ に

住 ん で い る人 々 の主 体的 な判 断、 民 主 的 な手続 きに よって決 め られ るべ き もの で あ る。 ま

ちづ く りの 方針 や 内容 につ い て、 住 民 一人 一 人 が 自分 の考 えや 意 見 を しっか り と述 べ られ

る よ うに な るた め には 、 自分 の住 ん で い るま ち の現 状や 課題 を把握 し、課題 解 決 の た め に

自分 は何 がで き るか とい う意識 を高 め 、積 極 的 に参 画す る こ とが必要 で あ る。 この よ うな

目的 で 行 われ る学 習 活 動 は 、 「民 主 的 で住 み よい ま ちづ く りの た め の生 涯 学 習活 動 」 と し

て位 置づ け られ る もの で、 生涯 学 習 は ま ちづ く りの基盤 であ る。

(2)生 涯 学習 とま ちづ く りの 実 際

生涯 学習 の推進 とま ちづ く り(地 域 づ く り)の 関係 につ いて は 、家 庭 教育 ・学校 教 育 ・

社 会 教 育 の統 合 され た教 育 ・学習 活 動 に よ って 、生 き生 き と 自立 した人 た ち をは ぐ くむ と

い う目標 の共 有 化 で あ る。 そ の理 由は 、① 自 ら積 極 的 に学 習す る人 は活 力 が あ り、 何事 に

も前 向 きに取 り組 む傾 向 が あ るの で、 そ の よ うな人 た ち が多 くなれ ば 、地域 社 会 が活 性 イ1
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す るか らで あ る。② 地 域社 会 にお け る人 間 関係 は 、 これ ま での血 縁 、 地縁 、 社 縁 、 同窓縁

か ら、社 会 教 育 ・生涯 学 習活 動 に よる志 縁(知 縁)と い う新 しい人 間 関係 の連 帯意 識 が 高

ま り、新 しい コ ミュニテ ィ形 成 の 中核 づ く りに繋 が るか らで る。 ③ 学 習 した成 果 を ボ ラ ン

テ ィア活 動 な どに よ り、社会 貢 献 や住 み よい ま ちづ く りの た めに 生 か した い とい う人 々が

増加 すれ ば、行 政 と住 民 の協働 に よ るま ちづ く りが進 むか らで あ る。

した が って 、社 会教 育計 画 に おい て 、生 涯 学習 の推進 と地 域づ く りの事 業 を構 築す る場

合 は 、 「ま ちづ く り△ △講 座 」 や 「ま ちづ く り00学 」 な どの短 絡 的 な事 業名 の 実施 に こ

だわ らず 、多角 的 な広 い視 野 で 学習 支援 計 画 を策 定 す るこ とが必 要 で あ る。

生涯 学習 の ま ちづ く りにつ い て は、 昭 和54年 に掛 川 市(静 岡 県)、 金 ヶ崎 町(岩 手 県)

の生涯 学習 都 市 宣言 か らそ の機 運 が 高 ま った と言 え る。 都道 府 県や 市 町 村 の教 育 委 員会 が

本格 的 に生 涯 学習 の ま ちづ く りに取 り組 んだ の は、 昭和56年 の 中央教 育 審議 会 答 申 「生 涯

教育 につ いて 」 の翌 年 、 当時 の文 部省 が都 道府 県 に対す る補 助 事 業 「生 涯 教育 推 進 事業 」

の実施 か らで あ る。 これ に よって 全 国の 生涯 学 習推 進 体制 づ く りが急 速 に広 が った。

生涯 教 育 推進 事 業 の運 用 要項 に は、(1)生 涯 教 育推 進 会 議 の設 置(2)生 涯 教育 デ

ー ター バ ンク ・情 報 提供 事 業 の 実施(3)広 域 事 業 の実 施 な どを義 務 づ けてい る。 そ の

後昭和62年 の臨 時教 育審 議 会 答 申 「教 育 改革 に 関す る第3次 答 申」 を踏 ま えて 、昭 和63年

か ら 「生涯 学 習推 進 事 業」 に名 称 が変 わ り、 実施 項 目が追 加 され るな ど内容 の充 実 が 図 ら

れ てい る。 補 助金 交 付 要綱 には 、① 生涯 学 習 推進 事 業 ② 中国帰 国者 地 域 交流 事 業 の 全部

又 は 一部 の事 業 を行 うこ と と して い る。 ① の実施 項 目で は、 ア 生 涯学 習 推進 会 議 イ

生涯 学習 デ ー ターバ ン ク ・情 報提 供 ウ 広 域 事業 工 社 会教 育 指導 員 設置 事 業 オ

生涯 学習 モ デ ル 市 町村 事 業 とな っ て い る。 生涯 学 習 モ デ ル 市 町村 事 業 につ い て は 、 「生涯

学習 の ま ちづ く り推 進 本 部 の設 置Jと 「生涯 学 習 の ま ちづ く り推 進 事 業」 の 実施 が義 務 づ

け られ てい る。 生涯 学 習 の ま ちづ く り推進 事 業 で は次 の 実施 項 目が提示 され 、 市町 村 の 実

情 に応 じて選 択 して実施 で き るよ うに な って い る。bは 必須 選 択 とな って い る。

a

b

C

d

e

f

g

h

i

これ を 見 る と、

んにす る、 あ るい は ま ち全 体 で 生涯 学 習 を進 め る環 境 づ く りをす る こ と と解 釈 で き るが 、

そのバ ックボー ン となっ てい るのは 、臨 時教 育審 議 会答 申 「教 育改 革 に 関す る第3次 答 申」

であ る。 答 申の第1章 第2節(1)生 涯 学 習 を進 め る ま ちづ く りで は

「生涯 学 習社 会 にふ さわ しい、 本格 的 な 学 習基盤 を形 成 し、地 域 特性 を生 か した魅 力 あ

る、 活力 あ る地 域 づ く りを進 め る必 要 が あ る。 この た め、各 人 の 自発 的 な意 思 に よ り、 自

学社 連 携 に よる生涯 学 習 の ま ちづ く り

学 習情 報提 供 ・相 談 に よる生涯 学 習 の ま ちづ く り

ボ ランテ ィア に よる生 涯学 習 の ま ちづ く り

学 習 サー クル に よる生 涯 学習 の ま ちづ く り

学 習 プ ログ ラムの 開発 、 実践 に よる生涯 学 習 の ま ちづ く り

勤 労者 の学 習機 会 の拡 充 に よ る生涯 学 習 の まちづ く り

生涯 学習 を進 め る住 民大 会 の実 施 に よ る生涯 学習 のま ちづ く り

地域 ぐるみ の 社会 参加 活 動 の実 施 に よ る生涯 学習 のま ちづ く り

施 設 の ネ ソ トワー クづ く りに よ る生涯 学 習 のま ちづ く り

そ の他 各市 町村 の生涯 学 習 の推 進 に適 切 と思 われ る事 業

「生涯 学 習 の ま ちづ く り」 の基 本 的 な 考 え方 は、 ま ち全 体 で生涯 学習 を盛
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己 に適 した 手段 ・方法 を 自 らの責任 で 選択 す る とい う生 涯 学習 の 基本 を踏 ま えつ っ 、地方

が 主体 性 を発 揮 しなが ら、 まち全 体 で生 涯学 習 に取 り組 む 体制 を全 国 に整備 して い く。

ア 地域 の人 々 が充 実 した生 活 を 目指 して、 多様 な活 動 を主 体 的 に行 え るよ うな場 を

整 備 す る。

イ 情 報化 、国 際化 、 成熟 化 、 高齢 化 な ど時代 の変化 に対応 した 生涯 学習 プ ログ ラム

の開発 を推進 す る。

ウ 趣 味等 を生 か した 自発 的 学習 活 動 が、 社会 生活 の 中で生 か され る よ うな環境 を整

備 す る。

工 教 育 ・学 習活 動の一層 の活性 化 を促す た め、民間施設 を含 め、教 育 ・研 究 ・文化 ・

スポ ー ツ施設 の相 互利 用 を促 進す る とともに 、各 分野 の 人材 の有 効 活用 を図 る。

オ 快適 な空 間や ゆ と りの時 間 を確保 す るな ど、 人 々の 多様 な 学習 活 動 を支 え る社 会

生 活基 盤 の整 備 を図 る。

力 生涯 学 習 の 多様 なま ちづ く りを進 め るた め 、国お よび地 方 に お いて 、生 涯 学習 に

取 り組 む 市 町村 の 中 か ら、特 色 あ る もの をモデ ル 地域 に指 定す る。」

これ を見 て も、 ま ち全 体 で生涯 学 習活 動 を活 発 にす る とい うこ とが主 眼 とな って い る と

い え る。

(3)「 生涯 学 習 のた めの ま ちづ く り」 か ら 「生涯 学 習 に よ るま ちづ く り」へ

これ ま で は 「生 涯 学 習 の ま ち づ く り」 「生涯 学 習 ま ちづ く り」 の 考 え方 は 、人 々が 生涯

学 習 を進 め る環境 づ く り、 生涯 学習 活 動 を活発 にす るま ちづ く りとい う、 いわ ば 「生 涯 学

習 の た めの ま ちづ く り」 が 主流 で あ った が、 そ の流 れ を変 えたの は 、生 涯学 習 審議 会 答 申

「学習 の成 果 を幅広 く生 かす 一生 涯 学 習 の成 果 を生 かす た め の方 策 につ い て 一」(平 成11

年)で あ る。 第4章 ②(1)で 次 の よ うに述 べ て い る。

「生 涯 学習 に よる地 域社 会 の活 性 化 につ い て は、 これ まで も市 町村 にお い て、 臨時 教 育

審 議 会 第3次 で の提 言 に沿 って 、 「生涯 学 習 のま ちづ く り」 を 目指 して様 々 な取 組 が 行 わ

れ て きた。 しか し、 この提 言 の趣 旨 は、行 政 の各 部 局 が連携 しなが ら、ま ち全 体 で生 涯学

習 に取 り組 む 体制 を整備 してい こ う とい う 「生涯 学 習 のた め のま ちづ く り」 とい うもの で

あ っ た。 このた め 、実 際 に は、 多様 な 生涯 学習 の展 開 に もか かわ らず 、 学 習成 果 を活 用 し

た 地域 づ く りの 活動 につ な が って い ない こ とに その原 因が あ る。 生涯 学 習 が ま ちづ く りと

結 びつ くた め には 、学 習 の成 果 を身 に付 けた 人 々が ま ちづ く りの 活動 に参加 して い く必 要

が あ る。

「生涯 学 習 の ま ちづ く り」 に 当 た って は 、 「生 涯 学習 の た めの ま ちづ く り」 か ら 「生涯

学 習 に よ るま ちづ く り」 へ の意識 転 換 が必 要 で あ る とともに 、学 習成 果 が ま ちづ く りに生

か され る仕 組 み が必 要 とな る。 地域 の再生 、 地域 社 会 の活性 化 そ の ものが 問題 とな って い

る状 況 か ら して 、 また 、 生涯 学 習 に よっ て こそ最 も良 く地域 社 会 の活 性 化 が実 現 され る と

すれ ば、 一歩 踏 み込 ん で 生涯 学 習 の振 興 に よっ て、 と りわ け人 々が生 涯 学習 の 成果 を生 か

す こ とに よっ て、地 域 社 会 の活性 化 、 ま ちづ く りを進 め る こ とに積極 的 に取 り組 む必 要 が

あ る。」 この答 申が 出 され るま で は 、 「生 涯 学 習 の ま ちづ く り」 の解 釈 の 仕 方 が 多様 で あ

った が 、 「生涯 学 習 に よ るま ちづ く り」 とい う視 点 が 明確 に なっ た。 社 会 教 育主 事 を始 め

と して、 社会 教 育行 政 に携 わ る人 た ちが この よ うな 基本 を しっか りと認識 した うえで 、社
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会 教育 とま ちづ く り、生 涯学 習 とま ちづ く りの企 画 ・実 施 に 当た らな けれ ば な らない。

今後 の社 会 教 育計 画策 定 の 主要 な事 項 と して は、各 自治体 が 知恵 を出 して独 自の学 習成

果 の評 価 シ ステ ム と活用 の フ ィー ル ドづ く り、つ ま り、 これ まで の 「知識 ス トック型 」 か

ら 「知識 循 環型 」 へ の変 換 シ ステ ムづ く りを計 画的 に推 進 す る こ とが必 要 で あ る。

2課 題 と今 後 の方 向

(1)地 方分 権 ・規 制緩 和 と生 涯学 習 ・社:会教 育行 政

地方分 権 ・規 制緩 和 の推 進 及 び 市町村 合 併 に よって 、従 来 の生 涯 学習 ・社 会 教 育行 政 の

在 り方 が大 き く変 貌 してい る。 まず 地 方分 権 と規制 緩 和 で あ るが 、平成11年7,月16日 「地

方分権 の推 進 を 図 るた め の 関係 法 律 の整 備 等 に関す る法 律 」(以 下 「地 方分 権 一括 法 」 と

い う。)が 公 布 され た。 この法 律 は 明治 以 来 形成 され て きた 中央 集 権型 行 政 シス テ ム を地

方分権 型 へ と転換 す る極 めて 大 きな意 義 を持 つ もの で あ る。 平成12年4月 に施 行 され 、我

が国の分権 型社 会 の構 築 が ス ター トした。

地 方分権 型 行 政 シ ステ ム のね らい は、 ア これ ま での 国 ・都 道 府 県 ・市町 村 の 関係 が 、

上下 ・主 従 の 関係 か ら対等 ・協力 の関係 に移行 す る こ と。 イ 中央省 庁 主導 の 縦割 りに よ

る画一的 な行 政 システ ム か ら住 民主 導 の個性 的で 総 合 的 な行 政 シス テ ムに転 換 す るこ と。

であるが、 現 実の社 会 教 育行 政 にお い て は、 国 の理 念 と地 方 自治 体 の意識 の乖 離 の溝 が容

易 に埋 ま らない の が実 情 で あ る。

現在 、地 方分 権 ・規 制緩 和 の推 進 を巡 って 、市 町 村 にお け る社 会教 育 行政 関係者 の 間で

意識 が二分 して い る。 一 つ は財 政 的 に ゆ と りが あ り、 生涯 学 習 ・社 会教 育 に理 解 の あ る首

長の下で 、積極 的 に生涯 学 習 ・社 会教 育行 政 を展 開 しよ うとい う立 場 と、 も う一 方 は生 涯

学習 ・社会 教 育行 政 に は 関心 が無 く、行 政 の効 率化 を主 眼 と した予 算や 専任 職 員 の 削減 、

社会教育 関係施 設 の委託 な どを進 め るこ とに よ る行 政 サ ー ビスの低 下 を懸 念す る立 場 で あ

る。つ ま り、 地 方分 権 ・規 制緩 和 は 、特 色 の あ る生涯 学 習 ・社 会教 育 を推 進 す るた めに は

不可欠 であ る とい う認識 と、市 町村 の財 政事 情 や 首長 の 意識 に よって 生涯 学 習 ・社 会 教育

行政サー ビスが 低 下 し、市 町 村 問 の格 差 が拡 大 す る とい う認 識 で あ る。 これ は どち らが勝

つか負 け るかの レベ ル で は な く、地 方分 権 一括 法 が施 行 され たな か で、 い か に して生涯 学

習 ・社会 教育 行 政 サー ビス の低 下 を招 かず に、住 民 の多 様 な学 習活 動 の 支援 が で き るか の

問題 であ る。 そ の た め には行 政 関係 者 と住 民 の意識 改革 を推 進 す る施 策 の計 画 化 が必 要 で

ある。

さらに 、今後 の 社 会教 育行 政 を推 進 す る上 で重 要 な こ とは 、平 成15年9月2日 に地 方 自

治法の改正 に よる指 定管 理者 制 度 が施 行 され た こ とで あ る。 これ に よって 地方 公 共 団体 出

資の法人 ばか りでな く、株 式会 社 等 民間 事業 者 へ の委託 も可 能 に な った。 これ まで は都 道

府県 ・市 町村 教育 委 員会 が こぞ って 、社 会教 育施 設 な ど教 育機 関 の民 間委 託 は な じま ない

と反論 して きた発 想 は通 用 しな くな っ た。 これ ま で専任 の行 政職 員 が 管理 ・運 営 して きた

社会教育施 設 等 は 、利 用規 則 、 開 閉館 時 間 の弾 力 的 な運用 、 サ ー ビス な どの 面 で 、利 用 者

に とっては必 ず しも満 足 で き る もので は な く、管理 運 営 費 、人件 費 の 面 で も改 善す べ き点

が多々見 られ た。

今 日、地域 経 済 の活 性化 と雇 用 の促 進 とい う時代 の要 請 を受 け て 、社会 教 育施 設 等 の管
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理 運 営 事務 の ア ウ トソー シ ン グが検討 され て い るほ か、 ス ポー ツ ・文 化行 政 の 事務 を教 育

委 員 会 か ら首 長部 局 へ移 行 す る動 き も見 られ る な ど、教 育行 政 と一般 行 政 の役 割 ・機 能 の

分 担 及 び連 携 の在 り方 が 見直 され てい る流 れ の 中で 、人 間 力 を高 め るた めの 「学 び の コ ミ

ュニテ ィづ く り」 につ い て 、社会 教 育委 員 や住 民 とと もに知恵 を絞 らな けれ ば な らない。

(2)市 町 村合 併 と広域 生涯 学 習 ・社 会教 育行政

合併 特 例 法 の 期 限 の平 成17年3月 末 で 、全 国 の 市 町村 数 は2,522と な り、特 例 法 の 手厚

い財 政 支 援 が受 け られ る経過 措 置 が切 れ る18年3月 末 に は 、官 報告 示や 市 町村 議 会 で合 併

が 議決 済み の 自治 体 再 編 市 町村 数 は 、2,189に な る こ とが確 定 して い る。 さ ら に 法 定 合 併

協 議 会 の 話 し合 い が 順 調 で 、 調 印 や 議 決 が ほ ぼ 確 実 な も の を 含 め る と、1,959に な る

こ とが 予想 され てい る。 平成 の大 合 併 が本 格 化 す る前 の平 成14年4月 の 市 町村 数 は3,218

で あっ た か ら、4年 間 で約40%の 市 町村 が減 少 した こ とにな る。 人 口1万 人 未 満 の市 町村

数 も1,546か ら約60%減 の605と な った。 そ の 中 で も、 岡 山県 、愛 媛 県 、香川 県 の市 町村減

少 率 は70%を 超 え てい る こ とか ら、 これ まで の手 法 とは異 な る広 域 の生 涯 学習 ・社会 教 育

行 政 に よる新 しい地 域 づ く りが緊 急 の課題 で あ る。

① 広域 生 涯 学習 ・社会 教 育行 政 の視 点

市 町 村合 併 の メ リッ ト、 デ メ リッ トにつ い て は省 略す るが 、生 涯 学習 ・社会 教 育 に よっ

て住 み よい ま ちづ く りを進 め る うえで最 も大 切 な こ とは 、 旧市 町村 で培 われ て きた風 土や

郷 土文 化 を尊 重 す る こ とで あ る。 つ ま り、 旧住 民 の魂(こ ころ)の 輝 き を持 続 させ る こ と

で あ る。 そ の た めに は生 涯 学習 ・社 会 教 育計 画 の 内容 が新 市 町村 全 体 に及 ぶ 総 合 的 な計画

と、 旧市 町村 の独 自性 を持続 す る計 画 の二層 構 造 の計 画 が必 要 で あ り、 そ のバ ラ ンス を十

分 に考 慮 しな けれ ば な らな い。

これ ま では 単独 の 市 町村 内 にお い て も学 校や 首 長部 局 との連 携 ・協 力 の た め のネ ッ トワ

ー クの必 要 性 が論 じられ て きた が 、合併 後 は 旧市 町村 間 のネ ッ トワー ク を始 め 、近 隣市 町

村 との ネ ッ トワー クづ く りな どネ ッ トワー クの 多重 化 を 図 る必 要 が あ る。 そ の 際次 の5点

につ い て のネ ッ トワー ク を構築 す る必 要 が あ る。

(ア)生 涯 学習 関連 施 設 の ネ ッ トワー クの整備

ネ ッ トワー クの視 点 一学校 を筆頭 に市 町村 に存在 す る銀 行 ・郵 便 局 ・病 院 ・会社

・スー パ ー な どあ らゆ る生涯 学 習 関連 施設 の共 有化 、複合 化 及 び施 設 問 の連 携 の 強

化 に よる有機 的 な体 系 化 を 図 る こ と。

(イ)学 習 資源 の ネ ッ トワー ク の整備

ネ ッ トワー クの視 点=当 該 市 町村 の 自然 ・地理 的 環境 、風 土 、伝 統 芸能 、文 化財 、

史 跡 等 の有機 的 な活 用 を図 る と ともに 、広 域 生活 圏 の市 町 村 が所 有す る資源 の共 有

化 を促 進 す る。 また 、複 数 市 町村 との連 携 ・協力 に よ るベ ル ト化 、 ブ ロ ック化 を構

築 す る。

(ウ)学 習事 業 の ネ ッ トワー クの整 備

ネ ッ トワー クの視 点 一行 政 ・民 間 ・企業 等 の あ らゆ る生 涯 学習 事 業 を領 域 別 ・分

野別 ・レベル 別 に体 系化 し、住 民 の多 様 な学 習 活動 のニ ー ズ に応 え られ る よ うに整

備 す る。
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(エ)学 習情 報 ・相 談 のネ ッ トワー ク の整 備

ネ ッ トワー ク の視 点 一合併 市 町 村 に あ って は、 旧市 町村 が保 有 して い た学 習 情 報

を領 域 別 、 分野 別 、 レベ ル別 な ど体 系的 に整 備(デ ー タベ ー ス化 、オ ン ライ ン化)

と相 互 の収集 ・提 供 のシ ステ ム を構 築す る。

(オ)人 材 活 用 のネ ッ トワー ク化

ネ ッ トワー クの視 点 一国 ・都 道府 県 ・市町 村 の連 携 に よる人材 バ ン クの確 立 や 多

様 な講 師 の派 遣 ・斡 旋 に よ る ミスマ ッチ が 生 じない人材 確 保 に努 め る。

(カ)生 涯 学習 ・社会 教 育推 進 組織 のネ ッ トワー クの整 備

ネ ッ トワー クの視 点=合 併 市 町村 に あっ て は、 これ ま で設 置 され て い た行 政 内部

(一 般 行 政 と教 育行 政)組 織 の 生涯 学 習 に よ るま ちづ く りに対す る意識 の共 有 化及

び 連 絡調 整 の緊 密 化 を促 進 す る.旧 市 町村 に設 置 され て い た社 会 教 育 委 員 をは じめ

とす る各種 委 員 の人 脈や 知 恵 を十 分 に活 用 す る。

これ らのネ ッ トワー ク化 が有 効 に機 能 し、住 民へ の きめ細 か なサ ー ビス提供 を一 層 促す

ため には、ITの 基 盤 整備 を最 重点 に しな けれ ば な らな い。ITに よ る遠 隔 学 習 シス テ ム

が学習活 動や ま ちづ く りの上 で重 要 な役 割 を果 た す こ とは言 うま で もな い。

②活力 あ るま ちづ く りの キー ワー ド 「交 流 と共 生」

これ か らの活 力 あ るま ちづ く りを進 め るた め には 、住 民 自ら他 市 町村 との 交流 を積 極 的

に行 うべ きで あ り、 そ う した環境 づ く りを行 政 が支 援 す べ きで あ る。社 会 力 、 人 間力 を高

めるた め には交 流 を通 して の相 互学 習 活 動 を活 発化 す る こ とで あ る。 交流 の仕 方 も多 様 で

(ア)人 の交 流 、(イ)イ ベ ン トに よ る交流 、(ウ)物 産販 売 に よ る交流 、(エ)情 報 発信

による交流 な どが あ り、それ に よっ て住 民各 自が新 しい 刺激 を受 け 、新 しい 発 見 を し、 新

しい競争 意識 が芽 生 え 、新 しい協力 関係 を構 築 し、 そ して新 しい共 生 意識 がは ぐ くまれ る

ので あ る。 この よ うな社 会力 、人 間力 を持 っ た住 民 が増 える事 に よって 、行 政 との協 働 に

よるま ちづ く りへ と発 展す る こ とが期待 され る。

(3)生 涯 学 習行 政 と社 会 教 育行 政 の 峻別

近年 、地 方 自治 体 の教 育行 政 組織 ・機 構 の改 革 が行 われ て い るが 、そ の 際、 あ らゆ る教

育 ・学 習 シス テ ムの 統合(integrated)と い う生 涯 教育 の理 念 を忘れ て 、社 会 教 育課 が い

とも簡 単 に生涯 学 習課 に改 編 され て しま うの は、社 会 教 育本 来 の推 進 上 か らも望 ま しい こ

とで はな い。 生涯 学 習課 とす るので あれ ば 、 当然社 会 教 育 と学 校教 育 の 業務 を併せ 持 た な

けれ ばな らない はず で あ るが 、機 構 改革 した都 道府 県や 市 町村 の 大多 数 は 、生 涯 学習 課 と

は別 に学校 教 育課 が 存在 して い る。 これ で は 生涯 学 習=社 会教 育 とい う誤 った認 識 を払 拭

でき ない だ けで な く、生 涯 学 習課 は 学校 教 育課 や 他 の課 と横 並 び とな り、横 断 的 な連 絡 調

整 を図 るた めのイ ニ シ アテ ィブは と りに く くな る。

「生涯 学 習 が 、家 庭 の もつ 教 育機 能 を は じめ 、学校 教 育 、社 会 教 育 、 さ らに は民 間 の行

う各種 の教 育 ・文 化 事業 ・企 業 内教 育 等 に わた るあ らゆ る教 育活 動 、及 び、ス ポー ツ活 動 、

文化活 動 、趣 味 ・レク リエ ー シ ョン活動 、 ボ ラ ンテ ィア活 動 な どに お け る学 習 の 中で も行

われ る もの で あ る とい うこ とが 、都道 府 県 、 市 町村 等 の 関係 者 や 国 民 の問 に共 通認 識 と し

て浸透 して い な い。 ま た 、 「生 涯 学 習 」 と 「社 会 教 育 」 の混 同が み られ る。」(2;と い う指
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摘 が あ る こ とか ら、社 会教 育 主事 は生涯 学 習行政 と社会 教育 行政 の役割 の違 い を明確 に理

解 して い な けれ ばな らな い。

①生涯 学 習行 政 の役割

平成6年 に岡本 薫 は 、生涯 学 習行 政 の役割(生 涯 学 習振 興施 策)に は、 次 の3つ の種類

段階 が あ る と述 べて い る。

(ア)普 及 啓発 の実施 生涯 学 習 につ い て各種 の普 及事 業 を実施 し、人 々 に生涯学 習 の

意 味や 重要 性 を理解 して も ら うこ と。

(イ)学 習活 動 の振興 実 際 に各種 の 学習 活動 を活 発 に してい くよ うな施 策 を展 開す る

こと。 行政 が振 興す るの は 「学 習 」全 体 では な く 「学習活 動 」 の部分 で あ るこ と。

(ウ)能 力(学 習 成果)評 価 シ ステ ムの 開発 ・普 及 種 々 の学習 活動 が活発 化 して きた

段 階 で、 学歴社 会 の打破 を 目指 し、人 々の能 力や 学習 成果 の評 価(測 定 ・表 示)シ ス

テ ム を開発 ・普 及 して い くこ と。(3)で あ る。

ま た、生涯 学習 振興 法(生 涯 学習 の振 興 のた め の施 策 の推 進体 制等 の整備 に関す る法律)

で は 、 「第11条 市 町村(特 別 区 を含 む。)は 、生 涯 学 習 の振 興 に 資す るた め 、関係 機 関

及 び 関係 団 体等 との連 携 協力 体 制 の整備 に努 め る もの とす る。」 と して市 町村 の連 携 協力

体制 づ く りについ て明確 に してい る こ とか ら、岡本 論 の3つ に、 この市 町村 の連 携協 力体

制整 備 を加 えた4つ が 生涯 学習 行政 の役 割 と理 解 すべ きであ ろ う。 この4っ の役 割 は、何

年 間か続 けれ ば達成 され る とい うもの で はな く、世 代 交代 が続 く限 り継続 して行 わ なけれ

ば な らな い もので あ る。行 政 事務 担 当者(と りわ け財務 事務 担 当者)が 予算編 成 時 にお い

て 、 この事 業 は10年 間 も実施 してお り、一 定 の成 果 が 上が って い る と思 われ るの で、廃 止

して新規 事 業 を要求 すべ きで あ る とい うよ うな誤 っ た指 示 を してい る こ とが 地方 自治体 に

は よ く見 られ る こ とで あ る。

なお 、生涯 学 習振興 法施 行 令 第1条 は生涯 学 習行 政 の仕 事 内容 を具 体的 に示 した もの と

受 け止 め るべ きであ ろ う。

②社 会教 育行 政 の役割

社会 教 育行政 の役割 は、い うまで もな く社 会教 育 法第3条(国 及び 地方公 共 団体 の任務)

第5条(市 町村 の教 育委 員会 の事務)、 第6条(都 道 府 県 の教 育委 員 会 の事 務)に お いて

明示 され てい る。

な お 、生涯 学 習社 会 の構 築 に向 け た社 会 教 育行 政 の役 割 にっ い ては 、 「中核 的 な役 割 を

果 た さな けれ ばな らな い。今 後 の社 会教 育行 政 は 、学校 教 育 をは じめ、首長 部 局 、民 間の

活 動等 との幅広 い連携 の下 に、 人 々の 生涯 に わた る 自主的 な学 習活 動 の支援 に努 めて いか

なけれ ばな らな い。」㈲ とい うこ とであ る。 社会 教 育 行 政 は幼児 期 か ら高齢 期 まで の ライ

フサイ クル にお ける学習 活動 を支 援 す るこ とを基本 と してい るが 、今 日の人 々の多様 なニ

ー ズ に基づ く学習 活動 は 、教 育委 員会 の社会 教 育行 政 だ けで対応 す るのは不 可能 で あ る。

したが っ て、社会 教育 計画 を策 定 す る場合 は、 関係 機 関 ・団体 な ど との連 絡 ・調整 を図 っ

た うえで、社 会教 育委員 な どで構成 す る社 会教 育 計 画策 定委 員会 に委 嘱 しなけれ ば な らな

い。 そ の 際問 われ るの は、 「社 会教 育 主事 の コ ミュニ テ ィ ・オー ガ ナイ ザー 、 コーデ ィネ

ー ター
、 コンサル タ ン ト、 カ ウンセ ラー 能力 」(5)で あ る。
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(4)協 働 に よ るま ちづ く り

近 年 、行 政 との協働 に よ るま ちづ く り とか 、地域 との 協働 に よ る学 校 づ く りな ど協働 と

い う用語 が頻 繁 に用 い られ る よ うにな った が 、協働 とはパ ー トナ ー シ ップ とほぼ 同義 語 と

して 捉 え 、 武 藤 は 「共 通 の 目的 を 達 成 す る た め に 、 対 等 な 立場 で 互 い に 協 力 し合 う こ

と」(6)と 定義 して い る。 協 働 は これ ま で の住 民 参 加 や 市 民 参 加 とは違 い 、 パ ー トナ ー シ

ップ と しての 関係 維 持 で あ る。 そ のた め には ア 行 政 と住 民 の共有 の 目標 が あ り、合 意

が形 成 され て い るこ と。 イ 行 政 ・住 民 の どち らに も主 体性 が あ り、対 等 の 関係 で あ る こ

と。ウ 継 続 した協 同関係 が形 成 され てい る こ と。工 両者 に よ るなん らかの 資源(チ エ 、

モ ノ、 ワザ 、 シ ゴ ト、カネ)提 供 が行 われ て い る こ と。 オ 両者 が 共 に責任 を共 有 してい

るこ と、 とい う要 素 がみ た され て い る こ とが 望 ま しい。 社 会 教育 に よって 協働 へ の意 識 改

革 を行 い 、 これ ま で のま ちづ く りの決 定主 体 は行 政 で あ る とい う住 民 の意識 を早 急 に変 え

なけれ ば、新 た な公 共 を形 成 で きる 自立 した 市 民が 育 た ない の で あ る。 した が って 、生 涯

学習 に よ る地 域 づ く りの た め には 、社 会 を構成 し運 営す る とと もに、 自立 した一 人 の人 間

として力 強 く生 きて い くた め の総合 的 な力 を持 っ た市 民 、っ ま り、人 間力 豊 か な市 民 を育

成す るこ とが必 要 で あ る。

【注】

(1)岡 本 薫著 『行 政 関係 者 のた め の新 版 入 門 ・生涯 学 習 政 策 』(第 三刷)全 日本 社会 教

育連 合 会 平 成11年

(2)中 央 教 育審 議 会 生涯 学 習分 科 会 『今 後 の生涯 学 習 の振 興 方 策 につ い て(審 議 経 過 の

報 告)』 文 部科 学 省 平成16年

(3)岡 本 薫 著 前 出

(4)生 涯 学 習審 議 会 『社 会 の変 化 に対 応 した今 後 の社 会 教育 行 政 の在 り方 につ い て』 文

部 科 学省 平 成10年

(5)小 山忠 弘 『社 会 教 育』39-10全 日本社 会 教育 連 合会 昭和59年

(6)武 藤 博 己 『分 権 社会 と協働 』 ぎ ょ うせ い 平成14年

(ノ」、山,忠 弓ム)
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社 会 教 育 調 査 とデ ー タ の 活 用第2章



第1節 社 会教育調査 とは

1社 会教 育調査 の 目的

生 涯 学 習 推 進 計 画 や 社 会 教 育 計 画 の 立 案 に あ た っ て は 、 な るべ く客観 的 な デ ー タ ・資 料

を根 拠 とす る こ とが望 ま しい。 社 会 教 育 調 査 は 、 計 画 立 案 の た め に 客観 的 な デ ー タ を提 供

す る 方 法 の うち 、 最 も よ く用 い られ る も の の 一 つ で あ う。 例 え ば 、 以 下 の よ うな事 柄 な ど

に関す る資 料 を得 るた め に利 用 され る。

・社 会 教 育 に 関す る実 態=人 々 が どの よ うな学 習 活 動 を行 って い るの か 、 どの よ うな 事

業 プ ロ グ ラ ム が 提 供 され て い るの か 、 とい っ た 社 会 教 育 の 現 状 に 関 す る資 料

・個 人 の学 習 要 求:人 々 が 、 どの よ うな 学 習 を 望 ん で い るの か 、 ま た 必 要 性 を感 じて い

るの か 、 とい っ た個 々人 の 学 習 ニ ー ズ に 関す る資 料

・社 会 的 な 教 育 要 請:社 会 の変 化 に伴 っ て 生 じた 現 代 的 課 題 な ど、 個 人 の 学 習 要 求 は 低

く とも 、 これ か らの 社 会 生 活 を営 む 上 で 必 要 と な っ て く る学 習 課 題 に 関す る資 料

2統 計的方法 と事例 的方法

社 会 教 育 調 査 の 方 法 に は 、 大 き く分 けて 、 統 計 的 方 法 と事 例 的 方 法 とが あ る。 例 え ば 図

1は 、 全 国 の 市 区 町 村 を 対 象 に 、 通 学 合 宿 の 実 施 状 況 に つ い て調 査 した 結 果 で あ る。 図 の

左半 分 で は 、調 査 に 回 答 した全 国1,858市 区町 村 に お け る 通 学 合 宿 の 実 施 率 は,12%で あ る

とい う結 果 を示 して い る。 この よ うな 、 全 体 の 傾 向 を数 値 に よ って 記 述 す る こ とで 、 目的

とす る情 報 を得 よ う とす る方 法 を統 計 的 方 法 と呼 ぶ 。 一 方 、 図 の 右 半 分 で は 、 通 学 合 宿 を

実施 して い る 市 区町 村 の うち 、 特 に 北 海 道 石 狩 市 を取 り上 げ 、 そ こ で の 通 学 合 宿 の様 子 を

具体 的 に 記 述 して い る。 こ の よ うに 、 い くつ か の 事 例 の 特 徴 を文 章 表 現 に よっ て 記 述 す る

ことで 、 目的 とす る情 報 を 得 よ うとす る方 法 を事 例 的 方 法 と呼 ぶ。

第3章 調査の結果

3,1通 学 合宿 の実施状 況

3i1通 学合宿の実施7A,h

噛ド成i3年 度に通学含宿を実施〔t'.定)一

291〔129x/の市区町村である.

と 回 答 のあ コた 市 区 町 材 は 、 回 答の 得 られ た1、85Nの ら ち 、

懸
通学合宿を実施していない

88%

第4章 特色のある通学合宿の事例

4.1北 海 道石狩lflに おける 「い しか り ・ゴ.ども宿」

4.L且 地 域 の 概 況

iftid:の 概 要

石 狩 市 は.北 海 迫 の 曲 側 、 日 本 海 に

面LUな る111r石 狩 川.の1]本 海 へ の

dぎ 「]に1`す る 、 石狩 川 は 北 海 迫 の

f根 、A'3山 系 を 源 とt、2Mkmを 旅

す る 北 海 道 を代 表オ るIIIてあ る 肥沃

な 石 持{野 の 幽端 で 、札 幌 「}1と隣 接 し

て お り.KWok約in66km'、 人[約

56.㎜ 人 を数 え、 平 成8年 の 南 制 施 行

か ら 「は ま な す薫 る10万 都 市 ・{」狩i

を キ羊 ノ ←.7レ ー ズ に街 づ(r】 を 目 指

Lて い る,〉 と新 しn,調 和 して い る

街 で あ る

そ の 歴 兜 は 慶 長 年 間;=遡 り 、SSを 中 心

「.厨.1ユ

'

と した 薄 産 物 の 交 易 の場 とLて ス9一 トL.「 駐 の ま ち 石 杵.と

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 「平成13年 度社会教育実態調査 地域 における通学合宿活動の実態に関する調査研究」平成19年3月 より

図1統 計 的 方 法 の 例(図 左)と 事 例 的 方 法 の 例(図 右)

統 計 的 方 法 の利 点 は 、 そ の結 果 が数 値 と して 表 現 され るた め 、 調 査 結 果 を比 較 しや す い

一40一



とい う点 で あ る。 例 え ば 、以 前 の 調 査 結 果 との 比 較 や 、 性 別 や 年 齢 別 、 地 域 別 の 結 果 の比

較 、 とい っ た こ とを 客観 的 に行 う こ とが で き る。 一 方 、 事 例 的 方 法 の利 点 は 、 そ れ ぞ れ の

調 査 対 象 に合 わ せ て調 査 内容 や 調 査 方 法 を 自 由 に変 え られ る とい う点 で あ る。 統 計 的 方 法

で は全 て の調 査 対 象 に 対 して 同一 の 調 査 方 法 を用 い な けれ ば な らず 、 普 通 、調 査 対 象 に応

じて調 査 方 法 を変 え る こ とは で き な い 。 以 下 で は 、 主 に統 計 的 方 法 に よ る社 会 教 育 調 査 の

方 法 に つ い て述 べ る。

統 計 的 方 法 に よ る社 会 教 育 調 査 とは 、 い わ ゆ る ア ンケ ー ト調 査 と考 えれ ば よ い。 た だ

し 「ア ンケ ー ト」 とは 、 本 来 「調 査 内容 に 関 して 詳 しい 専 門家 に 意 見 を尋 ね る方 法 」

を 意 味 し、統 計 的 方 法 に よ る調 査 を意 味 す るわ け で は な い こ と に注 意 す る必 要 が あ る。

3統 計 的方法 による社会教 育調査の基礎 用語

こ こ で は 、 統 計 的 方 法 に よ る社 会 教 育 調 査 を 学 ぶ 上 で基 礎 的 な用 語 を解 説 して お く。

(1)母 集 団 と標 本

母 集 団:調 査 対 象 全 て を網 羅 した集 団 の こ と。 例 え ば 図1の 通 学 合 宿 の 例 で は 、 全 国 の

市 区 町 村 が 母 集 団 で あ り、 母 集 団 に お け る通 学 合 宿 の 実施 率 を知 る こ とが調 査 の 目的

で あ る。 母 集 団 全 体 を調 査 し、 デ ー タ を 収 集 す る 方 法 を全 数 調 査 と呼 ぶ 。

標 本:母 集 団 が非 常 に大 き く全 数 調 査 が 困 難 な場 合 に は 、 母 集 団 の 一 部 だ け を調 査 す る

こ とで 、 母 集 団 を知 ろ うとす る 方 法 が あ る。 これ を標 本 調 査 と呼 び 、母 集 団 か ら選 び

出 され た 一 部 分 を標 本(サ ン プル)と 呼 ぶ 。

(2)推 定 と誤 差

推 定:標 本 調 査 で あ っ て も 、調 査 の 目的 は 母 集 団 全 体 の 様 子 を 知 る こ とで あ る。 標 本 調

査 の結 果 を基 に 、 母 集 団 全 体 の 様 子 を 知 ろ うとす る こ とを推 定 と呼 ぶ 。 普 通 、標 本 調

査 の 単 純 集 計 結 果 が そ の ま ま 推 定値 とな る よ う、標 本 を選 び 出 して お く こ とが 多 い(こ

の よ うな 標 本 を 自動 加 重 標 本 と呼 ぶ 。 詳 し くはr第3節 調 査 対 象 の抽 出 」 を参 照)。

誤 差:統 計 的 方 法 で は 、 数 値 に よ っ て 結 果 が 表 現 され るか ら とい っ て 、 そ の数 値 が 必 ず

し も母 集 団 の 様 子 を 正 確 に 表 現 して い る とは 限 らな い 。 母 集 団 を推 定 した結 果 に は 、

誤 差 が 含 まれ て お り、 この 誤 差 は 、 標 本 娯 差 と非 標 本 韻 差 とに 分 け られ る。

標 本 誤 差 とは 、母 集 団 全 体 で は な くそ の 一 部 で あ る標 本 だ け を調 査 す る こ とか ら生 じ

る誤 差 の こ とで あ る。 母 集 団 の どの 一 部 分 が 標 本 と して選 ば れ た か 、 に よ っ て 推 定 結

果 は 変 わ っ て く る。 選 ばれ る標 本 の 違 い に よ っ て 生 じる推 定 結 果 の 違 い ・バ ラ ツ キ が

標 本 誤 差 で あ る。 した が っ て 、 定 義 上 、 全 数 調 査 で は標 本 誤 差 は 生 じな い。 ま た 多 く

の場 合 、標 本 誤 差 の 大 き さは 、 統 計 的 な理 論 に よっ て 計 算 す る こ とが で き る。

非 標 本 誤 差 とは 、 標 本 誤 差 以 外 の全 て の 誤 差 の こ とで あ る。 例 え ば 、選 び 出 した標

本 の 一 部 を調 査 で き な い 場 合 や 、 調 査 者 の 意 図 が 回 答 者 に うま く伝 わ らず 、 不 適 切 な

回 答 が得 られ る場 合 が あ る。 この よ うな 非 標 本 誤 差 は 、標 本 調 査 に 限 らず 全 数 調 査 に

お い て も生 じる 可 能 性 が あ るが 、そ の 大 き さは 、理 論 に よっ て 求 め る こ とは で き な い。

統 計 的 方 法 に よ る社 会 教 育 調 査 で は 、 誤 差 が 少 な い結 果 を得 られ る よ う、 調 査 計 画

の 立 案 か ら結 果 の 分 析 と報 告 に い た るま で 、あ らゆ る点 に配 慮 す る こ とが 重 要 で あ る。
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第2節 社 会教 育調査 の流れ と調査計画 の立案

1社 会 教 育 調 査 の 流 れ

図2は 、 統 計 的 方 法 に よ る社 会 教 育調 査 の流 れ を示 した も の で あ る。 社 会 教 育 調 査 は 、

大 き く分 け て 、 「調 査 計 画 の 立 案 」、 「調 査 対 象 の 抽 出 」(標 本 調 査 の 場 合 の み)、 「調 査 票

の作成 」、 「調 査 の 実施 」、 「結 果 の分 析 と報 告 」 とい う5つ の段 階 か ら成 る。

調査計画の立案

何を調べたいのか

調査対象の抽出

誰を調査対象にするのか

調査票の作成

何を使って調査するのか

[調 査の実施]→ 麻 の分析とA
調査データをどう収集するのか 結果をどうまとめるのか

図2社 会 教育調査 の流れ

2調 査計画 書

社会 教 育 調 査 を 実 施 す る に あ た り、 ま ず 最 初 の 「調 査 計 画 の 立案 」 段 階 で の 主 な 最 終 目

標 は、 「調 査 計 画 書 」 を ま とめ る こ とで あ り、 図3は そ の 一 例 で あ る。 この 調 査 計 画 書 に

は、少 な く と も以 下 の 事 項 が必 要 で あ る。

(1)調 査 目的:な ぜ 調 査 を行 うの か 、調 査 に よ っ て何 を 明 らか に した い の か

(2)調 査 内 容:調 査 目的 を達 成 す るた め に 、 どの よ うな 調 査 項 目を用 い る の か

(3)母 集 団:調 査 対 象 は誰 か(ど こ か)、 ま た そ の 大 き さは

(4)標 本 サ イ ズ:(標 本 調 査 の 場 合)標 本 とす る調 査 対 象 の 数 は

(5)調 査 実 施 時 期:い つ 調 査 を行 うか

(6)標 本抽 出方 法:標 本 とす る調 査 対 象 を どの よ うに選 ぶ か

(7)調 査 実 施 方 法:ど の よ うに 調 査 を 行 うか

(8)調 査 実 施 者=実 査 を 担 当す るの は 誰 か(ど こか)

(9)結 果 の 公 表:結 果 を公 表 す る の か 、 どの よ うな形 で公 表 す るの か

(10)経 費:予 算 は い く らか

3調 査計画 立案の基本 原則

調査 計 画 の 立 案 に あ た って は 、 以 下 の よ うな原 則 に 注 意 す る 必 要 が あ る。

(1)ま ず 目的 ・内 容 を は っ き り させ る

調査 目的 や 内容 は 、 統 計 的 方 法 を用 い る 社 会 教 育調 査 に適 した も の とす る こ とが重 要 で

ある。 社 会 教 育 調 査 は 、 知 りた い こ とが何 で も分 か る万 能 の 方 法 で は な い。 調 査 に適 した

内容 とは 、 過 去 の経 験 ・実績 や 現 在 の 状 況 とい っ た 実 態 、既 に 決 ま っ て い る計 画 、 強 く希
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望 して い た り関 心 が あ る事 柄 、 な どで あ る。 逆 に 、 調 査 に 適 さな い 内 容 とは 、 不 確 実 な 将

来 に 関 す る予 測 、 あ る行 為 を行 っ た 、 あ るい は行 わ な か っ た 理 由 、 知 らな い こ とや 普 段 考

え た こ とが な い こ と、 身 近 に感 じ られ な い 事 柄 や 現 実 感 に 乏 しい 事 柄 、 な どで あ る。

(2)適 切 な 実施 方 法 を選 ぶ

社 会 教 育 調 査 の 実 施 方 法 に は 様 々 な もの が あ り、 そ れ ぞ れ に長 所 と短 所 が あ る(詳 し く

は 「第5節 調 査 の 実 施 」 参 照)。 調 査 の 実 施 方 法 を 選 ぶ 際 に は 、 調 査 目的 や 内 容 、 調 査 対

象 、 結 果 報 告 の 締 切 、 予 算 を含 め た コス トな ど と、各 実 施 方 法 の 特 性 と を総 合 的 に 勘 案 す

る必 要 が あ る。

(3)比 較 調 査 は 慎 重 に 計 画 す る

以 前 に 実 施 した 調 査 や 他 の 自治 体 が 実 施 した 調 査 と同 内 容 の 調 査 を 実 施 し、 比 較 を行 い

た い とい う場 合 が あ る。 統 計 的 方 法 に よ る調 査 結 果 は 、 比 較 を す る こ とで 情 報 と して の価

値 が 高 ま るた め 、 こ の よ うな 比 較 調 査 は 望 ま しい と言 え る。 た だ し、 比 較 調 査 を 計 画 す る

際 に は 、調 査 の 実 施 方 法 だ け で な く、調 査 実施 者 や 調 査 票 な ど も含 む 広 い 意 味 で の 調 査 方

法 を 、 な るべ く変 え な い の が原 則 で あ る。 調 査 結 果 は 、 わ ず か な 調 査 方 法 の違 い に も敏 感

に反 応 して 、 大 き く変 わ っ て しま う場 合 が あ る か らで あ る。

(4)結 果 の ま とめ 方 も考 え る

調 査 内容 を検 討 す る と き に は 、 結 果 の ま とめ 方 や 分 析 の 方 法 、 報 告 書 の 形 式 に つ い て も

考 え て お く とよ い 。 と りあ えず 調 査 を 実 施 し大 量 のデ ー タ を集 め さ えす れ ば 、 統 計 的 な分

析 手 法 に よ って 何 か 興 味 深 い 結 果 が得 られ る と考 え る の は 、 誤 りで あ る。

(5)調 査 協 力 者 へ の フ ィー ドバ ッ ク を行 う

調 査 結 果 が ま とま っ た ら 、調 査 に協 力 して くれ た 調 査 対 象 に は 、 可 能 で あれ ば 、 で き る

だ け そ の結 果 を 知 らせ る(こ れ を 結 果 の フ ィー ドバ ッ ク と呼 ぶ)の が よい 。 調 査 対 象 に 直

接 結 果 を送 イ寸す る 、広 報 誌 や ホ ー ムペ ー ジ で結 果 を公 表 す る な ど、 どの よ うな 形 で フ ィー

ドバ ッ ク を行 うか あ らか じめ 計 画 して お く こ とが 必 要 で あ る。

図3調 査 計画書 の例



第3節 調査 対象の抽 出

1標 本抽 出法の基礎 用語

標 本 調 査 で は 、 実 際 に 調 査 の 対 象 とす る標 本 を 、適 切 な 方 法 で 選 び 出 す 必 要 が あ る。 こ

こで は 、標 本 抽 出 法 を学 ぶ 上 で 基 礎 的 な 用 語 を解 説 して お く。

(1)抽 出 単 位 と抽 出台 帳

抽 出 単位:母 集 団 か ら標 本 を選 び 出す とき の ま とま り ・単 位 を抽 出単 位 と呼 ぶ 。 個 人 、

世 帯 、 学 校 、 施 設 、 事 業 な どが 抽 出 単 位 の 例 で あ る。 な お 、 抽 出 単位 は必 ず し も調 査

対象 に 一 致 す る とは 限 らな い 。 例 え ば 、公 民 館 に 勤 務 す る職 員 の 意識 調 査 を 行 うた め

公 民館 を選 び 出 す 場 合 に は 、 調 査 対 象 は公 民 館 職 員 で あ る が 、 抽 出 単 位 は公 民 館 で あ

る。 母 集 団 の う ち、 標 本 と して 選 び 出 す 抽 出 単位 の割 合 を抽 出 率 と呼 ぶ。

抽 出 台 帳:母 集 団 に お け る全 て の 抽 出 単位 を 並 べ た リス トを抽 出 台 帳 と呼 ぶ 。 公 民 館 を

抽 出 単位 とす る場 合 に は公 民 館 の リス トが 抽 出 台 帳 で あ る。標 本 を選 ぶ 際 に は 、ま ず 、

抽 出台 帳 を整 理 す る こ とが 必 要 で あ る。

(2)非 確 率 抽 出 法 と確 率 抽 出 法

非確 率 抽 出 法:標 本 に 対 す る調 査 結 果 を基 に 、 母 集 団 の 様 子 を推 定 す るた め に は 、 標 本

が母 集 団 の縮 図 とな っ て い れ ば よ い。 そ こで 、 標 本 を選 び 出 す 方 法 と して 、 例 え ば調

査 対 象 の 地 域 や 年 齢 とい っ た 属 性 に着 目 し、 そ れ らの 属 性 の割 合 が 母 集 団 と同 じに な

る よ う選 び 出 す 方 法(こ れ を割 当法 と呼 ぶ)や 、 母 集 団 の 中 で 平 均 的 、 典 型 的 と思 わ

れ る調 査 対 象 を選 び 出 す 方 法(こ れ を 典 型 法 と呼 ぶ)が 考 え られ る。 これ らを 非 確 率

抽 出法 と呼 ぶ 。 た だ し、 非 確 率 抽 出 法 で は 、標 本 誤 差 の 大 き さ を求 め られ な い た め 、

調 査 結 果 が 母 集 団 の様 子 を どの 程 度 正確 に捉 え られ て い る か を 評 価 す る こ とが で き な

い。 そ の た め 、 非 確 率抽 出法 は 簡 便 的 な 方 法 と して 用 い られ る こ とが 多 い 。 な お 、非

確 率 抽 出 法 の こ と を有 意 抽 出 法 と呼 ぶ こ と もあ る。

確率 抽 出法=標 本 とす る抽 出 単位 を無 作 為 に(ク ジ 引 きの よ うな 方 法 で)選 び 出 す 方 法 。

多 くの 場 合 、標 本 誤 差 の 大 き さ を求 め られ る な ど、推 定 値 の統 計 的 な性 質 が 分 か っ て

お り、調 査 結 果 の 数 値 が どの程 度 正 確 な も の な の か 知 る こ とが で き る。 そ の た め 、 多

くの調 査 で は確 率 抽 出法 を採 用 して い る。 な お 、 確 率 抽 出法 の こ とを 無 作 為 抽 出 法 と

呼 ぶ こ と も あ る。

確 率 抽 出法 と して は 、 以 下 に 述 べ る よ うに 、 状 況 に応 じた 様 々 な 方 法 が 考 案 され て

い る。 ま た 、標 本 に対 す る調 査 結 果 か ら母 集 団 の 様 子 を 推 定 す る方 法(こ れ を推 定 量

と呼 ぶ)に も 、確 率 抽 出 法 の 種 類 に応 じて 、 い くつ か の 種 類 が あ る。 た だ し普 通 は 、

標 本 にお け る 単 純 集 計 結 果(「 賛 成 」 の 人 が 何%い た か な ど)が 、 そ の ま ま 母 集 団 に

お け る推 定 値 とな る よ う、 あ らか じめ標 本 の選 び 出 し方 を工 夫 して お く こ とが 多 い 。

この よ うな標 本 を 自動 加 重 標 本 と呼 ぶ 。
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2確 率抽 出法の種類

以 下 に 紹 介 す るの は 、確 率 抽 出 法 の うち、 よ く知 られ た 方 法 で あ る。 これ らの 方 法 は 、

単 独 で 用 い る こ と も あ るが 、 組 み 合 わせ て(例 え ば層 化 抽 出 法 と多 段 抽 出法 を 組 み 合 わ せ

た 層 化 多 段 抽 出法 な ど)用 い る こ と も多 い 。

調 査 結 果(推 定 値)の 性 質 は 、 標 本 の 抽 出方 法 に大 き く左 右 され る。 した が っ て 、標

本 抽 出 法 に 関 す る知 識 は 、標 本 を選 び 出 す と きだ け で な く 、統 計 的 方 法 に よ る社 会 教

育 調 査 の 結 果 を 読 む とき に も必 要 とな っ て く る。

(1)単 純 無 作 為 抽 出 法

概 要=確 率 抽 出 法 の 最 も基 本 的 な 方 法 で あ る。 ま ず 、 抽 出 単位 に1か らNま で の 通 し

番 号 を ふ る。 次 に1か らNま で の 数 字 が つ い た ク ジ を 引 き 、 当 た っ た 抽 出 単位 を標

本 と して 選 び 出 す 。 これ を 目標 とす る抽 出 単位 の 数(nで 表 す こ とが 多 い)が 選 び

出 され るま で 繰 り返 す 。

長 所 と短 所:最 も基 本 的 な 確 率 抽 出法 で あ り、 例 え ば標 本 の 大 き さ を決 め る場 合 や 標

本 誤 差 の 大 き さ を求 め る場 合 な ど、 単 純 無 作 為 抽 出法 を 前 提 とす る こ とが 多 い。 た

だ し、 母 集 団 や 標 本 が 大 き い(Nやnが 大 き い)場 合 に は 、 コ ン ピ ュー タ を利 用 し

ない と抽 出 が 困難 で あ る。

ど うい う場 面 で 用 い るか:母 集 団 が 小 さい場 合 に用 い られ る。 実 際 に は 、 単 純 無 作 為

抽 出法 の 代 わ りに 系 統 抽 出 法 を用 い る こ とが 多 い 。

(2)系 統 抽 出 法

概 要:最 も よ く用 い られ る基 本 的 な 方 法 の 一 つ で あ り、 等 間 隔 抽 出 法 と も呼 ば れ る。

まず 、 抽 出 単位 に1か らNま で の 通 し番 号 をふ る。1か らNま で の 数 字 が つ い た ク

ジ を1回 引 き 、当 た っ た 抽 出 単位 を標 本 と して 選 び 出 す 。次 に そ こか ら数 え てk(こ

れ を抽 出 間 隔 と呼 ぶ)番 目の 抽 出 単位 を選 び 出 す 。 さ ら にそ こか ら数 え てk番 目の

抽 出 単 位 も選 び 出す 。 こ の よ うにk番 目 ご とに 次 々 と抽 出単 位 を選 び 出 し、 最 終 的

に 大 き さnの 標 本 を得 る。 な お 、抽 出 台 帳 の 最 後 ま で 数 え た ら、 先 頭 に 戻 っ て抽 出

を続 けれ ば よい 。 ま た 、kは 任 意 で あ り、 で き るだ け 大 き く と るの が よ い。

長 所 と短 所:例 え ば 、 抽 出 台 帳 上 で 地 域 ご と に抽 出 単位 を ま とめ て お き、 抽 出 間 隔 を

広 め に と る こ とで 、 どの 地 域 か ら も標 本 を選 べ る な ど、抽 出 台 帳 上 で の 並 び順 と抽

出 間 隔 を工 夫 す る こ とで 、 母 集 団 か らま ん べ ん な く標 本 を選 び 出す こ と が で き る。

そ の た め 、 単 純 無 作 為 抽 出 法 よ りも標 本 誤 差 が小 さ くな る と期 待 で き る。 た だ し、

理 論 的 に は標 本 誤 差 の 大 き さを 求 め る こ とが で きな い た め 、 実 際 に は系 統 抽 出 を行

って い て も、単 純 無 作 為 抽 出 を行 った もの と仮 定 して 標 本 誤 差 を求 め る こ とが 多 い。

ど うい う場 面 で 用 い る か=単 純 無 作 為 抽 出 法 よ りも標 本 誤 差 が 小 さ く な る と期 待 で き

る た め 、確 率 抽 出 法 を 採 用 す る場 合 に は 、必 ず と言 っ て よい ほ ど よ く用 い られ る方

法 で あ る。
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(3)集 落抽 出法

概 要:調 査 対 象 を直 接 の 抽 出 単位 とせ ず 、 調 査 対 象 の ま とま り ・グル ー プ(こ れ を 集

落 と呼 ぶ)を 抽 出 単位 とす る方 法 で あ る。 例 え ば 、 あ る地 域 の児 童 ・生 徒 を調 査 対

象 とす る場 合 、 標 本 と な る 子 ども を 直 接 選 び 出 す 代 わ りに 、 そ の 地 域 の 学 校 を抽 出

単位 と して い くつ か 選 び 出 し、 選 ばれ た 学 校 に 通 う児 童 ・生 徒 全 員 を標 本 とす る。

集 落 の抽 出 に は 、 単 純 無 作 為 抽 出法 や 系 統 抽 出 法 な どを用 い る。

長 所 と短 所:調 査 対 象 が 集 落 に 分 かれ て い る場 合 に は 、調 査 対 象 を抽 出 単位 とす る よ

りも、 容 易 に 標 本 を 選 び 出 す こ とが で き る。 た だ し一 般 に 、 単 純 無 作 為 抽 出法 な ど

に よ り調 査 対 象 を直 接 抽 出 す る場 合 に 比 べ 、標 本 誤 差 は 大 き くな っ て しま う。

ど うい う場 面 で 用 い るか:調 査 対 象 の 台 帳 が集 落 ご とに 整 理 され て い る場 合 に用 い ら

れ る。 集 落抽 出法 で は 、調 査 対 象 全 て が 記 載 され た 台 帳 は不 要 で あ り、 集 落 の 台 帳

さ え あれ ば よい か らで あ る 。 例 え ば 、 あ る 地 域 の 全 て の 児 童 ・生 徒 の リス トは な く

と も、 そ の地 域 の 学 校 の リス トさえ あ れ ば 、集 落 抽 出法 を用 い る こ とが で き る。

(4)多 段 抽 出法

概 要:ま ず 集 落 抽 出 を行 い 、 選 び 出 され た集 落 ご とに 、 そ の集 落 の 中 か ら さ らに 標 本

を選 び 出 して い く方 法 で あ る。 例 えば 、 ま ず 学 校 を選 び 出 し、 そ の 学校 の 中 か ら さ

らに標 本 とす る児 童 ・生 徒 や 学 級 を選 び 出 す 方 法 で あ る。 抽 出 を繰 り返 す 段 階 数 に

応 じて 、 二段 抽 出法 、 三 段 抽 出 法 な ど と呼ぶ 。

長 所 と短 所:選 び 出 した集 落 全 体 を調 査 せ ず 、 そ の さ らに一 部 分 だ け を 選 び 出 し調 査

す る の が 多 段 抽 出 法 で あ る 。 そ の た め一 般 に 、 段 の数 が 増 え る に した が っ て 、 標 本

誤 差 は大 き くな っ て しま う。

ど うい う場 面 で 用 い る か:(一 段 の)集 落 抽 出 法 で は 、 集 落 が 大 きす ぎ る場 合 に 用 い

られ る。 例 え ば 、 住 民 を調 査 対 象 と し、 市 区町 村 を集 落 抽 出 した 場 合 な どは 、 選 び

出 され た 市 区 町村 の 住 民 全 員 を調 査 対 象 とす る の は 不 可 能 で あ る。 選 ば れ た 市 区 町

村 の 中 で 、 さ らに標 本 とす る住 民 を 二 段 抽 出 す る の が 一 般 的 で あ る。

(5)確 率 比 例 抽 出法

概 要:抽 出 単 位 を 等 確 率 で選 び 出す の で は な く、 抽 出 単位 の 大 き さに 比 例 した確 率 で

選 び 出す 方 法 で あ る。 つ ま り、在 籍 児 童 ・生 徒 数 が 多 い 学 校 や 人 口規 模 の大 き な 市

区町 村 な ど、 大 き な抽 出 単 位 ほ ど選 ばれ や す く、 逆 に 小 規 模 校 や 人 口の 少 な い 市 区

町 村 な ど、 小 さな抽 出 単 位 ほ ど選 ば れ に く く して お く。

長 所 と短 所:二 段 抽 出法 に お い て 、 例 え ば各 学 校 で一 学 級 の み を標 本 とす る場 合 や 、

各 市 区 町 村 で 同数 の住 民 を 標 本 とす る場 合 な ど二 段 目で 抽 出 す る抽 出 単 位 の数 を 同

数 とす る場 合 、一 段 目の抽 出 を確 率 比 例 抽 出法 で行 う と、自動 加 重標 本 が得 られ る。

ど うい う場 面 で 用 い る か:二 段 抽 出 法 にお い て 、 自動 加 重 標 本 を得 る こ と を 目的 に 、

一 段 目の抽 出 方 法 と して よ く用 い られ る
。

(6)層 化 抽 出 法

概 要:母 集 団 を あ らか じめ い くつ か の グル ー プ(こ れ を層 と呼 ぶ)に 分 けて お き 、 そ
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れ そ れ の 層 に お い て標 本 を選 び 出 す 方 法 で あ る。 例 え ば 地 域 に よ っ て調 査 対 象 を層

化 し、 それ ぞ れ の 地 域 にお い て 標 本 を選 び 出 す 方 法 で あ る。

長 所 と短 所:一 般 に層 化 抽 出 法 は 、 層 化 を 行 わ な い 場 合 に 比 べ て 、標 本 誤 差 を小 さ く

す る こ とが で き る。

ど うい う場 面 で 用 い る か:多 くの 場 合 、標 本 誤 差 を小 さ くす る こ とが で き る た め 、標

本 調 査 に お い て は 、 で き る 限 り層 化 抽 出 法 を採 用 す る の が 望 ま しい。

3標 本 の 大 き さ

何 人 の 人 を標 本 と して 選 べ ば よ い の か 、 とい っ た標 本 の 大 き さ(こ れ をnで 表 す こ とが

多 い)を 決 め るた め に は 、調 査 に か け られ る コ ス トと、 許 容 で き る標 本 誤 差 の 大 き さ との

バ ラ ン ス を見 極 め る必 要 が あ る。 一 般 に 、標 本 の 大 き さ と標 本 誤 差 の大 き さ との 間 に は 、

標 本 が 大 き い(標 本 の 人 数 が 多 く、 コ ス ト高)→ 標 本 誤 差 が 小 さい

標 本 が 小 さい(標 本 の 人 数 が 少 な く、 コス ト低)→ 標 本 誤 差 が 大 き い

とい う関 係 が あ る。 した が っ て 、 限 られ た コス トの 中で 標 本 調 査 を行 う以 上 、 あ る程 度 の

大 き さの 標 本 誤 差 は 容 認 しな けれ ば な らな い 。 た だ し、 調 査 目的 に応 じて 、 許 容 で き る標

本 誤 差 の 大 き さ は異 な る で あ ろ う。 例 え ば 、 あ る意 見 に賛 成 の 人 の割 合 を 知 りた い場 合 、

○ 割 程 度 とい っ た粗 い 数 字 で よ い の か 、 あ るい は ○ ○.○%と い っ た 精 確 な 数 字 が 必 要 な

の か は 、 調 査 目的 に よ っ て 決 ま っ て く る。 標 本 の 大 き さは 、 こ の許 容 で き る標 本 誤 差 の 大

き さ と標 本 抽 出 方 法 に よ っ て決 ま る。

例 え ば 、単 純 無 作 為 抽 出法 を採 用 し、あ る意 見 に 賛成 の人 の パ ー セ ン トを知 りた い 場 合 、

許 容 で き る 誤 差 の 大 き さ を ± ε ポ イ ン トと す る と 、 必 要 な 標 本 の 大 き さ(人 数)nは 、

N
n=

[2ε196]2(N一 ・)+・

と な る 。 た だ し、Nは 母 集 団 の 大 き さ(人 数)で あ る 。 例 え ば 、 母 集 団 の 大 き さ がN=

100,000で あ り、 誤 差 を ±2ポ イ ン ト以 内 に 抑 え た い 場 合 、

100,000
n==2,344.7

2x2

196]2(1・ ・,… 一 ・)+・

と な り 、 標 本 と し て はn=2,345人 を 選 ぶ 必 要 が あ る 。 表1は 、(1)式 に 基 づ い て 計 算 し た

誤 差 の 大 き さ と必 要 な 標 本 の 大 き さ と の 関 係(た だ し、N=100,000と す る)を 示 し た も

の で あ る 。

表1誤 差 の 大 き さ と必 要 な 標 本 の 大 き さ(N=100,000)

誤 差 ± ε10.05.04.03.02.01.0 0.5 0.1

標 本n 963835971,0562,3458,76327,75590,570
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第4節 調査 票の作成

1調 査票作 成の流れ

図4は 、 調 査 票 作 成 の 流 れ を 示 した も の で あ る。 作 成 した調 査 票 は 、 い き な り本 調 査 で

使用 せ ず 、 で きれ ば 予 備 調 査 を実 施 し、 内容 が 適 切 な もの か ど うか 検 討 す るの が よい 。

調査目的を達成する
ための調査内容の検討

一→ 調査内容を具体的な

質問項目へ
→ 質問項目の配列順序

の検討

本調査へ

↓

予備調査を実釦 ← 一 調査票へのレイアウト

項目数の調整

図4調 査 票作成の流 れ

2回 答法の種 類

調 査 は 、調 査 対 象 に質 問 を行 い 、 回答 を 得 る 、 とい う形 で 実 施 され る。 回 答 の と り方 に

はい くつ か の種 類 が あ る。

(1)自 由 回 答 法 と 選 択 肢 回 答 法

自 由 回 答 法:調 査 者 が 、 想 定 さ れ る 回 答 を あ ら か じめ 用 意 して お か な い 方 法 を 自 由 回

答 法(FA;フ リー ア ン サ ー あ る い はOpen-endedquestion)と 呼 ぶ 。

選 択 肢 回 答 法:い く つ か の 回 答 例 を 選 択 肢 と し て 用 意 し て お き 、 回 答 と し て あ て は ま

る 選 択 肢 を 選 ん で も ら う方 法 を 選 択 肢 回 答 法(C1・sed-endedquesti・n)と 呼 ぶ 。

(2)単 数 回答 法 と複 数 回 答 法

単数 回 答 法:複 数 の 選 択 肢 の 中 か ら最 も よ くあ て は ま る選 択 肢 を 一 つ 選 ん で も ら う方

法 で あ る。 特 に 、 「は い 」 と 「い い え」 な ど 二 つ の 選 択 肢 の 中 か ら選 ん で も ら う方

法 を二 項 選 択 法 、 三 つ 以 上 の選 択 肢 の 中 か ら選 ん で も ら う方 法 を 多項 選 択 法 な ど と

呼 ぶ 。

選 択 肢 回答 法:選 ぶ 選 択 肢 の 数 を 一 つ に 制 限 せ ず 、 あ て は ま る選 択 肢 を い くつ で も選

ん で も ら う方 法 で あ る。

(3)段 階評 定 法 ・順 位 法

段 階 評 定 法:意 見 や 態 度 の 程 度 を調 べ るた め に 用 い られ る単 数 回 答 法 の 一 つ で あ る。

例 え ば 、 あ る意 見 に 対 す る 賛 否 の 程 度 を 「そ う思 う」 「や や そ う思 う」 「あ ま りそ

う思 わ な い 」 「そ う思 わ な い 」 とい っ た 四段 階 の選 択 肢 の 中 か ら一 つ 選 ん で も ら う。

順 位 法:何 らか の 基 準 に基 づ い て 、選 択 肢 に順 位 をつ けて も ら う方 法 で あ る。 全 て の
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選 択 肢 に順 位 をつ け て も ら う完 全 順 位 法 や 上 位 の い くっ か だ け に順 位 をっ けて も ら

う部 分 順 位 法 が あ る。

3質 問文作 成の基本原則

(1)簡 単 な言 葉 を使 う

質 問 文 は 、 誰 に で も分 か る よ うな 易 しい 言 葉 を使 うの が よ い。 専 門用 語 な ど、

多 くの人 に は 馴 染 み が ない 言 葉 を使 うと き に は、そ の意 味 が誰 に で も分 か る よ う、

あ らか じめ用 語 の 定 義 を説 明 を してお くの が よい 。

(2)質 問 文 は 簡 潔 に

質 問 文 は 、 な るべ く短 く簡 潔 に 表 現 す る。 意 味 を分 か りや す く し よ うと して 、

質 問 文 が 不 必 要 に 長 くな り過 ぎ る の は よ くな い。 ま た 、 「○ をっ け て くだ さい」

な どの 回答 方 法 は 、 各 質 問 文 で は な く、調 査 票 の 冒頭 で説 明 す る と よい。

(3)質 問 文 は省 略 しな い

質 問 文 は省 略せ ず に 、完 全 な 文 章 とす る の が 原 則 で あ る。 簡潔 にす るの が よい

か ら とい っ て 、 質 問 文 を必 要 以 上 に 短 く して は い け な い。 調 査 者 の 意 図 が 間違 い

な く伝 わ る よ う、必 要 最 低 限 の文 章 と しな けれ ば な らな い。 ま た 、 略語 も、意 味

が通 じな い 可 能 性 が あ るの で 、使 うべ きで は な い。

(4)段 階 評 定法 で は 、 選 択 肢 をバ ラ ン ス よ く

段 階 評 定 法 で は 、選 択 肢 の 内容 のバ ラ ンス を とる の が原 則 で あ る。例 えば 、「生

涯 学 習 」で 得 た 知 識 や 技 能 を実 生 活 で 活 か して い るか を尋 ね る質 問 項 目に対 して 、

「1非 常 に 活 か して い る 」 「2活 か して い る」 「3ど ち らか と い え ば 活 か

して い る 」 「4全 く活 か して い な い 」 とい う4っ の 選 択 肢 は バ ラ ンス が 悪 い例

で あ る。

(5)比 較 をす る とき は平 等 に

い くっ か の事 柄 を 比 較 して も ら うと き に は 、 平 等 な比 較 が行 わ れ る よ う注意 す

る必 要 が あ る。 例 え ば 、 子 ど も の犯 罪 が 増 え た 主 な原 因 と して 考 え られ る もの を

選 ん で も ら う質 問 項 目に お い て 、 「1無 責 任 な 親 」 「2学 校 制 度 」 「3テ レ

ビ番 組 」 とい う3つ の選 択 肢 は 平 等 な 比 較 を行 っ て い な い 例 で あ る。 「無 責 任 な

親 」 に だ け 「無 責 任 な」 とい う評価 を表 す 形 容 詞 が 使 われ て い る か らで あ る。

(6)頻 度や 量 は 目安 を示 して

頻 度 や 量 を尋 ね る とき に は 、 も し可 能 で あ れ ば 、選 択 肢 は な るべ く具 体 的 な頻

度 や 量 を用 い て表 現 す る の が よい。 何 度 も 、 時 々 、 少 し、 た く さん 、 とい っ た表

現 は 、選 択 肢 を選 ぶ 基 準 を あ い ま い に し、 回 答 者 を混 乱 させ る原 因 とな る だ け で

な く、 調 査 結 果 の 解 釈 も あい ま い に させ る こ と とな る。
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(7)必 要 以 上 の 精 確 さ を求 め な い

調 査 目的 に 照 ら して 不 要 な情 報 は 、調 査 しな い の が原 則 で あ る。 例 え ば 、 何 ら

か の数 値 を調 べ る場 合 、 自由 回 答 法 を 用 い て精 確 な情 報 を調 べ よ う とす れ ばす る

ほ ど、 回 答 者 の 負 担 は 増 す 。 一 般 に は 、 自由 回 答 法 よ りも選 択 肢 回 答 法 の 方 が 、

回 答 者 の 負 担 は少 な い 。

(8)選 択 肢 の 順 序 効 果 に注 意

選 択 肢 を 並 べ る とき に は 、 例 え ば最 初 の方 の 選 択 肢 ほ ど選 ば れ や す い な ど、 選

択 肢 の 並 び 順 が 回答 に 影 響 を 与 え る お そ れ が あ る(こ れ を選 択 肢 の順 序 効 果 と呼

ぶ)こ とに 注 意 す る 。 た だ し、 順 序 効 果 が い つ 、 どの 程 度 の 大 き さで 生 じ るの か

を 予想 す る こ と は か な り難 しい 。 そ の た め 、 質 問作 成 時 や 結 果 の解 釈 時 に は 、 こ

の よ うな順 序 効 果 が あ る こ とを 常 に 念 頭 に お い て お く必 要 が あ る。

(9)二 重 質 問 を用 い な い

一 つ の 質 問 項 目で は 、一 つ の 事 柄 だ け を 質 問す るの が原 則 で あ る。 一 つ の 質 問

項 目で 二 つ 以 上 の 事 柄 を尋 ね る質 問 を二 重 質 問 あ るい は ダ ブル バ ー レル 質 問 と呼

ぶ 。 例 え ば 、 『あ な た は 、 「図 書 館 」 や 「博 物 館 」 を 一 か 月 に どの く らい 利 用 し

ま す か 。』 は 二 重 質 問 の 例 で あ る。

(10)仮 定 に基 づ く質 問 を しな い

あ る 状 況 を想 定 ・仮 定 した 上 で 質 問 に 回 答 して も ら うこ とは 、 で きれ ば 避 け る

の が よい 。 将 来 どの よ うな 行 動 を とる か につ い て 、 ほ とん どの 人 は確 実 な こ と を

答 え られ な い し、 仮 に 回答 が 得 られ た と して も、 実 際 に そ の 状 況 の 下 で 、 回 答 者

が 回 答 通 りに 行 動 す る とい う保 証 は 全 くな い 。

(11)理 由 を 質 問 し な い

あ る 行 為 を し た 理 由 、 あ る い は 、 し な か っ た 理 由 は 、 質 問 し な い の が 原 則 で あ

る 。 ま た 、 あ る 調 査 項 目 に 続 け て 、 そ れ に 対 す る 回 答 理 由 を 尋 ね る こ と も 避 け る

方 が よ い 。 人 々 は 必 ず し も 、 明 確 な 理 由 に 基 づ い て 、 あ る 行 為 を した り、 し な か

っ た りす る わ け で は な い か ら で あ る 。

4調 査 票 レイ ア ウ トの基 本 原 則

(1)導 入 は 、 回 答 しや す く興 味 を持 たせ る質 問 を

調 査 項 目の 配 列 順 序 と して 、 導 入 部 分 は 、 回 答 者 が 回 答 しや す く、調 査 に 興 味

を持 て る よ うな 質 問 とす る の が よ い。 た だ し、 性 別 や 年 齢 とい っ た属 性 に 関 す る

項 目(こ れ を フ ェイ ス シー トと呼 ぶ)は 、 回 答 しや す い 質 問 で は あ るが 、 調 査 に

興 味 を持 て る よ うな 質 問 内容 で は な い た め 、 導 入 部 で は な く、 調 査 票 の 最 後 に 配

置 す る の が原 則 で あ る。
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(2)重 要 な質 問 は 調 査 に慣 れ た 頃 に

最 も重 要 な調 査 項 目は 、 回答 者 が 調 査 に慣 れ て き た 中 程 に配 置 す る の が よい 。

回 答 者 が 、 調 査 内 容 や 回 答 方 法 を十 分 理 解 す る こ とが で き 、非 標 本 誤 差 が 小 さ く

な る と期 待 で き る か らで あ る。 調 査 の 後 半 に な る と、 回 答 者 が 疲 れ て き て 、 い い

加 減 な 回 答 が増 え るお それ が あ る。

(3)関 連 した 調 査 項 目 は ま とめ て

内容 が 関連 した調 査 項 目は で き る だ け ま と め て配 置 す る の が よ い。 調 査 内容 が

次 々 と変 わ らな い よ うにす べ き で あ る。 関連 した調 査 項 目を ま とめ る と 、 それ ら

の 調 査 項 目が 調 べ よ う と して い る 内 容 を 回答 者 が理 解 しや す く な り、 非 標 本 誤 差

を小 さ くす る こ とが で き る。 ま た 、 一 つ の 事 柄 を 思 い 浮 か べ る とそ れ に 関連 した

事 柄 も思 い 出 しや す く な る とい う回 答 者 の 心 理 的 特 性(こ れ を プ ラ イ ミン グ 効 果

と呼 ぶ)を 利 用 す る こ とで 、 回答 者 の 負 担 を減 らす こ とが で き る。

(4)該 当 し な い 調 査 対 象 に は 質 問 しな い

あ る 特 定 の 調 査 対 象 の み に該 当 す る 質 問 は 、 濾 過 質 問 を利 用 し 、該 当す る調

査 対 象 の み に質 問 しな け れ ば な らな い。 該 当す るか ど うか 、つ ま り回 答 す べ き か

ど うか を 、 回 答 者 に 判 断 させ て は な らな い 。

【問1】 あ な た には、 小 学 生 の お子 さんが います か(○ は1つ)。

1い る

T 2い ない 一一 【問3】 へ

【問2]あ なたは、公民館で行われている学習プログラムにお子 さんを参加 させたいと思いますか(○ は1つ)。

1思 う

2思 わ ない

図5濾 過 質 問 の例
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第5節 調査 の実施

1調 査実施 方法の種 類

調 査 の 実 施 方 法 に は い くつ か の 種 類 が あ り、 そ れ ぞ れ に 利 点 と欠 点 が あ る。 どの よ うな

調査 実 施 方 法 を用 い る にせ よ、 そ の 特 性 を よ く理 解 して お く こ とが 重 要 で あ る。

(1)自 記 式 調 査 法 と他 記 式(調 査 員)調 査 法

自記 式 調 査 法 回 答 者 自身 が 、 質 問 を 読 み 、 回 答 を記 入 す る調 査 方 法 の こ と。 利

点 は 、 回 答 者 の 都 合 が よ い 時 間 に 、 回 答 者 の ペ ー ス で 回 答 す る こ とが で き る、

資 料 を 調 べ る必 要 が あ る場 合 な ど、 直 ち に 回 答 で き な い 事 柄 も調 査 す る こ とが

で き る、 な どで あ る。 逆 に 欠 点 は 、 全 て の 文 章 を確 実 に読 ん で も ら え る とは 限

らな い 、 質 問 を読 み 飛 ば して しま っ た り答 え に くい 質 問 に は 回 答 して も ら え な

い こ とで 、 無 回 答 が 生 じ るお そ れ が あ る 、標 本 と して 選 ばれ た 調 査 対 象 が 本 当

に 回 答 した か ど うか 確 認 で き な い 、 な ど で あ る。

他 記 式(調 査 員)調 査 法 調 査 員 が 質 問 を読 み 上 げ 、 回 答 者 の 回 答 を 調 査 票 に記

入 す る調 査 方 法 の こ と。 利 点 は 、 回 答 者 が標 本 とな った 調 査 対 象 か ど うか確 認

で き る、 濾 過 質 問 を 多 用 す る な ど複 雑 な構 造 の 調 査 票 で も、 回 答 者 を混 乱 させ

な い 、 な どで あ る。 逆 に欠 点 は 、 深 夜 に しか 在 宅 しな い 等 の 調 査 対 象 は調 査 す

る こ とが で き な い 、 プ ラ イ ベ ー トな 内 容 は調 査 しに く か っ た り、 正 直 に答 え て

も ら え な い お そ れ が あ る 、 調 査 員 の 性 別 ・年 齢 ・態 度 な どが 回 答 者 に影 響 す る

お そ れ が あ る 、 な どで あ る。

(2)個 別 面 接 聴 取 法

調 査 員 が 調 査 対 象 の 自宅 等 を訪 問 し、 面 接 して 調 査 を行 う他 記 式(調 査 員)調

査 法 の 一 つ で あ る。

(3)留 置 調 査 法

調 査 員 が調 査 対 象 の 自宅 等 を訪 問 して 調 査 票 を留 め 置 き 、 数 日後 に 再 び 調 査 員

が 訪 問 して 、記 入 され た調 査 票 を 回 収 す る 自記 式 調 査 法 の 一 つ で あ る。

(4)郵 送 調 査 法

調 査 票 を調 査 対 象 に郵 送 し、 後 日、 記 入 され た調 査 票 を 郵 便 で 返 送 して も ら う

自記 式 調 査 法 の 一 つ で あ り、 社 会 教 育 調 査 で は 最 も よ く用 い られ る方 法 の 一 つ で

あ る。 他 記 式(調 査 員)調 査 法 に 比 べ て 経 費 な どの コ ス トが 少 な くて す む 反 面 、

調 査 主 体 や 調 査 内容 に よ っ て 回 収 率 が 大 き く変 わ る、 調 査 の 開 始 か ら回収 ま で に

一 ～ 二 か 月 とい う長 い 時 間 が か か る、 とい う点 に注 意 す る必 要 が あ る。
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(5)電 話 調 査 法

調 査 員 が 調 査 対 象 の 自宅 等 に 電 話 を か け 、電 話 口 で調 査 を行 う他 記 式(調 査 員)

調 査 法 の 一 つ で あ る。

(6)集 合 調 査 法

調 査 会 場 に調 査 対 象 を集 め 、い っせ い に 調 査 を行 う 自記 式調 査 法 の 一 つ で あ る。

全 て の 調 査 対 象 に い っ せ い に 映 画 、 音 楽 、講 義 な どを 見 聞 き させ 、 視 聴 の 前 後 で

の変 化 を調 べ る、 とい っ た 実 験 的 な 調 査 を行 い や す い 。 そ の 反 面 、 母 集 団 に よっ

て は 、 確 率 抽 出 が 難 しい こ とが あ る。

(7)イ ン タ ー ネ ッ ト調 査 法

イ ン タ ー ネ ッ トを 利 用 し て 調 査 を 行 う 自 記 式 調 査 法 の 一 つ で あ る 。調 査 対 象 が 、

調 査 項 目 の あ るWebペ ー ジ に ア ク セ ス し 、Web上 で 回 答 す るWeb調 査 や 、Eメ ー ル

で 調 査 対 象 に 調 査 項 目 を 送 り 、 回 答 を 返 送 し て も ら う メ ー ル 調 査 が あ る 。 イ ン タ

ー ネ ッ ト調 査 法 は 、 統 計 的 な 調 査 方 法 と し て は 、 ま だ 研 究 段 階 で あ り 、 特 に 個 人

を 調 査 対 象 とす る 場 合 、 偏 りが 非 常 に 大 き い こ と が 指 摘 さ れ て い る 。

2調 査 実施 の基本原則

(1)事 前 に 調 査 協 力 依 頼 を行 う

どの よ うな 調 査 実 施 方 法 を用 い る に して も、 調 査 を実 施 す る前 に は 、 あ らか じ

め調 査 対 象 等 に 対 して調 査 協 力 依 頼 を行 っ て お くの が よい 。

(2)調 査 対 象 の 同 意 を得 て か ら調 査 を行 う

調 査 は 、 調 査 対 象 か ら調 査 に 協 力 す る 旨 の 同 意 を得 て か ら、 実施 しな け れ ば な

らな い 。 ま た 、調 査 へ の 協 力 を 求 め る際 に は 、 調 査 の 目的 お よび 趣 旨 、調 査 の 実

施 主 体 お よび 実 施 機 関 、 調 査 対 象 お よび 標 本 の 抽 出方 法 、 調 査 方 法 お よび 調 査 実

施 期 間 、 調 査 結 果 の 取 り扱 い 方 法 を調 査 対 象 に 伝 え 、調 査 の意 義 と内容 を正 し く

理 解 して も ら う必 要 が あ る。この うち 、特 に調 査 結 果 の 取 り扱 い 方 法 につ い て は 、

基 本 的 に 、 統 計 的 に 処 理 した 調 査 結 果 のみ を 公 表 す る こ と、 そ の た め 個 々 の調 査

対 象 の 回 答 は 公 表 せ ず に 秘 匿 す る こ と、 を確 約 す る。

(3)調 査 方 法 を み だ りに変 え な い

調 査 は 、 全 て の 調 査 対 象 に対 して 同 一 の 調 査 方 法 で 実 施 しな けれ ば な らな い 。

調 査 対 象 の 状 況 に 応 じて み だ りに 調 査 方 法 を変 え る と、調 査 対 象 の 回 答 も変 わ っ

て しま うお そ れ が あ るか らで あ る。

(4)標 本 以 外 の 調 査 対 象 を調 査 しな い

調 査 は 、標 本 と して 選 ばれ た 調 査 対 象 だ け に 対 して 実施 し、 標 本 以 外 に 対 して

実 施 して は な らな い。 確 率 抽 出法 に よ っ て選 ば れ た標 本 は 、 母 集 団 の 縮 図 とな る
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よ う選 ば れ た もの で あ る。 標 本 以 外 を調 査 す る と、 縮 図 に な っ て い る とい う前 提

が 保 証 され ず 、母 集 団 を推 定 で き な くな っ て しま う。

(5)高 い 回 収 率 を 目指 す

回 収 率 を 上 げ る一 つ の方 法 は 、調 査 へ の協 力 依 頼 を 一 度 だ け で は な く、 数 度 に

わ た って 行 うこ とで あ る。 例 え ば 、 個 別 面 接 聴 取 法 や 留 置 調 査 法 、電 話 調 査 法 で

は 、 日時 を か え て再 度 訪 問 した り電 話 を か け た りす る。 郵 送 調 査 法 で は 、郵 便 や

電 話 な どに よ る(督 促)は 必 須 で あ る。 他 に も 、有 意 義 な調 査 で あ る こ とを調 査

対 象 に理 解 して も ら う よ う努 力 す る、 標 本 の 抽 出方 法 な ど調 査 概 要 を説 明 す る 、

各 調 査 対 象 の 回 答 の 重 要 性 を理 解 して も ら うよ う努 め る、 な どが 有 効 で あ る。

(6)秘 密 を保 持 す る

統 計 的 方 法 に よ る調 査 で は 、 各 調 査 対 象 の 情 報 や 回答 は 、 調 査 実 施 や 結 果 集 計

に あ た っ て それ らを 必 要 とす る最 小 限 の 人 以 外 に は 、 知 られ な い よ うに す るべ き

で あ る。 そ の た め 、他 記 式(調 査 員)調 査 法 で は 、調 査 員 に秘 密 保 持 を 徹 底 させ

る 、 回 収 した調 査 票 や 、 標 本 とな っ た調 査 対 象 の リス トを 、調 査 に 関 わ っ て い な

い人 が 見 られ る場 所 に は放 置 しな い 、標 本 抽 出 や 調 査 実 施 、 デ ー タ入 力 な どを 業

者 に 委 託 す る場 合 に は 、不 必 要 な情 報 は 受 け 渡 さな い 、 とい っ た 対 策 が 必 要 で あ

る。

(7)謝 辞 を忘 れ ず に

時 間 と労 力 を割 い て調 査 に協 力 して も ら う以 上 、 調 査 対 象 に対 して 謝 意 を 表 す

こ とは 不 可 欠 で あ る。 調 査 終 了後 に 礼 状 を 送 る こ と も望 ま しい 。 ま た 、調 査 結 果

の フ ィー ドバ ッ ク も謝 意 を表 す 一 つ の方 法 で あ る。 も ち ろ ん 、社 会 教 育 調 査 の 結

果 を有 効 活 用 し、 よ り良 い 社 会 教 育 環 境 を整 え て い く こ とが 、最 大 の 謝 礼 で あ る

こ とは言 うま で もな い 。
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第6節 結果 の分析 と報告

1報 告書 作 成 の流 れ

図6は 、調 査 結 果 を分 析 し、報 告 書 を 作 成 す る ま で の 流 れ を示 した もの で あ る。 ま ず 、

回 収 した 「調 査 票 の 点 検 ・編 集 」 に よ っ て 、 不 適 当 な 調 査 票 や 回 答 を 無 効 とす る な ど編 集

を行 う。 次 に 「集 計 の た め に 回 答 を数 値 化 」 し、数 値 化 した 「回 答 の 入 力 」 を行 っ て 、 集

計 用 デ ー タ を 作 成 す る。 「回 答 の 集 計 と集 計 結 果 の グ ラ フ 化 」 に よ っ て 得 られ た 「集 計 結

果 の検 討 」 を 行 い 、 場 合 に よ っ て は 、 別 の観 点 か ら再 度 「回 答 の 集 計 と集 計 結 果 の グ ラ フ

化 」 を 行 う。 そ して 最 終 的 に 、検 討 結 果 を 基 に 「報 告 書 の 作 成 」 を行 う。

i査 票の点検 ・i一 一 チ
集計のために
回答を数値化

一 →1回 答のλ力

「_↓
i報 告書の作成i-1集 計結果の検訓 ← 一

回答の集計と

集計結果のグラフ化

図6報 告書 作成の流れ

2報 告 書 作 成 の基 本 原 則

(1)結 果 だ け で な く方 法 も報 告 す る

調 査 報 告 書 に は 、 調 査 結 果 の 数 値(推 定 値)だ け で な く、 そ の 数 値 を得 た 方 法

に つ い て もで き る限 り開 示 す るの が よい 。 結 果 数 値 が 母 集 団 に 関す る情 報 と して

どの 程 度 信 頼 で き る もの で あ るか は 、 そ の 数 値 を得 た 方 法 に よ っ て決 ま る か らで

あ る。 調 査 報 告 書 に は 少 な く と も 、調 査 の 目的 ・調 査 主 体 と調 査 実 施 者 ・母 集 団

・標 本 抽 出 方 法 ・標 本 サ イ ズ ・調 査 実 施 時 期 ・調 査 実施 方 法 ・回 収 率 ・調 査 票 、

を 掲 載 す る必 要 が あ る。

(2)個 別 の 回 答 は公 表 しな い

統 計 的 方 法 に よ る調 査 で は 、 調 査 結 果 と して は 、 母 集 団推 定 値 と して の集 計 結

果 のみ を公 表 し、 個 別 の 回 答 は公 表 しな い の が 原 則 で あ る。

(3)数 値 の表 現 に注 意 す る

調 査 結 果 を数 値 で表 示 す る場 合 に は 、 そ の桁 数 に 注 意 す る。 例 え ば 、 パ ー セ ン

トで あれ ば 、小 数 第 一位 を 四 捨 五 入 し整 数 に 丸 め る の が よ い。 調 査 結 果 の数 値 に

は 標 本 誤 差 や 非 標 本 誤 差 が含 ま れ 、 そ の 大 き さ は数 ポ イ ン トとな る こ と が 多 い 。

小 数 点 以 下 の小 さ な値 は誤 差 の 範 囲 内 と考 え るべ き で あ る。 ま た 、 調 査 結 果 を示

す 際 に は 、 そ の 結 果 を 得 る た め に用 い た 標 本 の 大 き さ(n=○ ○ ○ な ど と表 す こ
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とが 多 い)を 明 示 す る必 要 が あ る。 さ らに 、 可 能 で あれ ば 、 理 論 的 に求 め た 標 本

誤 差 の 大 き さ も提 示 す る とよ い。

パ ー セ ン トの 差 は 、 ポ イ ン ト と い う 単 位 で 呼 ぶ 。 例 え ば 、40%か ら50%に 増 え た こ と

を 言 う場 合 、 「10ポ イ ン トの 増 加 」 と 言 う。 「10%の 増 加 」 と は 言 わ な い 。 そ の 理 由

は 、40%か ら10%増 加 し た 、 と 言 っ て し ま う と 、50%(=40+10)と な っ た の か 、44

%(=40×1.1)と な っ た の か 分 か ら な く な っ て し ま う か ら で あ る 。

(4)相 関 関 係 を 因 果 関係 と しな い

相 関 関係 とは 、 二 つ の 事 柄 の 間 で の 、 一 方 が 変 化 す れ ば 、 も う一 方 も変 化 す る

よ うな 関係 の こ と を言 う。 これ に対 し、 因 果 関係 とは 、 一 方 が も う一 方 の原 因 と

な って い る 関係 の こ と を言 う。 調 査 で は 、 普 通 、 相 関 関係 しか 調 べ られ な い。 調

査 の 結 果 、 相 関 関係 が 見 られ た か ら とい っ て 、 た だ ち に 因 果 関係 が あ る と結 論 づ

け る こ とは で き な い 。 相 関 関係 が 因果 関 係 の 直 接 の証 拠 に な る とは 限 らな い か ら

で あ る。

(5)比 較 を心 が け る

統 計 的 方 法 の 特 徴 は 、結 果 が数 値 で 表 され る こ とで あ る。しか し単 一 の数 値 は 、

そ の 大 き さ を評 価 しに くい 。 複 数 の数 値 を比 較 提 示 し、 そ れ らの 大 き さ を相 対 的

に 評 価 で き る よ う心 が け る と よい 。 例 え ば 、過 去 の 調 査 や 他 の 調 査 主 体 が 実施 し

た 調 査 との 比 較 、 性 ・年 齢 ・地 域 等 の 異 な る 属 性 の 間 で の 比 較 、 調 査 項 目の 間 で

の 比 較(項 目Aの 経 験 率 と項 目Bの 経 験 率 な ど)、 な ど とい っ た比 較 が あ る。

3調 査 結 果 の集 計 ・分析 方 法

(1)単 純 集 計

単純 集 計 は 、 選 択 肢 回 答 法 な どに よ っ て 得 られ た デ ー タ の集 計 方 法 の 一 つ で あ る。 選 択

肢 ご とに 、そ の 選 択 肢 を選 ん だ調 査 対 象 の 数(こ れ を度 数 と呼 ぶ)や そ の 割 合 を 計 算 す る。

結果 をま とめ た 表(表2参 照)は 、 単 純 集 計 表 、GT表 、 度 数 分 布 表 な ど と呼 ぶ 。

表2単 純 集 計 表 の例

日常 の 生 活 の 中 で 、 あ な た は 、 若 い 世 代 の人 た ち との交 流 が あ りま す か。

度数

%

く

る

よ

あ

時 々 あ ま り 全 く

あ る な い な い 無 回 答

414 764 371 69 26

25 46 23 4 2

合 計

1,644名

100%

世代 間交 流活 動研 究会 「青 少年 及び 高齢 者 の異世 代 に対す る意識 調 査報 告書 」平成12年1月 よ り

(2)ク ロ ス 集 計

ク ロ ス 集 計 は 、 二 つ の 調 査 項 目 間 の 関 連 を 知 る た め の 集 計 方 法 の 一 つ で あ る 。 一 方 の 調

56一



査 項 目の あ る選 択 肢 と、 も う一 方 の 調 査 項 目の あ る選 択 肢 と を 同 時 に 選 ん だ調 査 対 象 の数

や そ の割 合 を 計 算 す る。 結 果 を ま とめ た 表(表3参 照)は 、 ク ロス 集 計 表 あ るい は分 割 表

な ど と呼 ぶ 。

表3ク ロス 集 計 表 の 例

日常 の 生 活 の 中 で 、 あ な た は 、若 い 世 代 の 人 た ち との 交 流 が あ りま す か。

男

性

女

性

度数

行%

度数

行%

よ く 時 々 あ ま り 全 く

あ る あ る な い な い 無 回答

182343202 4413

23 44 26 6 2

222408155 2412

27 50 19 3 1

合 計

784名

101%

821名

100%

世 代 間交流 活動研 究会 「青少 年及 び 高齢者 の異 世代 に対 す る意 識調 査報 告 書」 平成12年1月 よ り

ク ロス 集 計 表 の パ ー セ ン トは 、 度 数 を横 に合 計 した もの に対 す る割 合(こ れ を行 パ ー セ

ン トと呼 ぶ)、 あ る い は 縦 に 合 計 した もの に 対 す る割 合(こ れ を列 パ ー セ ン トと呼 ぶ)を

示 す こ とが 多 い 。 行 パ ー セ ン トあ る い は 列 パ ー セ ン トの 問 の 比較 をす る こ とで 、 二 つ の調

査 項 目間 に どの よ うな 関連 が あ る の か を知 る こ とが で き る。

(3)統 計 的 仮 説 検 定

調 査 結 果 の数 値 に は誤 差 が含 ま れ て い る。 そ の た め 、 調 査 結 果 に お い て 数 値 間 に 差 が見

られ た か ら とい っ て 、 た だ ち に 母 集 団 に お い て も差 が あ る とは言 え な い 。 例 え ば 、 表3の

「よ くあ る」 は 男 性 が23%、 女 性 が27%で あ り、4ポ イ ン トの 差 が あ る。 この4ポ イ ン ト

の 差 は誤 差 か も しれ ず 、 母 集 団 に お い て は男 女 差 は な い の か も しれ な い 。 統 計 的 仮 説 検 定

は 、例 え ば調 査 結 果 の数 値 間 の 差 が 、誤 差 の範 囲 内 で あ り母 集 団 に お い て は 差 が な い の か 、

あ る い は 誤 差 の 範 囲 外 で あ り母 集 団 に お い て も差 が あ るの か 、 を 統 計 的 に調 べ る方 法 で あ

る。 調 査 結 果 に つ い て解 釈 を行 う際 に は 、 ま ず 、 統 計 的 仮 説 検 定 を行 い 、 数 値 間 に 統 計 的

に 有 意 な 差 が あ る の か ど うか調 べ て お く と よい 。 なお 、 統 計 的仮 説 検 定 に は 様 々 な 手 法 が

あ り、 実 際 の仮 説 検 定 は 、 統 計 ソフ トを利 用 して 行 うと よい 。
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社会教育事業計画第3章



第1節 事業計画の意義 と内容

1事 業計画の意義 と必要性

(1)社 会教育 事業計 画 とは?

まず 、「社会 教育 事業計 画」とは何 か を確認 してお きたい。端 的に は、「社 会教 育 の施策 ・

事業 あ るい は活 動 を実施す るための計 画」とい って よい が、実際 に は、計画 の主体 、目的 ・

内容 ・性 格等 、多岐 に亘 って い る。 したが って、 通常 は、た だ 「社 会教 育事業 計画 」 とい

っただ けで は、 ある特定 の作成 主体 あ るい は様式 ・内容 を示す もの とはな らず 、お お まか

には、社 会教 育 にお ける 「関係 諸計画 の総称 」 と理解 して よい。 ただ し、 こ こで は、社 会

教育行政(所 管 の施設 等 を含 む。)の 事 業計画 を前提 と してい るこ とは言 うま で もな い。

社 会教 育 にお け る 「関係 諸計 画 の総 称」で ある。た だ し、 ここでは社会 教育行 政(所

管の施設 等 を含 む。)の 事 業計画 を前提 と してい る。

ところで 、社会 教 育の施 策や 事 業 は、 「学 習指 導要領 」 に基 づ く学校 教 育 と違 って 、教

育 目標 や その達成 方策 の策 定作業 か ら、具体 的な 実施 ・運 営 の手 続 きま で、多 くが その実

施機 関や 団体等 の柔軟 かつ 多様 な創 意 工夫 に委ね られ てい る。 それ は、社 会教 育の施 策や

事業が 、個 々の学習 者 の学習要 求や社 会 の必 要 に即応す る ことが必 須 の要件 だか らで あ る。

その意 味で 、計 画 の主体性 ・創 造性 が、そ の実施 主体 に委ね られ てい るわ けであ り、そ こ

に施策 ・事業 の 自由性 ・多様性 もあるわ けで ある。 ちなみ に、 こ うした教 育(の 形態)の

ことを、近年 では 「ノンフォーマル(非 定型)教 育」 と呼んで い る。

計 画 の 主 体 性 ・創 造 性 が 、 そ の 実 施 主 体 に 委 ね られ て い る。 そ こに 、施 策 ・:事業 の 自

由性 ・多 様 性 も あ る。 こ う した 教 育(の 形 態)の こ と を 、近 年 で は 「ノ ン フ ォ ー マ ル(非

定 型)教 育 」 と呼 ん で い る。

(2)事 業 計 画 の 必 要 性

さて 、一 般 に 「計 画 」 とは 、「目標 追 求 行 動 を組 織 化 して 最 小 限 の エ ネ ル ギ ー で最 大 限 の

効 果 を あ げ る こ とを 目的 とす る も の 」 で あ る。 そ れ に は 、 次 の 三 つ の 基 本 的 要 素 が 含 ま れ

て い る。 第 一 が 「計 画 の 哲 学 」、 第 二 が 「計 画 の技 術 」、 第 三 が 「計 画 の 実 践 」 で あ る。 当

然 、 社 会 教 育 事 業 の 計 画 に お い て も 、 そ う した3つ の 基 本 的 要 素 、 つ ま り 「何 の た め に 」、

「どの よ うな 内 容 を 、どの よ うに 組 み 立 て 」、「どの よ うに実 施 して い くか 」とい うこ とが 、

具 体 的 に 問 われ る こ と に な る。 これ は 、 い わ ゆ るPlan-Do-Seeと い う、 経 営 戦 略 の サ イ ク

ル と して位 置 つ く もの で あ る。 改 め て そ れ は 、 限 られ た 条 件(予 算 、 ス タ ッ フ 、 資 源 等)

の 中 で 、適 切 な状 況 判 断 と将 来 予 測 の 下 に 、で き る だ け望 ま しい 結 果 を 生 み 出 そ う とす る、

組 織 や ス タ ッ フの 英 知 を形 に した もの で も あ る。

Plan-Do-Seeと い う、経 営 戦 略 のサ イ クル と して位 置 つ く。 限 られ た 条 件 の 中 で 、適

切 な状 況 判 断 と将 来 予 測 の 下 、 で き るだ け望 ま しい 結 果 を生 み 出 そ う とす る 、組 織 や ス

タ ッフ の 英 知 を形 に した も の で あ る。

したが って また、社会 教育 の施策 や事 業 にお け る計 画 と実施 プ ログラムづ く りは、そ こ
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で意 図 され る施 策や 事業 の 目的、 内容 、方法 ・形 態 、あ るい は成果 の評価 や活 用方途 を規

定 す る もの であ り、そ の枠 組み にお いて 、社 会教 育 として の、「意 図的」「組織 的」かつ 「継

続 的」 な教育 の実体 が形 づ く られ る ことにな る。 そ の適 否 は、そ の施策や 事業 の内容 の妥

当性 、社 会的重 要性 にか か ってい る。 そ して また、計画 は も とも と、無駄 や重複 をで きる

だ け な く し、最 小 限の労 力で最 大限 の効果 を上 げ るための もので あ るので、そ して また、

ヒ ト、モ ノ、カネ に 限 りが あ るこ とを考 えれ ば、公 費で まか なわれ る社会教 育 にあ っては、

十 分 に点検 され た体 系的 ・有機 的 な計 画 が準備 され なけれ ばな らない。 そ うでな けれ ば 、

多 くの住 民 ・学習者 、そ して地域社 会全 体 に とって極 めて重大 な損失 となる。これ はまた、

いわ ゆ る「アカ ウンタ ビ リテ ィ(Accountability)」=公 金 支 出の説 明責任 の問題 ともな る。

施 策や 事業 の 目的 、 内容 、方 法 ・形態 、 あ るいは成果 の評 価や 活用 方途 を規 定す る

もの。 その適 否 は、施 策や 事業 の 内容 の妥 当性 、社会 的重要 性 にか か ってい る。計 画

は も とも と、無駄 や重 複 をで き るだ けな く し、最 小 限の労力 で最 大 限 の効果 を上 げ る

た めの もの。 ヒ ト、モ ノ、カネ に は限 りが あ り、公費 で まか なわれ る社会 教 育 にあ っ

て は、十分 に点検 され た体系 的 ・有機 的 な計画 が準備 され な けれ ば な らない。 これ は、

「アカ ウン タ ビ リテ ィ」 一公金 支 出の説 明責任 の 問題 ともな る。

(3)事 業 計画 の体 系=生 涯学習 事業計 画 として の全 体性
一方

、事業 計画 の策 定にお いて重 要 な こ とは、 関連 諸計 画の体 系性 、構造性 をいか に保

持 してい くかで あ り、 その有機 的 なつ なが りを個 々の局面 で、 どの よ うに して創 り出 して

い くかで あ る。 図1は 、 ここでい う関連諸 計画 の全体 構造(基 本 的 には市 町村 レベ ル を想

定)を 、社会教 育事業 計画 を中心 におい て示 した もので ある。

事業 計画 の策 定 にお いて重 要な ことは、関連 諸計画 の体 系性 、構 造性 をいか に保持 し

てい くかで あ り、 その有機 的 なつ なが りを個 々の局 面で、 どの よ うに して創 り出 してい

くか であ る。

改 めて、 は じめに も述 べ た よ うに、以 上の よ うな社 会教 育 の計 画 は、現在 、 それ らを 中

心 と して、 いわ ゆ る 「生涯学 習事 業計画 」 として の全体構 造 を作 り上 げ てい くことが求 め

られ てい る。 こ うした計 画群 がす べて用意 され 、縦横 の つな が りとして 、現実 の取 り組 み

が どれ だ け連 動 してい るの か、そ の こ とが問題 とな るので あるが、 た とえ個 々の計画 の主

体 が異 な ろ うとも、共通 の 目標 あ るい は枠 組 み を常 に意識 して、事 にあ た るこ とが必要 な

ので あ る。単 な るバ ラバ ラな計画 の寄せ 集 めで はな く、図1に 示 され て い るよ うに、「地 域

振 興総 合計 画Jを 基本 路線 と して、以 下、各種 の施 策 ・事 業 が体系 的に展 開 され て い くこ

とが求 め られ るのであ る。

ちなみ に、「地域 振興 総合計 画」とは、各地方 自治 体 が策 定す る行政 の全 分野 にわ た る長

期 的計 画 で、そ の基本 方針 ・大綱 を定 めた もので ある。通 常、 自治 体 の 「マ ス ター プ ラン」

と呼 ばれ てい る もの であ る。また 、「地域 教 育総合計 画 」とは、自治体 にお け る教 育(行 政)

の全 分野 の基本 的な 目標 、 な らび にそ の 目標 達成 に 向けての取 り組 みの方 向性 を示 した も

ので 、い わば教育(行 政)分 野 のマ ス タープ ラ ン とで も呼 ぶべ き もの であ る。近年 、「生涯

学習推 進構 想」 と銘打 った ものが各地 で作 られて い るが、 これ もそ うした性 格 を もつ 計画

と考 えて よいで あろ う。
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図1社 会 教育 計画 を中心 にみ た諸 計画 の全体 構造

[井上講 四 「生 涯学 習事業 計画」(佐 々木 正治編 『生涯学 習概論』 福村 出版

平成4年(1992年),120頁)の 図及 び タイ トル を若干 修正]



(4)「 教 育 計 画 」 と して の 独 自性

ひ る が え っ て 、 こ こ で 重 要 とな っ て く る の は 、 社 会 教 育 事 業 計 画 が 、 い わ ゆ る 「行 政 計

画 」 で は あ る が 、 一 方 で 「教 育 計 画 」 と して の 独 自性 を 有 して い る こ と で あ る。 要 点 は 、

二 つ あ る 。 一 つ は 、 計 画 策 定 の 手 続 き ・手 順 の 妥 当 性 で あ り、 も う一 つ は 、 策 定 され た 計

画 の 内 容 そ れ 自体 の 妥 当性 で あ る。

重要 なの は、 「教育計 画 」 と しての独 自性へ の配慮 で あ る。一 つ は、計画 策定 の手続

き ・手順 の妥 当性 で あ り、も う一 つ は、策 定 され た計画 の 内容 それ 自体 の妥 当性 で ある。

前者 は、教 育基本 法第10条 や 昭和46年 の 「5・15通 知 」(社 会教 育審議i会答 申 「急激

な社 会構 造 の変化 に対処す る社 会教 育の あ り方 につい て」 の写 しの送 付 につい て)に 明 ら

かな よ うに、教育 と(教 育)行 政 の関係 の中で 、住民 ・学習者 の学 習課題 を どの よ うに把

握 し、「組織 的 な教 育活 動 と して ど う事 業化 してい くか とい う、その 「適 正手続 き」の問

題 で ある。例 えば、行政 サイ ドで策 定 した教育 目標 や政 策 の趣 旨が、 どの よ うに住民 ・学

習者 に示 され てい るか 、あ るいは それ に基 づ く実 施事業 ・活動 が 、 どの よ うに展 開 され て

い るか とい うこ とで あ り、原理 的 に重 要 な問題 なの であ る。行 政 が、社会 教育 の事業 を直

接 実施す る場 合 は、住 民 ・学習者 の合 意 と参 加 の手 立てが必 要な ので ある。 これ につ いて

は、「教 育委 員会制 度」が、そ の よ うな原 理 を確保す べ くあ るわけで あ り、社会 教 育(行 政)

におい ては 、「社 会教 育委員 の会議 」等 が 、それ らを保 障す る形 で設 け られ てい るわ けで も

あ る。

住 民 ・学習者 の学習課 題 を どの よ うに把握 し、 「組 織 的 な教 育活動 」 と して ど う事業

化 してい くか とい う、そ の 「適 正手続 き」 が問題 とな る。

後者 は 、ま さに教育 の事業や 活動 と しての相応 しい内容 が、そ こに盛 り込 まれ て い るか

であ る。特 に、社会 教育 の事業や 活動 は、「公共性 ・公 益性」が第一 に求 め られ るこ とにな

るが、 地域や そ こに住む住 民個 々人 の、生活 上 の諸 問題 を解 決 してい くた めの学習 の機 会

を どの よ うに提供 して い くか 、的確 な る 「地域診 断」 あ るいは個 々人 の要求把握 が求 め ら

れ るの で あ る。もちろん 、「教育 的配慮 」 としてで あ るの で、学習者 の属性 や 発達課題 に即

応 した 目的 、内容 あ るいは方 法 ・手段 を、駆 使 しな けれ ばな らない。 た とえ行 政的 には、

他 の部 局の諸 計画 と同 じよ うに扱 われ て い るに して も、そ こに は、教育 計画 と して の独 自

性 が あ るの で あ り、行政 関係者 も、あ るいは住 民 ・学 習者 もその こ とに留意す る必 要が あ

るので あ る。 そ の枠 組 みは、 そ こにお ける住 民 ・学習者 と行 政の共 同作 業 に よっ て形 づ く

られ る もの とも言 え る。だ か らこそ簡単 で もあ り、難 しくもあるの であ る。「社 会教 育は幅

広 い」 と言 われ るのは、実 は このあた りに も理 由が あるので ある。

教育 の事業 や活動 として相応 しい内容 が、そ こに盛 り込 まれて い るか ど うか。 特 に、

「公共性 ・公 益性 」が第 一 に求 め られ るが、地域 や住 民個 々人の 、生活 上の諸 問題 を解

決 してい くた めの学習 の機 会 を どの よ うに提供 して い くか 、的確 な る 「地域診 断」 あ る

いは個 々人 の要求把握 が必 要 とな る。

なお 、 図2及 び図3は 、 この よ うな社 会教育 事業計 画 の、教育計 画 と して の独 自性 とそ

の存在価 値 を、そ の理念枠組 み と作業手順 と して示 した もの であ る。

以 下、 多少 図2と 図3の 補足 説 明 を してお くと、まず 、 「社会 教 育の位 置 づ け と事 業計

画 ・学 習 プ ログラムの意義 ・必要性 」 とい うところであ るが 、最 初 に、 これ までか な りの

63



一64一



一65一



混乱 を招 い て きた 「社 会教 育 、生涯 教 育 、生涯 学習 の関係 」 を整 理 し直 し、そ こか ら、

「社会教 育の社 会 的意義 とそ の独 自性 を見 出す必 要性」 と 「それ を生み 出す視 点 と手順 」

の理論構造 を導 き出 してみ てい る。 具 体的 には 、まず 「社 会教 育 、生涯教 育 、生涯 学習 の

関係」で は、「学習機 会 、学 習資源 の活 用」(学 習)と 「意 図的働 きか け」(教 育)が 表裏 一

体の関係 を有 しなが ら、「生涯 教 育」 と 「生涯 学習」の関係 を形 づ くってい る こ と、そ の 中

で、「社会 教 育の教 育的意義 とその独 自性」を見 出す必 要性 が あ る とい うこ とを示 してい る。

次に、 そ うした社会 教 育の 「教 育的 意義 と独 自性 」 が、 「事 業 の成果 」 とその 「事 業成

果を生 み出す 作業枠組 み」に求 め られ る こ とを示 してい る。言 わば、それ が 、「社会 教 育の

アイデ ンテ ィテ ィ(存 在価値)」 として位 置づ け られ るこ とを示 して い るわけで あ る。前者

は、「公共性 ・公益性 の原 理」 がそれ を表 明 し、 「ム ラ ・マチづ く り」 あるい は 「コ ミュニ

テ ィ形成 」へ の貢献 を 中身 とす る。後者 は 、 「教 育 の原 理」 がそれ を表 明 し、具体 的 には、

図8で 示す 「教 育 ・学習 内容 の系統性 ・構 造性」へ の配 慮 を 中身 とす る。そ して 、最後 に、

これ ら二つの原 理が 、 「事業編 成 の原 理」 と して統合 され 、そ こか ら 「事業 の計画 化」 「学

習プログ ラム化 」が展 開 され てい くことを示 して い るので あ る。 そ こで は、事 業や活 動 の

「意 図」を 「形や 手順 」に表す こ とが重 要で あ るこ とを再確 認 して い る。そ こに、「事 業計

画、学習 プ ログラムの哲 学」 があ るわけで あ る。

なお 、参考 と して 、 「教 育 ない しは教育行 政 の役割 」(価 値観 の多様 性 と人 々の幸せ との

関係 の中で、住 民 と一般行 政 とのか け橋 す なわ ちバ ランス を とる こと)と 、計 画 の 「具体

的な作 業枠 組み 」を挿 入 してい る。後 者 は、図3と して、「生涯各 期 の学 習課題 を事業化 し、

プログラム化 してい く ときの視 点 と手順 」 とい うタイ トルで 、そ の具体 的 内容 を改 めて提

示 してい るわけで あ る。次 に 、その 図3で は、上 方部 の左 か ら右へ の流れ を 「学習者 の プ

ロセス」(学 習)と し、一方 、下方部 の左 か ら右 へ の流れ を 「事業 者 のプ ロセス」(教 育 一

学習支援)と し、個 々の事 業や活 動 が 「生涯 各期 の学習課 題 」 を起 点 として 、常 に表 裏一

体の関係 の 中で展 開 され て い るこ とを示 してい る。

2事 業計画の種類と内容

そ こで次 に、実 際の事 業計画 の種類 とその 内容 をみ てみ る こ とに したい。通 常 、それ は 、

策定作業の時 間的流れ に沿 っ た、段階 と しての計 画の 「期間 」か ら区分 け され る。具 体的

には、次の よ うな ものがあ る。

(1)中 長期 事業計 画(複 数 年次 計画)

まず、中長期 事 業計画 で ある。これ は、「複 数年 次計画 」とも呼 ばれ 、当該 の社会 教育(行

政)の 課題 と基本構想(理 念上 は、第1章 の 「地域 振興 総合 計画 」や 「地域教 育総 合計 画」

からもた ら され る)を 、年 次 を配慮 した 中長 期的 な展望 に立 って総合 的 ・体系 的 に分析 ・

提示 し、今後 の課題 達成 に向 けての方 向性や 施策 の大要 と して示す もの で ある。 別 に定 ま

った様 式 はないが 、年次 ごとに、 どの よ うな施策 ・事業 を展 開す るのか 、そ のステ ップ ・

スケジュール 的 な もの が示 され る必要 が ある。昨今 、こ うした性格 を もつ計画 が 、「生涯 学

習推進 構想」 あ るいは 「生 涯学 習推進 計画」 とい うよ うな名称 で策 定 され てい るよ うで あ

るが、実際 の守備 範 囲や記 載 内容 は、ま さに この社 会教 育の 中長期 事業計 画 のそれ と見 な
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され る も の が 多 い よ うで あ る。

「複数 年 次計画 」 とも呼 ばれ 、 当該 の社 会教 育(行 政)の 課題 と基本構想 を、年 次 を

配慮 した 中長 期 的な展 望 に立 って総 合的 ・体 系的 に分析 ・提 示 し、今後 の課題 達成 に向

けて の方 向性 や施策 の大要 と して示す もので あ る。

なお 、 「中期 計画や 単 年度 計画 の基 礎 とな るもので 、課題 とされ てい る領域 や 対象 の将

来 の 目標や 方 向、施策 の基本 を明 らか に した もの を」を 「長期 計画 」 とし、「長 期計 画 を具

体化 し、 目標 達成 の た めの施 策 の総 量 と中心 的事業 を明 らか に し、施策 ・事 業の組 織化 、

体系化 を行 った もの」 を 「中期計 画」 と し、両者 を区分 して策 定す る場 合 もあ る。 この場

合 、一般 に、計画 の期 間は前者 が5～10年 、後者 が3～5年 く らい とされ てい る。

「長 期計画 」 と 「中期計 画」 と して 、両者 を区分 して策定す る場合 もある。

図4は 、そ うした 計画 を作 る場合 に必 要 な、 当該 市町村 の現 状 と課 題 をま とめた もので

あ る。 た だ し、直接 的 には、次 の年 間事 業計 画へっ な ぐ情報 ・資料 と して の役 割 を果 たす

もので ある。(主 事講 習 にお け る 「演 習用様 式」 で もあ る。)

(2)年 間事業 計画(単 年度事 業計 画)

次 に、年 間事 業計画 で あ る。 これ は、「単年 度事 業計画 」 とも呼ばれ るもので あ るが 、先

の 「中長期 事業 計画 」 に基 づい て、 ある年度 の各 々の事業名 、趣 旨、実施 主体 、内容 ・方

法(概 要)、 参加 対象 ・定員 、実施期 間 ・回数 、実施場所 、予算 ・経費 等 を示 した もの で あ

る。 当該年 度 のす べ ての施 策 ・事業 は、 この計画 に沿って 実施 され るこ とにな る。

「単 年 度 事 業 計 画 」 と も呼 ばれ 、先 の 「中 長 期 事 業 計 画 」に 基 づ い て 、あ る年 度 の 各 々

の事 業 名 、趣 旨 、 実 施 主 体 、 内容 ・方 法(概 要)、 参 加 対 象 ・定 員 、 実 施 期 間 ・回 数 、

実 施 場 所 、 予 算 ・経 費 等 を 示 した も の で あ る。

ちなみ に、 この計 画 では、個 々の具 体的 な事業(学 級 ・講座 、集 会 ・行 事 、情 報提供 ・

学習 相談 、リー ダー養成 ・研修 、団体 育成 ・助 成等)の 全 てが網 羅 され る ことにな るの で、

量 的な 問題 や実 際の職 務分 掌等 の関係 か ら、対象別 あるいは学 習領域 ・内容 別等 に分 けて

策 定 され る場合 が多 い。 また 、当然策 定主 体 も異 な って くる。 具体 例 を挙 げれ ば、以 下 の

よ うで あ る。

対 象別計画=青 少 年教 育計画 、女性教 育計画 、高齢者 教育 計画

学 習領 域 ・内容別 計画:芸 術 ・文化振 興計画 、 スポー ツ振 興計画 、男女共 同参 画学習計 画

学習 方法 ・形態別 計画:放 送利 用学習 計画 、視 聴覚教 育、e一 ラーニ ン グ学習 計画

学 習施設 別計画:公 民館 事業計 画、 図書館 サー ビス計画

その他:学 社連携 ・融合 事業計 画

なお 、図5は 、そ の対象別 年間事業 計画 の一例 であ る。

(3)個 別事 業計画(学 習 プ ログラム)

次が 、 「個 別事 業計画(学 習 プ ロ グラム)」 で あ る。 ここにお いて は、 当該 事業 の具 体的

な内容や 方法 ・形態 が順 を追 って示 され(い わ ゆる 「コマ 」別 に)、 それが どの よ うな形 で

始 ま り、 どの よ うな形 で終 わ るのかが 示 されて い るもので あ る。 これ は、前記 の年間 事業

計 画(単 年度事 業計画)」 の 中の、各 々個別 の事業 の具 体的 な実施 内容 を、タイ ム ・スケ ジ
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ユー ル 的 に 表 した もの で あ る。 通 常 は 、 一 定 の 参 加 者 あ る い は一 定 のテ ー マ で 、 一 定 の 期

間継 続 的 に 実 施 され る、 い わ ゆ る 「集 合 学 習 」 方 式 の 事 業 で あ る 「学 級 ・講 座 」 の ア ク シ

ョ ン ・プ ロ グ ラ ム(行 動 計 画)と して 作 成 され る もの を指 す 。 社 会 教 育 の 分 野 で は 、 一 般

に 、 こ の よ うな 計 画 を 「学 習 プ ロ グ ラ ム 」 と呼 ん で い る。

年 間事 業計画 の 中の 、各 々個別 の事 業の具 体的 な実施 内容 を、 タイ ム ・スケ ジュール

的 に表 した もの。 当該 事 業の具 体的 な内容や 方法 ・形態 が順 を追 って示 され(い わ ゆる

「コマ 」別 に)、 それ が どの よ うな形 で始 ま り、 どの よ うな形 で終 わ るのか が示 され て

い る。

大枠 は、既 に年 間事業 計画(単 年度 事業 計画)に 示 され てい るわけで あ るが(こ の段 階

で多少 の変 更や修 正 も有 り得 る し、 む しろそ うでない と、臨機 応変 に事態 に対処 で きない

とい う側 面 もあ る)、改 めて 当該 の学 習 のテ ーマ と して何 を選 び、それ を ど うい う内容 配列 、

で進 めてい くか(→ 「学習 の課題性 と方 向性 」)、あ るい は多 くの選択肢 ・必 要性 の 中か ら、

限 られ た時 間及 び学習 資源(予 算 、講師 、施設 ・設備等)の 中で 、 どの よ うにプ ログ ラ ミ

ング してい くか(→ 「学習 の有限性 と実現 可能性Dが 問われ るこ とにな る。 各担 当者 の、

最大 の腕 の見せ所 で もある。

なお、 図6は 、 この個別 事業計 画(学 習プ ログラム)の 一例 で ある。

(4)実 施 運 営計画(事 業展 開計画)と 学習 展開計 画

最後 が 、 「実施運 営計 画(事 業 展 開計画)」 及 び 「学 習展 開計画 」で あ る。 これ らは、通

常 、公 式 的 に示 され るもので はないが 、個別 の施策や 事業 を展 開す る場 合 、担 当者 あるい

は学 習参加者 が 手許 に作成 してお く とよい もので ある。

① 実施運 営計 画(事 業展 開計 画)

これ は 、前記 の個 別事 業計 画(学 習 プ ログ ラム)を 実際 に実施 ・運 営 してい くた め に、

スタ ッフの役割 分担 、そ の 日の学習活 動 を実現 させ るた めの諸 条件 の確 認 、教材 ・教 具等

の準備 、あ るいは その ための段 取 りを示す もの であ る。 これ は、 いわば 「事業者 側 のた め

の準備 計 画」 と言 え るが、実 際に はなか なか作成す る時 間的 余裕 もな く、担 当者 や 関係 ス

タ ッフの、そ のつ どの対応 に任 せ られて い る場合 が多い よ うで あ る。

個 別事 業計 画(学 習 プ ログラム)を 実際 に実施 ・運営 してい くため に、ス タ ッフの役

割 分担 、そ の 日の学習活 動 を実現 させ るため の諸 条件 の確認 、教材 ・教具 等の 準備 、あ

るい はその ための段 取 りを示 す もので ある。

② 学習展 開計画

これ は、そ の 日時(コ マ)に 、学 習者 が どの よ うな学習活 動 を行 うのか(具 体的 な達成

目標 あ るいは学 習 内容 ・方法 等)、 あるい は講 師 ・助言者 や担 当者 等が 、どの よ うな場 面で 、

どの よ うに行動 す るのか を示 す もので あ る。社 会教 育で は、学校 教育 と違 って綿密 な 「展

開案 」 は、一般 に は不要 と考 え られ るが、 その 日時(コ マ)の ね らいや 達成 目標 が何 であ

り、い かに学習 者が 、 あるい は企 画 した側 が、それ を達成 す るか とい う 「評価 」 の観 点 か

らも、相応 の配 慮 を してい くこ とは必要 で あ る。 ただ し、そ うした ことにつ いて 、担 当者

が独 りで、一方 的 に処理す るのでは な く、講 師 ・助 言者 あ るいは学習者 自身 の意 見や要 望
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等 を逐 一取 り入れ なが ら、作 成す る必要 があ る ことは言 うまで もない。

その 日時(コ マ)に 、学習者 が どの よ うな学習 活動 を行 うのか(具 体 的 な達成 目標 あ

るいは学 習 内容 ・方 法等)、 あるい は講 師 ・助 言者 や 担 当者 等 が 、 どの よ うな場 面 で、

どの よ うに行 動す るのか を示す もので あ る。

3事 業計画を策定する場合の基本的な考え方(年 間事業計画を中心 として)

(1)学 習援助(教 育)の 構 造

最後 に、以 上述べ て きた こ と等 を踏 ま えて、実 際に事 業計画 を策 定す る場合 の基本 的 な

考え方 を、 「年 間事業 計画 」 を中心 と して整 理 してお くこ とに したい。

第一 に、(年 間)事 業計画 を考 え る場合 、 まず は社 会教 育行政 と しての学習 援助(教 育)

の構 造 を理解 してお く必 要が あ る とい うことで あ る。端 的 に、そ こには、狭義 の学 習援助

(教育)と 広 義 の学習援助(教 育)と が あ り、 こ うした広狭 両義 の捉 え方の 中で 、 どの よ

うな性 格、必 要性 の計 画 を策 定す るの か、そ こにお け る 自らの学 習援助 の意 味 を 自覚す る

必要が あるわ けで ある。 ちなみ に、学習 と教育(学 習援 助)と は異 な る。 したが って 、ま

た、学習課題 と教 育(学 習援助)課 題 も異 な る。す なわ ち、そ こには、「学習 の論理 」と 「教

育 ・事業 の論理 」 の双 方 があ るので ある。 図7は 、その学 習援助(教 育)の 構 造 を 図式 化

したものであ る。

まず は社会 教育行 政 と して の学習援 助(教 育)の 構 造 を理解 してお く必 要が あ る。端

的に、そ こには、狭義 の学習援 助(教 育)と 広 義の学 習援助(教 育)と が あ り、 こ うし

た広 狭両義 の捉 え方 の中で 、どの よ うな性 格 、必 要性 の計画 を策 定す るのか 、そ こにお

ける自 らの学習援助 の意 味 を 自覚す る必 要が あ る。



要 素

教育 ・学習内容の

必要性 ・緊急性

教育 ・学習内容の

適時性 ・受容性

教育 ・学習内容:の

適切性 ・焦点性

教育 ・学習内容の

順次性 ・体系性

教育 。学習内容の

発展性 ・継続性

性 格

生活上の諸問題の解決のた

めの,人 間の行動様式並 び

に意識 ・態度の変容に対す

る啓癸 ・動機づけに関す る

もの

背 景

生活上の変化

生活課題

地域 ・社会課題

内容 の選定 ・構 造 に関 す る

もので,学 習者 の成 長 ・発

達 の レデ ィネ ズreadiness

(準 備 態)に 対応 す る もの

内容の選定 ・構造に関する

もので,学 習者の諸特性に

対応するもの

内容の選定 ・構造に関する

もので,教 材 としての芸術

・文化 ・科学あるいは生活

様式の構造体系に対応する

もの

学習の継続 ・発展や成果の

活用に関わるもので,学 習

活動のプロセスを導くもの

発 達段 階

ライ フステ ー ジ ・サ

イ クル

学習者の特性

生活 ・学習経験

知 識 ・技 術 ・情報 の

体系

終了後の方向づ け

学習活動のっなぎ

関 連 事 項

学 習 の 目的 ・テ

ーマ ・ね らい必

要 課題 と要 求課

題

生涯各期の発達

課題

学習の質 ・水準

学習の群度

方法 ・形態

内容の程度

学習内容の深化

・高度化

具体か ら抽象へ

部分か ら全体へ

学 習成 果

到達 ・達成 冒標

学 習機 会 ・情 報

ミの ネ ッ トワヘ ク

「

図8教 育内容(学 習内容)の 系統性 ・構造性 を形づ くる要素

いず れ に して も、 ここで の問題

は 、同図 に示す よ うに、住民 ・学

習者 の学習 要求や 学習 必要 を どの

よ うな形 で把握 ・整理 し(学 習課

題化)、それ らを どの よ うに受 け止

めて、施策 化 あ るいは事業化(学

習援 助課題 化)し てい くのかで あ

る。 特 に、そ こか ら導 かれ る事業

のね らい、 目的 を ど うす るのか と

い うこ とが重 要 とな るで あ ろ う。

住 民 ・学 習者 の学 習 要

求や 学習 必 要 を どの よ う

な形 で把 握 ・整 理 し(学

習課題 化)、 それ らを どの

よ うに受 け止 め、施 策 化

あ るいは事 業化(学 習援

助課題 化)し てい くの か。

特 に 、そ こか ら導 かれ る

事 業 のね らい 、 目的 を ど

うす るの か とい うこ とが

重 要 とな る。

具体 的 には、 図8に 示す よ うな、教育 ・学習 内容 の 「必

要性 ・緊 急性 」「適時性 ・受 容性 」「適切性 ・焦 点性 」「順次性 ・体 系性 」「発 展性 ・継続 性 」、

さ らに はま た事 業や活 動 の 「公 共性 ・公益性 」 「地域 性」 「実 現可能性 」 等 を、 どの よ うに

具体 化す るか であ る。

要 は 、 これ らの要 素 をいか に検討 ・吟味 し、 その事 業計画 の体 系 とそ れ を実現 させ るプ

ロセ ス の 中に、い かに織 り込 んでい くかで あ る。 これ が、「事業 の構 造化 ・体 系化」 とい う

こ とに もな るの であ る。 そ こで は、何 よ りもまず 、 先 に触れ た担 当者 の 「地域 診断 能力 」

とその た めの 「教育 処方 の方途 」 が問 われ る ことは言 うまで もない。 ちなみ に、前 に揚 げ

た 図2と 図3は 、それ らの 手順 と構 造 を示 した もので もあ るわけで あ る。

担 当者 の 「地域 診断 能力」 とそ のた めの 「教 育処方 の方 途Jが 問 われ る。

(2)事 業 計画策 定の基 本構 図

ところで 、 この場 合 の学習援 助(教 育)の 背 景 には、そ の(教 育行政 と して の)課 題意

識 と法 制度 的根 拠 が ある。 これが 、事業 計画策 定 の基 本構 図 とな る。 図示す る と、以 下の

よ うで あ る。

〈課題意識 〉 〈法制度的根拠 〉

(学習要求の吸い上げ+学 習必要の考慮)+(法 規定+公 共性 ・公益性)

TTTT

個人的側面 社会的側面 法的根拠 条理 ・社会通念

図9事 業計画策定の基本構図(学 習援助の課題意識と法制度的根拠)
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最早繰 り返 しにな るが、社 会教育 事業計 画 は、 この よ うな構 図の下 、各 々の事業 の水 路

づけ、地域 にお け る学習 環境 の醸成 、条件整 備 の ヴィ ジ ョンづ く りに役 立つ もので なけれ

ばな らな い。 そ して また、そ れ は、事業や 活動 にお け る 目的、 内容 、方 法 の系統性 の確保

及びそれ らの意義 ・ね らい の客観 的把握 につ なが り、それ らが、事業 の成 果の 見通 しや 道

筋の確 認 につ なが る もので な けれ ば な らない。 そ こか ら、学習援 助(教 育)の 目標 化 、す

なわ ちそ の課 題達成 の ための 目標 化 も、生 まれ て くるの であ る。

したが って 、そ こで は、常 に、「誰 のた めに、何 の ため に?」 とい う、事業 の ね らい、 目

標の焦点化 が求 め られ るので ある。 しか もそれ は 、「対象 とね らい 、目標 の 関係 」の妥 当性

(→ 「学 習内容 、方法 の妥 当性 」)に つ な が るもので なけれ ばな らず 、対象 の 明確化 ・焦点

化(→ 「学習 く事業 〉の ね らい 、目標 の明確化 ・焦 点化 」)に もつ なが る もの でな けれ ばな

らない の で あ る。

要 素

類 型

第一義的な 目的

課題 の源泉

知識の活用法

学習者の関わ り

企 画 ・立 案 者 の

役割

成果(評 価)の

基準

学 習 プ ロ グ ラ ム の 類 型

問題解決型
(開発型)

個 人 、集 団 あ るい は 地

域 社 会 の 諸 問 題 の 発

見 と解 決

基 本 的 に は 、顧 客(学

習 者)の 要求 ない しは

問 題 の 側 か ら提 供 さ

れ る。

知 識 な い し 学 習 内 容

は、問 題 解 決 の た めの

目的 に 活 用 され る。っ

ま り、 目的 の た め の手

段 で あ る。

問 題 な い し要 求 あ る

い は プ ロ グ ラ ム の 範

囲 及 び 性 格 の 判 定 に

関 わ る。

要 求 の 発 見 か ら 評 価

の 過程 ま で、 全て の 教

育 の過 程 を準 備 す る。

そ の他 の役 割 と して 、

学 習 活動 の促 進 、正 当

化 及 び 諸 結 果 の 伝 達

が 含 まれ る。

成 果(評 価)は 、 問題

解 決 の 質 及 び個 人 、集

団 ない し地 域社 会 が、

どの 程 度 問 題 解 決 の

た め の 技 術 を 開 発 し

た か に よ っ て 決 定 さ

れ る。

知識 ・技術伝授型
(制度型)

個 々 入 の 基 礎 的 な 技

術 ・技 術 、知 識 、能 力

の 向上 及び 改 善

基本 的 に は 、訓 練 な い

し は 知 識 の 領 域 及 び

教 師 か ら提 供 され る。

学 習 内 容 な い しは 知

識 の 理 解 が 中 心 と な

る。 プ ロ グ ラム は 、そ

の 目 的 を い か に 達 成

す るか に集 約 され る。

学 習 者 の 諸 経 験 を 満

たす こ とに 関 わ る(学

習 の 実行)。

教 授 過 程 に 知 識 を 組

み込 む。

成 果(評 価)は 、顧 客

(学 習 者)が 、 ど の程

度 う ま く内 容 な い し

は 望 ま しい 能 力 を 身

に つ け た か に よ っ て

決 定 され る。

情報提供型
(情報型)

情報の交流

基 本 的 に は 、 研 究 成

果 、新 しい 法 律 な い し

は規 程 につ い て の 、新

し い 有 用 な 情 報 か ら

得 られ る。

内容 は 、顧 客 の 即座 の

(直 接 的 な)利 用 に 移

され る、

基 本 的 に は 、情 報 の 受

容器 と して 関 わ る。

情 報 に つ い て の質 問 、

要 望 等 へ の 回 答 を 準

備 す る。

成 果(評 価)は 、 情 報

が 届 け ら れ た 人 々 の

数 、及 び どの程 度 の 量

の 情 報 が 提 供 さ れ た

か に よ っ て 決 定 さ れ

る。

交流学習型
(交流型)

学 習者 の 各 々の ニ ー ズ 、動 機

に 基 づ い た 学 習 の 交 流 及 び

そ の後 の 発展 へ の 目配 り

基 本 的 に は 、学 習者 の要 求 な

い し は 問 題 の 側 か ら提 供 さ

れ る。

知識 な り情 報 は 、学 習 後 の学

習者 の 個 別 活 動(個 人 学習 な

い し集 合 学 習)に 継 承 、発 展

させ られ る。

学習 活 動 へ の 知 識 ・情 報 の 持

ち 帰 り及 び 学 習 成 果 の 媒 体

と して関 わ る。

い か に 多 く の 人 の 知 識 ・情

報 、 あ るい は 地 域 の 教 育 ・学

習 資 源 を 学 習 の 場 に 引 き 寄

せ るか 、及 び 個 々 の学 習 成 果

を 個 人 の そ の 後 の 学 習 活 動

につ な げ て い くか 、そ の辺 り

の条 件 整備 と情 報 、機 関 、人

的 ネ ッ トワ ー ク へ の 水 先 案

内人 とな る、

成果(評 価)は 、 どの よ うな

人 々 が集 ま り、 どの よ うな 知

識や 情 報 が 持 ち寄 られ 、そ の

後 の 個 別 の 学 習 活 動(こ れ

は 、 あ くま で も企 画 ・立 案 者

か ら見 た場 合)に つ なが っ た

か に よ って決 定 され る。

注)こ の 表 は 、Boyle.P.G,,PlanningBetterPrograms,McGraw-Hill.1981よ り 井v15四 が 訳 出(そ の 後 加 筆 ・

訂 正)し た も の で あ る。

図10学 習 プ ロ グ ラ ム の 類 型 と そ の 特 徴

図10は 、その よ うな ことを、体系 的 ・合 理的 に行 うた めの指 針 と しての 「学 習 プ ログラ

ムの類 型Jを 示 した もので あ る。 どの よ うな事 業や活動(学 習プ ログラム)を 企画す るの
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か、そ のた めに は、そ こで は、 どの よ うな前 提(要 素)を ク リア してお かな けれ ば な らな

いの か、そ の こ とが問 われ るので ある。 た だ し、同図 に掲 げた ものは あ くまで も参考 で あ

り、一 つの雛形 を示 した ものに過 ぎない。

ちなみ に、そ こか ら、具体 的 な、そ の事業や 活動 の成果 の見通 しが 見 えて くるので あ り、

その事 業の成 果 の見通 しか ら評 価 の観 点 も生 まれ て くるので あ る。 そ の意 味で も、 この よ

うな 、 自 らの評 価(学 習 援助者 としての評価)の 視 点 とそ の指標 化 の ための努力 が必 要な

ので あ る。 そ こでは、特 に 、学習者 の発達 上の変 化 、役 割 ・状 態 の変化 、そ の社 会 ・集 団

全 体 の変化等 も評価 の観 点 として取 り入れ られ る必要 が ある。 それ が また、次 の事業や 活

動 の 出発 点 ともな るか らであ る。

加 えて 、近 年 では、学 習者 の学習 要求 の多様化 、 高度 化へ の対応=教 育 ・学 習資源 の有

効 活用(→ 「有効性 と選 択性 」)は 必至 なの であ り、担 当者 の さ らな る斬新 な アイデ ィア と

取 り組 み の工夫 が求 め られ る ところで ある。 また、 そ こで は、画一 的 な学習者 は想 定で き

ない ので あ り(年 齢 、世代 、性 、学習 ・生 活歴 、居住 地域 ・環境 等)、 さ らに は、個 々の住

民 ・学習者 の生活 意識(実 利 志 向か非 実利 志 向か等)も 重要 な要素 とな る。そ のた めには 、

改 めて住民 ・学習者 との 日常的 な接触 が必 要 なので あ り、また、す べ て を一人(一 ヶ所 、
一機 関)で 実施す るこ とは不 可能 であ り

、 これ か らは、 こ うした 、個別 の学習 活動 をつ な

ぐ とい う視 点が重 要 とな って くるので ある。そ こか らまた、一方 で 、学習情 報収集 ・提 供 、

学習相 談 が重視 され るの であ る。

この よ うな意識 や取 り組み の視 点が 、他 な らぬ生涯 学習施 策 の視 点 なの であ り、そ こに

生涯学 習(援 助)体 系 にお け る位置 づ けを常 に意識す る必要 が あ るの で ある(→ 生涯 学習

体系化 の 中での社 会教 育事業 計画)。 た だ し、教 育(学 習援 助)過 程 は 生身 の人間 が創 出す

るもので あ る(→ 「対話 的 、共感 的関係 の存続 」)。ここに、意 図的 な教 育(学 習支援)作

用 として の、社会 教育 と しての存在価 値 が成 り立つ ので あ る。す なわ ち、社会 教育 の概念

に は、人 々の学習 意欲や 学習 活動 と、それ らを教育 的 に高め よ うとす る作用 との相 互 関係

が 内在 す る こ とを、決 して忘れ ては な らない ので ある。

(3)社 会教育 の存在意 義 とそれ を顕 現 させ るプ ロセス

か く して、問題 は 、近年 の 「生涯 学習 体系化 の 中での社会 教育 事業 計画 のあ り方 」 につ

いて とい うこ とにな る。 とは言 って も、従 来 の社会教 育事 業計画 の 中身や位 置づ けが本質

的 に変わ るわ けでは ない。 ただ し、現 実に は、社会 教育 の計画 その ものが なか った り、 あ

った と して も長期 的 、総合 的な ものは な く、相 互 の関連性 に乏 しい 、その場 しのぎの対応

に終 始 していた りす る ところ も多々 ある よ うであ る。

そ うした 中で、「生 涯学 習体 系へ の移 行」あ るいは 「生涯 学習社 会 の実現」 を、客観 的状

況 を踏 まえ、真 に実 のあ る もの と して い くた め には、従来 の計画(群)に つ い て、そ の内

容 あ るい は視 点等 を、変更 あ るいは付加 してい くこ とが重 要 なので あ る。例 えば、学社連

携 ・融合 の促 進 、 当該 地域 の全学 習施設 のネ ッ トワー ク化 、情報 ネ ッ トワー クの確 立等 、

さ らな る充実 ・改 善 を加 え る要 素は多 々あ るであ ろ う。

社 会教 育は 、 これ まで、住 民 ・学習者 が 「集 い 、学び 、結ぶ」 とい うこ とをそ の基調 と

してき た(特 に、公 民館 の 「三 階建論 」)。都 市化 された 生活 、物 質 中心の生活 、 その 中に

再び 「結ぶ 」(ネ ッ トワー キン グ)と い う社会 的要請 が 高ま ってい る ことは、他 言 をまた な
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い事実 であ る。 単 な る技術 的、ハ ー ド面的 なつ な

が りだ けで な く、そ こに ヒ トとヒ トとのっ なが り、

つま り「ヒューマ ンネ ッ トワー ク」が求 め られ る。

そのた めに は、学習環 境 の整備 、学習機 会 あ るい

は学習情 報 の提 供 、そ うした施 策 ・事業 の 中核 に、

「ヒ トとヒ トとの出会 い」 を創 出す る仕掛 け、場

面を適 宜盛 り込む こ と等 が求 め られ る。 それ こそ

が、社 会教 育 として の真 髄 なので あ る。 その意 味

でも、改 めて社会 教育 のアイ デ ンテ ィテ ィ(存 在

価値)を 、事業 計画 ・学習 プ ログ ラムづ く りの視

点 と手順 に取 り込 む必要 があ るので あ る。

以上、 この よ うに して 、社 会教 育事業 計画 の全

体像が示 され るので あ るが、そ こにお け る社 会教

育の存在 意義 は、 もち ろん、そ の具体 的 な中身 に

よって決 定 され る。 先 に述 べ た よ うな 「生涯 学習

ネッ トワー クの実現 」 をはか るた めに も、 きちん

とした対応 の施 策 が必要 と され る とい うことであ

る。現在 、 それ につい ては、 生涯学 習施策 にお け

る 「教育論 」 と 「ま ちづ くり論 」 の吟 味 と再構 築

が焦眉の課題 と思われ るが 、その た めに必要 な こ

とは、社会 教育 の位 置 づ け とそれ を実現 す る手立

てであ り、そ の鍵 を握 るのが、教 育(形 態)の 三

層構造 の再 編 で ある。 い かに、 そ うした教育 の全

体像 を具現化 で きるか であ る。 図11は 、

その具体 的 な方 向性 を示 した もので あ る。
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第2節 学習 プ ログ ラム編成の視 点

1学 習 プ ログ ラム の概 念 規 定

(1)学 習 プ ロ グ ラム とは何 か

「学 習 プ ロ グ ラ ム」 とは何 か 、 こ こで は そ の 基 本 的 な概 念 を 明確 に しよ う。 なぜ な ら、

学 習 プ ログ ラ ム とい う用 語 は広 く活 用 され なが ら、 実 践 に携 わ る関係 者 の 問 です ら一 定の

コ ンセ ンサ ス が ない こ とが 、 以 前 よ り指摘 され て き た た め で あ る(菊 池1989年 、 井 上1988

年 、古 野 ・山本1982年)U%。 同様 に 、 これ ま で の い くつ か の 理 論 的 研 究 を見 て も 、学 習 プ

ロ グ ラ ム は広 狭 二 義 に 定義 され てお り、そ の概 念 規 定 に確 定 的 な もの が存 在 しない 。

例 え ば 、狭 義 に はそ れ を 「学 習 者 が学 習 を進 め てい くた め の 予 定 ・計 画 を 、 あ る様 式 の

中 に納 め て一 覧 化 した ス ケ ジ ュー ル 表 」 とす る解 釈 が あ る。 他 方 、 広 義 に は 学習 プ ロ グラ

ム を 「学 習 ニー ズ の把 握 か ら、学 習 目標 の設 定 、 学 習 内 容 の 編 成 と学 習 方 法 の選 択 、学 習

活 動 の 実施 計 画 及 び 学 習 成 果 や 学 習 過 程 の評 価 に 至 るま で の 全 過 程 が計 画 の対 象 」(2〕と捉

え た り、 さ らに は 「学 習 プ ログ ラ ム は学 習 プ ラ ン と して の 計 画 とか設 計 とい っ た 大 ま かな

もの で な く、『企 画 ・立 案 』 『実 施 ・展 開』 『整 理 ・評 価 』 の 全 過 程 を含 め た概 念 」(3:とす

る 定義 もあ る。 そ う した理 論 的研 究 にお け る学 習 プ ロ グ ラ ムの 概 念 規 定 の 多 義性 が 、 実践

にお け る学 習 プ ログ ラ ムの 理解 に 混 乱 を き たす 一 因 で あ った か も知 れ な い。

そ こで本 節 は、上 記 の よ うな理 論 と実践 にお け る学 習 プ ログ ラ ム の理 解 を踏 ま えた 上で 、

学 習 プ ログ ラ ム を広 義 に と らえ 、 そ れ を 「学 習 機 会 提 供 事 業 に お け る個 別 事 業 計 画 」 と

定 義 す る。 具 体 的 に は 、 学 習 プ ロ グ ラ ム を学 習 活 動 の ア イ デ ィア を発 想 す る こ とか ら、

学 習 目標 の 設 定 、 学 習 内 容 ・学 習 方法 の 選 択 な どの 学 習 活 動 計 画 、 学 習 援 助 ・学 習 評 価

及 び 学 習 継 続 の 手 だ て に 関す る計 画 な ど、 相 互 に 関 連 す る複 数 の 構 成 要 素 を 含 む 計 画 の

有機 的 な統 一 体 と捉 え る こ とを 意 味 して い る。 さ ら に本 節 で は 、 学 習 プ ロ グ ラ ム を1つ

の オー プ ン ・シ ステ ム と見 なす 視 点 を提 案 したい。

学 習 プ ロ グ ラム をオ ー プ ン ・シ ステ ム と捉 え る意 味 は 、後 述 す る こ とに しよ う。

(2)学 習 プ ロ グ ラ ム 編 成 と は 何 か

こ こで は 学 習 プ ロ グ ラム 編 成 とい う用 語 を 用 い る場 合 、 そ れ を 「複 数 の構 成 要 素 か ら

な る有 機 的 統 一 体 と して の 学 習 プ ログ ラム を ま とめ る作 業 」 と捉 え る。 学 習 プ ロ グ ラム

と、 それ を ま とめ る作 業 と して の学 習 プ ログ ラ ム編 成 を分 け て考 え る の は 、我 々 は まず 、

学 習 プ ロ グ ラ ム の 本 質 や 特 性 を理 解 す る こ とが 重 要 で あ り、 そ の理 解 を基 盤 と して 、 必

要 か つ 実 施 可 能 な 作 業 と して の 学 習 プ ロ グ ラ ム編 成 を検 討 す る こ とが で き る と考 え るた

めで あ る。

二 つ の 概 念 の 区別 は 、 そ うした考 えに 基 づ く学 習 プ ロ グ ラム編 成 を検 討 す る際 の基 礎 、

あ るい は前 提 と して 不 可欠 と考 え られ る。

学 習 プ ロ グ ラ ム編 成 は 、そ れ をモ デ ル 図 で 示せ ば 図1の よ うに5段 階 の過 程 の 中 で実施

され る作 業 と捉 え る こ と も可 能 で あ る。 図1は 、 学 習 プ ロ グ ラム編 成 が学 習 プ ログ ラ ムの

準 備 活 動 ・目標 設 定 ・学 習 活 動 計 画 の 段 階 ば か りで な く、 そ の展 開や 評 価 の段 階 で も実 施
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され る こ とを意 味 して い る。

例 えば 、 当初 の 計 画 で決 定 した講 師 が急 に参 加 で き な か っ た り、 学 習 場 所 や 教 材 が 活 用

できない 事態 が 生 じ る とす る。 優 れ た学 習 プ ログ ラ ム編 成 が実 施 され る な らば 、 た とえ展

開途 中の そ う した 不 測 の 事 態 に も適 切 な対 処 が な され る。 具 体 的 に は 、講 師 ・助 言 者 の 交

代や学 習 場所 ・教材 の 変 更 な どの 対応 で あ る。 な お 、 図1に は評 価 段 階 か ら準 備 活 動 段 階

に戻 る矢 印 が 示 され て い る。 これ は 、 学 習 プ ログ ラム の評 価 結 果 が フ ィー ドバ ック され る

ことを表 して い る。

準 備 活 動

/
学 習 目 標 設 定

学 習 活 動 計 画

学 習 活 動 展 開

評 価

図1学 習 プ ロ グ ラム 編 成過 程 の モ デル 図

(3)学 習 プ ロ グ ラ ム の 目的

学 習 プ ロ グ ラ ム を 編 成 し、 そ れ を 提 供 す る の は 、 ど の よ うな 目的 が あ る の だ ろ うか 。 ア

メ リカ の 成 人 教 育 学 の 研 究 者 キ ャ フ ァ レ ラ は 、 欧 米 の 学 習 プ ロ グ ラ ム 研 究 を ま と め て 、 学

習プ ロ グ ラ ム を提 供 す る 目 的 と し て 、 以 下 の5点 を あ げ て い る(4)。

① 学習 者 個 人 の人 間 的成 長 と発 達 を促 す こ と

② 学習 者 の現 在 直 面 す る諸 問題 に対 応 し、 そ の解 決 を 図 る こ と

③ 学 習者 に現 在 や 将 来 に向 け て の職 業 の機 会 な い し手 が か りを提 供 す る こ と

④ ある集 団や組 織 の期待す る成果 を達成 した り、組 織改 革 を実行す る支援 を行 うこ と

⑤ 地 域 社会 や 広 く社 会 一 般 の 諸 問題 を検 討 す る機 会 を提 供 す る こ と

上記 の5つ の 目的 の 中に は 、欧 米 の成 人 教 育 の特 性 を強 く反 映 す る もの もあ る。例 えば 、

③の職 業 の機 会 や 手 が か りの提 供 とい う 目的 は、 欧 米 の 成 人 教 育 プ ロ グ ラム が 、 学 習者 の

キャ リア ア ップや 転職 の 手 が か り とな る 内容 を提 供 す る実 態 に対 応 して い る と言 え よ う。

わが 国 の 生涯 学 習 の 分 野 で は 、 これ ま で職 業 に 関す る 内容 や 現 代 的 課題 に つ い て の 学 習
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プ ログ ラ ム の 取 り組 み が 少 な か っ た。 従 っ て 、 そ うした 目的 は稀 有 に感 じられ るか も知 れ

な い。 しか し、 今 後 の 学 習 プ ログ ラ ム に あ っ て は 、 わ が 国 の場 合 も学 習 者 の 現 在 や 将 来 直

面 す る諸 問題 へ の 対 応 や 、 多様 な 現 代 的 課 題 ★に 関 す る 内容 の提 供 が 求 め られ て い る。 従

っ て こ こで示 した5つ の 目的 は 、い ず れ もわ が 国 の場 合 に も当 て は ま る と考 え られ る。

(4)学 習 プ ログ ラ ム を捉 え る視 点 の転 換 ㈲

一 ク ロー ズ ド ・シ ス テ ム 思考 か らオー プ ン ・シ ステ ム 思 考 へ

本 節 は 、 上 述 の よ うに学 習 プ ロ グ ラム を1つ の オ ー プ ン ・シ ス テ ム とみ な し、学 習 プ ロ

グ ラム 編 成 の あ り方 を検 討 す る。 こ こで は 学 習 プ ロ グ ラム 編成 の視 点 を 具体 的 に検 討 す る

前 に 、 従 来 の 学 習 プ ロ グ ラ ム研 究 の 視 点 とこ こで 学 習 プ ログ ラム を オ ー プ ン ・シ ス テ ム と

捉 え る視 点 の 違 い を述 べ 、 そ の 意 義 を説 明 す る。 そ の 際 、 これ ま で の シ ス テ ム概 念 を 導入

す る教 育研 究 の 動 向 を概 観 す る こ とに しよ う。

① ク ロー ズ ド ・シ ス テ ム 思 考 に よ る学 習 プ ロ グ ラ ム研 究 の 特 徴

わ が 国 の教 育 界 で は1970年 代 頃 を境 に して 、 教 育 の 理 論 的 、 実 践 的研 究 の 分 野 に 「シ ス

テ ム」 の概 念 を導 入 し、教 育 の諸 問題 の 解 決 を図 ろ う とす る、 従 来 の 教 育研 究 に は な か っ

た 新 しい動 向 が顕 著 に な っ て き た。 そ の動 向 は、 学 校 教 育 を 中心 とす るカ リキ ュ ラム研 究

や 、 社 会 教 育 や 生 涯 学 習 に お け る学 習 プ ログ ラ ム研 究 に も導 入 され た 。

本 来 、 シ ステ ム ズ ・ア プ ロー チ とは 、生 物 シ ステ ム、 社 会 シス テ ム 、 機 械 シス テ ム な ど

を共 通 の視 覚 で把 握 で き る、新 しい認 識 体 系 や 知 識 技 術 の体 系 の 確 立 を め ざ し、 個 別 に発

達 して き た諸 科 学 の統 合 を最 終 的 な ね らい とす る もの で 、そ の理 論 的 な基 礎 が 構 築 され て

き(fi)。 とこ ろ が 、 これ ま で の シス テ ム 概 念 を導 入 す る諸 科 学 の研 究 は 、 生 物 、 社 会 、 人

間等 を機 械 と同 じ よ うな シ ス テ ム とみ な し、 それ を操 作 す る こ とで 諸 問 題 の 解 決 を図 る こ

とを 目指 して き た。 ま た シス テ ム を環 境 と無 関係 な ク ロー ズ ド ・シ ステ ム と捉 え る、 操 作

論 的 な シ ステ ム研 究 と言 え る特 徴 をそ な えて い た。

従 来 の学 習 プ ロ グ ラム研 究 に お い て も、 そ の傾 向 は顕 著 に認 め られ る。 そ うした考 えに

基 づ く学 習 プ ロ グ ラム の シス テ ム ・モ デル もい くつ か提 示 され て き た。 従 来 の シ ステ ム概

念 を導 入 す る学 習 プ ロ グ ラム研 究 をま とめれ ば 、編 成 者 は学 習 プ ログ ラ ム の操 作 を 目的 と

し、 ま た そ の 操 作 は 完 全 に実施 可 能 との 仮 定 の 上 で 、学 習 プ ログ ラ ム編 成 の あ り方 を検 討

して き た と言 え よ う。

さ らに 、 学 習 プ ロ グ ラ ム に多 大 な影 響 を及 ぼ す 環境 に は殆 ど 目を 向 け る こ とな く、学 習

プ ロ グ ラム の 良 し悪 しは 編 成者 の 力 量 で 左 右 され る とか 、展 開途 中 に何 らか の 問題 が 生 じ

れ ば そ れ は 当初 の 計 画 に問 題 が あ った と結 論 付 け る よ うな 、 い わ ば 単純 な思 考 で学 習 プ ロ

グ ラム編 成 を論 議 して き た と も言 え よ う。

喪現 代 的 課 題:平 成4年 の 国 の 生 涯 学 習 審 議 会 答 申 『今 後 の 社 会 教 育 の 動 向 に 対 応 した 生 涯 学

習 の 振 興 方 策 に つ い て 』 で 提 示 され た 用 語 。 現 代 的 課 題 と は 、社 会 の 急 激 な 変 化 に対 応 し、 人

間 性 豊 か な 生 活 を 営 む た め に 、 人 々 が 学 習 す る必 要 の あ る課 題 を意 味 して い る。 具 体 的 に は 、

生 命 、 健 康 、 豊 か な 人 間性 、 家 庭 ・家 族 、 消 費 者 問 題 、 地 域 の 連 帯 、 ま ち づ く り、 交 通 問題 、

高 齢 化 社 会 、 男 女 共 同参 画 型 社 会 、 科 学 技 術 、 情 報 の 活 用 、知 的 所 有 権 、 国 際 理 解 、 国 際 貢 献

・開 発 援 助 、 人 口 ・食 料 、 環 境 、 資 源 ・エ ネ ル ギ ー 等 が あ る。
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② オ ー プ ン ・シス テ ム 思 考 に よる学 習 プ ロ グ ラ ム研 究 の 特徴 とそ の意 義

これ ま で支 配 的 で あ っ た シ ステ ム の操 作 を主 た る 目的 とす るア プ ロー チ は 、 時 間 を普 遍

ある い は短 期 と仮 定 し、シス テ ム の 均衡 や 安 定 を前 提 とす る分 析 が行 わ れ て きた 。しか し、

社会科 学 の対 象 とす る人 間 を構 成 要 素 に含 む シ ステ ム は、 そ のア プ ロー チ に よ って は 特 徴

を充分 に捉 え きれ な い 、 あ るい は そ の操 作 に は 限界 が あ る と認識 され て きた。

今 日の シス テ ム科 学 は 、操 作 のみ を主 た る 目的 とは しな い シス テ ム ズ ・ア プ ロー チ の研

究が数 多 く提 示 され て い る。 それ は特 に社 会 科 学 の分 野 で顕 著 で あ る。 例 え ば、 シ ステ ム

の有機 的 な特 質 に 注 目 し、 シ ス テ ム と環 境 との相 互 作 用 や 、 シ ステ ム の動 的 な側 面 の理 解

を 目的 とす る研 究 で あ る(7;。そ れ らの研 究 で は 、 シ ステ ム を環 境 との 間 に あ る種 の 関連 を

常に保 持 す る、 オ ー プ ン ・シス テ ム と捉 え る こ とを基 本 と してい る。

筆者 が 、 こ こ で 学習 プ ログ ラ ム を オー プ ン ・シ ステ ム と捉 え 、 そ の視 点 を基 盤 と して学

習プ ログ ラ ム編 成 の 検討 を提 案 す る こ とに は、 以 下 の 意義 が あ る と考 え られ る。

オー プ ン ・シ ステ ム思 考 で学 習 プ ロ グラ ム編成 を考 えれ ば 、我 々 は学 習 プ ログ ラム 自体 に

関す る要 素 ば か りで な く、 それ を取 り巻 く環 境 か らの様 々 な影 響 力 へ の対応 や 、反 対 に環 境

への積極 的 な働 きか け な どを検討 しな くて は な らな い。結 果 と して 、 クロー ズ ド ・シス テ ム

思考 では あ り得 ない 、環 境 の変 化 に柔 軟 に適 応 す る学 習 プ ロ グラ ム編成 が 実現 す る。 新 た な

学習プ ロ グラム の創 出や 発展 、 あ るい は多様 な調 整 とい った対応 も可能 とな る。

③ オ ー プ ン ・シ ステ ム思 考 に よ る学 習 プ ログ ラム編 成 の例

学習 プ ログ ラ ム編 成 の 実 践 で 、編 成 者 に とっ て は制 御 で き な い 要 因 が働 く一 例 を考 え て

みよ う。 あ る 地域 の行 政 が 、今 後 、財 政 難 を理 由 に これ ま で の 生涯 学 習 関連 の事 業 費 や 人

件費 を大 幅 に 削減 す る と しよ う。 そ の よ うな状 況 に 陥 っ た場 合 、 ク ロー ズ ド ・シ ス テ ム と

して学 習 プ ログ ラム を 検 討 す れ ば 、 当 然 あ る はず の 前提 が崩 れ そ の 変化 に対 応 す る こ とが

不可能 とな る。 つ ま り、 所 与 の 条件 で あ っ た はず の 予算 が無 くなれ ば 、学 習 プ ログ ラ ム の

実現 は困 難 と見 な され 、 学 習 プ ロ グ ラム数 を 単 に 少 な くす る とい う対応 が 取 られ る しか な

い。

それ に対 し、 学 習 プ ロ グ ラム をオ ー プ ン ・シ ス テ ム と捉 えれ ば 、 事 業 費や 人件 費 の 削減

は、施 設 の 編 成 者 に は 制 御 不 可 能 な 要 因 の1つ が働 い た と見 な され る が 、 それ に よ り学 習

プログ ラム 数 が 簡 単 に 削 減 され る とは 限 らな い。 オ ー プ ン ・シ ス テ ム 思 考 に よれ ば 、 学 習

プログ ラム を 取 り巻 く環 境 に働 き か け る こ とで 、そ の新 た な展 開 も探 求 され る た めで あ る。

例 えば 、 民 間 企 業 との 共 催 事 業 と して外 部 か ら事 業 費 を集 め た り、 ボ ラ ン テ ィア で 講 師

の役割 を担 う人 材 を発 掘 した り、 他 の 施 設 や 機 関 の 有 す る学 習 資源 との ネ ッ トワー ク化 を

図 り、 問題 状 況 を克 服 す る な どの 具 体 策 が 講 じ られ る。 学 習 プ ロ グ ラム は 、 そ う した 外 部

環境 との 相 互 作 用 に よ り、 これ まで に は ない 新 た な進 化 や 発 展 の 可能 性 を有 して い る。

以上の 例 は 、 我 々 が 学 習 プ ロ グ ラム を オ ー プ ン ・シ ス テ ム と捉 え る意 味 を 具 体 的 に述 べ

たもので あ るが 、 そ れ は 同 時 に 我 々 の 学 習 プ ロ グ ラム編 成 を検 討 す る 際 の 重 要 な ポ イ ン ト

を示 して い る。 つ ま り、 学 習 プ ロ グ ラム を取 り巻 く環境 との 関連 や相 互 作 用 を 十 分 に 考慮

す るこ とな く して 、優 れ た学 習 プ ロ グ ラ ム は編 成 され な い とい うこ とで あ る(8)。
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2学 習 プログ ラム編 成の視 点

こ こで は 、 学 習 プ ロ グ ラム 編 成 に あ た り、検 討 す る必 要 の あ る重 要 な視 点 の い くつ か を

述 べ る。 視 点 は 取 り上 げ方 に よ って は 限 りな く提 示 す る こ と も可 能 と考 え られ るが 、 こ こ

で は 、 数 多 くの視 点 の 中 か ら特 に重 要 と考 え られ る10の 視 点 を取 り上 げ る。

以 下 の 学 習 プ ログ ラム 編 成 の10の 視 点 を 大別 す る と、(1)～(6)は 前 掲 図1の 学 習 プ ロ

グ ラ ム 編 成 過 程 の 各 段 階 に対 応 す る視 点 で あ る。(7)～(10)は 、 学 習 プ ロ グ ラム 編 成 を取

り巻 く、 よ りマ ク ロ な環 境 ・条 件整 備 に 関す る視 点 で あ る。

(1)多 様 な準 備 活 動 の実 施 は 、 質 の 高 い学 習 プ ログ ラ ム につ な が る

学習 プ ロ グ ラム 編成 に あた り、我 々 に は 学 習 目標 を設 定す る前 に数 多 くの 作 業 の 実施 が

求 め られ る。 そ れ は多 様 な準備 活 動 の 実施 が 、 学 習 プ ロ グラ ム の 良 し悪 しも分 け る と考 え

られ るた めで あ る。 表1は 、1950年 代 以 降 の 主 に ア メ リカ の成 人 教 育 学 で指 摘 され た 準備

活 動 段 階 の 作 業 内容 を 引用 し、そ れ らを提 唱 す る研 究者 名 と共 に示 した もの で あ る(9)。

表1準 備 活 動 段 階 に求 め られ る学 習 プ ログ ラム 編 成

① 実 施 可 能 な 学 習 活 動 を 明確 化 し、 実 施 事 業 を確 定 す る(Houle,岡 本)

② 学 習 者 を 学 習 活 動 に 導 くた め の 雰 囲 気 づ く りに 取 り組 む(Knowles)

③ 学 習 者 の 参 加 を 前 提 とす る学 習 プ ロ グ ラ ム 編 成 を 実 施 す る た め の 組 織 づ く り、 政 策

・制 度 づ く り、 サ ー ビ ス 体 制 の 強 化 を 実 施 す る(Knowles,岡 本)

④ 学 習 目的 ・ 目標 を 設 定 す る に あ た り、 社 会 環 境 、 社 会 の 文 化 的 側 面 、 心 理 ・哲 学 的

側 面 を含 む 検 討 、 デ ー タ の 分 析 、 理 論 づ け を 行 う(Tyler,Houle,Verduin)

⑤ 学 習 プ ロ グ ラ ム に影 響 を 及 ぼ す 外 的 諸 力 ・諸 要 因 を 検 討 す る(Verduin)

⑥ 学 習 プ ロ グ ラ ム の代 替 案 を 検 討 す る(Houle)

⑦ 学 習 継 続 を 支 援 す る 準 備 、 予 算 と マ ー ケ テ ィ ン グ 計 画 の 準 備 を行 う(Caffarella)

前 述 の よ うに学 習 プ ロ グ ラ ム編 成 中 には 、予 期 しな い 突 発 的 な事 態 が生 じる こ とも あ る。

学 習 プ ロ グ ラ ム を オー プ ン ・シ ステ ム と捉 えれ ば 、 編 成 者 は ⑥ の 指摘 の よ うに 、 準備 活 動

段 階 か ら当該 学 習 プ ログ ラ ム の代 替 案 を検 討 す る必 要 もあ る。 代 替 案 とは 、 計 画 が何 らか

の理 由 で 中断 した場 合 、 それ に代 わ っ て実 施 され る学 習 活 動 の 計 画 案 を意 味 して い る。 さ

らに⑤ の よ うに 、 学 習 プ ログ ラ ム に影 響 を及 ぼす 外 的 諸 力(政 治 的 影 響 力 や 関 連 企 業 ・団

体 の影 響 力 な ど)や 諸 要 因 を検 討 す る必 要 もあ る。 それ につ い て は(10)で 後述 す る。

(2)学 習 対 象 者 の 明 確 化 は 、 学 習 者 の 特 性 に 対 応 す る 学 習 プ ロ グ ラ ム に つ な が る

前 掲 の 学 習 プ ロ グ ラ ム 編 成 を 検 討 す る 先 行 研 究 を み る と 、 多 く の 研 究 が 「学 習 対 象 者 の

明 確 化 」 を 、学 習 プ ロ グ ラ ム 編 成 上 の 重 要 項 目 に あ げ て い る(Tyler1950,Knowles1970,

Houle1972,Pesson1974)。 学 習 対 象 者 の 明 確 化 は 、 学 習 目 的 や 学 習 目標 の 設 定 に 必 要

と な る ば か り で な く 、 そ の 後 の 学 習 活 動 の 計 画 、 展 開 、 評 価 の 学 習 プ ロ グ ラ ム 編 成 の あ り

方 を 大 き く左 右 す る 。 同 時 に そ れ は 、 学 習 者 の 特 性 に 対 応 す る学 習 プ ロ グ ラ ム 編 成 を 実 現

す る た め に 、 不 可 欠 な 作 業 と 考 え られ る。

81



従 来 の わ が 国 の 実践 で は 、成 人 一 般 を対 象 者 とす る事 例 が 数 多 くみ られ る。 しか し、 安

易 に成 人 一般 を 対象 者 とす る学 習 プ ロ グ ラ ム を編 成 す れ ば、 対 象 者 の 年 代 や ライ フス テ ー

ジ、 学 習者 を 取 り巻 く社 会環 境 や 過 去 の学 習 経 験 な どが さま ざ まで あ るた め に、 学 習 活 動

を結 果 的 に 底 の 浅 い 、 表 面 的 な もの に して しま う恐 れ も あ る。 編 成 者 はそ の よ うな事 態 を

招 かな い よ うに 、学 習 対 象 者 を十 分 に 検討 し、 決 定す る必 要 が あ る。

(3)学 習者 の視 点 か らみ て 到 達 目標 とな る学 習 目標 を設 定 す る

学 習 目標 とは、 学 習 プ ログ ラ ム に よ る学 習経 験 を通 じて 、 学 習者 に達 成 の期 待 され る 結

果、な い し学 習 成 果 を明確 に記 述す る もので あ る。 学 習 目標 の記 述 は、 第 一 義 的 に は、 学

習者 が 何 を学 ぶ か に焦 点づ けて 記 述 され る。 そ れ と同時 に、 学習 プ ロ グ ラ ム の操 作 的 な側

面 にも配 慮 して記 述 され るべ き もの で あ る。 なぜ な ら学 習 目標 の記 述 は 、 そ の後 の 学 習 指

導や学 習 支援 計 画 、学 習成 果 の評 価 、 学習 者 の学 習継 続 を促 す 手 立 て を 検討 し、 実 施 す る

際の指針 と もな るた めで あ る。

従 っ て学 習 目標 の設 定 は 、学 習 プ ログ ラ ム編 成 上 、極 めて 重 要 な 作 業 で あ る。 同 時 にそ

れは、 実 際 の学 習 プ ロ グ ラム編 成 に携 わ る者 に とっ て は非 常 に困 難 な 作 業 で も あ る。 そ の

困難 さ故 に 、 実 践 で は 学 習 目標 の設 定 が しば しば行 われ なか った り、 設 定 され て も あい ま

いな記 述 に止 ま る場 合 が あ る。 表2は 、学 習 目標 の設 定 上 の留 意 点 を5項 目に ま とめ た も

ので あ る。

表2学 習 者 か らみ て 到達 目標 とな る学 習 目標 の 設 定 上 の 留 意 点

① 学 習 目標 は 学 習 者 が 学 習 活 動 の 結 果 と し て 何 を 学 び 、 そ れ に よ っ て 学 習 者

が ど の よ う に 変 化 す る か を 具 体 的 に 記 述 し、 あ い ま い な 表 現 を さ け る。

② 学習 目標 は集 合 型 学 習 の場 合 は、 多 くの学 習 参加 者 に とって到 達 可 能 な 目標 を設 定

す る こ と。 個 人学 習 の場合 は、そ の個 人 の特性 に配 慮 して設 定 す る こ と。

③ 学習 目標 は 、焦 点 を絞 っ て記 述す る こ と。 総 花 的 に学 習 目標 を羅 列 す るので な く 、

確 実 に 目指す 学習 目標 に絞 り込 んで記 述す る こ と。

④ 学 習 目標 は、 得 られ た学 習成 果 がそ の 後 の 実際 の 生活 に どの よ うに役 立 て られ るの

か 、学習 成果 の応 用 や学 習 の継 続 につい て も記 述す る こ と。

⑤ 学 習 目標 は、 学習 者 の 学習 要 求 に即 しな が ら、 さ らに学 習者 の ライ フス テー ジや 地

域社 会 の教 育 的要請 、 さ らに は生涯 学習 の理 念 も踏 ま えて検討 す るこ と。

(4)学 習 内 容 を精 選 し、 そ の構 造 化 を図 る

学 習 内容 の選 択 と配 列 は 、上 記 の 学 習 目標 の設 定 と関連 づ け て行 われ る こ とが第 一 の要

件であ る。 表3は 、学 習 内容 の精 選 と構 造 化 にあ た っ て の留 意 点 を ま とめ た もの で あ る。

これ まで の 実 践 の学 習 プ ログ ラ ム が 、場 当 た り的 で あ る とか 、 こ っ た煮 的 で あ る とい う

批判 を受 け る こ とが あ っ た の は学 習 内容 の系 統 性 、 連続 性 、発 展 性 を 充分 に検 討 しな い事

例が多 く存 在 した た め と思 わ れ る。
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表3学 習 内容 の精 選 と構 造 化 に あた って の 留意 点

① ス コー プ(学 習 内容 と して何 を取 り上 げ るべ きか)と 共 に、 シー ケ ンス(取 り上 げ

た学 習 内容 を どの よ うな順序 で構 成 、配 列す るか)を 充 分 に検討 す るこ と

② 地域 の状 況や 学 習者 の意 識 ・生 活行 動 な どの実状 に即 してい る こと

③ 学習 者 の学 習経 験 の有無 や学 習 レベ ル な どに適 して い る こ と

④ 学 習 内容 の配列 は 、そ の連続 性や 発展性 も考慮 し、学習 活動 の継続 を可能 とす るこ と

(5)参 加 型 学 習 方 法 な ど多様 な学 習方 法 を採 用 し、か つ 情 報 化 に 対 応 す る

い か な る学 習 方 法 を採 用 す るか とい う判 断 は 、学 習 内 容 の 選択 ・配 列 と共 に重 要 で あ り、

か つ 編 成 者 に とって 困難 を伴 う作 業 で あ る。

近 年 、学 習 方 法 と して 注 目 され る もの に 、参 加 型 学 習 方 法 が あ る。 具 体 的 に は、 各 種 ワ

ー ク シ ョ ップ 、デ ィベ ー ト、 ブ レー ンス トー ミン グ 、 アサ ー テ ィ ブ トレー ニ ン グ 、 ロー ル

プ レイ 、 フ ィー ル ドワー ク とい っ た学 習 方法 で あ る('o)。それ らは 、学 習 者 が 受 身 的 に学 習

す る の で は な く、学 習 者 間 で相 互 に教 え あ い 、討 議 し合 い 、共 に調 査 を行 うな ど新 しい知

識 の創 出や 問題 解 決 、 共感 的 理解 を図 ろ うとす るア プ ロー チ で あ る。

学 習 方 法 の選 定 に あた って は 、情 報 化 の進 展 に対 応 す る こ とも重 要 で あ る。具 体 的 には 、

衛 星 通 信 、 テ レ ビ会 議 シ ス テ ム 、 イ ン タ ー ネ ッ トな どのIT(lnformationTechno!ogy:情

報 通 信 技 術)を 活 用 す る学 習 で あ る。

今 後 は集 合 型 の 学 習形 態 ば か りで な く、 マル チ メデ ィア を活 用 した グル ー プ ・サ ー クル

学 習 や 個 人 学 習 を 支援 す る学 習 プ ロ グ ラム の 開発 が 、 よ り一 層 必 要 とな る だ ろ う。 既 に企

業 や 行 政 の各 種 研 修(田 や 、 大 学 等 高 等 教 育機 関 に お け る公 開講 座 や 授 業 、市 民 を対 象 とす

る学 習 プ ロ グ ラム 開発 な ど先 導 的 事 例 は 展 開 され つ つ あ る。 新 しい技 術 の進 展 に伴 い活 用

可 能 とな る 、多 様 な学 習 方 法 の採 用 を、 我 々 は 今 後 よ り積 極 的 に検 討 す る必 要 が あ る。

(6)シ ステ マテ ィ ック(systematic)な 評 価 計 画 を作成 す る

こ こで は 学 習 評価 を 「提 示 され た 学 習 目標 が 達 成 され た か 否 か を判 断す る過 程 」 と し、

学 習 プ ロ グ ラム 評 価 を 「計 画 ・展 開 され た 学 習 プ ロ グ ラム が 、 学 習活 動 の 支援 に適 切 で あ

っ た か否 か を判 断す る過 程 」 と捉 え る こ とに しよ う。

学 習評 価 や 、 学 習 プ ロ グ ラ ム評 価 計 画 の 作 成 は 、 学 習 プ ロ グ ラム 編 成 の 一 作 業 と して極

め て 重 要 と考 え られ る。 実 際 の 評 価 結 果 は、 次 な る学 習 プ ロ グ ラム編 成 に フ ィー ドバ ック

され 、 学 習 プ ロ グ ラム の改 善 に役 立 て られ るた めで あ る。

評 価 計 画 の 作成 に あ た って は、 シ ステ マ テ ィ ック(systematic)な 評 価 を 目指 す こ とが 重

要 で あ る。 シ ステ マ テ ィ ック な評 価 とは 、評 価 の 目的 ・目標 を明確 化 し、 目的 や 目標 に基

づ く具 体 的 な 評 価 方 法 、評 価 内容 、評 価 時 期 、評 価 主 体 、 評 価 デ ー タの収 集 方 法 ・分 析 方

法 等 に関 す る諸 事 項 を計 画 し、最 終 的 に得 られ る各 種 評 価 情 報 の 分 析 、及 び 分析 結 果 に基

づ く学 習 プ ロ グ ラ ム編 成 に対 す る戦 略 的 な提 案 とい った 一 連 の作 業 を、 目的 的 に 計 画 ・作

成 す る こ とを意 味 して い る(12)。

(7)計 画 段 階 か らの 学 習者 ・地域 住 民 の参 画 ・協 働 の促 進 を図 る

生 涯 学 習 プ ログ ラ ム の 、計 画 毅 階 にお け る学 習 者 や 地 域 住 民 の 参加 は 、 平成8年 の 国 の
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生涯 学 習 審議 会 答 申で そ の促 進 が 指 摘 され るば か りで な く、 平成11年 の 生涯 学 習 審議 会 答

申にお い て も、 重 ね て そ の 重 要性 が指 摘 され て き た。 特 に後 者 の答 申 で は 、地 域 社 会 が担

い手 とな る子 ど もの 学 習機 会 の提 供 は優 れ た 内容 につ な が る こ と、 ま た青 少 年 の企 画 段 階

か らの参 加 が子 ど もた ち の 自主性 を育 む と期 待 され る こ とか ら、そ の促 進 を強 く求 め て い

る。

なお 、 学 習 者 や 地 域 住 民 の計 画 段 階へ の参 加 は 、 単 な るオ ブ ザ ー バ ー と して の 参 加 で は

なく、彼 らが計 画 ・立案 の主 体 と して役 割 を担 うとい う意 味 で の 「参 画 」 や 、施 設 ・機 関

の職員 と学 習 者 や 地 域 住 民 とが対 等 の立 場 で 、学 習 プ ロ グ ラ ム を創 る とい う意 味 で の 「協

働」や 「協創 」 とい う視 点 か らの 実践 の展 開 が期 待 され て い る。

(8)学 習 プ ロ グ ラム編 成 に携 わ る 関係 者 間 の サ ポ ー ト体 制 を確 立 す る

学 習 プ ロ グ ラ ム編 成 は 、 そ れ に携 わ る関係 者 間 の 連 携 ・協 力 が あ っ て 始 め て 成 り立 つ

もので あ る。 従 っ て 、 学 習 者 や 地 域 住 民 を含 む 関 係 者 間 の連 携 ・協 力 体 制 の 整 備 は 、 学

習プ ロ グラ ム編 成 の基 礎 とな る。

しか し、 実 際 の 学 習 プ ロ グ ラム 編 成 に携 わ る関係 者 間 の サ ポ ー ト体制 は 、 充 分 に整 え ら

れてい るの だ ろ うか 。 筆 者 らが 平 成12年 に取 り組 ん だ 、 全 国 の 生涯 学 習 関連 施 設 に 勤 務 す

る職員 総 計約2万 人 を対 象 とす る調 査研 究 に よれ ば 、職 員 間 の サ ポ ー ト体制 の 現 状 に つ い

て、多 くの職 員 が か な り否 定 的 な認 識 を有 す る こ とが 明 らか とな っ た(13)。さ らに職 員 間 の

サポー ト体 制 の 不 足 す る 中で 編 成 され る学 習 プ ロ グ ラム は 、 学 習 内容 や 学 習 方 法 の 多様 性

を欠 く傾 向 が認 め られ た119)。編 成 者 間 の サ ポ ー ト体 制 は 、 や は り学 習 プ ログ ラ ム編 成 に影

響を及 ぼ して い る。

優れ た 学 習 プ ロ グ ラ ム編 成 を実 現 す るた め に、 ま ず職 員 間 の連 携 ・協 力 体 制 を 見 直 し、

職場環 境 の 問題 点や そ の原 因 を探 求 し、 そ の 改 善 を図 る こ とが重 要 で あ る。

(9)生 涯 学 習 のネ ッ トワー ク を活 用 した 学 習 プ ロ グ ラム 開発 に取 り組 む

ここで い う生 涯 学 習 のネ ッ トワー ク とは 、 「人 々 の 生涯 学 習 を支 援 す るた め、 生 涯 学 習

施設 ・機 関 が そ れ ぞ れ の 有 す る生 涯 学 習 資源 を相 互 に 可 能 な 限 り有効 に活 用 で き る よ うな

連携 ・協 力 関係 の 総 体 」 を意 味 して い る。 具 体 的 に は 、 人 的 ネ ッ トワー ク(指 導 ・助 言者

やボ ラ ンテ ィ ア な ど)、 物 的 ネ ッ トワー ク(施 設 ・設 備 、教 材 ・教 具 な ど)、 情 報 的 ネ ッ

トワー ク(学 習 情 報 な ど)や 、 施 設 問 の 総 合 的 ネ ッ トワー ク等 、 生涯 学習 活 動 を 支援 す る

多様 な ネ ッ ト ワ ー ク が 含 ま れ る 。

今後 の学 習 プ ロ グ ラム 編 成 に お い て は 、 当該 施 設 ・機 関 が個 別 に有 す る学 習 資源 を 活

用す るば か りで な く、他 の 施 設 ・機 関 との 問 に 多 種 多 様 な ネ ッ トワー ク を形 成 し 、 そ の

活用 に よ る学習 プ ログ ラ ムの 開 発 が期 待 され て い る。

ネ ッ トワー ク を形 成 す る メ リ ッ トには 、 ① 単独 で は 実 現 で きな い 生涯 学習 プ ロ グ ラム が

提供 で き る、 ② 高 度 化 ・多 様 化 す る学 習者 や 地域 の 学 習 ニ ー ズ に適 切 に対 応 で き る、③ 外

部資源 の 有 効 活 用 が で き る、 ④ 人 員 不 足 を補 え る、⑤ 違 う角 度 か らの提 言 か ら、事 業 の マ

ンネ リ化 を解 消 で き る 、⑥ 効 果 的 なPRが で き、 参加 者 が 増 え る、 ⑦ 相 互 の 理解 が 深 ま る

などが あ げ られ る。
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(10)学 習 プ ロ グ ラム 編 成 に 影響 を及 ぼす 操 作 可 能 な要 因 に配 慮す る

学 習 プ ロ グ ラム 編 成 に は 、多様 な要 因 が 影 響 す る こ とを これ ま で に重 ね て 指摘 して き た。

実 際 に諸 要 因 を調 べ て み る と、 学 習 プ ロ グ ラ ム編 成 が 施 設 ・機 関 の 内 的 要 因 ば か りで

な く、 施 設 か らみ て 外 的 要 因 と考 え られ る要 因 に も影 響 され てい る こ とが 分 か る。

例 え ば 、先行 研 究 に よれ ば 、学 習 プ ロ グラ ム の計 画 段 階 へ の 学 習者 や 地域 住 民 の参 加 は、

施 設 内 の人 的 ・物 的要 因 ば か りで な く、 施 設 外 の 学 校 教 育 施 設 との 関 連 や 、 地域 の 学 習環

境 な どの外 的 要 因 、 さ らに は学 習 者 個 人 の要 因 に も強 く規 定 され て い る。 さ らに 規 定 要 因

の 中 に は 、施 設 ・機 関 の種 類 に よ り異 な る働 き を示 す 要 因 も あれ ば 、 施 設 ・機 関 の種 類 に

よ らず 強 い規 定 力 を有 す る要 因 もあ る(15)。

編 成 者 は 学 習 プ ロ グ ラ ム研 究 で 明 らか と な る重 要 な 要 因 を検 討 す る と共 に 、 編 成 者 自

身 の 日々 の 実 践 か ら浮 か び 上 が る、 各 地 域 に 特 有 の要 因 に も配 慮 しつ っ 、 学 習 プ ロ グ ラ

ム編 成 を行 うこ とが 極 め て 重 要 と言 え る だ ろ う。
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社 会教育 の対象の理解 と組織化第4章



第1節 学習者の特性の理解

1人 間の発達段階か ら見た学習者の区分

乳幼児 か ら高齢者 ま で、広 い年齢層 の人々 に生涯 学習 の機 会 を提供 す る社会 教育 では 、

学習者 を的確 に とらえて学習支 援 をす る こ とが求 め られ る。 しか も、主 体的 な学習 を尊重

する社会 教育 で は、学校 教育場 面以 上 に一人一 人 の学習 ニー ズ に応 じるかた ちで の学習 内

容の設 定や学 習方法 の採 用 が必 要 で ある。 以前 は 、青少年 、成 人 、婦 人 、高齢者 な ど、対

象を属性 で分 けて対 象 を捉 え る場合 もあった が、変 化 の激 しい今 日で は、人 間の生涯 にわ

たる発達 とい う観点 か ら学習課 題や社 会教 育 のあ り方 を と らえなおす こ とが必 要 にな って

いる。 ここでは まず 、社 会教 育の対 象 を理 解す るため に、人 間の生涯 にわた る発達 か ら見

て、学習者 として どの よ うな特性 をもっか を考 え よ う。

従来か ら、 ハ ヴィガー ス トの発 達課題 や エ リク ソンの ライ フステ ー ジ(発 達段 階)、 レ

ヴィン ソンの ライ フサイ クル論 な ど、学習 者 と しての特性 を定型 化 し、標 準化 す る試 み が

行われ て きてい る。 しか し、モデル そ の もの は生物 学的 な観 点 か らの成長 発達 の側 面だ け

でな く、社 会 ・文化的 な関 わ り方や 役割 取得 も特徴づ ける もの とされ てい るが 、目本 社 会、

文化 か ら導 き出 され た もの では ない場合 が多 い。 また 、夫婦家族 制 の ライ フサ イ クル ・モ

デル とい われ た 、 「子 どもが成 長 し、職 業 を持 ち、成 人 とな りや が て結婚 、出産 、子 の成

長 と巣 立 ち、老夫婦 のみ の生 活 か らっれ あい の死別 へ」 とい う 「理想 型 」 は、今 日の多様

な価値観 の認 め られ る社 会 では 、必 ず しも当て はま らない もの とな ってい る。 最近 で は、

「個 人が年齢別 に分 化 した役割 と出来事 を経 つ つた どる道」、 あるい は、 「個 人が た どる、

生涯 にわた る各種役 割経 歴 の束 と して の軌跡 」 と定義 され る ライ フ コー ス の概 念 が、パ タ

ーン化 され た ライ フサ イ クル 論 よ りも、 よ り個 人 に主 体性 を もった とらえ方 と して提案 さ

れてい る。

生涯 学習 の学習機 会 を提供 す る社会 教育 が個人 や個性 を重 視 した もので あ る と理 解 した

上で、 しか も、変動 の激 しい現代 日本社 会 に あって 、人間 の生涯発 達 の面 か ら考 え る と、

従来 か ら言 われ る よ うな発達 段階 に相 当す る、あ る程 度の節 目とその 時期 にお け る課題 が、

大まか に分類 で き る と言 えよ う。

(1)乳 幼 児期:0歳 か ら5歳 く らいまで の間

従 来 か ら言 われ る よ うに、親 子関係 ・母子 関係 の安 定 した 中で、知性 や 自我 、運動能 力

等の基礎 的発達 を援助 すべ き時期で あ る。 直接 的に社 会教 育の対 象者 と して学習 活動 を期

待す るこ とはで きない時期 で あ り、親 を対象 とした教 育 ・学習 の結果 と して、子 どもが養

育 され る環境 の 中で十全 に子 どもが発 達 で きる よ う、間接 的 な働 きか けを必要 とす る時期

であ る。親 に対 して、子 どもの に成長 ・発 達 に必要 な こ とは何 か を理解 し、学 んで もら う

必要 が あ る。

(2)児 童期 ・少年 期=6歳 か ら12歳 くらいの 問

この 時期 は、直接 的 な社 会教 育 の対象者 で あ る場合 もあ るが、親 を通 した 間接 的 な教育

・学習 を必要 とす る時期 で もあ る。 ま た、学校 教育 を 中心 に教 育 ・学 習 がな され る時期 で

あ る。 しか し、子 どもは次第 に 自立性 を発 達 させ る時期 で もあ り、基 礎的 な知識 と社 会性
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を獲 得 し発 達 させ る。 また、学校 教 育の みで は十分 な発 達 をは か るこ とは難 し く、学校教

育 と社会 教育 、 さらに家 庭教 育 とが統合化 され た教育 と して、子 どもに とって望 ま しい教

育環 境 を整 える必要 が あ る。

(3)青 年期:12歳 か ら18歳 ない しは25歳 くらい まで

身体 的 には急速 に大 人 に成 る傾 向が指 摘 され るが、精神 的 には大人 に成 るこ とが難 しい

時期 で もあ る。 この 時期 は、一人 前の成 人 と して 自立 し、職業 や家庭 を持 つた めの準備 を

行 うと ともに、社 会 的 に市 民 として責任 の あ る行動 が取 れ る よ う、知識 、技術 、態度 を発

達 させ る。さま ざまな学習や 体験 をす る と同時に、「配偶者 選択 や職業 選択 に 向けて悩む」

とい う危機 の時期 で もあ る。 大 人 に成 りきれ ないモ ラ トリアムが指 摘 され るが、社会集 団

にな じめなか った り人 間 関係 が うま く調整 できない場 合 な どの 問題 も多 く見 られ る。

(4)成 人期:20歳 か ら60歳 ない し65歳 くらい まで

法 律 的に は成 人 と して扱 われ る時期 か ら、一般 的 には定年 退職 を迎 え るまでの 、人生 の

中では社 会人 と して認 め られ る最 も長 い 時期 で ある。 一般 的 には、 この間 におい て職 業 生

活 を行 い、配 偶者 を選択 し家庭 を持 ち、子 どもを生 み育 て、 自らの生 活の 充実 のた めの活

動 のみ な らず 地域社 会 な どで市 民 としての役 割 を果 たす 時期 であ る。

(5)高 齢期:60歳 ない し65歳 以 上

多 くは定年 退職 後 の 「第二 の人 生」 「第 三 の人生 」 と して、人 生 の最終 段 階で あ る。 平

均 寿命 の延長 とともに、健康 に生 きる こ と、有意義 な時間 を過 ごす こ とな どが課題 であ る

が、 高齢 期 の 「前期 」 「後期 」で は、か な り異 な る様相 を示す 。

2社 会教育の対象者 としての学習者

上 に示 した よ うな大 まか な分 類 をす る とき、 それ ぞれ の段 階 にお ける学習者 の特徴 は ど

の よ うな こ とが指摘 で きるで あろ うか。

(1)乳 幼児:間 接 的 なか かわ り

既 に述 べ た よ うに、乳 幼児 自 らが 自主 的 に学 習 の場へ参加 す るこ とは で きない。 家庭 環

境 を通 して社 会教 育 の影 響 を受 け るこ と とな る。 した がって 、親 に対 す る社 会教 育 の中で

望 ま しい子 育て環境 を作 り上 げ る ことが課題 とな る。

(2)児 童 ・青少 年:直 接 的 ・間接 的 なか かわ り

ほ とん どが学校 教育 にお け る被 教育者 として 、小 ・中学校 にお いて教 育 され る時期 で あ

り、 教育 を受 け るこ とが 「仕事 」で あ る。 また 、教育 の ほ とん どが基礎 教育や 社会 に出 る

た めの準備 の教 育 であ る。 そ して 、乳 幼児期 と同様 に、社会 教育 と間接 的 にかか わ るこ と

が多 い が、 自ら学ぶ 力 を獲 得す るこ とに よ り、社 会教 育 と直接 的にか かわ りあ うよ うにな

る。 地域社 会 にお け る仲 間集 団の形成 が難 しくな る中で 、学校 の友人 の位 置 が大 き くなっ

て きて い る。 ま た、知識偏 重 の教育 の変 更が望 まれ る 中で、 さま ざまな体験 を必要 として

い る と同時 に、学校 教育 と社会 教育 、家庭教 育 の連 携 のあ り方 が問 われて い る。
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(3)青 年:学 校 教育 ・職 業集 団への傾斜 と限定的 な仲 間集 団

同世 代 のほ とん どが 中学校 か ら高等学校 へ と進 学す る中で、基礎 的な教養 教 育 に加 えて 、

将来 の職業 選択 に 向けた教 育が重 要 であ る。 しか し、 この時期 、 高校 にお ける大量 の 中途

退学者 、 フ リー ターや ニー トの存 在 な どの課題 を抱 えてい る。 本来 は就業 すべ き年齢 層 の

若者 は さま ざまな人 間関係 を経験 す る必要 が あるが、 仲の 良い友人 と、 しか も、非 常 に限

られ た人 間の 中で生活 をす る こ とに よって、人 間関係 の持 ち方 も問題 を持 って いる。

(4)成 人男性:職 業活動 へ の傾 斜

多 くの成 人 男性 が職 業 生活 を中心 とす る傾 向の 中で、職場 にお ける訓練や研 修 に加 え、

市民活動 を支 える学 習や 、 自らの健康 や人 間性 を回復 す る教 育 が求 め られ る。 また、 日本

社会 にお け る雇 用制 度や就 業形 態 の変化す る中で、そ うした問題 へ の対応 が求 め られ る。

(5)成 人 女性:働 く婦 人の増 加 と地域 か らの離 脱

少子化 ・高齢 化 を伴 った男女 共 同参画社 会 の進 展 は、就 業す る女性 を増加 させ て い る。

一方 で
、進 む少子化 の歯 止 めがか か らず 、子育 て支援 策 が講 じられ てい る。 ま た、特 に 、

地域 コ ミュニテ ィの崩壊 が進 む 中で、 これ まで地域 を支 えて いた成人 女性 も地域 か ら離れ

かね ない状 況 にあ る。ネ ッ トワー ク社会 と言 われ る中で 、地域 を離れ た結 びつ きが 見 られ

るよ うに なって い る。

(6)前 期 高齢者:元 気 な高齢者

定年 退職 後 も仕 事 を見つ けて働 い ていた り、地域 活動 や ボ ランテ ィア活 動 を して い る高

齢者 、 さらに は、か な りハ ー ドなス ポー ツ活動 を行 う高齢 者 に見 られ る よ うに、第 二の人

生 を健 康 で元気 に過 ごす高齢 者 が見 られ る。 一方 で、 定年退職 後 に何 をす べ きか に迷 って

いる場合 もあ る。 特 に、 団塊 の世 代 が定年退職 を迎 える ときに、地 域や社 会 が どの よ うに

対応す るべ きか現下 の課 題 であ る。

(7)後 期高齢 者:援 助 され る高齢者

高齢者 も70歳 を こえる頃か ら、元気 な高齢 者 が存在す る一方 で、体力 ・気力 が かな り衰

え始 める人 もい る。 この ときこそ、健 康 で元気 に、意欲 を持 って生活 で きる こ とが必要 で

ある。 だが、 体力 も衰 えた ところで 、か な りの高齢 者 が介護 等 の援 助 を必要 とす る場合 が

出て くる。

○今 日的な課題 として

最後 に、 国際化 の進展 は、特 定 の年齢段 階 に限 らず 、 さま ざまな 国の人 々 との 交流 を必

要 とす る。互 い の文化 の違 いや 共通性 を理解 す る とともに、地域 社会 にお いて、 市民 と し

ての 自覚 を共 通 に持 つ こ とが必要 とされ る。外 国人 の雇 用 が促進 され る中で よ り身 近 な と

ころで、 さらにはま た、情報 通信手 段 の発達 に よって、瞬 時 に して地 球上 の国 々に生 き る

人々 との、意 見 交換 が可能 にな って きてい る。 地域住 民 としての市民 か ら、世界 に生 き る

「地球市民」 と して、必 要 な事柄 を身 にっ けて いかな けれ ばな らない。

この よ うな課題 は 、現代 的課 題 、今 日的課題 として次 々 と現れ て くる。 こ うした 問題 を

的確 に とらえて 、学習者 を設 定 して い く ことも必 要で あ ろ う。
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第2節 学習者集団形成のプロセス と支援

1学 習 集 団の と らえ方

(1)学 習集 団 の特徴

社 会教 育 で は グルー プ ・サー クル な ど、地域 集 団や地 域組織 にお ける教 育 ・学習活 動 が

活発 に展 開 され てい る。 その学 習集 団 は次 の点 を特徴 と してい る。

① 小集 団 で ある こ と

一 つ は小 集 団 で あ る こ と。 小集 団 とい う場 合 、必 ず し もそ こに参加 す る人数 が少 な い

とは 限 らない。 つ ぎの よ うな特徴 を備 えて いれ ば、小集 団 とい え る。 なお、一 般的 に は、

同時 に参加 して い る人数 は 、15な い し16名 程度 で ある。

ア 集 団の メ ンバ ーの 間で、対 面 的な 関係 が あ る

イ 集 団の メ ンバ ー問 に、何 らか の相互作 用 が見 られ る

ウ 集 団の メ ンバ ー間 に、個人 的 な印象や 知覚 が ある

② 多 くの機 能 ・価値 を持つ

また、小集 団 は特 に次 の よ うな機 能 を持つ もの とされ てい る。

ア 用 具的価 値:小 集 団は社 会的行 動集 団 と して 、あ らゆ る社 会行動 の 単位 をなす とい

うこと。

イ 診断 的価値:小 集 団活 動 の中 で人間 は 自己の真 の姿 を現 す とい うこと。

ウ 発達 的価 値:小 集 団の 中で人 間 はた くま しく成 長 して い く。っ ま り、基本 的 な欲 求

の満 足 、社会 的 ・教育 的 な発 達 、態 度 ・関心 ・能力 ・規範 の 開発 、職 業

的 訓練 が実現 され る とい うこ と。

工 治療 的価 値:小 集 団の 中で人 間 は 自己の精神 的健康 を回復 ・維 持 ・発 展 させ る とい

うこ と。

③組 織 と しての集 団特性

集 団 は一般 に組織 集 団 と未組 織集 団 に分 け られ る。 この未組 織集 団 は さ らに、機 能的未

組織集 団 と構 造 的未 組織集 団に分 け られ る。 特 に、 グル ープ ・サ ー クル とい われ る小集 団

の場 合 、構 造 的未組 織集 団 で ある場 合 が多 い。 構造 的未 組織集 団 とは 、集 団 を構成 して い

る成 員 間 にあ る共 通 した機能 目標 は意識 され て い るが 、そ の位 置 、役割 な どの構造 的要 素

は流動 的 も しくは相互 代替 の許容度 が 高 く、 したが って集 団規範 も一 定 した内容 がみ られ

ず 、全 体 として構 造 的に未組 織 、不安 定 な こ とを特徴 と してい る。 仲 間集 団が組織 され る

時の初期 的 な段 階の状 態 とされ る。 また 、機 能 的未 組織 集 団は 、活動 目的や機 能 目的 が十

分 に理解 され てお らず 、 さま ざまな活動 を行 う集 団 で ある といえ る。

(2)学 習 方法 と しての側 面

①集 団学習 の位 置 と特性

上 で見 た よ うに 、小集 団の もつ さま ざまな機 能 ・価 値 は、学 習 に有 効で あ る ことが わか

る。小 集 団の活 動 は学習 方法 の一つ で あ り、集 合学習 の 中に含 まれ る。集合 学習 に は、集

会学 習 と集 団学 習が あ り、小集 団の活 動 は集 団学習 の一 つで あ る。

また 、学 習集 団 は、 自発 的 、 自主 的 に形成 され た集 団 であ り、継続 的 に、学習 を 目的 ・

目標 と した集 団 で あ る。
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② 個人 学習 との比 較

ひ とりで行 う学習 の方 法で あ る個 人学 習 と比 較す る と、次 の点 で、集 合 学習 に メ リッ ト

があ る。

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

情報の入手や交換

学習の動機付けの過程

感情の浄化作用 ・仲間意識の形成

技術の修得過程

理解や認識 の深化の過程

社会的態度の形成

態度変容や意思決定

共同実践への過程
一方

、デ メ リッ トと考 え られ る点 は次の とお りで ある。

ア 参加 人数 の物理 的制 限

イ 時 間的 ・距離 的な制 限

ウ 社会 的 な違 い か らの不 調和

工 心理 的問題 か らの距離

2学 習集団形成過程と支援

(1)集 団形 成 のプ ロセス

上記 の よ うな学 習集 団 を形成 す るプ ロセ ス とそ の支援 の あ り方 は どの よ うな もの で あろ

うか。

集 団は一般 に 、次の よ うな形成 のプ ロセ ス をた どる とい われ てい る。

① メ ンバー の集 合:さ ま ざま な動 機 と学習 目的 を もって参加 して くるメ ンバ ーが集 まっ

て くる過程 で あ る。

②混 乱期:メ ンバー相 互 にそれ ぞれ の意見 を 出 し合 い、な か なか調 整 がつ かない 時期 で

あ る。

③規範期:メ ンバ ーの 中に ま とま りと秩序 が できて くる時期 で あ る。

④活動期:成 熟 した活動 の時期 で 、 メンバー がお互 い にその責任 と役 割 を 自覚 し、集 団

と して創 造的 な活 動 を展 開す る。

(2)学 習集 団 を支 える リー ダー シ ップ

リー ダー シ ップ につい ての とらえ方 に はい くつ か ある。 す なわ ち、

①個 人 特 性:リ ー ダ ー に なれ る指 導性 を持 って い るの は、 個 人 の特 性 で あ り、誰 で

もな れ る もの で は な い とい う考 え方 で あ る。

②状 況 が決 定:リ ー ダ ー は 、集 団 の 置 か れ た 状 況 の 中か ら、 必 要 に応 じて誰 か が発

揮 して い く と考 え る もの。

③集 団機 能:集 団 で あ る以 上 、 必 然 的 にそ の機 能 を発 揮 す る必 要 が あ り、集 団 自体

が も って い る もの で あ る とす る もの。

また、特 定 の集 団 を前 提 と した リー ダーの任務 と して は 、
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① グル ー プ の意 義 や 目的 を明確 に把 握 す る

② メ ンバ ー の役 割 分 担 を理解 し、先 導 す る

③ メ ンバ ー の興 味 ・関心 、 能 力 を発 揮 させ 、意 欲 を満 たせ る よ う条 件 整 備 をす る

な どが あ る。

特 に 学 習 活 動 を 支 え る リー ダ ー シ ップ と して は 、

① 自発 的 意 思 を支 え る1

②主 体 的 判 断 ・決 定 を支 え る

③方 法 ・手 段 な どの選 択:

が 、 あ げ られ る。

模 索:情 報 提 供 、 相 談

手 が か りの獲 得:情 報 提 供 、指 導

活 用 ・深 化:成 果 の発 表 、 活 用

そ の 結 果 と して 、 「一 層 の 向 上 ・生 き が い の 獲 得 」 を して い く こ と と な る 。

(3)集 団 を巡 る現代 的特徴 と学 習者

日本 の社 会教 育の歴 史 の 中で 、戦後 は特 に、 グル ー プ ・サ ー クル の形成 と活動 の活発 化

を図っ てきた。 しか し、今 日、 グルー プが 開放性 を失 って い るこ と、活動 の場 が公 民館 に

限 定 してお り、 ともす れ ば公 民館 事業 の妨 げ にな りかね ない こ と、今 日にお け る地域 社会

の崩壊 とネ ッ トワー ク社 会 の伸展 に あって、明確 な集 団帰属 に対 して距 離 を とる傾 向な ど、

社会 教育 の場 にお ける グル ープ ・サー クルの位 置づ け は、変化 して きてい る。

また 、近隣社 会 で集 団 形成 がな され るだけで な く、緩 や かなつ なが りで 、地域 に限定 さ

れ ないつ なが りが 出来 上 がって きてい る。

従 来 か らの 日本 的集 団 主義 とい われ た 、集 団依 存 の社会 的傾 向は薄 れつつ あ る。集 団 同

士 を競争 化 に置 くことに よって、カ を発揮 して きた集 団 が、む しろネ ッ トワー クを形成す

る中でカ を発揮 す る よ うにな ってい る。

この よ うな変化 は、集 団 に対す る考 え方 を変 えるべ き ことを示 してい る。 イ ンターネ ッ

トの普及 は 、情 報入 手 におい て既 に集 団の力 を超 えて い る。

今 後 ます ます変化 す る情報 化社会 にあって 、直接 的 な人 間 関係 に基 盤 を持 つ小集 団 の活

動 は、少 子化 、高齢化 社会 の進展 と ともに、従来 とは異 な る形 で、必 要度 を増 す で あろ う。
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方法学習相談 の意義 と内容学習情報提供第5章



第1節 学 習情 報 提 供 の意 義 と内容 ・方 法

1学 習情報 と学習情報提供

情 報 とは、一 般 には受 け手 に とって意味 の ある記 号 の系列 と定義 され る。 この定 義 に基

づ くと、学習情 報 とは、学習者 ・学習 希望者(以 下 、学習者 とい う)、 生涯 学習 関係者 等 に

役 立つ生涯 学習 に関す る記 号の 系列 とい うこ とにな る。 生涯 学習 関係 者 に とって役 立つ学

習情 報 には さま ざま な ものが あ るが 、主 な もの として次 の3つ があげ られ る。

(1)案 内情 報:例 えば県立 図書館 の所在 地 に関す る情報や 英会 話講座 に関す る情報 な

ど、学習 者 と教 育 ・学 習資源 とを結 びつ け る情報 で あ る。

(2)内 容情 報(百 科 事典 的情 報):例 え ば 「明治維 新 は何 年 か」 とい う問 い に対 して

「明治維 新 は1868年 で あ る」 とい った情報 で 、学習者 が学 習活動 を通

して獲得 す る情 報 であ る。

(3)ア ドバ イ ス情 報:学 習 の仕方 や学習 評価 の方 法 に関す る助 言 な ど、 学習活 動 を展

開す る中で 問題 が生 じた ときに提供 され る情報 であ る。

これ ら3つ の学習 情報 を学習 プ ロセ ス に位 置づ け る と、 図1の よ うにな る。 学習 計画 を

立て る ときや 学習成果 を活 用す る ときに は、 どこで学習 で き るか 、 どこで学習 成果 を生 か

して活動 で き るか 、な どの案 内情 報 が必要 とされ る。学 習活 動 を展 開 してい る ときに は、

講師や教材 等 を通 して 内容 情報 が提供 され る。 ア ドバ イス情報 は後 述す るよ うに学 習相 談

に関わ る情報 で あるの で、学習 プ ロセ ス全体 にわた って学習者 の求 めに応 じて提供 され る

情報 とい うこ とにな る。

図1学 習 プ ロセス と学習情 報の提 供



一般 に学習 情報提 供 とい った場合 には、 これ らの学習 情報 の うち 「案 内情報 」の提供 を

指 して い る場 合 が多い。 ただ し、後述 す る よ うに、高度 情報化 が進行 す る中 で、上 にあ げ

た よ うな学習 情報 の種類 の 区分 が難 し くな りつつ あ る。 イ ン ターネ ッ トを使 って内容情 報

を検索 し、 内容情報 にア クセ ス しなが ら学 習 を進 め るな ど、案 内情 報の検 索 と内容情報 の

獲 得 を同時 並行 して行 い、 さらに 自分 のホー ムペ ー ジ上 に学 習成果 を発表 す る とい った こ

とが行 われ る よ うにな ったか らであ る*1。

2学 習情報提供の意義

生涯 学習 は可能 な 限 り自己に適 した手段 ・方 法 を 自 ら選 び なが ら生涯 を通 じて行 うもの

で あ る とされ てい る。 しか し、人 々の 中に は 自分が学 習 したい と思 う講座 が どこで開 かれ

て い るの か分 か らない、学 習場所 が わか らない 、適 切 な指導者 が見 っか らない な ど、教育 ・

学習 資源 につ いて の情 報 が入 手 で きないた め、学 習 した くて も学習 で きない人 がい る。「自

己に適 した手段 ・方法 を 自ら選び 」 とい って も、 それ につい ての情報 が得 られ な くて は学

習す るこ とが できない。

このた め、学 習者 に案 内情 報 を提供 し、学 習者 が 自分 に合 った学習機 会 を選択 で きる よ

うにす るのが 、学習情 報 の提 供 で ある。 山本 恒夫 は、学 習情報 の提供 を生涯 学習 支援 シス

テ ムの 中の1っ のサ ブシステ ムで あ る学習機 会選択援 助 システ ムに位 置 づ けて い る*2。

3学 習情報提供の内容と方法

学習情 報提供 として取 り上 げ られ る情報 は、前 述 した よ うに案 内情報 で ある。 例 えば講

演 会開催 の 日時 ・場 所 、スポー ツ施設 の利 用 でき る 日時 ・時間帯 、講師 の指導 内容 な どの

情 報が あげ られ る。 現在 ほ とん どの都 道府 県 で生涯学習 情報 提供 システ ムが整備 され てお

り、そ の内容 は都道府 県 に よって 多少異 な るが 、次の よ うになってい る。

①学級 ・講座 等 の学習機 会 に関す る情報

②施設 情報

③生涯 学習 関係 団体 に関す る情 報

④指 導者情 報

⑤学 習教材 に 関す る情報

⑥各 種資格 に関す る情報

学習 情報提 供 の方法 としては 、現状 では 、① 国 のNICER(教 育情報 ナ シ ョナル セ ン ター)

や都道 府 県の学 習情報 提供 シ ステ ム等 のイ ン ターネ ッ トを使 った方法 、②有線 等 の放送 を

*1山 本 恒夫 は
、案 内情報 と内容情 報 とが同時 並行的 に提 供 され るマル チ メデ ィア ・ネ ッ

トワー クに よる生涯 学習 支援 システ ム ・モデル を提 出 してい る。坂井知 志、山本恒 夫 「高

度 情報化 に ともな う新 しい生涯学 習支援 の構 想」 日本 生涯 教育 学会第18回 学会 大会発

表 資料 、平成9年 を参照。
*2山 本恒夫 「生涯 学習社 会 の教 育 ・学習 システ ム」 山本恒夫 ・浅井経 子 ・手 打明敏 ・伊

藤 俊夫 編著 『生涯 学習 の設計 』実務 教育 出版 、平成7年81頁 、 山本 恒夫 『21世紀生涯 学

習へ の招 待』 協 同出版 、平成13年 、91頁 等 を参 照。
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使った方法 、③ 学習 情報 ガイ ドブ ック等 の冊子 に よる方 法 、④ パ ン フ レッ ト、チ ラシ、 ボ

スター、広報誌(紙)等 に よる方法 、⑤学 習相談 窓 口を通 しての方 法、な どが あげ られ る。

今後 高度情 報化 が さらに進行 し、生涯学 習領域 で もマルチ メデ ィア ・ネ ッ トワー クが利

用され るよ うになれ ば、学 習情報提供 の在 り方 は さ らに変 わ ってい くこ とが予 想 され る。

最近で は多 くの都 道府 県 の学習情 報提供 システ ムはイ ンターネ ッ トを利 用 してお り、神

奈川県の学 習情報提 供 システ ムの場合 、塾 等 を除 く民間生涯 学習機 関の情報 は 自由に入 力

でき るよ うにな ってい る。

ちなみ に、案 内情 報 、 内容情 報 、ア ドバ イ ス情報 の提 供 の仕方 につ いて の これ までの 方

法と今後 の方法 とを整 理す る と表1の よ うにな る。 もちろん、 この表 は特徴 的 な もの をあ

げた もの なので 、 これ まで の方法 が今 後 な くな って しま うとい うわ けでは ない。 両者 を併

用す る ところが多 くな る と思われ る。

表1学 習情報提 供の方 法の これ ま で と今後

案内情報の提供

内容情報の提供

ア ドバ イス情 報

の提供

これ までの方 法

冊 子 、 パ ン フ レ ッ ト 、 チ ラ シ 、

コ ン ピ ュ ー タ 、 な ど

学 級 ・講 座 、本 ・雑 誌 、テ レ ビ、

ビデ オ 、 テ ー プ の 教 材 、 グ ル ー

プ ・サ ー クル 、 な ど

学 習 相 談 窓 口、 電 話 、FAX、

な ど

今後の方法

イ ン ター ネ ッ ト、 な ど

衛 星 通 信 を利 用 した 講座

テ レ ビ会 議 シ ス テ ム を利 用 した 講座

イ ン ター ネ ッ トを利 用 した 講座

ビデ オ ・オ ン ・デ マ ン ド

電 子 図 書 ・CD-ROM教 材 、

ホ ー ムペ ー ジ 、 な ど

テ レ ビ会 議 シ ス テ ム の利 用

イ ン タ ー ネ ッ トの 利 用 、 な ど

4進 化す る学 習情報 提供 システム ー 「ひ ょ うごイ ンターキ ャ ンパ ス」 の場 合 一

「ひ ょうごイ ンター キ ャンパ ス」は兵庫 県 県民政策 部県 民文化 局生活創 造課 が設 置す る

学習情報提 供 システ ムで あるが 、平成13年 に多様 な学 習支援機 能 をもつ システ ムに リニ ュ

ーアル され た(表2)
。現時点 で は、我 が国で もっ とも進 んだ学習 情報提 供 システ ムで あ る

とい えるで あろ う*。

*「 ひ ょ う ご イ ン タ ー キ ャ ン パ ス 」 のURL;http://www .hyogo-interecampus。ne.jp
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表2新 「ひ ょうごイ ンター キ ャ ンパス」 の特徴 と機能



第2節 学 習 相 談 の意 義 と内容 ・方法

1学 習相 談 の定義 と 目的

学 習相談 とは、学習者 の 学習上 の悩みや 問題 の解 決 を図 る助言 ・援 助活 動で あ る。 その

場合 の助言 活動 とは 、学習情 報 を提 供 した り、学習 技法や 学習 グル ープ ・サー クル ・団体

等の運 営方 法な どを紹介 した りす るこ とで ある。

その 目的 と して、次 の3点 があげ られ る*。

(1)学 習希 望者 の潜 在 的 な学 習 ニーズ を聞 き出 し、具体 的な学習 活動 に まで 引き上 げ

るこ と

(2)学 習活動 を行 う中で 、問題 や悩 み を聞 き、その解決 を助 け る こと

(3)学 習者 の学習活 動 の質 を高 め、継 続 的 な もの にす るこ と

(1)に つい てい えば、 前述 した よ うに、学習 した いが何 を学習 して よい のかわ か らな

い とい う人 も多 く、 その よ うな人 に対 して 、潜 在 的な学 習ニ ーズ を 自覚 し学習活 動 が始 め

られ るよ うに支援す るこ とで あ る。

(2)に つ いて は、学習活 動 を行 ってい る と様 々な 問題 を抱 える場 合 が多 い。 例 えば 、

学習活動 の仲 間 と うま くいか ない、受講 してい る講座 の レベル が 自分 に合 わ ない、 な どが

あげ られ るが 、 この よ うな学習者 の悩 み を聞 き、仲 間 とのつ きあい 方 に問題 がない か、 う

まくつ きあ うには ど うした らよいか 、その人 の レベ ル に合 った講座 はな いか 、な どを助 言

し、それ らの 問題 の解 決 を援 助す るこ とで あ る。 も し、学習者 が これ らの問題 を抱 えた ま

ま学習活動 を続 ける と、学 習活動 に対す る意欲 を無 く し学習活 動 か ら ドロップア ウ トして

しま うこ とに な りかね ない。

(3)に つ いて は、学習 相談 では この よ うな学習 上 の悩み を聞 き問題 を解決 す る こ とに

よ り、学習 活動 の質 を高め 、学 習活動 を継 続 で きる よ うに手助 けをす る こ とにな る。

2学 習相談の機能

学習相 談の機能 として、次 の3つ をあ げる ことがで きる。

(1)学 習者 と教育 ・学習 資源 とを結び付 ける機 能

(2)学 習者 の学習 上の 問題 を解決 す る機 能

(3)学 習者 の 「学習 の仕 方」 の学習 を支 援す る機 能

*文 部省 ・学習情 報提供 システ ムの整 備 に関す る調査研 究協 力者 会議 『生涯 学習 のた めの

学 習情報提 供 ・相 談体制 の在 り方』 昭和62年 を参照 の こ と。
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これ らの3つ の 機 能 につ い て 、順 に説 明 す る こ と に し よ う。

(1)学 習者 と教育 ・学習 資源 とを結 び付 け る機能

まず 、学習者 と教 育 ・学 習資源 とを結 び付 ける機 能 につい て考 えてみ る ことに しよ う。

この場合 の 「教 育 ・学習 資源 」 に は、具体 的 には地 域 に存在す る講座 、 グル ー プ ・団体 等

の学 習機 会 、本 、 ビデ オ等 の学 習教材 や教 育 ・学習 機器 、講 師 ・助言者 、 専 門家 等 の指 導

者 、公 民館 ・図書館 ・博物館 ・ス ポー ツ施設 等 の教 育 ・学習施設 な どが あ る。 この ほか、

地域 を越 えて提供 され る社 会通 信教 育やテ レビ番組 、放 送大 学等 も 「教育 ・学習 資源 」 に

含 まれ るで あろ う。

先 に、学 習情報提 供 の方法 と して、1つ に学習 相談 に よる方法 が ある と述べ た。 実は、

(1)の 機 能 とは学習相 談 にお ける学習情 報(案 内情 報)の 提供 の機 能 なの で ある。 学習

情報提 供 と学習相 談 との関係 を示す と、図2の よ うにな る。 学習情 報提供 の方 法 には、前

述 した よ うに コ ンピュー タ と通信 を使 った方法 、放送 を使 った方 法 、冊子 等 に よる方法 、

パ ンフ レッ ト、チ ラシ、広報誌(紙)等 に よ る方法 、学習相 談 に よる方 法 、な どがあ る。

一方
、学習 相談 での機 能 には、学 習情報(案 内情報)の 提 供、学 習上 の悩みや 問題 につ い

て の助 言等 、 が ある。 図2の 中で、学 習情報(案 内情 報)の 提供 と学習 相談 が重 な ってい

る ところは、学 習情報(案 内情報)を 学習 相談 で提供す る部分 で あ る。(1)の 学習者 と教

育 ・学習資 源 とを結び付 ける機 能 とは、 ま さに この部分 をい うの であ る。

学習情報提供 学習相談

チ ラ シ 、 ポ ス タ ー 、 広 報 紙 、

有 線 放 送 、 端 末 機 な ど に よ る

学 習 情 報 提 供 学習相 談で の学習

情報(案 内情報)の 提供

学習ニーズ診 断、学習技法、

グループ ・団体の運営方法等

の紹介や助言

図2学 習情報提供 と学習相談の関係

(2)学 習者 の学習 上の 問題 を解決 す る機 能

次 に、(2)に つ いてで あ るが、学 習者 が学習 相談 窓 口を訪 れ るの は、学習 してい て困 っ

た こ とな どの問題 を解決 した い と思 った ときであ る。学 習者 に学習 情報 を提 供す る場合 で

も、学 習の進 め方 な どを助言す る場合 で も、それ は学習者 の学習 上の問題 を解決 す るた め

に行 うもので ある こ とに変 わ りが ない。学 習相 談窓 口で相談 して も問題 が解 決 で きない の

で あれ ば、学 習相談 の意 味はない こ とにな って しま う。

したが って、学 習者 と学習 相談員 との コ ミュニ ケー シ ョン を通 して学習 者 の学習 上の 問

題 を解 決す るた めに 、学習相 談 があ るこ とにな る。 この ため、後 述す る よ うに、学 習相談

の過程 には問題 解 決 ステ ップ の考 え方 を導入す るこ とが考 え られ る。
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(3)学 習者 の 「学 習 の仕 方」 の学 習 を支援 す る機 能

(3)の 機 能 につ い て考 えてみ よ う。生涯 学習 は主体 的、 自発的 に行 うこ とを基本 と し

てい るた め、学習者 はその基礎 としての 「学習 の仕 方 」 を身 につ け る必 要が あ るこ とは、

これ まで に もた びたび言 われ て きた。 しか し、「学 習の仕 方」を身 につ け るこ とは決 して易

しい こ とでは な く、す べて の学習者 が十分 にそ れ を身 につ けてい る とは限 らない。 この た

め、学習者 は学 習の進 め る中で様 々な 問題 を抱 える こ とにな る。 学習相 談 では、上 述 した

よ うに 問題 解決 を図 る助言等 を行 うが 、そ の過 程 は実 は学 習者 が 「学 習 の仕 方」 を学習す

る機 会 に もな る と考 え られ る。

それ では 「学習 の仕 方」 の学 習 とは どの よ うな もの なので あろ うか。 それ は次 の3つ に

大別 され るよ うに思 われ る。

① 学習計 画の 立て方 に関す る知識 ・技術 を身 につ け る

② 学習技 法 ・問題解 決 技法等 の知識 ・技 術 を身 につ け る

③ 自己の学習活 動の状 態 を客観 的 に認識 ・評 価 でき る能力 を身 にっ ける

図3は 「学習 の仕方 」の学 習 と学 習相 談の 関係 を示 した もの であ るが、真 ん 中の欄 に こ

れ らの 「学 習の仕 方」 の学 習 が記 して あ る。

最 近で は、心理 学等 の領域 で 「学習 」の概念 の拡 大 が図 られ てい る。これ まで は、「学 習」

とは経験 に よ る比較 的永続 的な行 動 の変容 と捉 え られて いた。 ところが、近 年 それ に新 し

い領域 の 「学習 」 が加 え られ る よ うにな った。 そ の新 た な 「学習 」 とは メ タ認 知(meta

cognition)的 能 力 の学 習 で、具体 的 にい えば、学習 を行 う上 で必要 な 自分 の認識 能力 を把

握 した り、認知 過程 を監視 し、制御 す る知識 ・技 能 を身 につ けた りす る学 習 で ある*。 上

記 で述 べた 「学習 の仕方 」 を身 につ け る ことは、ま さに このメ タ認 知的能 力 の学習 に関 わ

る もの と言 うこ とがで きる。

いわゆる 生 涯 学 習

「学
習

の
仕
方
」
の
学
習

学習 計画 の立て方 に

関す る知識 ・技術 を

身 につ け る

学習技法 ・問題解 決

技法等 の知識 ・技術

を身 につ ける

学習活 動 の状 態 を客

観 的 に認 識 ・評価す

る能力 を身 につ け る

学 習 目木 談

図3「 学習 の仕方 」の習得 と学習相 談の 関係

なお 、② の 中の学 習 の技法 につい てで あるが 、それ は例 えば本 の読 み方 、文 章の 書 き方 、

*伊 東裕 司 「記 憶 と学習 の認 知心理 学 」
、『記 憶 と学習 』(岩 波講座 認 知科 学 第5巻)、

市川伸 一 ほか編著 、岩 波書 店、平成6年 、37～39頁 な どを参照 の こ と。
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話 し方 、各種 メデ ィアの使 い方 、表 現 の仕 方 、情 報 の検 索 の仕方 、 ま とめ方等 の知識 ・技

術 で あ る。ま とめた りす る際 に は問題 解決 技 法等 も役 に立つ*1。 さ らに生涯学 習 の領 域 で

は、討議 法や グル ープ ・団体活 動の運 営方 法等 の知識 ・技術 も学習 の技 法 に含 まれ るで あ

ろ う。

図3の 中の 「い わ ゆる生涯学習 」 は学習者 自らが行 うものなの で、それ に直接 学習 相談

が 関わ る こ とは原則 と して有 り得 な い。 例 え ば、学 習 してい る内容 につ いてわ か らない こ

とがあ って も、そ の情報(内 容情 報)は 学習者 自身 が調 べ るべ きで、学習相 談 がそ の情 報

を提供 す る必要 は ないの であ る。 わ か らない こ とを調べ る過程 自体 が学習活 動 で あるか ら

で あ る。

このた め、学 習相談 で はその調 べ方 等 を含 む 「学 習の仕 方」 につ いて助言 す る こ とに な

る。 図3で は 「学習 の仕方 の学習 」 に対 して 「学習相 談 」か ら矢印 が出て い る。 学習相 談

が学習 者 と学習相 談員 との コ ミュニ ケー シ ョンを通 して 「学習 の仕方 の学習 」 を支援す る

こ とに よ り、学習者 は 「学習 の仕 方」 を身 に付 け、生涯 学習 を進 める こ とがで き るよ うに

な るであ ろ う。 これ が、図3の 中の 「学 習 の仕 方 の学 習」 か ら 「い わゆ る生 涯学 習Jへ の

矢 印 であ る。 さ らに、「い わ ゆる生 涯学 習」か ら 「学 習の仕 方 の学習」に矢印 が 出てい るの

は、生涯 学習 を進 め る中で 「学習 の仕方 」 を習得 す る こ とを示 して い る。

3学 習相談の内容 と方法

(1)学 習 プ ロセ スか らみ た学習相 談 の主な 内容

学 習相 談 では どの よ うな内容 の相 談 に応 じるので あろ うか。 学習 相談 は学習 者 の学習活

動 の全 プ ロセ ス に関わ る もの であ るので 、 ここでは学 習プ ロセ ス との 関連 で 主な学 習相談

の 内容 をみてみ るこ とに しよ う。

それ を示 した ものが図4で あ る。 図の真 ん 中の左 か ら右へ の流れ が 、学 習者 の学 習プ ロ

セ スで ある*2。 学習 プ ロセ スで は学習計 画 を立て る段 階 か ら学 習活動 を実施 す る段階 、さ

らには学習 成果 の活用 の段 階、次 の学習課題 の発 見 の段階 まで がステ ップで 示 され てい る。

学習相 談 の内容 は個人 の学 習活動 の場合 とグルー プ ・サー クル ・団体活動 の場合 で は異 な

る と考 え られ る。 そ こで両者 を分 けて、学習 プ ロセ ス の上 には個人 の学習 活動 につ いて の

相 談 内容 を、学 習プ ロセ スの下 には グル ー プ ・サー クル ・団体 活動 の相談 内容 を具体 的 に

あげ てあ る。

この図 をみ る と、学 習相談 の 内容 は多岐 にわた って い るこ とが わか るであ ろ う。 もち ろ

ん、 これ らは主 な相談 内容 の例 を示 した ものにす ぎな いので 、実際 には この他 に もいろい

ろあ るに違 いない。

*1高 橋 誠 『問 題 解 決 手 法 の 知 識 』 日本 経 済 新 聞社
、1984年(昭 和59年)、26～43頁 、 山本

恒 夫 「生 涯 学 習 と学 習 方 法 」、 『生 涯 学 習 の 方 法 』 伊 藤 俊 夫 ・山本 恒 夫 編 著 、 第 一 法 規 、

1993年(平 成5年)、6～8頁 。
*2学 習 プ ロセ ス に っ い て は

、 山 本 恒 夫 「生 涯 学 習 社 会 の 教 育 ・学 習 シ ス テ ム 」、『生 涯 学

習 の 設 計 』 山本 恒 夫 ・浅 井 経 子 ・手 打 明敏 ・伊 藤 俊 夫 、 実 務 教 育 出版 、 平 成7年 、82頁

等 を参 照 の こ と。
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図4学 習 プロセ スか らみ た学習 相談 内容

(2)学 習相談 の方 法

学習者 が いつで も必要 に応 じて気軽 に相 談で き るよ うにす るた め には、学習相 談 窓 口を

住民 の身 近 な ところ に開設 す る こ とが好 ま しい。 従来 まで は、一般 的 には、社 会教 育主 事

や公 民館 主事 等 が任 意 に学習者 の相 談 に応 じてきた よ うに思 われ る。 しか し、 これ か らは

学習者 の主 体的 な学習活 動 を支援す る学習 相談 は よ り重要 にな る と思 われ るた め、相談 窓

口を開設 し、学習相 談員 を配 置す るこ とが望 まれ る。

学習相談 員 を配 置 してい る例 と して は、横 浜市 、千葉市 、相模 原 市な どが有名 で あ り、

さらに ボラ ンテ ィア グルー プ 「生涯 学習研 究 会な ごや 」 は名 古屋 市 生涯学習 推進 セ ンター

を根拠地 と して 自主的活 動 として学習相 談 を行 って お り、注 目され てい る。

学習相 談の方 法 と して は、学習 者 と学習相 談員 が フェース ・ツ ウ ・フェー スで話 し合 う

面談 に よる方法 が一般 的 で ある。 また、電話 で対応 す る場 合 も多 い。 た だ し、電 話 では長

時間 の相 談 は不可能 な ので、十 分 に時間 をか けた方が よい場合 に は学習相 談窓 口にきて も



らい、面談 す る こ とにな る。 この他 、郵 便やFAXを 使 った文書 に よる方法 な どがあ る。

さ らに、今後 は、 イ ンターネ ッ トやTV会 議 システム を導入す る ところが増 えるので は

ないか と考 え られ る。 先 にあ げた 「ひ ょ うごイ ンターキ ャ ンパ ス」 には学習相 談機能 が あ

る し、 岡山県生涯 学習セ ンター で はTV会 議 システ ム を活用 してい る。

4学 習相談員に求め られる資質 ・能力と学習相談員への支援方策

(1)学 習相 談員 に求 め られ る資質 ・能力

これ までみ て きた よ うに、学習 相談 は学習活 動 の全プ ロセ スに関 わ るもので、 その 内容

は幅広 い。 この よ うな学習相 談 に応 じるた めに は、学習相 談員 に どの よ うな資質 ・能力 が

求 め られ るの だ ろ うか。

学習相 談員 に求 め られ る資質 ・能 力は、 大別す る と4つ の要 素か ら成 り立 っ てい るよ う

に思われ る。

① 基礎 的資 質や コーデ ィネ ー ト能 力

② 情報 収集 ・処理 に関わ る能力

③ コ ミュニケー シ ョンに関わ る能 力

④ 学習 技法 に関 わ る能力

これ らの資質 ・能力 の相 互 の関係 を示 した ものが 図5で あ る。

まず 、第1の 基礎 的資質 につ いて であ るが、学習 相談 で は学 習者 の相談 に応 じるの で、

生涯 学習 とは どの よ うな ものか 、そ の地域 では どの よ うな生涯 学習振 興 に取 り組 んで い る

か、な どの基本 的な生涯 学習 に関す る知識 を学習相 談員 は理解 してい る必 要が あ る。

例 えば、学習 相談員 が生涯 学習 は学 習者 の 自発 的意思 に基づ い て行 われ るもので ある こ

とを理解 して い るか ど うかで 、学 習者 に対す る対応 の仕 方 も違 っ て くるに違 い ない。 それ

を十 分 に理 解 して いれ ば、学習者 の 主体的 な判断 を尊重 し、 それ を引 き出す 相談 に な るで

あろ うし、それ を理解 してい なけれ ば、学習 相談員 の考 え方 を押 しつ ける よ うな対応 にな

って しま うか も知れ ないので あ る。

さ らに、学 習者 の問題解 決 に根 気 よ く対応 す る意 欲 ・態度や よ り効 果的 な学習 相談 を 目

指す 自己啓 発 への意欲 な ども求 め られ る。この他 、幅 広 い教養 も必要 とされ る に違 い ない。

また 、学習者 の ニー ズ と関係機 関 ・施設等 の ニーズ とを調整 しな くて はな らない場合 も

あ るに違 いな い。 そ のた めコー デ ィネ ー ト能 力 も必 要 と され るであ ろ う*。

第2の 情 報収 集 ・処理 に関 わ る能力 につ いて は、地域 の学習 情報提 供 システ ムの構造 を

理解 してい る こ と、端末機 で情報 を検 索 でき るこ と、 自ら地域 の学 習情報 を収集 しそれ を

整理 、保 存す る こ とが でき る こと、他 の学習 相談 窓 口の学習相 談員 とのネ ッ トワー クや 他

の相 談 窓 口、例 えばボ ラ ンテ ィア相 談や教 育相談等 とのネ ッ トワー クを築 くこ とが でき る

こと、 な どが あ げ られ る。 さ らに、今 後イ ンターネ ッ ト、TV会 議 システ ム等 を活用 した

学 習相談 が行 われ る よ うになれ ば、 それ らの メデ ィア活 用 の技 術 を身 につ け るこ と も求 め

られ るよ うにな るで あろ う。

*浅 井 経子 「生涯 学習支援者 に求 め られ る技術 の開発」『日本生涯教 育学会 年報』 第25号

(平 成16年11.月)を 参照 の こ と。
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第3の コ ミュニケー シ ョン に関わ る能力 で あ るが、 これ は学習者 の話 を聞 き、 その 内容

や潜在 的 なニ ーズ等 を把 握 で きる こ と、問題 解 決策 を誘 導す る ことな く学習者 自身 がそれ

を探 す こ とがで き るよ うに助言 した り情報 を提供 した りで きる こ と、な どであ る。

第4の 学 習技 法 に関わ る能 力 は、「学習 の仕方 」につ い ての知識 ・技術 を駆使 す る能力 で

ある。 情報 の調 べ方 、 メデ ィア の使 い方 、討議 法等 の狭義 の学習 技法 のみ な らず 、すで に

述べ た よ うに、学習活 動の 現状 を客観 的に把握 し評価 す る能力 、問題解 決能 力 な どを含 め

た 「学習 の仕方 」全般 に関わ る もので あ る。例 えば、学習者 の潜 在的 な学習 ニー ズ を把握

でき る、学習計 画の 立て方や 学習評 価(自 己評 価)の 方 法 を助言 で き る、仲間づ く り、PR

の方法 、学習 プ ログ ラムや 事業 の立案方 法等 を含 めた グル ー プ ・サー クル ・団体活 動 の運

営方法 を知 ってい る、学 習診 断がで き る、 な どが あげ られ る。

実際 には 、 これ らの4つ の資質 ・能 力 を相 互 に関連 させ て 、学習相 談員 は学習 相談 を行

うこ とにな る。 このた め、 図5で は相 互 に矢 印で結 ばれ てい る。

図5学 習相 談 員に求め られ る資質 ・能 力

(2)学 習相 談員へ の支援方 策

学習相 談員 に は、上記 に述 べ た よ うな資質 ・能力 が基本 的 には求 め られ る。 しか し、地

域の学習 情報 を把握 した り、他 の 関連機 関 、相談 窓 口等 とネ ッ トワー クを形 成 した り、学

習者 の「学 習 の仕 方」を支援 で き るよ うに な るにはかな りの経験 と熟練 を要 す るであ ろ う。

もちろん、専 門的 な養 成や研修 が必 要な こ とはい うまで もない。

そ こで、 学習相 談 フ ローや ツール を開発 した り、学習 相談員 の相 談 ともい え るカ ン ファ

ランス を定期 的 に実施 した りす るな ど、学 習相談員 を支援す る体制 をも整備 してお く必 要

があ る。 学 習相談 の ツール と して は、学習 情報提供 システ ム、学習相 談 カー ド、それ を保

存す るた めの相 談 コー ド、学習 ニー ズ診 断表、学 習診 断表 な どが あげ られ る。 また 、他 の

関連機 関 、相談 窓 口等 とのネ ッ トワー ク形 成 につ い て も、学 習相談 員個人 の努 力 にのみそ

れを任 せ るの ではな く、各機 関 ・相 談窓 口等 との連携 が とれ るよ うな地域 の生涯 学習推 進

体制 を整備 す る ことが重要 で あろ う。



5学 習相談 フ ローの 開発

(1)学 習相 談 フ ロー作成 の考 え方

学習相 談 フ ロー とは 、学習相 談 の手 順 の こ とで ある。 学習相 談 の内容 は多岐 にわ た るの

で、 いつ も決 まった手順 で対応 す る こ とがで き るわ けで はないが 、学習相 談 カー ドに記録

した りそれ を整 理 ・保 管 した りす るな ど、あ る程 度決 ま った作業 があ る。 また、予測 され

る相談 や類似 した相 談 も数 多 くあ るで あろ う。 このため 、学 習相 談員 の負担 を軽減す るた

めに は、お お よその学習 相談 の運 び を決 め、学 習相談 フロー を作成 しておい た方が よい よ

うに思 われ る。

学習 相談 の フ ロー は、面談 、電話 、文 書、FAX、 イ ンターネ ッ ト等 の学習 相談 の方法

に よって も異な る もの と思 われ る。 現段 階で は、各地 域で 実施 され て い る学習 相談 は面談

や 電話 によ るものが 中心で あ るの で、 こ こで もそれ を前提 に検 討 す るこ とに しよ う。 それ

は文書 やFAXの 場合 に も応 用で き る よ うに思 われ る。 ただ し、イ ンターネ ッ ト等 に よ る

新 た な学習相 談 の方法 が普及 した折 に は、改 めて フ ロー の再 検討 が必 要 とな るの では ない

か と思 われ る。

学習 相談 フ ロー を作成す るにあた って、 ここで は2つ の点 を考慮 した。

そ の第1は 、学 習相 談 フ ロー に問題解 決 ステ ップ*蓋をあて はめ るこ とであ る。 前述 した

よ うに、学 習相 談に は学習者 の学 習上 の問題 を解決 す る機 能が あ る。 この た め、学 習相 談

の過程 自体 に問題解決 ステ ップ を位 置付 け る必 要が あ る。

問題解 決 ステ ップは、 一般 的 には、

「問題 の 自覚」→ 「現 状の把 握 と分析」→ 「問題解決 目標 の設 定」→ 「問題解 決策 の探 索

と確 定」→ 「問題解決 手順 の決 定」→ 「問題解 決の 実行 」→ 「評価 」

の7つ のステ ップか ら成 る。 た だ し、学 習相 談で の支援 は解 決策 の探 索や その選 択 ・確 定

まで が 中心 とな るの で、学 習相談 フロー を作成 す るに あた っては上記 の7つ の ステ ップか

ら 「問題 解決 手順 の決定 」、「問題解 決 の実行 」、「評価 」の ステ ップは除 くこ とに した。

第2は 、学習相 談 フ ロー にカ ウンセ リングの ステ ップ を導入 す る こ とであ る。 学習相 談

で は、学習 者 と学 習相 談員 との コ ミュニケー シ ョン を通 して 、学 習者 の不安 を取 り除 き学

習者 が 自 らの力 で問題 を解決 でき るよ うに支援 す る こ とにな る。 このた め、 ク ライエ ン ト

とカ ウンセ ラー の コ ミュニケー シ ョン と人 間関係 を通 して、 心理 的 な援助 を行 うカ ウンセ

リングの考 え方や 手法 が応 用 で きる と考 え られ る。

カ ウンセ リン グには幾つ か の手法 があ るが、生涯 学習 は 自発 的 、主体 的 に行 うものな の

で 、非指示 的 な(non-directive)手 法 の方が指 示的 な(directive)手 法 よ りも適 してい

るよ うに思 われ る。 このた め、 ここでは

「許 容」→ 「支持 」→ 「相互性 の拒否 」→ 「報酬 の操 作」

とい う"4段 階 の対応法"を 導 入す る こ とに した*2。

*1問 題 解 決 ステ ップ に つ い て は
、 高 橋 誠 、 前 掲 書 な どを参 照 の こ と。

*24段 階 の 対 応 法 は
、 しつ け に よ る子 ど もの 社 会 化 の過 程 を親 の 側 か らみ た もの と して 、

T.パ ー ソ ンズ に よ り唱 え られ た も の で あ る。 具 体 的 に い え ば 、 パ ー ソン ズ は トイ レ ッ

ト ・ トレー ニ ン グ な どに よ る 子 ど もの 社 会 化 の 過 程 は 、 神 経 症 の患 者 に対 す る 精 神 分 析

的 な 心 理 療 法 と似 て い る と考 え て 、 こ の4段 階 説 を提 唱 した 。(山 村 賢 明 『日本 の 親 ・

日本 の 家 庭 』 金 子 書 房 、 昭 和58年 、119頁 。)
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具体的 にい えば 、まず学 習者 の悩みや 考 え方 を黙 って聞 く段 階(許 容)、 次 に学 習者 が 自

ら解決 策 を見 出そ うと した場 合 には学 習相談 員が それ につい て支持 した り賛成 した りす る

段 階(支 持)、 さらに学習者 が 自分 で事 態 を把握 した り解 決策 を判断 で きる よ うに なった ら

学習者 自身 に選 択 を任 せ る段 階(相 互 牲 の拒 否)、 最 後 に学習者 が 自分 で解決 策 を選択 した

らその行動 をほ め、励 ます段 階(報 酬 の操作)で あ る。 もち ろん 、 これ らの4段 階 は学習

相 談ステ ップに明 らか に対応 す るもので はない。 実際 には 、 この4段 階 を行 きつ戻 りつ し

なが ら学習 相談 を進 めてい くことにな るであ ろ う。

(2)学 習相 談 ステ ップ

この よ うな考 え方 を導入 して、学 習相談 フ ロー を幾 つか のステ ップに分 けて示 した もの

が図6で ある。 学 習相談 員の対応 は、大別 す る と学習情 報(案 内情報)を 提供 すれ ば よい

もの と、学習 上 の悩 みや 問題 の解 決 策 につ い て助 言 ・援 助す る もの に分 け られ る。 このた

め、学 習相談 の フa`は2種 類 の フ ロー か ら成 り立 ってい る。 図6を み る と、② の段 階で

フロー は2つ に分 かれ るが 、右側 の フローが前者 で あ り、左 側 の フ ローが後者 であ る。 後

者 のフ ロー の場合 、前述 の 問題 解決 ステ ップ と 「許容 」→ 「支持 」→ 「相互性 の拒否 」→

「報酬 の操 作」 の"4段 階 の対応法"が 関係付 け られ て い る。 それ らにつ いて は左 側 の矢

印で示 して あ る。

学 習相談 の受 付(①)が 始 ま る と、簡 単に用件 を 聞 き(②)、 学 習情報(案 内情報)を 提

供すれ ば よい場 合 には右側 の フ ロー に進 み 、⑧ の作 業 を行 う。 例 えば、公 民館 の住所 を知

りたい 、英 会話 の講座 に どの よ うな ものが あ るかを知 りたい 、な どの相談 内容 の場合 で あ

る。 それ で は済 ま ない場合 に は、学習 相談 カー ドを用意す る。 学習相 談 カー ドとは 、学習

者の相談 内容 と相 談員 の回答 な どを簡 単 にメモ してお くもので あ る。

学習相 談員 は学習 相談 カー ドに メモ を しなが ら学習者 の相 談 に応 じる こ とにな るが、 ま

ずは問題 が何 で あるか を明 らかにす るた めに も学 習者 の話 を よく聞 く必 要が あ る(④)。 問

題が漠然 と してい る ときには学習 診断 等 を行 って問題 の所在 を 明 らか にす る(⑤)。 問題解

決策 を見つ け るた め には、現状 分析 が重要 で あ るの で、学習 ニー ズ診 断 を行 った り、学 習

者の学習 メニ ュー の見 直 し、学 習評価(自 己評 価)表 の検討 な どを行 った りす る(⑥)。 学

習者 の学習評価(自 己評価)表 につ いて は、 自己評価 を行 って いない学 習者 も多 く、 また

行 っていて もそれ は本 来他 者 に見せ るもので はない ので 、学 習相 談 で もそ の取扱 いに は十

分気 をつ ける必要 があ る。

現状 分析 の段階 ぐ らい にな る と、学習者 もかな り自分 の状 態 を客観 的 に認識 で き るよ う

にな る と思 われ る。 したが って、 それ まで は学 習相 談員 は学習者 の話 を黙認 ・許容 して聞

き、 この段 階 ぐらい に達 した ら学習者 の判 断 を積極 的 に支持 した り賛 成 した りして、 学習

者 自身 が判 断す る よ うに支援 す る。

次に学習者 に 目標 とす る状 態 を考 えて も ら う(⑦)。 目標 とす る状態 とは、問題 が解 決 さ

れた状態 で ある。 そ の 目標 が はっ き りした ら、 目標 達成 のた めに必 要な学 習情報(案 内情

報)を 提供 した り、 学習技 法等 を紹介 した りす る(⑧ ⑨)。 解 決 策 にはい ろい ろあろ うが、

どの よ うな解決 策 を とるかは学習者 に考 えて も らい、そ の選択 は学 習者 に委ね る(⑩)。 学

習者 が解決 策 を選 択 した ら、 その行動 を ほめ、実行 に移 す よ うに励 ます(⑪)。

学習相 談 は ここで 終 了す るが(⑫)、 そ の後 に も学習相 談員 に はす べ き作業 があ る。まず 、
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学習相 談 カー ドに記入漏 れ がない か を確認 し、必要事 項 を記 入す る(⑬)。 対応 の仕方 に問

題 があ りそ うな事例 につい ては、 カ ンフ ァランスで検討 して も ら う。 カ ンファ ランスで検

討 した結果 、改 善すべ き点 が ある場合 には学習相 談 カー ドにそ の点 につ いて の メモ を記入

す る(⑭)。 学習 相談 カー ドは一定 の分類 基準(相 談 コー ド)に した が って保 存す る(⑮)。

過去 の学習 相談事 例 は次の学習相 談 で利 用で き るか らで あ り、 さ らに学習相 談カー ドを整

理す る ことによ り行 政上 の資料等 と して活用す る こともで きるか らであ る。 学習相 談カー

ドの整 理 ・保存 の手続 きが終 わ る と、その学習 相談 は完了す るこ とにな る。
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図6学 習相談 フロー



6学 習相 談 ツール の開発

(1)学 習 相談 カー ドと学習相 談 コー ド

相 談 カー ドとは学 習相談 の 内容 を記録 す る もの で、相談 内容や 回答 内容 を記 載す る欄 を

設 け、 さらに備 考欄 に はカ ンフ ァランスで の検討結果 な どをメモで き るよ うに してお く と

便利 で あろ う。 相談 カー ドをつ くって お く と、 カン ファ ランスや 次 の学習相 談 で活用す る

と共 に行政 資料 とす る こ とがで きる。

カ ンフ ァラ ンスでは 、相談 カー ドを も とに学習 相談員 の回答 が よか ったか ど うか 、な ど

を皆で検討 す るこ とにな る。 また 、次 の学 習相談 で活用 す る とは、似た学 習相 談が あ った

場 合 に相 談 カー ドに既 に記載 され てい る過 去 の相 談 内容 を参 考 にす る ことを意 味 してい る。

行 政資 料 にす る とは 、学習相 談 の内容 はそ の地域 の学習者 の問題 や悩 み を表 して い るので、

相 談 カー ドを集 計 した結果 は行政 資料 として活用 で きる。

一方 、相 談 コー ドとは 、相 談 カー ドを分類 して保存 す るた めの コー ドで あ る。分 類基 準

をつ く り、 コー ド表 を作成 して お く と相 談 カー ドを整理 してお くのに よい であ ろ う。

(2)学 習ニー ズ診 断(ニ ー ズチ ェ ック)と 学習診 断(ポ イ ン トチ ェ ック)の 開発

何 か学習 したいが何 を学 習 して よいかわ か らない、 とい った人 の潜 在的 な学習 ニー ズ を

探 るものが学習 ニー ズ診 断表 であ る。 ここで は横 浜市 のニー ズ診 断表 を紹 介す るこ とに し

よ う。横 浜 市で はそれ をニー ズチ ェ ック表 とよんで い るが、 資料1が それ で あ る*。 手軽

に学習者 自身 が行 うこ とがで き、 関心の あ る領域 が プ ロフ ィール に示 され る よ うにな って

い る。 なお 、資料1の 学習 内容 の分 野 は横 浜 市の学習機 会 の実情 を考慮 して設 定 され て い

るの で、各 地域 でニー ズ診断表 を作 成す る とき にはそれ ぞれ 工夫 す る必 要 があ る。 また 、

資料1の ニーズ チ ェ ック表 では 、職 業 に関す る学習 につ いて は、適性 検査 な どが既 に開発

され てい るので除 いて あ る。

どこに学 習上 の問題 が あ るの かわか らな い とい った場合 に、学習者 の 問題 の所在 を探 る

ものが学習 診断表 で あ る。 それ につ いて も横 浜市 の学習診 断表(ポ イ ン トチ ェ ック表)を

紹介 す る こ とに しよ う(資 料2)。 ポイ ン ト1か らポイ ン ト7ま で順 に矢 印に したが って学

習相 談員 は学習 者 に聞い てい く。 一番右 側 には学 習相談 員 が ど う対 応 した らよいか の手 が

か りが示 して あ る。

*横 浜市教 育委員 会 『学 習相談HANDBOOK』(改 訂版)平 成11年
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資料2ポ イ ン トチ ェ ック表



7今 後の課題

最後 に、幾つ かの課題 につい て述 べ てお こ う。

第1に 、横 浜 市が開発 したニー ズチ ェ ック表 やポイ ン トチ ェ ック表 は個人 の相 談 に関す

るもので あ る。 グル ー プ ・団体活動 に 関す るツール はまだ 開発 されて いない ので、今 後 そ

の開発 が望 まれ る。

第2に 、 学習相 談 の独 自性 、専 門性 が広 く社 会で認 知 され るた め には、学習 相談員 は学

習技法 に熟知 してい る こ とが望 まれ る。学 習相 談員 の学習技 法習得 の重 要性 につい ては あ

ま り指 摘 され て いない が、学 習相談 の独 自性 はま さに学習技 法の ア ドバ イス にあ る とい っ

て も言 い過 ぎでは ないで あ ろ う。

第3に 、今 後高度 情報 化 が一層進 展 し 「生涯 学習eソ サエ テ ィ」が実 現すれ ば、イ ンタ

ーネ ッ ト等 を使 ったeラ ー ニ ングで学 習す る人 も増 え る こ とで あろ う*
。 そ の よ うにな っ

た時 には、 学習相 談員 の役割 も変化 して い く もの と思 われ る。 ちなみ に、eラ ーニ ング ・

システ ムで求 め られ るア ドバ イザー機 能 には 、表3の よ うな ものが あげ られ る。

Aの 機 能 とは、 コンテ ンツの内容 に関す る学 習者 の疑 問 に対 して専 門的 に答 える機 能 で

あ る。す べ ての地域 に多岐 にわた る学習 内容 ご とに専 門家 を配置す る ことは不 可能 に近 い

ため 、広 域 で考 え、情報 通信 システ ム を使 っ て どこか らで も学習者 の質 問 に答 え られ るよ

うにす る とよい であ ろ う。「ひ ょ うごイ ンター キャ ンパ ス」では、県 レベ ルで はあ るがそ の

よ うなシステ ム をつ くってい る。

Bの 機 能 とは、学 習者 が学習 か ら ドロ ップ ア ウ トしない よ うに、励 ま した り悩 み の相談

に乗 った りす る、一種 の伴走者 の機能 で あ る。 カ ウンセ リン グの 知識 ・技術 を有 してい る

人 がそ の よ うな支援 を行 うこ とが望 ま しい。対 面、電話 、eメ ール 等 のあ らゆ る手段 を使

って支援す る とよい であ ろ う。

Cの 機 能 が、 これ まで述べ て きた よ うな、 いわ ゆる学習相 談の機 能 であ る。 学習相 談 で

は、学習 者 に対 して 自分 に あった学習 計画 の作 り方 、調 べ方 、表現 法 、発 表 の仕 方 、本 の

読 み方 、 自己評 価 の仕方 な どの学習 の仕方 を ア ドバイ スす る。 あるい は、学習者 の ニー ズ

にあ った コンテ ンツや 学習機 会 を紹介 した りす る。

Dの 機 能 の場 合 は、学習者 が希望 す る職 種 に あった コンテ ンツや 学習機 会 を紹介 した り、

資格取得 にあ った コンテ ンツの学び方 をア ドバ イス した りす る機能 で あ る。「ひ ょ うごイ ン

ター キ ャンパ ス」 には 資格取得 ナ ビゲー ター の機 能 があ るよ うに、職種 とコンテ ンツ、資

格 取得 とコンテ ンツが1対1で 対応 してい れ ば、必ず しも支援 者 が必要 とされ る とは限 ら

ない。 また 、FAQ機 能 で も対応 で きる もの もあ ろ う。

*井 内慶 次郎監修
、山本 恒夫 ・浅井経 子編 著 『生涯学 習[eソ サエテ ィ]ハ ン ドブ ック』、

前掲書 を参照。
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表3eラ ー ニ ング ・システム で求め られ る学 習相談

A

B

C

D

学習相談の機能

コンテ ンツ に関わ る専 門知識 ・技術

につ いて のチ ュー ター機能

励 ま した り悩 み の相 談 に応 じた りす

るメ ンター機 能

学 習者 の レベ ル 、ニー ズ にあった 学

習機 会や コ ンテ ンツを紹介 した り、

学習 の仕 方 を助 言 した りす る学習 相

談機能

学習機 会 ・コンテ ンツ と職 業 との関

係 につい て助言 す る機 能(資 格 取得

ナ ビゲー ター の機能 を含 む)

備 考

全 国 に 専 門 家 を配 置 し 、 イ ン タ ー ネ ッ ト等 を 活

用 し て 、 相 談 で き る 体 制 を と る 、 な ど。

学 習 者 の 伴 走 者 と も い え る メ ン タ ー は 、 カ ウ ン

セ リ ン グ の 知 識 ・技 術 を も っ て い る こ と が 望 ま

れ る 。

いわゆる学習相談員 と同 じであ るが、地域 を越

えた学 習情報やWeb上 の コンテ ンツに精通 して

い ることが求め られ る。

eラ ーニ ングは 目的がはっき りした学習 に向い

てい るといわれ るため、希望す る職種や取得 し

たい資格 に関す る知識 ・技術 の学び方等の助言

が求 め られ る。
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広聴社会教 育の広報第6章



第1節 広報の意義と実際

1広 報の意義と役割

(1)広 報 の 意 義

① 広 報 の 意 味

広 報 とは 、 広 く社 会 に 「報 ず る」 「知 らせ る」 「伝 達 す る」 とい う意 味 で あ り、 企 業(組

織 や 団 体 を含 む)が 社 会 に 向 け て 「情 報 発 信 す る」 こ と を意 味 す る用 語 と して使 用 され る。

一 般 的 に 広 報 活 動 とは
、 企 業 が 、 利 害 関 係 を持 っ 人 々 と の 関 係 を 持 つ こ とを 目的 に した

コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン活 動 とい え る。 こ う した 企 業 が 行 うコ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン活 動 を 、 コー

ポ レー ト ・コ ミ ュニ ケ ー シ ョン とい う。 コ ー ポ レー ト ・コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン の 具 体 的 な 方

法 と して は 、 広 報 、 広 告 や セ ー ル ス ・プ ロモ ー シ ョン(販 売 促 進 活 動)な どが あ る。

② パ ブ リ ック ・リ レー シ ョン ズ(PublicRelations)

パ ブ リ ッ ク ・リ レー シ ョ ン ズ 、 す な わ ちPRと い う用 語 は 、 広 義 の広 報 を示 す 言 葉 と し

て理 解 され て い る。 辞 典 で は 「企 業 体 ま た は 官 庁 な どが 、 大 衆 や 従 業 員 な どの 信 頼 と理 解

とを高 め るた め に 行 う宣 伝 広 告 活 動 」(広 辞 苑)と 解 釈 され て い る。

広 報 とい う用 語 が 、 社 会 に 対 して 「情 報 発 信 す る」 とい う意 味 を持 つ た め 、 企 業 が コー

ポ レー ト ・コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン を 図 ろ う とす る こ とは 、 「公 け(Public)」 との 良 好 な 関係

を形 成 す る こ とが 目的 で あ り、 こ う した 活 動 がPRと い うこ とに な る。

PRと い う言 葉 が 初 め て 登 場 した の は 、1802年 に ア メ リカ 合 衆 国 大 統 領 トー マ ス ・ジ ェ

フ ァー ソ ンが 示 した 教 書 に お い て で あ る。 わ が 国 で 一 般 的 に 使 わ れ る よ うに な っ た き っ か

けは 、 第 二 次 世 界 大 戦 後 に 日本 に 駐 留 したGHQの 下 部 組 織 で あ るCIE(連 合 軍 民 間 情 報 教 育

局)が 、1947(昭 和22)年 に 、 各 都 道 府 県 に対 してPRO(パ ブ リ ック ・リ レー シ ョン ズ ・オ

フ ィサ ー)の 設 置 を 求 めた こ と に よ る。 こ のPRO設 置 の 目的 は 「開 か れ た 自治 体 行 政 」 の 推

進 とい うこ とで あ り、 自治 体 情 報 の 公 開性 や 透 明性 の 追 究 に あ っ た。

こ う した 考 え方 は現 代 の 広 報 の 考 え方 や 在 り方 と も深 く結 び つ い て い る。

例 え ば 「今 日的 に い え ば 、 単 に語 り、 耳 を傾 け る だ け で な く、 そ れ を通 じて 『よ り良 い

共 生 関係 の 実 現 に 向 け て 自己 矯 正 して い く こ と』 で あ る」(『 広 報110番 』 電 通 パ ブ リ ッ ク

リ レー シ ョン ズ,p.19)と い っ た 考 え 方 はPRの 在 り方 を よ く説 明 して い る し、 「PRと

は も と も と企 業 の 自 己修 正 活 動 を い うの で あ り、 一 般 的 に は企 業 と大 衆 との 間 に 、 信 頼 関

係 を作 り上 げ る た め の活 動 で あ り、 そ の 点 、 プ ロパ ガ ン ダ(宣 伝)と は本 質 的 に 異 な る」

(佐 藤 彰 「企 業 広 告 と行 政 広 報 」 『広 報 』1980.9)と い っ た 指 摘 もPRの 意 味 を よ く あ

らわ して い る。

③ パ ブ リシテ ィ と メデ ィ ア

狭 義 の意 味 で の 広 報 の一 つ と され るの が パ ブ リシテ ィ(pablicity)で あ る。

パ ブ リシ テ ィ と は 、 「ア.一 般 に 広 く知 らせ る こ と。 周 知 。 イ.政 府 ・企 業 ・団 体 が マ

ス メ デ ィ ア を 通 じて 望 ま しい 情 報 の 伝 達 を め ざす 活 動 。」(広 辞 苑)と い う解 釈 が あ る が 、

企 業 が 提 供 した 情 報 を 、 マ ス コ ミな どの メ デ ィ ア が 媒 体 とな っ て 、 媒 体 自身 の判 断 で 報 道
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と して取 り上 げて社 会 に伝達 す るこ とを指 してい る。

メデ ィア を とお してパ ブ リシテ ィ活動 が な され た場合 、情報 が精選 され て、正確 で 客観

的 な ものに なる ところか ら、学習効果 を持 った もの になる こ とが期待 され る。

また 、マス コ ミな どに情 報提供 す る側 が行 政 で ある よ うな場合 は、パ ブ リシテ ィ活 動 は

行政 と市民 をつな ぐことにな る。

(2)広 報 の 役 割

① コー ポ レー ト ・ガ バ ナ ン ス の 機 能

企 業 に お い て は 、 経 営 が 正 し く行 わ れ て い る か ど うか の 評 価 が 重 要 で あ る。 「コ ー ポ レ

ー トガ バ ナ ン ス は 、 そ の 経 営 が 正 し く行 われ て い るか ど うか を 監 視 、 監 査 、 あ る い は チ ェ

ック す る こ とで あ る」(前 出 『広 報110番 』、p.22)と され るが 、 広 報 を行 うの が 行 政 で あ

る場 合 に は 、 利 害 関係 を持 つ 住 民 に対 して行 うPRは 、 単 な る情 報 提 供 に 止 ま る も の で は

な く、 行 政 施 策 につ い て住 民 に よ る評 価 を 得 る こ とを 目的 と して い る。 そ の意 味 で 、 行 政

広 報 は コー ポ レー ト ・ガ バ ナ ン ス の機 能 を持 って い る。

②説 明責任 と公共性

行 政広報 には 、公 開性 、透 明性 に よるアカ ウンタビ リテ ィ(説 明責任)と しての役割(公

開性 、透 明性)が あ る こ とは もち ろん で あるが 、その 内容 と特 性 には公共性 が存在 す る。

内容 にっ い ては、行 政広報 の ほ とん どは公 共的 な利益 が追 究 され 、公 的責任 に基づ いて

実施 され てい る。 社 会教 育の よ うな教 育 の領 域 か ら提供 され るよ うな広報 にお いて は、公

民 と しての住 民の育 成 な どにかかわ る ものが多 く、人権 意識 を高 め る啓発 性 があ る ことも

大切 な性 質で あ る。 次 に行 政広 報 の特 性 であ るが、平 等性や 公平性 、客観 性や 不偏性 とい

った原理 に基 づい て広報 が行 われ てお り、 さ らに迅速性 とい った こ とが要求 され る場 合 も

多 い。

③ 対話 関係 に よる学習機能 の確 立

広報 にお いて は、情 報提供 者 と情報収集 者 の 両者 が 、 コ ミュニ ケー シ ョン活動 を とお し

て相互 理解 を図 るこ とが大切 で あ る。 また 、情報提 供 の意味 も大 き く変化 しつつ あ り、封

建社会 にお い ては、従 わせ るための情報 提供 が な され た よ うな場合 も少 な くなか ったが、

や がて人 々 に理解 させ るた めの情報提 供へ と変化 し、今 日の よ うな生涯 学習社 会 において

は 、住民 が対話 関係 を持 つ こ とによ り、学 習す るこ とが で きる情報 提供 へ と変化 して きて

い る。

(3)社 会 教 育 の広 報 の 機 能

社 会 教 育 の 広 報 に お い て 最 も重 要 な機 能 は 、 学 習 機 会 に 関 わ る情 報 の 提 供 で あ る。 学 習

機 会 に 関 わ る情 報 に つ い て は 、4W2H(When、Where、Who、What、How-to、Hou-much)に 関

す る もの が 必 要 とな る。 人 々 の学 習 を 障 害 す る要 因 の 一 つ と して 存 在 す る 「情 報 に 関 わ る

学 習 阻害 要 因 」 の 克 服 を め ざす こ とが 大 切 とな る。
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①住 民の学習 の促 進機能(動 機 づけ と誘動性)

社 会教 育調査 で は、潜在 的学 習関心 者や 顕在 的学習 関心者 が多数 存在 す る こ とが分 かっ

てい るが、広報 は こ うした人 々の学習 レデ ィネ ス を形成 す るこ とに役 立つ。学 習活 動 に対

して 「意識 レベ ル」 や 「関心 レベ ル 」 に ある人 が、 「行動 レベ ル」 に転 換 で きる よ うな広

報 が望まれ てい る。

②住 民 の学 習の進展拡 大機 能

社 会教 育 におい て は、生活課題 や 地域課 題 と学習機 会 との結合 を図 るこ とが でき る。 広

報 は こ うした課 題 に深 く関わ り、学 習活動 を発 展的 に させ る機 能 を持 っ。補 充学 習、継 続

学習や発 展学 習へ の支援 を可能 とし、社 会教 育の 内容 も要 求課題 か ら必要課題 へ と転換 で

きるよ うにな る。

③ 啓発機能 と普及 ・浸透機能

広報 にお いて は、提供 され る情報 を社 会教 育の場 で教材 として活用(情 報の学 習化)す

るこ とが可能 で あ る。 特 に地域 や住 民 の生活 に関 わ る情報 は、住民 自身 に関わ る内容 で あ

るが ゆ えに、啓発機 能 だ けでな く、情報 内容 の普及 と浸透 といっ た機 能 が働 くので あ る。

④ コ ミュニテ ィの維 持 ・発展機 能

広報 の場 は、住 民全 体 の コ ミュニ ケー シ ョンの機 会 とい え よ う。 住民 同士 の話 合 いの場

を組織 す る性 質 が あ り、住 民双方 が意 見交換 の機 会 を持 つ こ とにな る。 ここではPRの 機

能 を活用 す るこ とが重要 とな る。

2広 報の実際

(1)社 会教 育の広報活動

① 自治体(教 育委員 会事務局)に お け る広報活 動

ア 広報 誌 の活 用

教育委 員会 事務局 の主 な広報活 動 に、 「教 育委員会 報」 「社会 教育 だ よ り」の刊行 が

ある。こ う した定期刊行 物 につ いては、その特性 を生 か した内容づ く りが必 要で ある。

また リー フ レッ トや パ ン フ レッ トな どの発 行 も時宜 を得た ものであ るな らば効果 的で

ある。広 報誌 の刊 行 につ いての特性 と課題 をあげ る と次 の よ うにな る。

(ア)情 報 を広範囲 に よ り正確 に伝 える ことがで き る。

(イ)予 定 され て継続 した情報提 供が でき る。

(ウ)紙 面(ス ペー ス)の 問題 が ある。

(エ)時 間的 な制約 とい う問題 が ある。

(オ)記 事 として重 点的 に取 り上 げ られ ない場合 が ある。

イ 映画やVTRな どの映像 ・音 声媒体 の活 用

住 民 に対 す る教育や 啓発 の手段 と して、映像 ・音 声媒体 を活 用 した広報 が効果 的 で

ある。 こ うした媒体 には 、感 性 に訴 え るとい う特性 が あ る。 次 に映像 ・音 声媒体 の特
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質 と課題 をあげ る。

(ア)繰 り返 して見 る ことに よ り情 報 を確 め るこ とがで きる。

(イ)画 像 を とお して見 るので実感 的 に把握 で きる。

(ウ)保 存や郵 送等 に よる送付 が可能で あ る。

(エ)情 報提供 す る側 が撮影 ・制 作す る とい う手 間がかか る。

(オ)見 るための機器 が要 る とい う制約 があ る。

ウWeb上 での情報提供(デ ジタル 媒体)の 活用

新 しい広報媒体 と しての役 割が期待 され てい るのがWeb上 での情報提供 で あ る。近年、

イ ンターネ ッ トが家庭 に急 速 に普及 した結果 で あ るが、一方 で はデ ジタルデ ィバ イ ド

や情 報管理 上 の さま ざま な問題 もあ るの で、そ うした負 の要因 を克服 しな が ら推進 す

る必 要が ある。

次 にデ ジタル媒 体 の特 質 と課題 をあ げる。

(ア)こ れ か らの情 報提供 の主役で あ り、遠隔地 に情報提供 で きる。

(イ)双 方向で の情 報交換 が可能 とな る。

(ウ)Webの 特性 で あ るネ ッ トワー クを活用 で きる。(情 報 提供 シ ステ ム の構 築)

(エ)コ ス ト面 で安価 であ る。

(オ)現 段 階 では、 まだ全 国の家庭 全体 で情報 ネ ッ トが整備 され てい ない。

(カ)デ ジタルデ ィバイ ドや 情報管 理上 の種 々の問題 が ある。

②社会 教育施設(生 涯学 習施設 を含 む)に お ける広 報活動

ア 公民館 の広報活動

社会 教 育施設 の 中核 をなすの は公 民館 であ る。 例 えば 「公 民館 だ よ り」で 事業 にか

か わ る 日時、会 場 、学習 内容、 費用 な どの情報 を掲載 した り、 ち ら しや ポ スター で広

報 を進 め てい る。 「講座 通信 」 といっ た形 で、特 定 の講座 にかか わ る人 々の活 動 を紹

介 した り、講 師や学 習者 の意見 を紙 面 に載 せ た りして、継続 学習 に役 立たせ て い る。

イ 図 書館 の広報 ・広聴活 動

図書館 での 広報 活動 として は 、 「図書館 報 」 の発 行 な どが あるが 、図書 館 の所在 地

や 開館 時間 な どの施設や 運営 にかかわ る詳 細情報 の掲載 が不 可欠 であ る。 「図書館 報」

の活 用 だ けでな く、壁新 聞 、ポス ター な どの広 報活 動 も有効 であ るが、人 的交流 によ

る情報提 供 と情報 収集 を さらに進 め る必要 が ある。

(2)社 会教育 の広報 の進 め方

① 広報 の対象

一般 に社 会教 育の場 で広報 を進 めて い く際は
、大勢 の人 々を対象 とす る場合 が多 く、 そ

うした こ とに対す る配 慮 が求 め られ る。 特 に社会 教育 では 、広報媒 体 の選 定 が制 限 され る

とい う問題 が あ る。 また 、教育 の場 とい う性 質上 、詳細 な情 報提供 が で きないた めに焦 点

がぼや け る場合 もあ るので、そ の点につい ての注意 を必 要 とす る。

対象 を絞 り込 んで広 報 を実施す る場 合 には、 対象 のニー ズに 見合 った特徴 を示す よ うな

広 報 が必要 で あ る。広 報す る対象 を絞 り込 む こ とは 、訴求 内容 が明瞭 にな る とい う利 点 が
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あ る が 、 相 手 を 選 定 す る こ とのむ ず か し さが あ る。

対 象 者 の 区 分

(ア)企 業や 団 体 内 部:全 部 局 、 当該 部 局 、 関連 部 局

(イ)自 治 体:特 定 区 域 、 当該 自治 体 全 域 、府 県 全 域 、 近 隣 他 府 県 、 全 国 、 国 際 社 会

(ウ)性 別:男 性 、 女 性 、 区 分 な し

(エ)年 齢=子 ど も、 青 年 、 中年 、 高 齢 者 、 区 分 な し

(オ)属 性:児 童 ・生 徒 、学 生 、 主 婦 、サ ラ リー マ ン 、雇 用 主 、 団 体 や 業 界 の 所 属 者 、

特 定施 設 の対 象 者 、 オ ピニ オ ン リー ダー 、 そ の他

②広報 の 内容

社会 教 育の広 報 の内容 につい て は、次 の二点 につい て配 慮 した もので ある こ とが望 ま し

い。

まず 第 一 に、知 らせ るべ き内容 を明確化 す る こ とであ る。 責任 者 が誰 で あ るか、趣 旨が

何 か を明確 に相 手 に伝 え るよ うに しな けれ ば な らない。 そ して広 報 内容 に関 しては 、社 会

教 育で何 が必 要 とされ てい るのか 、ま た何 を必 要 とす るのか を十分 に検 討 した もの であ る

ことが求 め られ る。

第 二に 、社会教育 の場 での広報で は、新 しい学習需 要 を形成す るよ う努 める必 要が ある。

今 日の社 会教 育 にお ける現代 的課題 につ い ては もちろん の こ と、新 しい ニー ズを作 り上 げ

るこ とが広報 の重 要 な役 割 であ る。 広報 につ いて は、届 け る事 項以 上 に啓 発や 教育 の機 能

を活用 した内容 の ものにす る こ とが大切 とい え よ う。

③広報 の主題 の設 定

広報 を実施 す る際 には 、企 画 と立案 、訴 求事項 の設 定、 そ して主題 の設 定 とい った過程

で何 を広 報す るかを明確 に して い くことが求 め られ る。

まず 企画 と立案で あ るが、新 しい事 業 に関す る情報 を提供 しよ うとす る場合 には、広報

自体 に創意 や 工夫 を必 要 とす る。 既 に行 った こ とが あ るよ うな事 業 に関す る情 報提 供 の場

合 は、更新上 の変化 を求 めた広報 内容 にす る ことが望ま しい。

次に重要 な ことは、訴 求事項 の設 定 を効 果的 に行 うこ とで ある。 広報 の対象 者 に何 を訴

えるの かを明確 にす るこ とが大切 で あ る。 社会情 勢 の変化 や今後 の 見 とお しをふ ま えた広

報 になって い るか どうか、十分 に内容 を検討 す る ことが必要 であ る。

主題 の設 定 につ いて は、訴求 事項 に 関す るポイ ン トをよ く整理 した後 に、それ に見 合 っ

た適 切 な主題 を設 定す る こ とにな る。 情 報の発信 者 と受信 者 の問で 、広報 内容 の認 識 や評

価 が的確 な もの になるか ど うか をよ く検討 して主題 を設定す るこ とであ る。

④ 広報媒 体 ・手段 と役割

広報 が よ り効果 的 な もの にな るか ど うか は、媒体 と して何 を選ぶ か とい うこ と と深 く関

係 す る。 つ ま り広 報媒 体 の選 択 に十 分 に配慮す る必 要 があ る。 選択 につ いて は、社会 教育
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事業 の性格 、規模 、対 象 な どの要 素 を考慮 して進 め る ことにな る。広 報 内容 によって使 用

す る広報媒 体 を選 定す るこ とが 望ま しく、 それ ぞれ の 内容 に よって各 種 の広報媒 体(メ デ

ィア)を 組 み合 わせ て 、広報 して い くことであ る。

多 種 多様 な 行 政 情 報 媒 体

(ア)口 語 言 語 媒 体:相 談 ・面 談 窓 口 、電 話 相 談

(イ)映 像 媒 体:テ レ ビ、 ビデ オ 、 ホー ムペ ー ジ 、 映 画 、 ラ ジ オ 、 電 光 ニ ュー ス

(ウ)印 刷 媒 体:(リ ー フ レ ッ ト、 パ ン フ レ ッ ト、 定 期 刊 行 物 、新 聞 、 広 報 誌 な ど

の 冊 子 、 ポ ス タ ー 、 ち ら しな ど)

(エ)音 声 媒 体=テ ー プ 類 、 レ コー ドやCD類

(オ)物 品媒 体=テ ィ ッ シ ュペ ー パ ー 、 グ ッズ 類

行 政 が利 用す る主 な広報 媒体 を あげ る と上記 の よ うな ものにな るが、今 後 はPCな どを

使 用 したデ ジタル情報 が主 流 を 占める よ うにな るで あろ う。 また 、それ に見合 った新 しい

媒体 が 出現 す る こ とも当然 の成 り行 きで あ るた め、社会 教育指 導者 は常 に情報 ツール の動

向 に注意 す る ことが大切 であ る。

広 報手段 と して は、前述 した よ うなパ ブ リシテ ィ効果 の活 用 とい う方 法 を検討 す る必要

が あ る。パ ブ リシテ ィにつ い ては、 日刊 新 聞 ・通信 社やVHF・UHFの テ レビ報道 な どのマス

コ ミに対 して 、ニ ュース の提供 を行 うこ とに よって実 現 され るもので ある。 よ く吟味 され

た 内容 の情報 を提 供 してい くこ とが良い結果 を生ん でい くこ とにな る。

次 に広報 媒体 の役割 と問題点 につ いて考 えてみ よ う。 まず 広報媒 体の役 割 であ るが、社

会教 育 に関わ るよ うな広報 媒体 の役割 としては 、地域や 住 民の生活 に密 着 した情 報 を よ り

正確 に伝 える ことがで き、一時 に大勢 の人 に伝 える ことがで きる とい う利 点が ある。

そ の反 面、広 報媒 体の 問題点 と しては 、媒体 に よって は住 民 に分 か り易い文 章や説 明 を

必要 と し、広報 文章 としての客観性 の保 障 とい う視点 が重要 であ る。

⑤ 広報 の時期(タ イ ミング)

広 報 を実施す る際の難 しさの一つ が時期 に 関わ る問題 であ る。適 した時期 を外す と折角

の広 報 も意 味を失 って しま う場合 があ る。

一般 的 に
、広 報活 動 に求 め られ る時期 的 な課題 につ い ては 、(ア)時 代感 覚 が合 って い

る こ と、(イ)季 節感 覚が適 してい る こと、(ウ)リ アル タイ ムであ る ことな どで あ る。

広 報 の趣 旨か らす る と、一度 広報す れ ば良い ので はな く、み んなが理 解す るま で、 あ ら

ゆ る広報 媒体 を使 って繰 り返 し広報 す る こ とに よっては じめて広報 効果 が生 まれ る点 を大

切 にす る必要 が あ る。つ ま り大勢 の人 々が広報 内容 を共通理 解 を し、学 習 レジネ スを形成

す るところまで高 まって、本 当に効果的 な広報だ とい えるのであ る。

⑥ 広報担 当者 の役割 と能力

広報 担 当者 には、 コ ミュニ ケー シ ョン ・マネ ー ジャー と して の役 割 が求 め られ る。 社会

教 育指 導者 は、多 くの住 民 との コ ミュニケー シ ョンに基づ いて 、社 会教 育計 画 を立案 、実

施 、評価 す るこ とが望 ま しく、広報 にお いて特 にそ の こ とが重要 な意 味 をもつ。例 え ば公
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民館 に集 った人 々の人 間関係 をつ な ぐの が指 導者 の役割 な らば、学 習活動 を通 じて人 間 関

係 を結 ぶ よ うに支援 す るの も指 導者 の役割 で ある。 こ うした指導者 に必 要 とされ るのは コ

ミュニ ケー シ ョン能 力 であ り、それ は人 間関係力 と呼ぶべ き指導者 の力 量 の一っ であ る。

そ うで あるが ゆえ に、社会教 育指 導者 には広報 担 当者 と して の 自覚 、社会 的使 命や 責任

感 を持 って、住民 との不断 の コミュニ ケー シ ョンに臨む こ とが大切で ある とい える。

次 に広報担 当者 に必要 とされ る能 力 につい てで あるが 、広報活動 を組 織す るこ とがで き

るよ うなマネ ジメ ン ト能力(プ ランナ ー、 プ ログラマー 、プ ロデ ュー サー としての力量)、

それ に学習意 欲 を高 めて人 間関係 づ くりに まで発 展 させ る よ うな ファシ リテー ト能 力(学

習意欲 の高 揚 、人間 関係 形成 へ の配慮 、マー ケテ ィ ングに基づ く課 題 の設 定な ど)が 求 め

られて い る。

(3)広 報紙 の作 り方

①広報 紙の構成

広報 紙 を手 に した読 者 は、最初 に どの よ うな印象 を もつ だろ うか。 ま た必要 な事柄 が適

切 に伝 わる よ うな 内容 になって い るのだ ろ うか。広 報紙 作成者 は 、まずそ の こ とを思 い、

紙 面全体 の構成 を どの よ うな もの にす るのか を十 分 に検 討す るこ とが必要 で あ る。読 み手

に興味や 関心 を持 って も ら うには、訴 求力 の強 い記 事 が配置 され た広報紙 を作成 す る こ と

であ る。

構成 上 で留意すべ き事 項 として、以下 の五点が あが る。

ア 必 要 とされ る内容 の記 事が、適切 に配置 され てい るか。

イ 時宜 に見合 った内容 の記 事で構成 されて い るか。

ウ 構成 全体 が多彩で 、読 み手の 関心 を 高める よ うな 内容 となってい るか。

工 読み手や社会 全体 の立場 に立 った もので、客観 的かつ公正 な内容 にな って い るか。

オ 書 き手 と読 み手 の双 方向性が確保 され てい るか。

読者 が興 味や 関心 を高 め、それ が教 育的効果 を発揮 す る よ うな広報 を行 うに は、多彩 な

手法 を用 いた記 事の構 成 が求 め られ る。 記事作 成 に関わ る手法 を次 に参 考 と して示 してお

く。

報 道 記 事 型 一一… 一一

解 説 型

エ ツ セ イ 型 一一一一一一一

対 談 型

イ ン タ ビ ュ ー 型 一一…

体 験 談 型 一… 一一一

ル ポ ル タ ー ジ ュ 型 一一

モ ノ ロ ー グ 型 一一一一一一一

事実 を客観 的 に説 明 した記事

対象 とな る事象 を分析 ・評価 して論述 した記事

主 張すべ き内容 を書 き手の主観や感 想 を交 えなが ら述 べ た記 事

対談 の様子 をま とめた よ うな記事

イ ン タ ビュー を した 内容 を問答型 でま とめた よ うな記事

ある体験 を した 当事者 がその こ とを語 った記事

実際の様子 を レポー トした人 が率直 にその内容 をま とめた記事

自問 自答 した り、述懐 した りしなが ら内容 を説 明す る記 事

②記事 の書 き方

記事 を書 く際 には 、紙 面構成 の全 体 を考 えなが ら執筆 す るこ とに なるが、一 般的 な記事
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に つ い て は ま ず 事 実 を 正 し く読 者 に 伝 え る こ と が 大 切 で あ る。 そ の た め に 、 記 事 に 不 可 欠

な 要 素 と して 求 め られ るの が 「5W2HYTT」 で あ る。

5Wと は 、 「だ れ がWho」 「い つWhen」 「ど こでWhere」 「何 をWhen」 「何 故Why」 で 、

2Hと は 、 「どの よ うにHow」 「どれ く らい の 経 費Howmuch」 で あ り、 さ ら にYTTと は 、 「過

去 はYesterdy」 「現 在 はToday」 「将 来 はTomorrow」 を い う。

さ らに 記 事 を 書 く とき に 留 意 す べ き こ とは 、 「見 出 し」 か ら は じ ま る 文 章 全 体 が 、 読 み

手 に と っ て わ か りや す く書 か れ て い るか ど うか とい う点 で あ る。 っ ま り広 報 に 適 した 平 易

な 「文 章 」 と 「こ とば 」 の使 い 方 が な され て い るか ど うか 、常 に 見 直 す こ とが 大 切 で あ る。

ア 広報 に適 した 「文 章」の書 き方

(ア)率 直 な文章 が望 ま しく、誇 大 な表現 に な らない よ うに注意す る。

(イ)他 人 の人権 を侵害 す るよ うな こ とにな らない よ うに注 意す る。

(ウ)無 駄 な言葉 を使 わず 、適 切 な語 句 を使 って 、緊密 な構文 とな るよ うにす る。

(エ)何 を訴 えてい るのか、記事 の主張 を明確 にす る。

(オ)文 章 は冒頭 が勝負 だ とい うこ とに留 意す る。

(カ)長 文 とな るよ うな、 中止法 を使 った文 章 は避 け る。

(キ)主 語 と述語 の 関係 を明確 にす る。

(ク)修 飾 語 は多用す る ことな く、文章が 生 きるよ うに上手 に活 用す る。

(ケ)指 示代名詞や接 続詞 をな るべ く避 けた文章 にす る。

(コ)新 しい言葉 につい ては、概念 が正 しく理解 で きる よ うに説 明す る。

イ 広報 に適 した 「こ とば」の使い方

(ア)読 ん で分 か るこ とば

(イ)簡 潔 なこ とば

(ウ)読 み手 の心に迫 る こ とば

(エ)含 蓄の ある ことば

(オ)使 い古 され てい ない こ とば

③ 文字 の表 し方

文字 の大 き さや 書体 、言葉 の意 味や語 感 な どが、読者 に とって読 みやす い もの にな って

い るか ど うか とい う点 が重要 で あ る。 参考 と して、文字 の 大 き さと書体 につ いて示 してお

く。
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文 字 の 大 き さ

(ア)8ポ イ ン ト(12級)

(イ)9ポ イ ン ト(13級)

(ウ)10ポ イ ン ト(14級)

(エ)10.5ポ イ ン ト(15級)

(オ)12ポ イ ン ト(18級)

(カ)20ポ イ ン ト(28級)

「広報活動」

「広報活動」

「広報 活 動 」

「広 報 活 動 」

「広 報 活 動 」

「広 報 活 動 」

文字 の書体

(ア)明 朝 「広 報活動 」

(イ)行 書体 「広 報 帰動 」

(ウ)楷 書体 「広報活動 」

(エ)ゴ シ ック 「広報 活動 」

(オ)太 ゴシ ック 「広報 活動 」

(カ)特 太 ゴシ ック 「広艘活 融 」

専用 書体

広 報紙 に よって は専用 書体 を採 用 して い る場 合 があ るが、 いず れ にせ よ紙面構

成 や記事 に適 切 な もの を選択す れ ば よい。

④絵画 や写真 の使 い方

文字や 言葉 だ けでな く、 「見 出 し」 と しての絵 画や 写真 な ども読 む者 に訴 え る力 を持 っ

ているので、構成 上配慮 を要す る事項 で あ る。

ア 広報 に適 した絵 画や写真 を使 用す る場合 のポイ ン ト

(ア)表 現 され てい る記事 内容 に見合 った絵 画 ・写真 を使 用 してい るか。

(イ)色 調 が美 しい絵画 ・写真 を使 用 して い るか。

(ウ)露 光が適切 な絵画 ・写真 を使 用 してい るか。

(エ)ピ ン トのずれ はないか。

(オ)で きるだけ大 き くて、 ク リアー な画像 ・写真 を使 用 してい るか。

(カ)著 作権 、 肖像権 に配 慮 してい るか。

イ 絵 画 や 写 真 を 広 報 の 「見 出 し」 に 使 用 した 場 合 の ポ イ ン ト

(ア)具 体 性 が あ り、記 事 の 内容 を よ くあ らわ した 「見 出 し」 に な っ て い る か。

(イ)や わ らか く て 、や さ しい文 章 で書 か れ た 「見 出 し」 に な っ て い るか 。

(ウ)楽 し くて 、 ユ ー モ ア の あ る 「見 出 し」 に な っ て い る か。

(エ)読 者 に押 しつ け が ま し くな い 、 さわ や か な 「見 出 し」 に な っ て い る か。

(オ)社 会 教 育 に相 応 しい 、 知 性 と創 造 力 の あ る 「見 出 し」 に な っ て い る か。

(カ)著 作 権 、 肖像 権 に 配 慮 して い る か。
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第2節 広聴の意義 と実際

1広 聴 の意義 と役割

(1)広 聴 につい ての理解

① 用語 としての広聴

広 報が社会 に 向けて 「情報発信 」をす るこ とであ るな らば、広聴 は社 会か ら 「情報受信」

す るこ とで あ る。広 聴 にお いて は、 ある課 題 に関 して の社 会 の意 見や 要望 を広 く聴 くこと

にな る。

②広報 と広聴 の関係

広報 と広聴 は、情報 の発信 と受信 とい う双 方 向の性質 を持 って相 互 に関係 す る ものであ

り、 コー ポ レー ト・コ ミュニケー シ ョンを支 え る重要 な機 能で あ る。

広報 が相 手 の理解 と信頼 を得 るた めに行 う情報 提供活 動 であ るな らば、広聴 は相手 が何

を要 求 し、何 に期 待 して い るのか を的確 に把 握 し、分析 して正 しく認識 す るため の情 報収

集 活動 とい うこ とに なる。

前述 したPROは 実 は広聴機 能 を重視 した もので あった とされ るが、実 際に は、我 が国 にお

い ては広聴機 能 よ りも広報機 能 の方 が強 く発 揮 され る傾 向にあ った。 しか し、生涯学 習社

会 の到 来 に よって、経 営 的観 点 か らの評価 の機能 が注 目され つつ あ り、そ の意 味 で広 聴 は

重要 な役 割 を担 ってい るとい えよ う。

③広聴 の役割

企 業 が社 会 との 間に 良好 な関係 を築 くこ とを 目的 と して、 自身 の在 り様 を知 るため に行

う調 査や 情報収 集活 動 が広聴 な らば、行政 の よ うな公 企 業 にお いて は、広聴 は住 民意識 の

的確 な把握 と行 政施 策へ の反 映 とい う目的 を持 っ た行 為 とな る。 い わゆ る フィー ドバ ック

機能 の活 用 とい うこ とであ る。 行政施 策 を広報 す る こ とに よ り、そ の理解 をふ ま えて住 民

の 考 えが生 まれ るが、広 聴 に よって住民 の要望 を把握 し、それ を行政 施策 の企画 ・計画段

階や 実施 段 階で反 映 させ るこ とがで きる。 結果 につい ての反響 を把握 す る こ とも大切 であ

り、こ うした こ との繰 り返 しを とお して、フ ィー ドバ ックの確 立 を図ってい くことにな る。

っ ま り収 集 され た情 報 が、施 策 として 立案 され る ことに よって、情報 の 実体化 が進 め られ

る ことにな るので ある。

(2)社 会 教育 の広聴

① 社会教 育計画 立案 の基盤

自治 体 にお け る社 会 教育 計画 の立案 にお いて は、住 民が要 望す る学習課 題 を把 握す るこ

とが肝 要 であ る。 い わゆ る要求課題 とされ るもので あ るが 、広聴 を とお して地域 課題 や生

活 課題 をみ つ け るこ とがで き 、広 域的 な社会 問題 も含 めて 、住 民 に何 が 求 め られ てい るか

を把握す るこ とがで きる。 それ は社会 教育計 画の基盤 と して とらえ るべ き内容で あ る。
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②学習 の契機

行政 の広報 によっ て住 民 が情報 を共有 化 した とき、課題 が あれ ば住 民 はそ の情 報 を普及

させ る。 社会 教育 の広 報 な らば 、教 育 的効果 を持 った情報 が広 が る こ とにな るが、そ れ が

学習活 動 にっ なが るよ うな広 聴 を効果 的 に行 うこ とによ って、住 民の新 たな学習 が組 織 さ

れ るこ とにな る。 つ ま り広聴 は、広報 との相 互作 用 に よって準備学 習 、補 充 ・継 続学 習 、

発展学習 の契機 とな る。

③地域社 会 の維 持 と発展

社会教育 にお ける広聴 は、行政 と住 民 の コ ミュニ ケー シ ョンの機 会 で あ り、双方 向 の学

習の場 とな る可 能性 を持 つ。 「情 報 が集 まれ ば人 が集 ま り、人 が集 まれ ば情 報 が集 ま る」

と言 われ るが 、社会 教育施 設 におい ては人 が集 ま り、そ の場 で直接 的 に住 民か ら広聴 でき

るとい う利点 があ る。

2広 聴の実際

(1)社 会教 育の広聴 活動

① 自治体(教 育委員 会事務 局)に お け る広聴活動

実際に住 民の教 育ニ ー ズを把 握す る方 法 として は、住 民か らの要 望や 陳情 、住 民 か らの

学習に関す る相談 、住 民 の学 習 関心動 向調査 、パ ブ リックコメ ン トの実施 な どの方法 が あ

るが、でき るか ぎ り多 くの住 民の声 を聞 く とい う姿勢 が求 め られ る。

②社会 教育施設(生 涯学 習施設 を含 む)に おけ る広聴活 動

公民館 にお いて は、学習 環境や 事業 につ いて のア ンケー ト調 査や 、学 習要 求 に関わ る意

識調 査 な どを実施 してお り、広聴 活動 の一環 だ とい え よ う。 ま た 「公 民館 だ よ り」 や 「講

座通信 」 な どで、参加者 の意見 を掲 載 してい る ところ も多 い。

図書館 にお いて は、利 用者 との懇 談会 を開い て意 見 を聴 取 して、利 用者 の要望 を図書館

サー ビスの充 実 に反 映 させ る方 策 を講 じてい る。 また、 図書の貸 出や 読書相 談時 にお いて

図書館利 用者 との問で交 わ され る事柄 も、記録 す る こ とに よって次 のサー ビスの提 供 の検

討材料 に なるで あろ う。 もち ろん 、図書館 に関わ るボ ラ ンテ ィアの意 見や 要望 も大切 で あ

る。

博物館 におい ては、 常設展 、特別 展 に関 わ らず 、入場者 に向 けて のア ンケー一ト調査 を行

った り、意 見箱 を設 置 してい るところが多い。

③地域 社会 にお け る広聴活 動

広聴 活動 を行 うの は行政 だ けの責任 で はな く、住民 自身 が 自主的 に行 うべ き こ とで もあ

る。 あ る地域 では 、集 落 の人 々の問 での 「話 合 い学習 」が大 勢 の住 民 を巻 き込 み 、それ が

社会 教育 の分野 と連携 してい った とい う事例 も報 告 され て い る。 ここでは 「話 合 い」の 中

で出 され た意 見や要 望が 、 うま く社会 教育 事業 と リン ク した とい うこ とで あ り、新 しい広

聴 の在 り方 を示 す もの であ る。
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(2)社 会教 育 の広聴 の進 め方

① ア ンケー ト調査や 意見箱 の設 置

社会 教育 の場で一般 的 に実施 されて い る方法が 、ア ンケー ト調査 や意見箱 の設置 であ る。

アンケー ト調査 につい ては 、社 会教 育計 画 に対 す る意 見 を求 め るケー スが 多 く、社 会教 育

事業や社 会教 育施設 の運営 に関す る評価 を得 るこ とにな る。

②学習 相談(Web上 で の相 談 を含 む)と 聞 き取 り

学 習相談(住 民 か らの学習 に関す る相 談)は 社 会教 育計 画の重 要 な柱 で あ る。学 習情報

提供 を実施 してい る機 関で行 われ る こ とが多 いが、 もとも とは公 民館 にお け る家庭 教育相

談や視 聴覚 教材 に 関わ る相 談事 業が 出発 点 となって い る。 学習相 談員 が配置 され てい る施

設 では、住 民 か らの聞 き取 りや 電話応 対 な どが実施 されて い る。 こ うした相 談で示 され た

内容 には、 当該 自治体 の行 政施 策 に関わ る内容 も少 な くない。 最近 では、PCを 活 用 してWeb

上で学習相 談 を実施 してい る 自治体 も増加 しつつ ある。

③住民 の学習 関心動 向調査 の実施

社会 教育調 査 の一つ に、住 民 の学習 関心や 学習 動 向に関す る調査 が あ る。一般 的 に は社

会 教育計 画の 立案 目的 と して実施 され るが、NHK放 送 文化調査研 究所 が調 査 を実施 した結果

を報告 書 として刊 行 して い る 『日本 人 の学 習 一成 人の意識 と行動 を探 る一』 の よ うに、全

国的 レベ ル の調査 活動 もあ る。 調査 方 法 な どにつ いて は、社 会教 育調査 を参考 にす る こ と

が望 ま しい が、 こ うした調査 の結果 を分析 、考察す る ことに よって、住 民の学 習意識 や学

習行 動 が見 えて くる。 その背 景 にあ る要因 にま で踏 み込 む と、 自治 体行政 の課題 にまでつ

なが る要素 があ る。

④パ ブ リックコメン ト

新 しい形 の広聴 と してパ ブ リック コメ ン トが広 が りつ つ ある。一般 的 には、行 政 が作成

した施 策案 を公 開 して 、広 く住 民 の意 見 を導入 す る こ とに よって成案 にま とめあげ る とい

うもので あ り、社会教 育計画 について もこ うした形の取組 が始ま ってい る。

⑤政策 立案 をめ ざす 市民ホ ームペー ジ

市 民の側 が 主体 的 に実施 してい る広聴活 動 の一っ に、 ホー ムペー ジ を活 用 して政策 立案

を進 めて い こ うとす る試 みが あ る。 ホー ムペー ジ上 では政 策提案 と実施 計 画の公 開 が可能

とな るた め、 その ことの是非や 要望 な どにつ いて の住 民 の意見 を聞 く場 を設 定 してい る。

ホー ムペー ジ に書 き こまれ た内容 がWeb上 で協議 され てい くので あ る。参加者 は住 民だ け

で な く、行 政職 員 の場 合 もあ り、時 に は 自治体 の議員 が参加 してい る場 合 もあ る。 こ うし

た政策 の 中に社会 教育計画 が含 まれ る場合 もあ る。

⑥ 生涯 学習 まちづ く り出前講座

広聴活 動 が 、住 民 に とって直接 的 な学習機 会 とな る よ うな取組 に 「生涯 学習 ま ちづ く り

出前講座 」 が あ る。平成6年(1994年)か ら埼 玉県八潮 市 が実施 して い る事業 で あ り、住

民 が行政 か ら聞 きた い内容 を 当該 自治 体 が提 供す るメニ ューか ら選 択 し、行政 職員 が講 師
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となって指 定 された場 所 に出 向いて説 明 し、逆 に意 見 を聞 く とい うもの であ る。 ここでは

社会 教育 の基本 的 な考 え方で あ る相互 学習 とい う機能 が働 く。住 民 と行政 とが協働 関係 を

構築 して行 こ うとす る時代の流れ に も沿 った広聴活動 とい え よ う。
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社会教育施設の経営第7章



第1節 社会教育施設の役割 ・機能と現状

1生 涯学習の推進 と社会教育施設

人 々 の生涯 学習 ニー ズの高度 化 と多様化 といわれ てい る傾 向の 中で、人 々の 生涯学 習 を

支援す る市町村 で は生涯 学習 宣言都 市 の増加 、高等教 育機 関 の拡大 、他 省庁 の 生涯学 習 の

推進 、民間教 育事 業 の増加 な ど生涯学 習 が多様 に展 開 され てい る。そ うした時代 の潮 流で 、

「生 涯学 習 の基盤 整 備 につ い て」(中 央 教育 審議 会答 申 平成2年1月)で は、 生涯 学習

セ ンター の設置 や生涯 学習施 設 相互 の連携 等 を示 して、生涯 学習 支援 の施設 整備 の あ り方

を示 した。 「今 後 の社 会 の動 向 に対応 した 生涯 学 習 の振 興方 策 につ い て 」(生 涯 学 習審 議

会答 申 平成4年7月)で は、 「学校 施 設 の 高機 能 ・多機 能 化 」 「青少 年 教 育施 設 等 の整

備 ・充 実 」 「生涯 学 習 活動 を支援 す る観 点 か らの学校 施設 づ く り」 「生涯 学 習施 設 の整 備

充 実」等 が指摘 され てい る。 そ の後 、 「地域 に お け る生涯 学 習機 会 の充実 方策 につい て」

(生 涯 学習 審議 会 答 申 平成8年4月)で も社 会 に開 かれ た 「高等教 育機 関」 「小 ・中 ・

高 等学 校 」 「社会 教 育 ・文化 ・ス ポー ツ施設 」 「生涯 学 習 に貢 献す る研 究 ・研 修 施 設 」等

の在 り方 が答 申 され た。 また 、 「社 会 の変化 に対応 した今 後 の社 会教 育行 政 の在 り方 につ

いて」(生 涯 学 習審 議 会答 申 平成10年9月)で は、社 会教 育施設 の運営 等 の弾 力化 、 生

涯 学習施 設 問の連携 、学校 及 び社会 教育施 設等 の衛 星通信 ネ ッ トワー クシステ ム等 、 これ

か らの施 設 の方 向を提言 して い る。

同答 申 「社 会 の変化 に対応 した今 後 の社会 教育行 政 の在 り方 につい て」で 「住民 ニー ズ

に対応 した社 会教 育行 政 をを展 開す るた め に規制 の廃止 ・緩 和 」r地 方公 共 団体 の 主体 的

な行政運 営 に資す るよ う、社 会教 育施設 の運 営等 の弾力 化」 をあげて い る。例 えば、公 民

館 運営 審議 会 の必置規 制 の廃 止 、公民館 の基 準 の大綱化 ・弾 力化 、図書館 長 の司書 資格 要

件 等 の廃 止 、博物 館 の基準 の大綱 化 ・弾力化 、公 立博物 館 の学芸員 定数 規定 の廃止 、社会

教育施 設 の管理 の民 間委託 の検討 、 図書館 サー ビスの 多様化 ・高度 化 と負担 の在 り方 、博

物館設 置主 体 に関す る要件 の緩和 、 司書等 の資格 取得 にお け る学歴 要件 の緩和 等 で ある。

そ の結 果 、平成11年 、図書館 法 が改正 され 、図書館 長 の 司書資格 要件及 び 図書館 の最低 基

準 が削除 され た。 また 、平成11年 、 同13年 に 、社 会教 育法 が改正 され 、公 民館 運営 審議 会

の必 置規制 の廃 止、社 会教 育主事 の資格 要件 の緩 和 がな され た。

平成14年 、地 方 分権 改革推 進 会議 「事 務 ・事 業の在 り方 に関す る意 見」 で も、 「公 立博

物館 や公 民館 の設置 及び運 営 に関す る基 準につ いて は、基 準 を定量的 に示 した もの とな っ

て い るが、平 成14年 度 中 を 目途 に大 綱化 ・弾力化 を図 り、国 の関与 の限定化 と地域 の 自由

度 の 向上 に努 め る。」 とあ り、大綱 化 ・弾力化 の 方向 を指 摘 してい る。

上記 の指 摘 の こ とか ら、 「公 立図書館 の設 置 及 び運営 上 の望 ま しい基準 」(平 成13年)、

「公 民館 の設置 及 び運 営 に関す る基 準」(平 成15年)、 「公 立博 物館 の設 置及 び 運営 上 の望

ま しい基 準」(平 成15年)の 見 直 しが行 われ 告示 され て い る。

これ らの様 に 生涯学 習 の推進 は、生涯 学習支援 施設 の整備 充実 ・連携 ・運 営 の在 り方 等

を 中心 と して推進 され な けれ ば な らな い。 本節 で は、各社 会教 育施設 の基本 的役 割 と社 会

教 育施設 の状 況 、社 会教 育施設 の設 置運営 の見 直 しと基 準 につい て述べ てみ たい。
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2公 民館

公 民館 につい ては、戦後、文 部次 官通牒 「公 民館 の設 置運 営 につ いて」(昭 和21年7月)

に お いて 、 「教養 文 化 を高 め る民 主的 な社 会 教 育機 関 」 「町村 自治 向上 の基礎 とな るべ き

機 関」 「郷 土 産業 をふ るい お こす原 動 力 とな る機 関」 「町村 民 の 民主 主義 的 な 訓練 の実 習

場所 」 「中央 の文 化 と地方 の文 化 とが接触 交 流す る場所 」 「社 会教 育 団体 相 互 が相提 携 し

て町村 振興 の底 力 を生 み 出す場所 」等 の役割 をあげて い る。 この考 え を受 けて昭和24年 の

社会 教育法 第20条 に公 民館 の 目的 として 「地 域住 民の ため に、実際 生活 に即す る教育 、学

術及 び文化 に関す る各 種 の事業 を行 い、 もって住 民の教養 の向上 、健 康 の増進 、情操 の純

化 を図 り、生活 文化 の振興 、社会 福祉 の増進 に 寄与す るこ と」 をあげ ていて 、地域住 民の

教育 支援 を通 しての福 祉 を 目的 と していた。 この地域 にお け る教 育施設 につ いては 、昭和

31年 公 布 の 「地 方教育 行政 の組織 及び 運営 に関す る法律 」 では、 その第30条 で教育機 関 と

して位 置 づ け られた。 そ の後 、昭和34年 の 「改正 社会教 育法 」 に よっ て、次 の事項 が改定

され 、そ の整 備 がな され た。

・公民館 の設 置及び 運営 上の必要 な基 準 に関す る規 定 を設 けた こ と

・公民館 主事 の職 務 につ いて公 民館 事 業の 実施 にあた る とい う規定 を定 めた こ と

・公 民館職 員 の研 修 規定 を設 けた こ と

この うち公 民館 の設置 と運 営 につい て、 同年 に 「公 民館 の設 置及 び運営 に 関す る基 準」 が

告示 され 、施設 設備 の必 要最低 限の 目標 が示 され た。公 民館 主事 の問題 で は、一定 の資格

が ない こ とや 、職 務 と しての身 分上 のステ イ タスが曖 昧で あった こ とか ら公 民館 主事 の専

門性 が問 われて きた。

この公 民館 の機 能 ・役 割 につ い て、実 践 レベル か らま とめ たの が、 「公 民館 のあ るべ き

姿 と今 日的 指標 」(全 国公 民館 連 合会 編)で あ る。 そ の基本 的 考 えは 、教育施 設 と総 合的

施設 の性格 を示 した。 そ の内容 は、次 の通 りで ある。

○ 目的 ・理念

基底 ・人 間尊重 の精神 核心 ・生涯 教 育の態 勢 究極 ・住 民の 自治 能力 の 向上

O役 割

集会 と活 用 学習 と創 造 総 合 と調 整

0特 質

地域性 施 設性 専 門性 公 共性

昭和46年 に出 され た社 会教育 審議会 答 申 「急激 な社 会構造 の変化 に対 処 した社会 教育 の

あ り方 につい て」 の中で 、公 民館 が扱 われ てい る。 同答 申は、戦 後の社 会教 育 を行 政施策

の面 か ら整 理 して 、社 会 教育 の進 むべ き方 向 を示 した。 そ の 中で、公 民館 の役 割 につい て

「コ ミュニテ ィーセ ンター の性格 を含む 広 い意 味で の社会 教 育 の中心施 設 」 「住 民 の 自主

的 な学習活 動 を促 進 して 、失 われつつ ある地域連 帯意識 と人 間性 を呼 び起 こし、 明 るい家

庭 、住み よい社 会 を形 成す る住 民 の広 場」 を あげ、都 市化 、急激 な社会 変化 に対応 す るた

め に、社会 教育 の拠点 と しての機能 ・役割 を示 した。

平成3年6月 「公 民館 の整 備 ・運 営 の在 り方 につ いて」(生 涯学 習審議 会社 会 教育 分科

審議 会施 設 部会)で 、 「公 民館 は、住 民 の身 近 な学習 、交 流 の場 と して今後 と も生涯 学習

の推 進 に大 きな役割 を果 た して い くもの と考 え られ る。」 と指 摘 して 、公 民館 の在 り方 を
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提言 してい る。 その 内容 の例 をあげ る と、学 習情報提 供 ・相談機 能 の充 実、地域活 動 の拠

点 として の役 割 、生涯 学習 関連施設 等 との連携 、職 員体制 の充 実 、多様 で高度 な学習機 会

の開発 、公 民館施 設 の計画 的な配置 や施 設 ・設 備 の整 備 な どがあ げ られ 、生涯学 習時 代 に

お け る公 民館 の在 り方 が考察 され た。

3図 書館

教 育基 本 法第7条(社 会教 育)に 、 「国及 び地方 公 共団 体 は、図 書館 、博物 館 、公 民館

等の施設 の設置 、学校 の施設 の利 用 その他適 当な方法 に よって教 育の 目的の実 現 に努 めな

けれ ば な らない」 とあ って、 図書館 等 が 国、地 方公 共 団体 に よって設 立 され るこ とを示 し

てい る。 「地方教 育行 政 の組 織及 び運 営 に 関す る法 律」 の 第30条 で も、図書館 を教育 機 関

と位 置付 け、地方公 共 団体で それ らを設置 す る ことがで きる と してい る。社 会教 育法 では、

第9条 で 「図書館 及 び博物館 は 、社会教 育 のため の機 関 とす る」 と され 、 「必 要 な事 項 は、

別 に法律 を もって 定め る」 とな ってい る。 そ のた め図書館 法(1950年=昭 和25年)が 制 定

され てい る。 同法 第2条 で、 図書館 とは 、 「図書 、記 録 その他 必 要 な資料 を収集 し、整 理

し、保 存 して、一般 公衆 の利 用 に供 し、その教養 、調 査研 究 、 レク リエー シ ョン等 に資 す

るこ とを 目的 とす る施 設」 と述 べ 、 「地 方公 共 団体 、 日本 赤十 字社 又 は民 法第34条 の法 人

が設置 す る もの」 と して いる。 地方 公共 団体 の設置 す る図書館 を公 立図書館 といい 、 日本

赤十字 社又 は民法 第34条 の法 人 の設 置す る図書館 を私 立図書館 と して いる。 これ らの図書

館 は公 共 図書館 とい われ 、学 校 に附属す る図 書館又 は 図書館室 、 国立 国会 図書館 とは別 で

ある。

公 共 図書館 の事業 は 、 「土 地 の情報 及 び一般 公衆 の希 望 にそ い、 更 に学校教 育 を援助 し

得 る よ うに留意 」 しなが ら、展 開 され るが 、そ の事業 を総称 して 図書館奉 仕 とい って、次

の よ うな もの が あげ られ て い る。(1)郷 土 資料 、地 方行政 資 料 、美術 品 、 レコー ド、 フ

ィル ムの収 集 に も十 分留 意 して、図書 、記録 、視聴 覚 教 育の資料 その他 必要 な資料 を収集

し、一般 の公 衆の利 用 に供 す る こ と(2)図 書館 資料 の分類排 列 を適切 に し、及び その 目

録を整理 す る こ と(3)図 書館 の職員 が 図書館 資料 につ いて十分 な知識 を持 ち、そ の利用

のた めの相談 に応す る よ うにす る こと(4)他 の 図書館 、国立 国会 図書館 、地方公 共団体

の議会 に附 置す る図書室 及び 学校 に附属す る図書館 又 は図書室 と緊密 に連絡 し、協力 し、

図書館 資料 の相互 貸借 を行 うこ と(5)分 館 、閲覧所 、配 本所 等 を設 置 し、及 び 自動車 文

庫、貸 出文 庫 の巡 回 を行 うこと(6)読 書会 、研 究会 、鑑 賞会 、映 写会 、資料展 示会等 を

開催 し、及 び奨励 を行 うこ と(7)時 事 に関す る情 報及 び参考 資料 を紹介 し、及 び提供 す

る こと(8)学 校 、博物 館 、公 民館 、研究 所等 と緊密 に連絡 し、協 力す るこ と。

この 図書 館奉仕 活動 を進 め る図書館 運営 の在 り方 をめ ぐって、館長 の諮 問 に対 して図書

館奉 仕 につ き意 見 を述 べ る図書館 協議 会 を置 くこ とが で きる。 そ して、 図書館 の健 全 な発

展 を図 るた めに、文部 科学 大 臣は、公 立 図書館 の設 置及 び運 営上望 ま しい基準 を定 め るこ

とと して い る。 そ の他 、入館 料 につ い て、 「い かな る対価 を も徴 収 しては な らない」 とな

ってい て、無料 の原則 を示 してい る。

公 立 図書館 の あ るべ き姿 として 、社 会教 育審議 会答 申(1971年=昭 和46年)で は、サー

ビス網 の充 実、資料 収集 の合 理化 、貸 出の合理化 、 大学 図書館 、専 門図書館 との連携 等 を
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提 言 し、それ に添 って 図書館 の整備 が な され た。 そ して 、 「新 しい 時代(生 涯 学 習 ・高度

情 報化 の時代)に 向 け ての公 共図 書館 の在 り方 につ い て」(1988年=昭 和63年 の社会 教 育

審 議会 中間報 告)で 、館 外 の情報源 につい ての情報 を提 供 した り紹 介 した りす る レフ ェラ

ル サー ビスの充 実、ハ ンデ ィキャ ップを持 った人 々へ の配 慮 、潜在 的利 用者 への働 きか け、

フ ァク シ ミ リの活 用 、 コン ピュー タの活 用 、他 図書館 や 関連機 関 ・施 設 との相 互連携(ネ

ッ トワー ク)、 職員 の資源 の向上 、サ ー ビス体 制 の充 実等 、 これ か らの 図書館 の整 備 と方

向 を示 した。

そ こで、 図書館 の未設 置市 町村 が多 くある こ と、整備途 上 の図書館 が存在 してい る こ と

か ら、一 層 の公 立図書館 のサ ー ビスの 向上 のた めに、平成4年 「公 立図書館 の設 置及 び運

営 に 関す る基 準 につ いて」(生 涯学 習審 議会 社 会教 育分 科審 議会施 設 部会 図書 館 専門委 員

会報 告)を だ してい る。 それ に よる と、他 の図書館及 び その他 関係機 関 との連携 ・協 力 、

職員 の資 質 向上 、資料情 報 の収 集 ・提供 等 を基 本 に、市 町村 立図書館 と都道 府県 立 図書館

の基 本的役 割 を あげてい る。

そ して 、 この情 報社 会 での これ か らの図 書館 の在 り方 につ い て、 「図書館 の情報 化 の必

要性 とそ の推 進 方 策 につ いて」(生 涯 学 習審 議会 社 会教 育分 科審議 会計 画 部会 図書館 専門

委員 会)(平 成10年10月)で 取 りあげ られ てい るの で 、それ らの い くつ か を紹 介 して み よ

う。

まず 、 これ か らの図書館 の新 しい役 割 と して、高度 情報 通信社 会 で多様 な情報 を入 手で

きる窓 口とな る こ と、 自由な情 報ア クセ ス を保 証 ・支援 す る公 的機 関で あ るこ と、情報 通

信 ネ ッ トワー ク を利 用 しよ うとす る地域住 民へ の案 内役(図 書館 司書)で あ るこ と等 を あ

げて い る。

そ して 、具体 的 な提 言 と方策 と して、 イ ンターネ ッ ト、CD-ROM、 衛 星通信 システ

ム、TV会 議 システ ム等 の情 報通 信基盤 の整 備 、新 しい情報 を電 子化 ・活用す る地域電 子

図書館構 想 、住 民の情 報活用 能力 育成 とそれ を支援 で きる司書 の研 修 、図書館 サ ー ビスの

多様 化 ・高 度化 と負担 の在 り方 、イ ン ター ネ ッ ト接 続 に係 る通信 料金等 の負担 の軽 減等 が

提 示 され て い る。

4博 物館

博物 館 も図書館 と同様 に、教 育基本 法 で地 方公 共 団体 に よって設 置 され るこ と、 「地 方

教 育行 政 の組織及 び運 営 に関す る法律 」 で教 育機 関 と位 置 づ け、社 会教 育法 の 中で別 に法

律 と して定 め られ る こ とが規 定 され てい る。 そ こで昭和26年(1951年)博 物館 法 が制定 さ

れ て 、博物館 の定義 、事業 、学 芸員 、公 立博物館 、私立博 物館等 につ いて 定 め られ て い る。

そ して、 同法 第2条 で博 物館 とは、 「歴 史 、芸 術 、民俗 、産 業 、 自然 科 学等 に 関す る資料

を収 集 し、保 管(育 成 を含 む。 以 下 同 じ。)し 、展 示 して教 育 的配慮 の 下 に一般 公衆 の利

用 に供 し、 そ の教養 、調 査研 究 、 レク リエー シ ョン等 に資す るために必要 な事 業 を行 い 、

あわせ て これ らの資料 に 関す る調 査研 究 をす るこ とを 目的 とす る機 関」 と してい る。 そ し

て博 物館 は 、地方公 共 団体 、民法 第34条 の法 人、宗 教法 人又 は政令 で定 め るそ の他 の法人

が設 置す る もの で、博物館 法 第2章 の規 定 に よる登 録 を受 けた もので ある こ とを あげて い

る。 博物館 の タイ プ として 、地方公 共 団体 の設 置す る博 物館 を公 立博 物館 とい い、 法人等
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が設 置す る博 物館 を私 立博 物館 と してい る。 ま た、登録 博物館 、博 物館 に相 当す る施設 、

博物館 類似 施設 に分 けて い る。 登録博 物館 は、都 道府 県教 育委員 会 に よっ て審 査 され 、そ

の要 件 と して 、(1)必 要 な博物館 資 料 が あ る こと(2)必 要 な学 芸員 そ の他 の職員 を有

す る こ と(3)必 要 な建 物及 び 土地 が あ る こ と(4)1年 を通 じて150日 以上 開館 す る こ

と等 を具備 してい る こ とで ある。博物 館 に相 当す る施 設 とは 、その要件 として(1)必 要

な資 料 を整 備 して い るこ と(2)必 要 な専用 の施 設及 び設備 をす る こと(3)学 芸員 に相

当す る職 員 が い る こ と(4)一 般 公 衆 の利 用 のた め に 当該施 設 及 び設 備 を公 開 す る こ と

(5)1年 を通 じて100日 以 上 開館 す るこ と等 をあげ てい る(博 物館 法施行 規則 第19条)。

博物 館類 似施設 とは、登録 、相 当施 設以 外の施 設 を指 してい る。 なお、博 物館 の望 ま しい

向上 を図 るた めに、設置 及び 運営 上の望 ま しい基準 が 定め られ て い る。 これ ら博 物館 は 、

総合 博物 館 、人文 系博物館 及 び 自然 系博物館 と大 別 され て る。

これ らの博 物館 の機能 、役 割 であ るが、資料 の収 集 ・保 管 、分類 、調査 研 究、展 示 ・教

育普及 活 動 と して とらえ られ てい る。 博物 館 法第3条 に は博 物館 の事 業 として 、(1)実

物 、標 本 、模 写 、模 型 、文献 、 図表 、写真 、 フィル ム、 レコー ド等の博物 館 資料 の収集 、

保 管及 び展 示(2)分 館 の設 置 と館 外 の展示(3)一 般 公衆 に対 し、博 物館 資料 の利 用 に

つい ての説 明 、助 言 、指導 、又 は、研 究室 、実験 室、 工作室 、 図書室等 を設 置 し利 用 させ

るこ と(4)博 物館 資料 に関す る専 門的 、技 術 的な調 査研 究(5)博 物館 資 料 の保 管及 び

展示 等 に関す る技術 的研 究(6)博 物館 資料 に関す る案 内書、解説 書 、目録 、図録 、年 報 、

調査研 究 の報告 書等 の作成 と頒 布(7)博 物館 資料 に関す る講演 会 、講習会 、 映写会 、研

究会 等 の主催及 び 開催 の援 助(8)博 物館 の所在 地 又は 、そ の周 辺 の文化財 につい て、一

般公 衆 の利 用 の便 を図 る こ と(9)他 の博 物館 や国 の施設 等 と連 絡 、協力す る こと(10)

学校 、 図書館 、研 究所 、公 民館 等 の教育 、学術 又 は文化 に関す る諸施 設 と協力 し、 その活

動 を援助 す る こ とが規定 され てい る。

この博 物館 の運 営 のた めに、公 立博物館 には、館長 の諮 問機 関 と して博 物館 協議会 を置

いて い る。 その委 員 は、学校 教育及 び社 会教 育の 関係 者 並び に学識 経験者 の 中か ら、 当該

教育委 員会 が任命 す るこ とにな って い る。 な お 、入 館料 等 は 、 「対価 を徴 収 しては な らな

い」 とな ってい るが 、博 物館 の維 持 ・運営上 やむ を得 ない場 合 は、必要 な対価 を徴収 す る

こ とがで き る としてい る。

これ か らの博 物館 の在 り方 につ い ては 、社 会教 育審議 会社 会教 育施設 分科会 が 平成2年

(1990年)6月 に報 告 「博 物館 の整備 ・運 営 の在 り方 につ いて」 を出 し、利用 者 に親 しま

れ る開かれ た博物館 と して の発展 の方 向 を示 してい る。

それ に よる と、博物 館活 動 の活 発化 を重視 し、そ の内容 と して教育 普及活 動 の多様化 と

充 実、情報 の ネ ッ トワー ク化 、博 物館 利用 の グル ー プ活動 へ の支援 、資料 の充実 とメデ ィ

アを活用 した 展示 の開発 、博物館 相 互 間あ るいは大学 等研 究機 関 との連携 、内外 の博物館

職員 の研 究交 流 、学 校教 育 との連携 と緊密 化 な どが あげ られ てい る。 また 、博 物館 活動 の

振 興 のため の基盤 の整備 をあげ、例 えば、他 の学習 関連施 設 と有機 的に連携 す る施設 づ く

り、情報機 器 の 充実、学 習室 の整備 、情 報 ネ ッ トワー クの形成 、教員 の資 質の 向上 な どを

示 してい る。

さ らに、学 校 ・家庭 ・地域社 会 の連携 によ る教育 力 の向上 、完全 学校週 五 日制 実施 等 の

こ とか ら、 「私 立博 物 館 にお け る青少 年 に対 す る学 習機 会 の 充実 に 関す る基 準 」(平 成9
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年3月 文部省 告 示第54号)が だ され、 私立博 物館 が青少年 に対 し魅 力的 な学習機 会提供 を

よ り一 層進 め てい くこ とと して 、学校 教育活 動や青 少年 の学習 や体験 活動 の場 と して積 極

的 に活 用 され る ことを求 めてい る。

5体 育 ・スポー ツ施設

体 育 ・スポー ツ施設 は、規律 ・協力 ・忍耐 ・体 力の 充実等 の心身 の発達 を図 る拠 点 とな

る施設 で あ る。施設 の種類 と して、文部科 学省社 会教 育調査 報告書 に よ ると社 会体 育施 設 、

民 間体育施設 をあ げてい るが 、それ に学校体 育施設 を加 えれ ば3領 域 にな る。 同様 に、文

部省 体育 ・ス ポー ツ施 設現 況調査 報告(平 成10年)に よる と、学校 体育 ・ス ポー ツ施設 、

大学 ・高等 専 門学校 体育施設 、公 共 スポー ツ施設 、職場 ス ポー ツ施 設 、民間 スポー ツ施設

に分 けて い る。

スポ ー ツ振 興 法第3条 に国及 び地 方公 共 団体 は、 「ひ ろ く国民が あ らゆ る機 会 とあ らゆ

る場 所 におい て 自主的 にその適性 及び 健康 状態 に応 じてス ポー ツをす る こ とがで きる よ う

な諸 条件 の整備 に努 め なけれ ばな らない」 と され 、 同法第12条 で、体 育館 、水 泳プ ールそ

の他 の政令 で 定 めるス ポー ツ施設 ・設 備 の整 備 に努 めな けれ ば な らない と してい る。 また

同法 第13条 で学 校教 育 に支障 がない 限 り、学校 の スポー ツ施 設 を一般 のス ポー ツのた めの

利用 に供す るよ うに努 める こ とをあ げてい る。

設 置者別 ・管 理運 営者別 の社 会体 育施設 数 、年 度別 の社会 体育施 設数 、民 間体育施 設数

は ともに増加 して い る。 施設 を種類別 にみ る と、公共 ス ポー ツ施設 で は、体 育館(9,206

箇所)、 多 目的運 動広 場(9,127箇 所)、 野 球場 ・ソフ トボール 揚(7,943箇 所)等 が多 い。

民 間 スポー ツ施設 では 、 ゴル フ練 習場(2,690箇 所)、 ゴル フ場(2,257箇 所)等 が 最 も多

い。(体 育 ・スポー ツ施設現 況調査 報告 文部省 体育 局 平成10年3月)

「体 力 ・ス ポー ツ に関す る世 論調 査」(内 閣府 大 臣官房 広報 室 平成16年2月 調査)に

よ る と、公 共 ス ポー ツ施設 につ い ての 要望 を きいた とこ ろ、 「身近 で利 用 で き るよ う、施

設数 の増加 」 を あげた もの が29.3%と もっ とも多 かった。 人 々は、 いつ も身 近 で利 用 で き

る施 設 を期待 して い る と考 え られ る。

「生涯 にわた る心身 の健康保 持増進 のた めの今後 の健康 に 関す る教 育及 びス ポー ツ振 興

の在 り方 につ い て」(保 健 体育 審議 会答 申 平成9年9月)で は、次 の よ うな内容 を提 示

してい る。

(1)ス ポー ツ施 設 の質的 充実 と住 民 の視 点 に立 った運営 と して、

・スポー ツ施 設 と文化施設 等 との複 合化

・高齢者 ・障害 の ある人 に対す るバ リアフ リー化 の推進

・複数 の市 町村 が広域 的 に連携 して整 備 ・運営す るこ と

・自然 環境 に調和 した野外活動 の場 の整備

(2)学 校 体育 施設 の共 同利 用化

(3)国 ・地方 公共 団体 に よる民間 スポー ツ施 設へ の支援 と活用 等 をあ げてい る。

また 、 「ス ポー ツ振 興 基本 計 画 の在 り方 につ いて 」(保 健 体 育審 議会 答 申 平 成12年8

月)に よる と、今 後10年 間 の具 体的施 策展 開で は、 「学 校 体育施 設や 公共 施設 を、総合 型
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地域 ス ポー ツ ク ラブの活動 の場 と して有効活 用で き るよ う充 実 … 管理 運営 を総合 型 ス

ポ ー ツ クラブへ 委託 す る等 、管理 運 営 の弾力化 を図 る。」 と述べ て い る。 そ のた め、 国 で

は地 方公 共団体 が行 うスポー ツ施 設 の充実支援 、地 方公 共団 体で は、次 のス ポー ツ施 設 の

充 実及び 効果的 な管理 運営 の促進 を あげてい る。

0管 理 運営 を総合型 地域 スポー ツ クラブへ委託

0新 たな整備 、管理 運営 の手段 と してPFIの 活 用

○学校 体育施 設 を総合地域 スポー ツク ラブの拠点 と して共 同利 用

○屋外 運動 場 を子 どもか ら高齢 者 まで の健 康増進 の場 、芝生化 の推進

○地域 の河 川敷 、休耕 田、空 地等 、ス ポー ツ活動 の場 と して有効活 用

6女 性教育施設

独 立行政 法人 国立女性 教 育会館 の施設 の機 能 ・役割 を例 に して考 察 してみ る。 独 立行政

法人 国立女性 教育 会館 法第3条 に、下記 の とお り会館 の 目的 が書 かれ てい る。

第3条 独立行 政 法人 国立女性 教育会 館 は、女性 教 育指導者 そ の他 の女 性教 育 関係 者 に

対す る研 修 、女性 教 育に 関す る専 門的 な調査及 び研 究等 を行 うこ とに よ り、女性 教 育

の振 興 を図 り、 もって男女共 同参画 社会 の形成 の促 進 に資す るこ とを 目的 とす る。

また 、独 立行 政法 人 国立女性 教育会館 組織 規程 に は、 内部組 織 と女性 教育 に関す るそ の

事務 分掌 が あげ られ てい る。

国 立女性 教 育会館 の組 織 は、総務課 、事 業課 、情報 課 の三課及 び研 究国 際室で あ る。 そ

れ らの事務事 項 か らそ の女性教 育会館 の機 能 、役 割 を知 る こ とがで き る。事 業課 では 、女

性 教 育指 導者 そ の他 の女性 教 育 関係 者(以 下 「女性教 育 指導者 等 」 とい う。)に 対す る研

修 と指 導 ・助 言 、それ らの専 門的 な調 査研 究等 で あ る。情報 課 では 、女性教 育情報 セ ン タ

ー の運 営
、女性教 育 に関す るデー タベー スの 作成 、女性教 育 に関す る情報事 業 に係 る女 性

教育指 導者 等 に対 す る研 修 と指導 ・助言 、それ らの専 門的な調査 研 究等 であ る。研 究 国際

室 では 、女性 教 育 に関す る国際交 流及 び国際 協力 の事業 の開催 と国 際交流及 び 国際協力 に

係 る女性教 育指導者 等 に対す る研 修 と指導 ・助言 、専 門的 な調 査研 究等 で ある。

7生 涯学 習セ ンター

生涯 学 習 セ ン ター につ い ては 、 「生涯 学習 の 基盤 整備 にっ い て」(前 掲)で 、都 道府 県

の生涯 学習セ ンター と、大学 ・短大等 の生涯 学習 セ ンター にわ けてま とめて い る。都道 府

県 の生涯 学習セ ンターにつ いて は、次 の事 業 を行 うことが適 当で あ る とされ てい る。

(1)生 涯学 習情報 の提供 及び 学習相 談体制 の整備 充実 に関す るこ と

(2)学 習需 要 の把 握及 び学習 プ ログ ラム の研 究 ・企 画 に関す るこ と

(3)関 係機 関 との連携 ・協力及 び事 業の委 託 に関す る こと

(4)生 涯 学習 のた めの指導者 ・助言者 の養 成 ・研 修 に関す る こと

(5)生 涯 学習 の成果 に対す る評価 に関す る こ と

(6)地 域 に実情 に応 じて 、必要 な講座 等 を主催 す る こと

なお 、放送 大学 との連携 ・協力 を行 うこ と
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この様 に 、生涯 学習セ ンター の機 能 は、調査 研究 、学 習情報 提供 ・学習 相談 、生涯 学習

支援 者 の研 修 、学習成 果 の評価 、生涯 学習 関係 機 関 ・施 設 の連 絡 ・調 整等 で あ る。

そ して、 この生涯 学習 セ ンター の役割 ・機能 を効果 的 に発揮 す るた めに各市 町村や 生涯

学習 施設 との間 を コン ピュー タ等 の情報 手段 で結ぶ ネ ッ トワー クの構 築 、スポ ー ツ ・文化

施設 、教 育訓練 施設 、 あるい は民間施設 との連携 ・協力 を図 るこ とを あげて い る。

大 学 ・短大 等 の生涯 学 習セ ン ター にっ いて は、大学 ・短 大等 が生涯 学習機 関 と しての役

割 を期 待 され てい る こ とか ら、体系 的 ・継 続 的な講座 の 実施 、大学 ・短大等 に お ける学 習

機 会 に関 す る情 報の提 供 ・学習相 談等 の役割 が期待 され る として いる。

8社 会教育施設の現状 と施設への期待

そ れ で は 、 社 会 教 育 施 設 は どの よ うな現 状 な の だ ろ うか。 ま た 、 人 々 は 施 設 に期 待 して

い る の で あ ろ うか。 こ こで は 、 こ れ らの 点 につ い て 考 察 して み る。

(1)社 会教 育施 設 の状況

公 民館 、女性教 育会 館 は減 少 、図書 館 、博 物館 、青少年 教育施設 は増 えてい る。公 民館 、

図書館 、博 物館 、青少 年教 育施設 の利 用者 も増加 の傾 向 であ る。 しか し、各施 設 の現状 は

どの よ うであ ろ うか。次 に、各社会 教育施 設 の状況 をみ てみ る。

・公 民館

公 民館 の設置 率 に変化 はな い。1館 あた りの専任職 員 が1人 に満 たない よ うな少 ない

状 況 で ある。

・図書館

図 書館数 として は、増加 の傾 向 であ る。 図書館 の設 置率 は 、全 体 で約5割 で 、村 の設

置 率 が低 い。1館 あた りの 専任職 員数 は減少 して い る。

・博 物館

博物 館 は、や は り増加 の傾 向で 、法人 立が 多い。1館 あた りの職 員数 をみ る と、全体 、

学芸 員 とも増加 して い る。

・少 年 自然 の家 ・青年 の家

少年 自然 の家 は、増加 して い る。青 年 の家 は、減少 の傾 向で あ る。 専任 の職員数 は、

横 ばい であ る。

・女 性教 育施設

女性 教育施 設 は、やや 減少 してい る。1館 あた りの職員数 は、やや 増加 して い る。

・生 涯学 習セ ンター

都道府 県 の生涯 学習セ ンター は、毎年 、少数 な が ら設置 され てい る。

社会教育施設の状況

公民館の状況

設置率 (単 位:%)

平成11年

平成14年

全 体

91.7

91.0

市(区)

94.7

94.0

町

92.2

91.2

村

86.6

86.8
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1館 あた りの職員数 (単 位:人)

平成11年

平成14年

全 体

3.0(0.7)

2.i(o.4)

市(区)

3.5(1.2)

2.3(0.7)

町

2.7(0.5)

2.1(0.3)

村

2.1(0.1)

z.o(o.i)

()は 専任職員数

図書館の状況

設置率 (単位:%)

平 成11年

平成14年

全 体

49.0

51.8

市(区)

96.5

97.7

町

42.0

45.4

村

15.7

17.6

1館 あた りの職 員数 (単位:人)

平成11年

平成14年

全 体

9.6(6.2)

9.9(5.9)

県

38.1(30.1)

37.1(29.7)

市(区)

11.3(7.6)

11.9(7.3)

町

5.1(2.6)

5.5(2.6)

村

4.0(1.0)

3.7(0.9)

()は 専任職員数

博物館の状況

博物館数 (単位:館)

平成11年

平成14年

国

26

21

独 立 行

政法人

10

都道府

県

132

145

市(区)

323

358

町

91

101

村

2

3

組合

1

1

民法第34

条の法人

358

356

そ の 他

の法 人

112

125

1館 あた りの職員数 (単位:人)

平成11年

平成14年

全 体

14.6

14.8

専 任

10.5

10.2

学芸員

2.5

3.0

学芸員補

0.3

0.4

少年 自然の家 ・青 年の家 の状況

少年 自然 の家 ・青年 の家数 (単位:施 設 数)

平 成11年

平 成14年

少年 自然 の家

311

325

青年の家

405

393

1施 設 あた りの職員 数 (単 位:人)

少年 自然の家

平成11年

平成14年

全 体

7.5

7.5

専 任

4.6

4.5

専任の うち

指導系職員

1.9

1.9

非常勤

2.2

2.2

青年の家

平成11年

平成14年

全 体

6.5

6.6

専 任

3.5

3.6

専任の うち

指導系職員

1.4

1.4

非常勤

1.8

1.6
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女性教育施設の状況

女性教育施設数 (単 位:人)

平成11年

平成14年

国

1

都道府県

6

8

市(区)

73

66

町 ・村

19

20

法 人

109

102

1施 設 あた りの職員数 (単 位:人)

平 成11年

平 成14年

全 体

4.8

5.6

専 任

2.8

3.1

専任の うち指導系職員

0.8

0.8

以上(文 部科学省 「社会教育調査報告書」 よ り作成)

都道府県指定都市における生涯学習推進センター等設置数の推移

(単 位=施 設)

昭和41年

1

平成元年

1

54年

2

2年

2

55年

1

3年

3

56年

2

4年

2

57年

2

5年

1

58年

2

6年

3

59年

1

7年

3

60年

1

8年

3

61年

0

9年

4

62年

1

10年

0

63年

2

国立教育会館社:会教育研修所 「生涯学習基礎資料集(平 成11年)」 よ り作成

(2)社 会 教育 施設 へ の期 待

学習 者 の学習 方法 は、学 習者 の学習 目的 や学 習課題 に よって異 な ってい るので 、 どの よ

うな学習 方 法 を してい るか をみ る と、次 の よ うに 「同好者 の集 ま り」 「自治体 の講座 や 教

室」 が 多い。(図1)自 治体 の講 座や 教 室 は、 当然公 民館 、 生涯 学習 セ ン ター 等 の生涯 学

習支援 施設 で あ る。 同好者 の集 ま りの活動 は 、そ の拠 点 と して公 的施 設 であ る生涯 学習 支

援施設 を活 用す るのは い うまで もない。 この よ うな理 由か ら、公 的社 会教 育施設 の整備 ・

充 実、事 業の充 実 を学習者 は期待 してい る と考 え られ る。

傭

〔「生涯学習」をしたこと白iあると
答えた者1=、 複数回答)

10%2D%30% 40% 50k

同賭 が自主的に行,ている集まり 髪霧

娠 耽 どに捌 る都鮪 県姉 町村など雅
自治体の講座や教室

編 産藁 舛 スポ助 ラゴなど民 「

ラジオやテレビ

学枝(高 等学校、専修学桓、各種掌校、大Z/
学、犬学院など)の 講座や教室

図 書 館

民間の通f言教育

放 逢 大 学 霧

そ の 他

わからない

髪 笏 霧.砺

諺'「 舅 〃

'短
14.1

砕11
.9

9.7

5.1

.

坤.2

噛9

40.5

32.7

動za.a

〔N=17SGG人M.T昌151.9%)

総理府国民世論調査

図1生 涯 学習 活動 の形態

平 成11年12月
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9諸 答申に見 られる社会教育施設の役割と基準の見直 し

(1)諸 答 申に見 られ る社会教 育施設 の役割

市民 ニー ズか ら社 会教 育施設 へ の期待 が大 きい こ とか ら、最 近 の諸 答 申で指摘 され て い

る公 民館 、 図書館 、博 物館 の役割 を示 して み る。

「生 活 体験 ・自然 体験 が 日本 の子 どもの心 をは ぐ くむ」(生 涯 学 習審 議会 答 申 平 成11

年)… 「公 民館 、博物館 等 の社会 教育施設 で の体験 活動 の取 り組 み」「公 民館 、図書館 、

博物 館 、児童館 、学校 等 での 「子 ども放 送局 」 の受 信設備 の設 置」

「学 習 の成 果 を幅広 く生 かすJ(生 涯 学習 審 議 会答 申 平 成11年)… 公 民館 等 での

学級 ・講座 の参加 型 の企画 ・運営

「新 しい情報 通信 技術 を活 用 した 生涯 学習 の推 進 方策 につ いて 」(生 涯 学習審 議 会答 申

平成12年)・ … 公 民館 、生涯 学 習セ ンター等 の情 報ネ ッ トワー クの構 築 、公 民館 、図

書館 、博物 館 、視聴 覚セ ンター ・ライブ ラ リー等 で の情報提 供 、学習機 会提 供等 の推進 、

公民館 、図書館 、博物館 等 にお け る情報機 器 、イ ン ター ネ ッ トの整備

「家庭 の教 育力 の充 実等 の ため の社会 教 育行政 の体 制整備 につ い て」(平 成12年 生 涯

学習 審議 会社会 教育分 科会 審議会 答 申)… 公民館 の家 庭教 育の拠 点

これ ら答 申の 中で の情報提 供 、イ ンター ネ ッ ト、ネ ッ トワー ク等 の指摘 は、 「今 後 の生

涯 学習 の振 興 方策 につ い て 一審議 経 過 の報 告 一」(中 央 教育審 議 会生 涯学 習分 科会 平 成

16年)の 「今 後 の重点分 野」 で 、公 民館 、図書館 、博 物館 の共 通 の課題 と して次の事項 が

述 べ られ て い る。

○ 開館 時間 の延 長等 の住 民サー ビス の向上

○ 施 設 の高度情 報化

○ 広域 的な連携 の ための ネ ッ トワー クの拡充

(2)社 会教育施 設 の設 置及 び運 営上 の望 ま しい基 準

前述 の答 申の指 摘 は、新 しい公 民館 、図書館 、博 物館 の役割 と して 、設 置 ・運営 に関す

る基 準が 出 され てい る。

①公 民館 の設 置運営 に 関す る基 準

生 涯学 習審議 会答 申、行 政 改革会議 の指摘 に基 づ き、 「大綱化 ・弾力 化 の対応」 「時代 の

要請 に基 づい た新 しい役 割」 に わけて次 の とお り捉 えて い る。

「大綱 化 ・弾力化 の対応 」 と して、面積 に係 る規定 、必 要 とされ る施 設 な どの定量的 内

容 を見直 して 、地域 の実情 に対応 した必 要な施設 及び 設備 を備 え るもの と した こ とで あ る。

「時代 の要請 に基 づ いた新 しい役割 の対応 と して 、地域 の学習 拠点 、NPO等 との講座

の企 画 ・立案 、イ ンター ネ ッ トそ の他 の高度情報 、通 信ネ ッ トワー クの活用 、家庭 教育 支

援 の拠点 ・充 実 、学校 ・家庭及 び地 域社会 との連 携 、ボ ラ ンテ ィア養成 の 開催 、奉 仕活 動

・体 験活 動 に関す る学習機 会 ・学習情 報提供 の充実 、地域 の実情 を踏 ま えた運営(地 域住

民 の意 向 の反 映 、夜 間開館 の実施 な ど開館 日及 び開館 時 間 の検 討)、 高 齢者 ・障害者 そ の

他 の様 々な者 の利用 の促 進、公 民館職 員 の研 修機 会 の充 実、 自己点検 ・自己評価等 をあげ

てい る。
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②公 立博物 館 の設置及 び運 営上 の望 ま しい基 準

「公 立博 物 館 の設 置及 び 運 営 に関す る基 準」(文 部省 告 示第164号 昭 和48年)に つ い

て 、平成15年 に全面 的 な見直 しを行 った。 その 内容 は、生涯 学習審議 会答 申、地方分 権改

革推 進 会議 を踏 ま えた 「大 綱 化 ・弾 力化 の方 向」 「定 量的 規 定 の基 準 の見 直 し」 「新 しい

情報 通信 の活 用 」 「自己点検 ・評 価 」で あ る。 具 体的 に は 「学校 、 家庭及 び地 域 社会 等 と

の連 携 」 「魅 力 あ る学 習機 会 の提 供 」 「イ ン ターネ ッ トそ の他 の 高度 通信 情 報 通信 ネ ッ ト

ワー クJ「 高 度 化す る学習 ニ ー ズ等 に対 応 す る臨 時 開館 日や 時 間の延 長 」 「青 少年 、 高齢

者 、 障害 者 、乳 幼児 の保護 者 、 外 国人 等 の利 用 の促 進 」 「職員 の研 修 」 「事 業 の 自己評 価

等」 な どで ある。

③ 公 立図書館 の設 置及 び運営 上の望 ま しい基準

平成11年 図書館 法が 改正 され 、 図書館長 の司書資格 要件や 図 書館 の最 低基 準が 削除 され

た。そ の結果 、図 書館法 第18条 に基 づ き 「公 立図書館 の設 置及 び運営 上の望 ま しい基準 」

(平 成13年7月)が だ され てい る。 それ に よ る と、都 道府 県 は、都道府 県 立図書館 の拡 充

に努 めて、 図書館未 設置 の町村 が多 くあ るこ とをふ ま えて市町村 立 図書館 の設 置及 び運 営

の指導 助言等 を計 画的 に行 うこ と、そ して市 町村 は、公 立図書館 の設 置 に努 め 、市町村 の

全 域サ ー ビス網整備 に努 める こ とを述べ て い る。 内容的 には 、図書館 サー ビス の計画 的実

施及 び 自己点検 ・評 価 、 「新 しい情報通 信機器 の整備 と活 用」 「職 員 の資質 ・能力 の 向上」

「他 の図書館 及 びそ の関係 機 関 との連携 ・協力 」「レファ レンスサー ビス の充実 ・高度化 」

「利 用者 に対応 した 図書 館 サ ー ビス 」(高 齢 者 ・障 害者 ・ ・児 童 ・青 少年)「 都 道府 県 立

図書館 と市 町村 図書館 とのネ ッ トワー ク」等 、現代 社会 に対応 した基準 が示 され て いる。
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第2節 施設経営の視点と経営

1社 会教育施設経営の視点

社会 教育施 設 を経営 す るに あたっ てい くつ か の基 本的 に留意 すべ きポイ ン トが ある。 そ

れ らを次 に述べ てみ よ う。

まず 、第1に 社会教 育事業 を実施す るにあた って次 の社会 教育法 第23条 の禁止 事項 に注

意す るこ とで あ る。

(公 民館 の運 営方針)

第23条 公民館 は 、次の行 為 を行 っては な らない。

一 もつ ば ら営利 を 目的 として事 業 を行 い 、特定 の営利 事務 に公 民館 の名 称 を利 用 さ

せ その他 営利事 業 を援助 す る こ と。

二 特 定 の政党 の利害 に 関す る事 業 を行 い 、又 は公 私 の選挙 に関 し、特 定の候 補者 を

支持 す る こ と。

2市 町村 の設置 す る公 民館 は、 特定 の宗教 を支持 し、 又は特 定の教 派 、宗 派若 しくは

教団 を支援 を しては な らな い。

つ ま り、公 民館 は もっぱ らの利 益 を得 ては な らな いので あ るが、 ただ し、その利 益 が公

民館 活動 を社 会貢献 活動 と結 びつ けて も よい わけで あ る。 また 、宗教 的活動 につ いて も、

信者 と して勧誘 して はい けないので あ るが市民 の人 々に とっ て、宗教 的情操や 宗 教的学 習

につい ては許 され るの で ある。 さ らに 、公 民館 の政治 的活 動 につい て も政治 的教養 と して

の学習 は許可 され るので あ る。 しか し、施設 内 での政治 活動 は禁 止 され てい る。

第2に 社会 教育事 業 を実施す るにあた って次 のい くつ か の視 点 が必 要 であ る。

① 一つ は、生涯 にわた って学習 してい くライ フ スタイル を確 立 して い くこ と。

(教 養 的学習 、余暇 的学習)

② 二っ に は、人 々が社会 で生 き 自己の職 業 を遂行 してい くた めに は、常 に職 業 に関す

る知識 ・技術 を習得 して い くこ とが求 め られ る。

(職 業教 育 、 リカ レン ト学 習)

③ 三っ めは 、地域へ の主 体的 、 自発 的参加 で、地域 づ く りの学習 であ る。

(ボ ラ ンテ ィア活動 、NPO活 動)

人 々 が生涯 にわ たって 自己 の生活 を豊 かに し、社 会 の変化 に対応 してい くにあた って は

教養 を高 め る こ とが重要 であ る。 現代 社会 で生活 し、 自己の職 業 ・職務 を続 け るた め には

そ の知識 ・技術 を高 め てい くこ とが求 め られ る。 また 、人 々の精神 的豊 か さを充実 す るた

めに は、人 々の余暇 ・レジ ャー を享受 で き る機 会 の準備 をす るこ とが求 め られ る。 スポー

ツ、娯楽 、芸術 文化活 動等 、多種 多様 で ある これ らを準備 す る こ とが求 め られ る。

2住 民参加の促進

1970年 代後 半 か ら、 コ ミュニテ ィ活動 、 まちづ く り活動 等が展 開 して、 自分た ちの生活

課 題 、地域課題 を解 決 しよ うと した。 また最近 で は市民 の社 会貢 献 、公 益性 とい う視点 か

143



ら住 民参加 が取 り上 げ られ 、住 民 の 自主性 、自立性 に基づ く参加 、活動 が進 め られ て い る。

これ らの課題 と して、現在 よ く取 り上 げ られ るのは 、現代 的課題 で ある。現 代的課 題 とは 、

「今 後 の社 会 の動 向 に対応 した生涯 学習 の振 興 方策 につ い て」(生 涯学 習審 議会 答 申 平

成4年7月)に よれ ば、 「人 々が社 会生 活 を営 む上 で、理 解 し、体 得 して お くこ とが望 ま

れ る課題 」で あ り、 「社 会 の急 激 な変化 に対応 し、 人間性 豊 か な生活 を営 む ため に、人 々

が学習す る課題 」 で あ る。 この よ うな課 題 として 、同答 申で は、例 えば次 の事項 が あげ ら

れ て い る。

生命 、健 康 、人権 、豊 か な人間性 、家庭 ・家族 、消費者 問題 、地域 の連 帯 、ま ちづ く り、

交通 問題 、高齢化 社会 、 男女共 同参画型 社 会、科 学技術 、情報 の活 用 、知的所 有権 、国 際

理解 、国際貢 献 ・開発援 助 、人 口 ・食料 、環境 、資源 ・エ ネル ギー等。

これ らの現代 的課題 を解 決す るた めに は、それ らの課 題解 決 のた めに他者 と協力 して い

ろい ろ と活 動す るこ とを通 してお互 い に学 び合 うこ とにな る。 その学 び とは他 者 との体 験

学 習で あ る。 それ に参画 す る市民 は、 自らの意識 に基 づ き、そ の場 で多様 な体験 を通 して

他 者 に伝 えた り、 また課題 解決 の ため に地域活 動 に参画 してい く。 その結果 、地域 づ く り

につ なが り市民 ど うしの地域 づ く りにな る。 そ こには地域 づ く りに関す る市民 のネ ッ トワ

ー クが生 まれ る。

ま た、地域 課題 、社 会的課題 等 に対応 してい くた めに、地域 の生 涯学習 施設 は、何 らか

のか たちで学 習支援 す る こ とにな る。

この よ うな住 民参加 を取 りあげ るな らば、NPOの 在 り方(非 営 利 団体)に 着 目 しな け

れ ば な らないで あ ろ う。社 会教 育は 、地域住 民 の主体 的 な学 習活動 で あ る とす れ ば、地域

のNPOの 活 動 は社 会 教育活 動 の在 り方に深 い関係 が ある こ とにな る。また 、そ の こ とは、

豊 か な地域 社 会 を構 築 す るた めの 社会 教 育行 政 の住 民 参加 の在 り方 を論ず る こ とに もな

る。 わ が国 にお いて も、NPO活 動 が着 実に高 ま り、そ の結 果 、平成10年NPO法 の成 立

に至 って い る。

NPO(Non-ProfitOrganization特 定非営利 団体)と は、特 定非営利 活動促 進法(N

PO法)に よれ ば民間 の非営利 組織 が 、例 えば次 の活動 に該 当す る活 動 で あって、 不特定

か つ多数 の もの の利 益 の増進 に寄 与す る こ とを 目的 とす るもの をい うと述 べ てい る。 次 の

活動 とは、保健 ・医療 又は福祉 の増 進 を図 る活 動 、社会 教育 の推進 を図 る活動 、 まちづ く

りの推進 を図 る活動 、学 術 、文化 、芸術 又 はス ポー ツの振興 を図 る活動 、環境 の保 全 を図

る活動 、 災害時 の救援 の活動 、地域安 全活動 、人権 の擁i護又 は平和 の推進 を図 る活 動、 国

際協力 の活 動、男女 共 同参 画社会 の形 成 の促 進 を図 る活 動 、子 どもの健 全育成 を図 る活 動、

情 報化 社会 の発展 を図 る活動 、科 学技 術 の振 興 を図 る活 動 、経 済活動 の活性 化 を図 る活 動 、

職 業能 力 の開発 又 は雇 用機 会 の拡充 を支援す る活 動 、消費者 の保護 を図 る活 動 、 これ らの

活 動 を行 う団体 の運 営又 は活動 に 関す る連絡 、助 言 又は援助 の活 動で あ る。 これ らの活 動

をみ る限 り、生涯 学習 関係 者 が よ く取 り上 げ る現代 的課題 で あ る とい って も よいで あろ う。

社会 教育 が住 民の 自主的 な活動 を尊 重 してい る とす れ ば、 このNPOの 活 動 は、ま さに社

会教 育活 動 に通 じてい る と考 え られ る。

このNPOが 出現 した背景 に は、何 らかの かた ちで市 民 自らが地域 づ く りに参加す るよ

うにな った こ とがあ る。 例 えば 、ボ ランテ ィア活動 に対 して 市民一 人一人 の 関心 に高ま り

が あ り、 また、何 らか のか た ちで住 民 が積極 的 に 自分 た ちの生活 を よ り豊 か にす るため に
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行政 施策 へ の提 言 を して きて い るこ とで あ る。 この 市民 の意識や 活動 が公 共的 、福 祉 的社

会貢 献 的性 格 を有 して きて、 その結果 、行 政 だけで な く市 民 の共生的 考 えが芽 生 えてきた

こ とにな る。 これ らの活 動 は、 どこかの拠 点 を必要 とす るた めに社会 教育施 設 と関 わ るこ

とにな る。

NPOが 市 民 と して 自己 を豊か に して社 会 を変 えてい く力 にな る とすれ ば社会 教育施 設

側 と して次 の視 点 が重要 で あろ う。

・NPOが 住 民 の学習 契機 とな り、人 々の社会 との関わ りを もたせ る。

・市 民がNPOを 学習機 会 と して利 用 す るだ けでな く市民 が学 んだ成果 を伝 える機 会 と

す る。

・NPOモ デル の学習 機会 が コミュニテ ィづ くりや市 民ネ ッ トワー クづ く りの拠 点 にな

る よ うにす る。

・人 々に地域 にお け る帰属 意識 、連 帯的意識 や 考 えを醸成 して 、人 々のつ なが りの人 的

ネ ッ トワー クをつ くるよ うにす る。

・住 民 を委員 と して委嘱 して行 政へ の参加 を促 し、住 民 の学習成 果 を生 かす 仕組 み を考

え る。

3多 様化 ・高度 化す る学習 ニー ズへの 対応

学 習 ニーズ の高度化 、多様 化 を把 握す るため に、各調査 の成果 か ら考察 して み よ う。

生 涯学 習 に関す る世論調 査(総 理府 平成11年)に よる と、今 後 、人 々の生涯 学習活 動

で どの よ うな こ とが 大切 であ るか きいた ところ、 次の通 りで あった。

・誰 で も気軽 に参加 で き るよ うな内容 の学級 や講 座 を増やす。(55.5%)

・公 立の生涯 学習 関係 施 設 を充実 させ る。(40 .1%)

・職 業 に役 立つ よ うな高度 な内容 の講座 を増や す。(25.0%)

・生涯 学習 の機 会や参加 方 法 、指 導者 な どにつ いて 、住民 への情報 提供 や相 談窓 口を充

実す る。(21.6%)

さいた ま市生涯 学習市 民意識 調査報 告書(さ いた ま市教育 委員会 平 成16年3月)の

調 査結 果 のま とめで は次 の よ うな ことが報 告 され て い る。

・生 涯学 習の 関心度 は高 く、生涯 学習意識 も醸 成 され てい る。

・学 習 内容 ・形 態 とも多岐 にわ た ってい る。

・幅 広 い内容 の講座 、初心者 向けの講座 を望 む市 民が多 い。

・生涯 学習情報 をいつ も得 て い る市 民が多 い。

両調 査結 果 か ら、学習 ニー ズは多様 化 で、生涯 学習 情報 を得 てい る人が多 く、生涯学 習

の意識 が醸成化 され てい る。 そ して、初歩 的 な学 習 を望む 人 は多い が、今後 、 それ をべ 一

スに した次 の段 階へ の高度 な学習 を望 む人 が増 える こ とが予想 され る。

4情 報化の進展と社会教育施設

情 報 通信社 会 の進 展 は、マル チ メデ ィア→ イ ンターネ ッ ト→ ユ ビキ タスの社 会の流 れで

あ る といわれ て い る。 現在 はユ ビキ タスの社会 の実 現で 、ユ ビキタスの社 会 に移 行 しつつ
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あ る とい う。 そ の ユ ビ キ タ ス の 社 会 とは 、 「い つ で も、 ど こ で も 、 誰 で も利 用 可 能 な ネ ッ

トワ ー ク 」(ユ ビ キ タ ス ネ ッ トワー ク)を 意 味 す る。 「い つ で も 、 ど こで も 、 誰 で も」 が

ネ ッ トワ ー ク と結 ぶ こ とに よ り、 「生 活 の 豊 か さの 向 上 や 経 済 の 活 性 化 、 社 会 上 の 問 題 の

軽 減 等 」 が な され る社 会 を さす 。 例 え ば 、 リモ コ ン で 自分 の 家 の 戸 締 りを チ ェ ッ ク、 音 声

で い ろ い ろ な機 器 を操 作 で き る 、 ボ タ ン で 離 れ た 家 族 と話 が で き る こ とな どの よ うな こ と

が 可 能 な 社 会 で あ る 。

マ ル チ メ デ ィ ア に 関 して は 、 平 成8年 の 中央 教 育 審 議 会 答 申 、 平 成10年 の 生 涯 学 習 審 議

会 報 告 で マ ル チ メ デ ィ ア を活 用 した 新 しい 学 習 シ ス テ ム に つ い て 述 べ て い る 。 今 ま で の マ

ル チ メ デ ィ ア の 活 用 につ い て 、例 え ば 、ISDN回 線 に よ るテ レ ビ会 議 シ ス テ ム 、博 物 館 、

図 書 館 等 の所 蔵 す る多 様 な学 習 資 源 を マ ル チ メ デ ィ ア デ ー タベ ー ス 化 した 民 間 教 育 事 業 に

よ るイ ン タ ー ネ ッ ト活 用 講 座 、 公 民 館 等 に よ る遠 隔 講 座 の 実 施 、 衛 星 通 信 遠 隔 教 育(AN

DES)シ ス テ ム に よ る企 業 人 の リフ レ ッ シ ュ教 育 等 が な され て い る。

イ ン ター ネ ッ トに つ い て 、 そ の 普 及 状 況 を 見 る と、 平 成15年 末 の イ ン タ ー ネ ッ ト利 用 人

口 は7,730万 人 、 人 口普 及 率 は60.6%で か な り進 展 して い る。(図1)

図1イ ンター ネ ッ ト利用 人 ロ及 び人 ロ普及率 の推移

イ ン ター ネ ッ トの活 用 につ い ては 、 「新 しい情報 通信 技術 を活 用 した 生涯学 習 の推進 方

策 につ い て」(生 涯 学 習審 議会 答 申 平 成12年)の 中で、公 民館 、 図書館 、博 物館 や 大学

な どの生涯学 習 関連 施設 での活 用推進 を指摘 してい る。

こ う した情 報通信 の変化 に対応 して文 部科 学省 では い くつ かの施策 が展 開 され て い る。

例 えば、 イ ン ター ネ ッ トに よ る施設 情 報 ・講i座情報 提供 の 「NICER」 の 開設 、 「い き

い き!夢 キ ラ リ」(家 庭 教育 テ レ ビ番 組)の 制作 と放 送 、教育情 報衛 星 通信 ネ ッ トワー



ク(エ ル ・ネ ッ ト)活 用 によ る教 育 ・文 化 ・スポー ツ ・科学技 術等 の生涯 学習 セ ン ター 、

公 民館 、図書館 、青 少年教 育施設 へ の情報提 供 があ る。

それ では社 会教 育施設 にお け る情 報化 の進展 は どの よ うな状 況 であ ろ うか。 社会 教育施

設 の動 向 を把 握す るため に、何 らかの情 報提供 を実施 して い る施設 の うちで情 報 システ ム

ネ ッ トワー ク の状 況 を考察 してみ る。表1に よる と、公 民館 の割合 は低 く、 図書館 、博物

館 は比 較 的 、そ の割合 が 高い。 この情 報提 供 につ いて 、 「今 後 の生涯 学習 の振 興 方策 につ

いて 一審議 経 過 の報告 一」(中 央教 育審 議会 生 涯学 習分 科会)で 「公 民館 、 図書館 、博物

館 等 の社 会 教育施 設 では、学校 教 育施設 と比較 してIT環 境 の整備 は進 んでお らず 、情報

提 供 な どにおい て情 報化 がお くれ てい る。」 と指摘 してい る。

表1社 会教育施設 における情報提供方法



5連 携 ・ネ ッ トワ ー ク の 推 進

(1)連 携 ・ネ ッ トワー クの意義 と必要1生

生 涯 教 育 の意 味 は 生涯 に わ た る統 合 され た教 育 と考 え られ 、 そ の キー ワー ドは統 合

(integration)概 念 に あ る とい う。 この統合 には、垂 直 的統合(時 間 的)と 水 平的 統合

(生 活 空間的)が あげ られて い る。 生涯学 習 の特徴 と して 、人 々がいつ 、 どこでで も自分

のニー ズ によ る方法 で学 習で き るこ とを意 味す る と した ら、 この統合 の概念 に 関わ る。

つ ま り、 多様 な機 関 ・施設 で どこで で も学習 で き る仕組 みで あ る連携 ・協 力(ネ ッ トワ

ー ク)が で きて い くこ とで あ る。 この連携 ・協力(ネ ッ トワー ク)を 組 む とい うメ リッ ト

は 、主に次 の点 か らで あ る。

・住 民 の多様 なニー ズ に対応 で き るこ と

・住民 に提 供す る学 習情報 が豊 富に な るこ と

・機 関 ・施 設相 互 の情報 交流 が可能 にな るこ と

・機 関 ・施設 の事業 の ス リム化 を図 る こ とがで き るこ と

臨時 教育審議 会以 降 の答 申が生涯 学習 の体系 化 を提 示 してい る こ とは、生涯 にお け る学

習機 会提 供 の整備 を意味 す る もの であ る。 実際 に人 々の多様 なニー ズに対応 す る学 習機会

や 現代 の社会 が直 面 してい る諸課題 に対応 す る学習機 会提供 の整備 の充実 が求 め られ てい

る。 そのた め学習 支援 をす る学習機 会提供機 関 ・施設 同志 のネ ッ トワー クが必要 で ある。

(2)施 設 問連携 の推進

教 育 改 革 に関す る答 申で は、 「各分 野 間 の連携 」 「家 庭 ・学 校 ・社 会 の相 互 の連携 ・融

合 」 「民 間 を含 め た地域 の様 々 な活動 の連 携 」 「スポー ツ医 ・科 学研 究 所 を 中核 とす る研

究 のネ ッ トワー クの形成 」 「図書館 、博物 館 等 同種 の施 設や 地域 間 にお ける異種 の施設 の

ネ ッ トワー ク化 」「公 民館 、図書館 、学校 そ の他 の関連 施設 の有機 的 な連携 を図 る必要性 」

等 、ネ ッ トワー クの必要性 が積 極的 に提示 され てい る。続 いて 「生涯学 習 の基盤整備 につ

い て」(中 央教 育審議 会答 申)の 中で、 「各種 の生 涯学 習施設 相互 の連 携 を促進 」 し、 「地

域 の生涯 学習施 設相 互 の間 を最新 の情報 通信手 段で 結 んで、生涯 学習 に関 す る情報 のネ ッ

トワー クを構 築」 した り、 「関係 機 関 との連 携 ・協 力及 び事 業 の委託 に 関す る こ と」等 の

中心的 役割 の機 関 と して生涯 学習 セ ンター をあ げた。 これ らの答 申に基づ き 「生涯学習 の

振 興 のた め の施策 の推 進 体制 等 の整 備 に関す る法律 」 で 、 「地域 にお ける学校 教 育、社 会

教育及 び文 化 に関す る機 関及 び 団体 に対 し、 これ らの機 関及 び団体 相互 の連携 に 関 し、照

会及 び相談 に応 じ、並び に助 言 その他 の援助 を行 うこ と」 とあ って、連携 の推 進 が規定 さ

れ た。

平成8年4月 の生涯 学習 審議 会答 申 「地域 にお ける生涯 学習機 会 の充実方 策 につ いて 」

で は 、生 涯 学習 に関連 す る施 設 と して 、 「社 会 に開 かれ た 高等 教 育機 関」 「地 域社 会 に根

ざした小 ・中 ・高等 学校」「地域 住 民のニー ズ に こた え る社会 教育 ・文化 ・ス ポー ツ施 設」

「生涯学 習 に貢 献す る研 究 ・研 修施 設」 の4種 類 をあ げて、 それ らの連 携 ・協力 の推進 を

示 してい る。 それ に よる と、 「類型 を超 えて、 関連 す る施 設 問 に機 能 的 なネ ッ トワー ク を

構 築 して 対応 す る こ とが 有効 」 と して、 「地域 社会 にお けるすべ て の関連 施設 を含 む連 携

・協力 システ ムの構築 」 を推進 す る必 要が あ る と述 べ てい る。 このネ ッ トワー ク を構 築す
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るにあ たっ て、 「情報 ネ ッ トワー クの整 備や コーデ ィネ ー ト機 能 の充 実 が基盤 的 な要件 」

にな るの で、 コーデ ィネー ター が、学習者 と施 設 、施設 問相互 の連絡 ・調整 を的確 に行 う

こ とが重要 で あ る と論 じて い る。 この答 申であ げ られ てい る具体的 なネ ッ トワー クの項 目

をあ げて み る と、 高等 教育機 関 につ いて は 、 「地 域 社 会 との連 携 強化 」 「大 学等 と企 業 と

の連 携 」 「大 学 にお け る生涯 学 習 セ ン ター と他 の 関係機 関 との連 携 ・調整 」 「社 会 教 育施

設 等 に お け る大 学 との連 携 ・調 整 」 「大学 ・短 大 と地 方公 共団体 や 民 間団体等 との連携 ・

協力 」、小 ・中 ・高 等学校 では 、地域 社会 の機 関 ・施設 、人 材 、 自然 ・文化 の活 用 、学校

の有 す る学習 資源 の開放 、週末 等 にお ける学 校施 設 の活 用 、災害 時の避 難場所 としての学

校 と地域社 会 との機 関 ・施 設等 との連携 があ げ られ 、学社融 合 に よる事 業展 開、学校 週 五

日制 へ の対応 等が示 され てい る。 研 究 ・研修 に関 して も、地域社 会 との連携 と して、地 域

の生涯 学習機 関 のネ ッ トワー クへ の参 加 、学校教 育や 社会教 育へ の協 力、教 員 ・指 導者 と

しての 協力 、実験 、実習施 設 と しての活用 、 な どが あ げ られ て いて 、連 携 ・協力 の必 要性

が示 され て い る。

そ して平成9年9月 、文部省 生涯 学習 局か らだ され た 「地域 にお け る生涯 大学 システ ム

の整 備 につ いて 一地域 にお け る生涯 大学 シ ステム に関す る研 究 開発報 告書 一」 に、広域 的

な連携 ・協力 の あ り方が提 言 され てい る。 生涯 大学 システ ム とは、 それ に よ る と、 「各都

道府 県(生 涯 学習 セ ン ター等)を 中心 に、県域 内の各市 町村 、社会教 育施 設や 大学 ・高等

学校 、民 間教育 事業者 等 との幅広 い連携 ・協 力 に よ り構 築 され る、総合 的な学 習サ ー ビス

提供 シス テ ム」 と述べ られ 、連携 ・協 力 を軸 と した この考 えを も とに論 じ られ てい る。 そ

して、 そ の シス テ ムが機 能 す る領域 と して、 「学 習機 会 の提 供 」、 「学習 成 果 の評価 」 「学

習成果 の活 用支 援」及 び 「学習 情報 の提供 ・学習相 談 」の 四領 域 を想 定 し、様 々な タイ プ

の機 関 ・施 設等 の幅 広 い連携 ・協力 が重要 で ある と述 べ られ て い る。 システ ム を構 築す る

にあた って 、関係機 関 ・施設 問 との広 域 的な連携 ・協 力 が重 要 であ るので 、そ のアプ ロー

チ として、 「県 ネ ッ トワー ク拡 張型 」 「広域 ネ ッ トワー ク接合 型 」 の2つ をあ げて い る。

多様化 す る学習活 動 ・学習 ニー ズに対応 す る社 会教 育行 政 を推 進す るた めに 、多様 な機

関で の多様 な連 携 が 必要 とされ る。 「社 会 の変化 に対 応 した今 後 の社会 教 育行政 の在 り方

につ い て」(生 涯 学 習 審議 会 答 申 平成10年9月)で は、 「これ か らは 、広範 な領 域 で行

われ る学習 活動 に対 して、様 々 な立場 か ら総合 的 に支援 して い く仕組 み(ネ ッ トワー ク型

行 政)を 構 築 してい く必要 があ る。 この意味 で社会教 育行 政 は、ネ ッ トワー ク型 行政 を 目

指すべ きであ り、社会 教育行 政 は生涯学 習振興 行政 の 中核 と して 、積 極的 に連携 ・ネ ッ ト

ワー ク化 に努 めて いか な けれ ば な らない。」 と述べ て い る。 そ こで 、社会 教 育行政 は、ネ

ッ トワー ク型行 政 の中核 として、機 能 を果 たす ことが求 め られ る。

社 会 教育施 設 としての連携 につ い て は、 「学 校施 設 の開放 等 を進 め る こ とに よ り、 地域

社会 の核 と して 開かれ た学校 を作 る必 要 があ る。 また 、高度化 す る学習 ニー ズに対応 す る

ため 、高等 教 育機 関 、国公 立や 民 間の研 究機 関 、企業 との連携 も不 可欠 で あ る。」 と、学

社融 合 の観 点か ら連携 を述べ てい る。 ま た、生涯 学習施 設 問の連携 をあげ 「社 会教 育施設

問のみ な らず 、 首長部 局が所 管す る各種 の施 設等 との積 極 的な連携 を促進 し、住民 に とっ

て利 用 しやす い 生涯学 習施設 のネ ッ トワー クを構 築 してい くこ とが必要 で ある。 このた め

の恒常 的 な組 織 の設 置 が期待 され る。」 と連携 の推進 を指 摘 してい る。

生涯 学習施 設 の連携 の種類 には、施設 ネ ッ トワー ク、事 業ネ ッ トワー ク、人材 ネ ッ トワ
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一 ク、情報 ・相談 ネ ッ トワー ク、推 進体 制ネ ッ トワー ク等が考 え られ る。施 設ネ ッ トワー

クは 、ハー ド面 で捉 え るな らば 中核 施設 、地 域施設 、住 区施設 等、広 域生 活圏 ・全市 町 ・

行 政 区域 ・学 区域 ・分館 の施設機 能等 を考 慮 に入 れ る必 要 があ る。事 業ネ ッ トワー クでは 、

主催 ・共催 ・後援 等 の形態 で ある。 情報 ・相 談ネ ッ トワー クでは、施 設情 報、人材 情報 、

事 業情報 、 その他各 種 情報 、各種相 談 での連携 ・協 力 関係 の在 り方 がポイ ン トであ る。 こ

れ らのネ ッ トワー クの仕 方 につ いて は施設 の種 類 に よって異 な る。例 えば、複合施 設 では

施設 内でのネ ッ トワー ク、 単独 施設 で は他 施設 との組 み 方の在 り方 が、考慮 すべ き対象 事

項 で あ る。 具 体的 なネ ッ トワー クの例 では公 民館等 の場合 、事 業の 共同企 画、実行 委員 会

へ の参加 、事 業 の共 催 、事業 の実施 委託 、人材 派遣 、施設提 供 、教材 提供 、広報 ・参加 者

募集 等 があ る。

(3)民 間諸活 動等 との連携

「生涯 学 習 の基盤 整 備 につ い て」(中 央 教 育審 議会 答 申 平成2年1月)で は、 「民 間

教 育施 設 との連 携 ・協 力 を図 る」 と述 べ てい る。 「今 後 の社 会の動 向に対応 した生涯 学 習

の振興 方策 につ い て」(生 涯 学 習審議 会 答 申 平成4年7月)の なか で も 「社会 教 育施 設

や スポ ー ツ ・文化施 設 、職 業能 力 開発施設 、社 会福祉 施設等 や 民間事 業者 な どが 、 よ り一

層 、学校 な どの教育機 関やそ の他 の研 修 ・研 究機 関等 と密接 な連 携 を図 ってい くこ とが 必

要 にな っ て くる」 とあ り、 民 間機 関 との連携 をあ げてい る。 「地域 にお け る生涯 学習 機 会

の充 実方 策 につ い て」(生 涯 学 習審議 会答 申 平成8年4月)で も 「民間 の教 育事業 者 と

公 的施 設 との連携 の あ り方 が現 実的 な課 題 とな り、連携 のた めの新 たなルー ル作 りが必 要

に なっ て きてい る」 と して 民間 との連 携 強化 を述 べ てい る。 「社会 の変 化 に対応 した今 後

の社会 教育行 政 の在 り方 につ いて」 では(生 涯 学習審議 会答 申 平成10年9月)民 間の 諸

活 動 との連携 をあげ て 「社 会教 育行政 は 、社 会教 育 関係 団体 、民 間教 育事業者 、 ボ ランテ

ィア 団体 をは じめ とす るNPO、 さ らに は、町 内会等 の地縁 に よ る団体 を含 めた民 間の諸

団体 と新 た なパ ー トナー シ ップ を形成 して い く ことが必 要 であ る」 と述 べ 、民間事 業 との

連携 と社 会教 育 関係 団体 との連 携 につい て指摘 して い る。

「新 しい情 報通 信技 術 を活 用 した 生涯 学習 の推進 方 策 につ いて」(生 涯 学 習審議 会 答 申

平成12年)で は 、 「生 涯学 習 用 の教材 な どにつ い て、 民間教 育 事業者 、NPOな どの活力

を生 か しな が ら開発す る必要 」 を述べ て い る。 「新 しい時代 のふ さわ しい教 育基本 法 と教

育 振 興基 本 計 画 の在 り方 につ いて 」(中 央 教 育審 議 会答 申 平 成15年)に お い て 、r行 政

と民 間 との 問の適切 な役割 分担 、連 携 ・協力 に も配慮 す る こ とが大切」 と記 してい る。「今

後 の生 涯学 習 の振 興方 策 につ い て 一審 議経 過 の報告 一」(中 央教 育審 議会 生涯 学習 分 科会

平成16年3月)で は、都道府 県(広 域 の地 方公 共団体)と して 「大学 、専 門学校 、民 間

教 育事 業者 、職 業 訓練 施設 、公 民館 等 との広域 連携 の機 能 を強化 」、国 と して 「都 道府 県

や市 町村 と、大学や 民 間教育 事業者 、NPOな どの コー ディネ ー ト」の各役 割 を あげて い

る。

・民 間教育事 業 との連携

人 々 の学習 ニー ズの 高度化 、多様化 に対応す る学 習支援 の ため に、教育行 政機 関 と民間

教育 事業者 の連 携 を進 め るこ とによって 、 よ り有効 な学習 支援 が可能 で あ る。 行政 の ス リ

ム化 が 叫ばれ てい る 中で、行政 側 だけで 人 々の学習支 援 を してい く ことは非 常 にむず か し
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い。 「教 育行 政機 関 と民 間教 育 事 業者 との連携 の促進 にっ い て」(教 育行 政機 関 と民 間教

育事業 との連 携方 策 に関す る調 査研 究協 力者会 議 平成10年3月)は 、その連 携 の こ とに

つ い て、触れ て い るので紹介 してみ る。 そ の連 携 の意 義 につ いて は、多様 な学 習 ニーズ に

応 える こ とがで き る、情報 交流 が でき る、学習情 報が 豊富 にな る等 で あ る。

今 まで、 民間教 育事 業者 と連 携 につ いて は、特 定民 間事業者 の営利 事業 を支援 す るこ と

は、特定 の民 間事 業者 を援助 す る こ とにな る等 との理 由か らタブー視 され て きた。しか し、

民間教 育事 業者 が人 々の生涯 学習活 動 を支 えてい る とい う現状 か ら、それ ら民 間教 育事業

を人 々の 学習 支援 に活 用す る こ とは非 常 に重 要で あ る。 この調査 研 究で は 、 「人 々 の生涯

学 習振 興行 政 に有 益 で あ るこ と」 「公 平 ・適 切 な手続 き等 を経 てい る こ と」 の2点 を満 た

して いれ ば 、民 間教 育事 業者 との連携 は進 め られ るべ きで あ る として い る。

なお 、社会 教 育民 間教育営利 事 業 との関係 につ いて は、平成7年9月 、広 島県教 育委員

会 教育 長か らの照会 に答 えた、生涯 学習 局長 通知 「社会 教育 法 にお ける民間営利 社会 教 育

事 業者 に関す る解 釈 につい て」 があ る。 それ に よる と、社会教 育法 第2条 の社 会教 育活動

には民 間の 事業者 の活動 も含 む こ と、社 会教 育法第23条 の 「営利事務 を援 助す るこ と」 と

は、特 定の 民間 の営利 事業者 に対 し、公 民館 の使用 の便 宜 を図 った り、その事 業者 に利 益

を与 え るこ とで あ る と して い る。 つ ま り、民 間の教 育事 業者 の公 民館 使用 は 、公共性 、人

々の学 習 に役 立つ こ と、社会 貢献 が あれ ば 、許 され る との解釈 を して い る。 教 育行政機 関

と民 間教育 事業者 との連 携 につい て も、 この考 えに基づ け ば よい と考 え られて い る。 そ こ

で、具 体的 な連 携 方策 を この調 査研究 で ま とめ てい る。例 えば、連絡 協議 、学習情 報提 供 、

民間(企 業)の 協力 を得た事 業 、教 育行 政機 関の 実施 す る生涯 学習 フ ェステ ィバ ル な ど生

涯 学習 に関す る普 及活動 に関す る協力 、公立 生涯学 習施 設 の運 営委託 等 をあ げてい る。 そ

して 、 これ らの連携 ・協力 のた めの手順 ・方 法 として 、教育行 政機 関の職 員の 意識 改革 、

民間教 育事 業者 との連携 窓 口の設 定、情 報 の収 集 、連携 の企 画の提案 、連携 事 業 の実施 と

反省 の必 要性 をあげて い る。

・社 会教 育関係 団体 との連携

社会 教育 関係 団体 は、 まちづ く りや 地域づ く り、社会 貢献活 動等 に大 きな役 割 を果 た し

て きた。そ して、行 政側 も社 会教 育 関係 団体 を通 して住 民 の学 習支援 を行 って きた。また、

その 際に、社 会教 育 関係 団体 は他 の諸 団体や グルー プ ・サー クル等 と連携 ・協 力 して社会

的サ ポー トや住 民の学 習支援 を して きた。近年 、従 来 の社会教 育 関係 団体 に加 えて新 た に

ボ ランテ ィア 団体やNPOな どの団体活 動 が活 発 に行 われ てい るが、今後 は 、従来 の伝統

的 団体 を始 め と してNPO等 の相 互 の パー トナー シ ップ を形成 して い くこ とが必 要 で あ

る。例 えば、情 報ネ ッ トワー クシステ ム、行 政 とのパー トナ ー シ ップ 、市民 団体 ・NPO

・社会 教育 関係 団体 同士等 に よるネ ッ トワー キ ングが重 要 であ る。 そ の場 合 にだれ が コー

デ ィネ ー トしてい くかが課題 であ る。

6ネ ッ トワー クの方 向 と要素

連携 の意 義 とそ の在 り方 を述べ て きたが 、人 々の学習 圏域 が拡大 す るので 、高度 で、か

つ広範 囲 の学習機 会提 供 をす るネ ッ トワー ク システ ム が求 め られ る。 そ こで、施 設 レベ ル

で のネ ッ トワー クの在 り方 と要素 をあ げてみた い。
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例 えば、広域 ネ ッ トワー クの場合 、学習者 を中心 に考 える と、 まず学習 者 と生涯学 習機

関 ・施 設 、学習者 と評 価 ・資格 の機 関、学 習者 と学習機 会 ・場 所 ・教材等 のネ ッ トワー ク

の関係 等 が あげ られ る。 また学 習機会 ・場 所 な どのネ ッ トワー ク と学習成 果 の評価 ・認 定

サ ー ビス機 関、そ して生 涯学習機 関 ・施設 と学 習成果 の評価 ・認 定サ ー ビス機 関 の関係 が

あげ られ る。

多様 な メデ ィアネ ッ トワー クの場 合 、 「生涯 学 習セ ン ター機 構 」 「学 習成 果 の評 価 ・認

定サー ビス機 関」 「生涯 学 習支 援機 関 ・施設 ・団体等 の提 供す る学 習場 所 ・機 会 、遠 隔講

座 、学 習用機材 ・デー タベー ス等 のネ ッワー ク」 な ど と多様 なメデ ィア とが結 びつ いて い

る。 つ ま り多様 なメデ ィア を媒 介 としてネ ッ トワー ク化 が な され てい る。

以 上、 これ らの施 設 連携 、民 間事 業者 との連 携 、ネ ッ トワー ク化 の在 り方は 、 さ らに指

定管理者 制度 に よ る協働 パー トナー シ ップの考 え に基づ く民 間の活 用 に変 化 してい る。

7指 定管理者制度の概要と活用

多様 な住 民 のニー ズ に対応 してい くた めに、 よ り効果 ・効 率的 な行政 サー ビスが求 め ら

れ てい る中で 、民 間事業 者 の ノ ウハ ウが必要 とな って きてい る。 そ こで、 「地方 自治 法 の

一部 を改 正す る法律」(平 成15年 法 律第81号)が 公布(平 成15年6月) 、施 行(同 年9月)

され 、従 来の 「管理委 託制度 」 か ら 「指 定管 理者制 度」 に変 わった。

「管 理委 託制 度 」 は、地 方公 共 団体 が公 共団 体(土 地 改 良区 、水害 予防組 合等)、 公共

的 団体(赤 十字 社 、農 協 、生協 、 自治 会等)、 地 方公 共 団体 の出 資法人(要 件 を満 たす も

の)な どの管 理受託 者 との委 託契約 によ り 「公 の施設 」 の管理 を委託 す る もの であ る。地

方公 共 団体 は、管理権 限 や責任 を有 してい る。

「指 定管理 者制度 」 の導入 によ り、社 会教 育施設 は 、全 面的 な民 間委託 が可能 に な り、

地 方公 共 団体 が指 定 した 「指 定管 理者 」(指 定 を受 ける者 、 制限 な し)が 、 当該 施設 の管

理 代行 を行 うこ とに なる。

指 定管理者 制度 の概 要(地 方 自治 法第244条 の2)は 、次 の通 りであ る。

(1)指 定管理者 の指 定 の手続 き、管 理 の基 準 、業務 の範囲 につ いて は、条例 に定 め る。

(2)指 定管理者 の指 定 は、期 間を定 めて行 う。

(3)指 定管理 者 の指 定 を行 うときは、 あ らか じめ 当該 地方公 共 団体 の議 会 の議 決 を経 な

けれ ば な らない。

(4)指 定管 理者 は、毎年 度 終了後 、事業 報告書 を作 成 し、 当該 地方公 共 団体 に提 出 しな

けれ ばな らない。

(5)利 用料金 につ いて は、 当該 地方公 共 団体の収 入 と して収受 させ るこ とが でき る。

当該 指 定管理者 は利用 料金 を定 め、当該 地方公 共 団体 の承認 を受 けな けれ ばな らない。

(6)指 定 管理者 が指示 に従 わ ない とき、 また 当該 指定 管理者 が管理 を継続 す るの には不

適 当 と認 め る ときは、 その指 定 を取 り消 した り、業 務 の全部 また は一部 の停止 を命令

す る こ とがで きる。

この指 定管理者制 度 の メ リッ ト、デ メ リッ トは次 の通 りであ る といわれ てい る。

メ リッ ト ・ … 財源 の節 約 、経 費 の削減 がで きる。

行政 の効 率化 、効果性 が期待 で き る。
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施設 の効果 的サ ー ビスの向上

デ メ リッ ト … 行政 サー ビス の低 下 と公 的責任 の 曖昧性

特 定 の業 者 だけ が関与す るの で、行 政サ ー ビスの低 下が あげ られ る。

そ して 、指定 管理者制 度 に よって従来 のPFIの 手 法が 、活 用 され る こ とにな った。

PFIと はPrivateFinannceInitiative略 で、 それ はNPM(ニ ューパ ブ リックマネ

ジメ ン ト)の 一つ で、「民間資金 等の活 用 に よる公 共施設 等の整備 等 の促 進 に関す る法律 」

で制 度化 され てい る。 そ の意味 は、 同法 に 「民 間の資金 、経 営能力及 び技 術的 能力 を活用

した公共施 設等 の建設 、維 持 管理及 び運 営の促進 を図 るた めの措置 を講ず るこ と等 に よ り、

効 率的 かつ効 果的 に社会 資本 を整 備 し、 もって 国民経 済の健 全 な発 展 に寄与す る」 と述 べ

てい る通 りであ る。PFIに 関 して は、従 来 の 「管理委 託制 度」 では 「管理受 託者 」 にな

れ ない が、 「指 定管理者 制度 」 では、 「指 定管理者 」 の指定 を受 け るこ とが でき る。

最近 の社会 教育行 政 の動 き と して 、平成17年1月 の 「社 会教育 施設 にお け る指 定管理 者

制度 の適 用 につ いて」 が文部科 学省 か らだ され た。指 定管 理者制 度 をめ ぐる現在 の段 階の

対応 の方 法 と して紹 介 してみ る。

社会教育施設における指定管理者制度の適用について

1,公 民館、図響館及LG博 館における整 理

(1)公 民館、図書館及び博物 館の社会教育施設については,指 定管理者制度を

適用 し、株式会社など民間事業者に も館長業務 を含め全面 的に管理を行わせ

ることができること。

(2)社 会教育法第27条 第1項 、図書館濠第13条 第1項 及 び博物館法第4条

第1項 が館長の必置を定めているところ.公 民館 、図書館及び博物館に指定

管理者制度 を適用する場合においても,地 方公共団体又は指定管理者が館長

を必ず置かなければな らないこと。また、博物館についてf#,博 物館法第4

条第3項 が学R員 の必置 を定めているので、指定管理者制度を適用する場合

においても、地方公共団体又は指定管理者が学芸 員を必ず置かなければなら

ないこと。

(3)#t会 教育法第28条 及 び地方教育行政の組畿及び運営に関する法律第34

条が館長その他の職員の任命を教育委員会が行 う二とを定めているが、教育

委員会の任命権は公務員たる職 員を対象 とするものであ り、公民館、図書館

及び博物館に指定管理者制度を適吊す る場合において指定管理者が雇 う者は

公務貝ではないことか ら、教育委員会の任命権の対象では なく、 したがって

社会教育法第28条 及び地教行法第sa条 は適用 されず、 よって教育委員会

による任命は不要であることa

2,主 な 留意;事項 に つい て

(1)公 民館.図 書館及び博物館における指定管理者制度の適用については、住

民サービスの向上を図る観点から、地方公共団体が掴定管狸者制度 を適用す

るか否かを判断するもの であること。

(2)指 定管理者に管理 を行 わせ るr業 務の範囲」については、施設の 目的や態

様等を踏まえ.地 域 の実情 に応 じて、「公の施設の般置の目的を効果的に遥成

する」観点から設定 し、条例において明確に定めること。

(3)公 民館、図魯館及び搏物館に指定管理者制度を適用する場合においても・施

設の適正な管理の確保に努める とともに、個人情報の取扱には特に留意する

こと。

(4)図 書館に指定管理者新度 を適用する場合においては、利用料金の設定に際

して図書館法第17条 が入館糾その他図書館資料の利用・に対す るいかなる対

価の徴収を禁 じていることに注意すること.

(5)管 理委託制度を遡用 している施設について、管理婆託制度に替えて引き続

き指定管理者制度 を適用する場合においては.平 成15年9月2日 から起算

して3年 以内に、当該施aRの 管理に関する条例 を改正 し.指 定管理者の指定

等を行う必要があるものであること。
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社会教育の評価第8章



第1節 評価の意義 と視点

1評 価 の意 義

評価 は ごく一般 的 にい えば 、設 定 され た 目標 を どの程 度達成 したか を確 かめ るため に情

報や証 拠 を集 め、そ の達成度 を判 断す るこ とで あ り、 その過 程全 体 を評価 とい うこともあ

る。

評価 とい って も、 ここでい う評 価 は社 会教 育 の評価 で あるか ら、教 育の評価 や学 習 の評

価 が中心 で ある。 そ の他 に も、社 会教 育 の行 政 ・経営 ・運営 の評価 、施 設や 団体 の評価 等

もあ り、 それぞれ 独 自の側 面 はあ るが、それ らは教育や 学習 の 向上 を図 る ことを 目指 して

い るか ら、その決 め手 となるの は教育や 学習 の評価 で ある。

一般 に教 育 とい う場合 には 、社 会教 育 だけ ではな く学校教 育そ の他 の教育 も含 まれ る。

そ の よ うな教育 の評価 は 、教 育 目標 に した がって 、達成度 を確 か めるた めに行 われ る。

一 方 、学 習 の評 価 は、個 々 の学習者 がそ れぞれ の学 習 目標 を どの程度 達成 したか を確 か

めれ ば よいの で あるか ら、個 々の学習者 に即 して行 われ るが、集 団学 習の場 合 には 、その

集 団全体 の学習評 価 も行 われ る。

最 近 は、行政 、施 設 な どで 、 自己点検 ・評価 の実施 とそ の公表 が求 め られ る よ うにな り

つっ ある。

自己点検 は、一定 の項 目につ いて あ る時点 での 自己の状 態 を明 らか に し、問題や 課題 を

析 出す る こ とであ る。

また 、 自己評 価 は、 目標 を設 定 した時 点で の 自己の状態 を明 らか に した うえで、一 定期

間後 に達成(あ るい は到達)し た状態 を 目標 設 定時 の状 態 と比較 した り、 目標 値 と比較 して

達成(到 達)度 を明 らか に し、問題や課 題 を析 出す る ことで あ る。 必要 に応 じ、達成(到 達)

状 態 を他 の ところ と比較 して 問題 や課題 を析 出す るこ ともある。

2社 会教育における評価の視点

社会 教育 の場合 の教 育 は、社 会教 育事 業 に よって展 開 され るか ら、 こ こで は社 会教 育事

業や学 習の評価 を中心 に話 を進 め てい くこ とに しよ う。

この よ うな評 価 を行 うの は、

1)教 育や 学習 の向上 を図 るた め、

2)設 定 した 目標 の 改善 を図 るため、

で あ る。

また、行政 、施設 な どで の 自己点検 ・評 価 の場 合 には、1)、2)の 他 に 、

3)社 会や 国 民、住 民の理解 ・協 力 を得 るための資料 を提 供す るた め、

4)社 会や 国 民、住 民 に対 す る説 明責任(ア カ ウン タ ビリテ ィ)を 果 たす ため、

とい うこ とが加 わ る。

いずれ に して も、社 会教 育 は学習者 の学習 活動 を支援 、援助 す る営み で あるか ら、社会

教 育事業 の評価 は、学 習評価 、学習活 動 を支 援 、援 助す る事 業の企 画 、展 開や 運営 の評 価

な どに分 けて扱 わ なけれ ばな らない。 学習評 価 は教育評 価 では ないが 、生涯学 習支援 の事

業評価 にあ っては 、学習 の成果 が あが ったか ど うか をその事 業の評 価 の決 め手 とす るこ と

が 多い。
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第2節 事業評価の内容 と方法

1事 業評価 の 目的

事業評価 の 目的 は、 その事 業が いか な る種類 の もので あれ 、 またい かな る方 法 に よる も

ので あれ 、結 局 は事業 改善 の資料 を得 る ことにあ る、といって よいで あ ろ う。したが って、

評価 の決 め手 は、そ の事 業 に よって学 習の成 果 が どの程度 あがった かに あ る。

事業評 価 は、次 の よ うな こ との資料 を得 るた めの手段 で ある。

①そ の事業 が 目標 達成 をい かに うま くな しとげつつ あ るか 、ま たは、 な しとげたか。

②参加 者 がい かに反応 しつ つ あるか、 また は した か。

③ 次回 の事 業 を よ り生産的 な ものにす るた めには 、そ こか ら何 を学ぶべ きか。

④ 参加 者 に人 間変 容 を もた ら しえたか ど うか。

ご く…般 的 にい えば、事 業 は学 習者 の学習 活動 と、 それ を支援す る側 の指導 、助言 、教

授活 動等 のプ ログラム を準備 、展 開 、総括す る活 動等 か ら成 り立 って い る。 したが って、

事業評 価 は学習評 価 と、学 習 プ ログラム評価 、指 導 、助 言 、教 授活 動等 の評価 を含 む こ と

に な る。 それ は指導 、助言 、教授 方法 等 の改善 、学習 プ ログ ラムの改 善のた めの資料 を得

るた めに行 うので あ り、 また 、学習 の評価 は支援 の側 に資料 を提供 す るだ けでな く、学習

者 に学習 の軌道 の修正 の ための資 料 を提供 す る こ とに もな るのであ る。

この よ うな学 習評価 を事業 の提供者 側 が事業 評価 の一環 と して行 お うとす る場合 に は、

学習 内容 を どの程度理 解 しえたか 、あ るいは技 術習得 で あれ ば、技術 を どの程 度身 につ け

る ことが出来 たか とい う点 をチ ェ ックす るよ うなテ ス トを行 うべ きだ とい う声 が出 る。 と

ころが 、成 人層 の場 合 には 、 この知識 理解 や技 術習 得 をた しかめ るテ ス トが極 度 に嫌 われ

る。 これ を実施 す る と、 出席者 が激減 す る ことが多い。

成 人層 が この種 のテ ス トを嫌 うとい うの は、学歴 中心 主義 の社 会 で、学校 時代 にテ ス ト

に痛 めつ け られ てきた 日本人 固有 の現象 で はない。 客観 的な評価 を非 常 に好む ア メ リカの

場 合 で さえそ うなので あ る。 ア メ リカ で も、成 人教 育 関係 者 は評 価 の問題 を さけて通 って

きた とい われ るほ どで あ り、そ の理 由 と して、成人 層 は、他人 によ る評価 を好 まな い傾 向

のあ る こ とがあ げ られ てい る。

従来 の事 業評価 は 、そ の よ うなテ ス トが で きないの で、学 習者 に よか った か、わ るか っ

たか を き く感 想 中心 主義 か、 あ るい は参加者 の人数 をかぞ えて、数 が多 けれ ば よ しとす る

人数 主義 に よる こ とが多 かっ た。 だ が、それ だ けで は事業 の改善 に あま り役 立た ない し、

説 得 力 がない。 よか った とい って も最 後 まで残 った人 がそ うい ってい るにす ぎず 、人数 が

多い とい うだ けでは 、はた して どれ だ け事 業 の教 育効 果が あ ったかわ か らないか らで ある。

2事 業評価の基本原則

ここで、社会 教育 にお け る事 業評価 の基本 的 な三原則 を述べ てお くことに しよ う。

① 他人 に よ る評価 よ りも自己評 価 の道 具 を大切 にすべ きで あ る。

この原則 は、成 人層 は他 人 との比較 を好 まず 、 自己 の進 歩 を評価 す る こ とを好 む

とこ ろか ら出 てい る。
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②評 価 のプ ロセス には必ず 事業計 画 の立案者 を入れ よ。

これ は、 も し、事 業計 画 作成 のた めに、何 らかの組 織一 た とえば企 画委 員 会、 準

備 委 員会 な ど一 をつ くった ら、 その委 員会 の メンバ ー に も参加 して も らえ、 とい う

こ とで ある。 これ は、 次の事 業計画 作成 に も非 常 に役 に立つ。

③ 評価 を行 う場合 は、活動や 費や され たエネル ギー よ りも、成 果や結 果 に関心 を示せ。

評 価 は あ くまで も結果 をみつ め る もの であ るはず だが 、成果 が あま りない と、 つ

い 学習過 程 での活動 のあ りさまや 、そ こで費や され たエ ネル ギー に 目をむ けが ちで

あ る。 しか し、 これ は あ くまでつつ しま なけれ ばな らない。

3事 業評価の内容 と方法

(1)事 業評 価 の手順

事業評 価 は、次 の よ うな手順 で行 われ る。

① 目標 の明確 化

評 価 は あ くま で 目標 がい かに達成 され たか を調 べ るた めの もので あ るか ら、評価 の

手順 におい て も、まず第1に 、 目標 の明確化 が はか られ な けれ ば な らな い。

②評 価項 目の決 定

目標 が明確 に され た ら 次 には、そ の 目標 達成 をはか り うる評価 項 目(評 価 の 内容)

を決 定 しなけれ ばな らない。

③ 評価 方法 の選 択

評価 項 目が決 定 され た ら、最 後 に、評価 方法 を選択 しな けれ ばな らない。

④ 評価 を行 うた めの組織 の編成

① ～③ とは別 に な るが 、事業評 価 を実施す るに 当たって は評価 委員会 を設置 し、そ

の委 員会 を活用 す る。

⑤評価 の 実施

評 価 を行 うた めに は、事業 開始前 の状態 につ いて の知識 、事 業終 了時の状態 につ い

ての知識 が 必要で 、評価 で は 目標 に照 らして事 前 と事 後 の差 を調 べ 、事業 の効 果 を判

断す る。

事 業評価 の 内容 と方 法 とい うの は② ～③ に 関わ り、④ も関わ りが ある。

(2)事 業評価 の 内容

事業評価 の内容 につ い ては、ご く一 般的 な評 価項 目の 形で あげてお くこ とに しよ う。(具

体 的 な評 価項 目につ いて は 「参考 」 を参 照。)

①事 業開始 前 の評価 項 目

アPRに つ いて

イ 参加 者 につい て

② 事業 開始 の際の評価 項 目

ア

イ

ウ

エ

参加者 に よる情 報 の受 け取 られ方 につ いて

参加者 の諸 条件 や期 待 ・要 求、必 要感 の把握 につ いて

目標や 方法 の提示(オ リエ ンテー シ ョン)に つい て

開始 の際 に与 え られ た諸情 報 に よる参加 者 の関心や 意欲 の高 ま りにつ いて
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③ プ ログ ラム準備 につ いての評価 項 目

ア プ ログラム の全体構 成 につい て

イ プ ログラム の各 コマ毎 につい て

④方 法 にっい ての評価 項 目

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

知識 ・技術 の伝 達 につ いて

学習 内容 の習得 のための援助 につ い て

運営 につ いて

補助 手段(た とえば視 聴覚 的手段 な ど)に つ いて

参加者 の参 加意 欲 を高 める援 助 につ いて

事実 の提示 と意 見 の交換 につい て

単位 時間相 互 の関係 につ いて

⑤指 導者 と参加 者 の 関係 につ い ての評価 項 目

ア 指導 の形態 と方 法 につ い て

イ 接触 の形態 につ いて

ウ 参加者 の態 度 につい て

(3)事 業評価 の方法

評価 項 目が決 定 され た ら、評 価方 法 を選 択 しなけれ ばな らない。 事業評価 の 方法 には、

次 の よ うな ものが あ る。

① 調査 法

ア 質問紙 法

指 導者 ・助 言者 、参加者 に質 問紙 に よる調 査 を行 い 、回答結 果 で評 価す る。

イ 調 査票 法

回数 、人数 、時 間 な どの数 量 を記 入す る調査 票 に よって調査 を行 い、数 量的 な 目

標 に照 ら して評 価す る。

ウ 面接 法

指 導者 ・助言者 、参加者 に面接 調査 を行 い、回答 結果 で評価 す る。

工 観 察法

事 業 関係 者(た とえば評 価委 員会 の メ ンバー や社会 教 育主事 、公 民館 主事 な ど)

が事 業 を観 察 して評価 す る。

②話 し合 い

事 業 につい ての参加 者 の話 し合 い、指 導者 ・助 言者 の話 し合 い を行 い、 その結 果

を利用 して評価す る。

(4)評 価 を行 うための組 織

前述 の よ うに、評価 を行 うた めに は評 価組 織 が必要 で ある。 事 業の評価 組織 は、 学識経

験者 、学習者 、社 会教 育専 門職 員 、の三者 で構成 す るの が よい とされ る。

評 価組 織 の役 割 は次 の通 りで ある。

① 事 業の 目標 や プ ランの有効性 の評 価。

② 目標 達成 の ため の学 習活動 の評価 。

③ 評価 に ともない新 た に出て きた問題 につ い ての事実 や情報 の収集 、将来 の事 業 の中 で
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考慮 しな けれ ば な らな い新 た な要求 の把 握。

④評価 方 法 ・道 具の調 達。

⑤評価 技術 の 開発 。

ア 質 問紙 、調 査票。

イ イ ン タ ビュー項 目とイ ンタ ビュー法 。

ウ 観察 項 目、観 察 法。

な ど

⑥ 自己評価法 の 開発 。
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第3節 学習評価の内容と方法

1学 習評価 の 目的

学習 評価 を行 う目的 と しては 、次の よ うな こ とが あげ られ る。

①学 習 プ ログ ラム の作成者 が プ ログラムの改 良 をはか るため。

②学 習者 がみず か らの学習 の 向上 をはか るため。

③社 会 、集 団 、個人 が学習 成果 を活用 しうる よ うにす るため。

以 上の 目的 とのか かわ りでい えば、学習 評価 には 次の よ うな機 能 が ある。

目的① とのかか わ りでは、

ア 学 習 プ ログラム の改善 に役 立つ よ うな 、プ ログ ラム効 果や その プ ログ ラム に関す

る学 習者 の レデ ィネ ス等 につい ての資料 を提供 す る。

目的② とのかか わ りでは、

イ 学 習者 が学習 の方 向 を修 正 した り、学 習法 を改善す るための資 料 を提 供す る。

ウ 学 習 の励 み にな った り、学習者 を勇気 づ けた りす る。

目的③ とのかか わ りでは、

工 学 習者 が職 業 上の選 択 を した り、社会 参加 をす る際の資料 を提 供す る。

オ 社 会や企 業等 が人材 を採 用 した り、活 用す る際 の資料 を提 供す る。

2学 習評価の内容と方法

学習 評価 の 内容 は、事業 を提 供す る側 か ら事業 の展 開 に関わ って評価 を行 う場合 と、学

習者 の側 で行 う自己評価 の場 合 に分 け られ る。

(1)事 業 を提 供す る側 で行 う場合

事業 を提 供す る側 で行 う評 価 は事 業の展 開 に関す る評 価 とい って もよいが 、学習 に焦点

が合 わ され るので、 ここで取 り上 げ る ことに しよ う。

そ れ には 次 の よ うな項 目が あ る。(こ れ につ いて も、具 体的 な評価 項 目は 「参 考」 を参

照。)

ア 参 加者 の態度や 反応 に関 して

イ 知識 ・技術水 準 に関 して

ウ 理解 、意見 ・態度 に関 して

エ ー般 的な成果 に 関 して

(2)学 習者 の側 で行 う場 合

学 習 内容 につい ての項 目は 、学習者 の学 習 内容 毎 に異 な るの で、ふつ うは 自己評価 の手

順 のみが 示 され る。

自己評価 は、次 の よ うな手順 で行 われ る。

① 望 ま しい行 動様 式や能 力等 につ いてのモ デル の設定。

② それ らの行 動様 式や能 力等 につ いての 自己の現 在 の水 準 の評価。

③ モデ ル と自己の現在 の水 準 の差 の評 価。
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ある学習 の成果 を捉 え るので あれ ば、その学 習の前 と後 に 自己評価 を行 って その差 を計

るこ とに なろ う。 しか し、 この よ うな 自己評価 に あって は、① のモデル の設 定 がむず か し

く、② 、③ の評価 に は客観 性 を確 保 しえない とい う難 点が あ る。

① のモデ ル の設 定 は、学習 目標 を分析 す る こ とに よって行 われ る。 しか し、 それ は誰 に

で もで きる とい うわけで はない ので 、や は り専 門家 に よ らざ るを得 な くな る。 学習 内容 が

多様 化 し、ま た学習 レベル も さま ざまな今 日で は、学習 テー マすべ て にわた って、 この よ

うなモデル を作 る ことはきわ めてむず か しい。そ のた め最近 は この よ うなモデ ル を設 定せ

ず 、学習 内容 につ いてい くつ かの項 目をあげ、 それ らを理解 で きたか ど うかチ ェ ックす る

とい った方法 が用い られ た りしてい る。

② 、③ の評価 で客観性 を確保 し得 な い とい うのは 、学習者 が 自己評価表 に記 入す るだけ

では 、結 局 その人 の主観 的判 断だ けに終 わ って しま うとい うこ とを意 味 してい る。 これ に

つい ては、 客観 テス トを 自分 で行 って参 考 に した り、評価 表へ の記入 を1回 に限 定せず 、

一定 の間隔 で何 回 も繰 り返 した りす る と、次第 にそ の分野 の水 準 に 目が 向 くよ うに な り、

その水 準 との比 較で 自己評価 を行 え るよ うにな って、 あ る程度 は 自己満 足 に終 わ らない評

価 が 可能 であ る。

しか し、いず れ に して も学習 内容 につい ての 自己評価 に は この よ うな難 点 があ るた め、

最近 は学習 方法 につ いての 自己評価 も行 われ る よ うにな りつつ あ る。

(3)学 習評価 の方法

学習評 価 の方 法 は、 学習評 価 の主 体(評 価 の 実施者)、 評価 技法 、評価 対 象 、判 定法等

に よってい くつ か の種類 に分 け られ る。

① 主体別 の分類

ア 自己評価 法

学 習者 が 自 らの学習 につ いて評価 す る もの。

イ 他者 に よる評価 法

学習 プ ログ ラムの提供者 や講 師 ・助 言者 に よ る評 価 、 あ るい は学習者 が相 互 に

行 う評価 な ど。

②評価 技法 に よる分類

ア 自己診 断法

学習 者 が学習成 果や感 想 を 自由に記述 した り、 い くつ かの観 点 を立 てて 自己診

断 を行 うもの。

イ 知識 テ ス ト法

知識 の習 得度 を調 べ る もの で、O× 法 な どが よく用 い られ る。

ウ 応用 能力 テ ス ト法

実例や応 用 問題 な どを用 いて応 用能 力 を調 べ る もの で、論 文法 、○ ×法 、実 技

法 な どがあ る。

工 判 断能力 テ ス ト法

これ は知識 テ ス トと応 用能力 テ ス トをあわせ た もので、成 人 の場 合 に用 いや す

い。 具体的場 面 を想 定 し、そ こで どの よ うな判 断 を した らよい かを述べ るもの。

オ 態度 テス ト法

学習 前 と学習 後の態度 変容 をみ るた めに、学 習の前 後 に同質 の態度 テス トを行
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うもの。 ただ し、態 度変容 が あ って も、そ れ がその学 習 によ るものか ど うかの判

定 がむず か しい。

力 観察 法

学 習者 の学習 や実 演 を指 導者や 専 門家が観 察す る もので 、スポ ー ツ、 レク リエ

ー シ ョン、芸術 、芸 能、趣 味 、料 理 、和洋裁 な ど、実技 を伴 うものに 多 く用 い ら

れ る。

キ そ の他

話 し合 いな ども一種 の評価 法 と して用い られ る。 感想 を述べ た り、 関心や態度

の変化 を述べ た りす る。

③ 評価 対象別 の分類

ア 学習過 程 での学 習の評価

学習過 程 での学 習 を評 価 の対象 と し、毎 回の学 習が どの よ うに行 われ たか を評

価 す る もの。 主 と して学習者 が学習 の軌 道 を修 正 した り、学習 プ ロ グラムの修 正

を した りす るた めに行 う。これ には学習 者 の努力 を評価す る ことも含 まれ るの で、

学 級 ・講座 な どで毎 回の学習 結果 につ いて反省 を した りす るの もこの一種 とい え

る。(こ れ はformativeevaluationで あ る。)

イ 学習 の総括 的評価

学 習者 が ある学習 の ま とま りを終 了 した時 に、その ま とま りを評価 の対象 とし、

学 習の総 括 のた めに行 う評 価 で、 目標 を達成 で きたか ど うか を判定す る。 も し目

標 を達成 で きていれ ば、単位 、修 了証 、免 状 、資格 、学位 、称 号 な どを付 与す る

こ とが多 い。(こ れ はsummativeevaluationで ある。)

④判 定法 に よる分類

ア 絶対 的基 準 を定 めて判定 を行 う場合

どの程度 の成 果 が あがれ ば学 習 目標 を達 成 した とす るか とい う基 準 をあ らか じ

め定 めてお き、それ に よ り判 定 を行 うもの。絶 対評価 の一種 とい える。た とえば、

達成度 が80パ ー セ ン ト以上 を合格 とす る こ とな どがそ うであ る。

イ 平均 との比較 に よ り判 定 を行 う場 合

あ る学習者 集 団 の平均 を用 い、それ と比 較 して 目標 の達成 度 を判定 す る もの。

相 対評 価 の一種 とい える。 た とえば、 ある学習者 集 団の 目標 達成 度 の平均 が50パ

ーセ ン トと した場合 、 ある学習者 の達 成度 が70パ ーセ ン トで あれ ば 、平均 を20パ

ーセ ン トを上回 って いたの でか な りよい、 と判 定す るこ とな どがそ うで あ る。

163



第4節 学習成果の評価の内容 と方法

1学 習成果の評価の意義

(1)学 習成果 の評価 の必 要性

生涯 学習 は学 習者 の 自発 的意思 に よって行 われ 、手段 、方法 も可能 な限 り学習者 が 自 ら

選ぶ こ とを原則 と してい る。 したが って、 生涯学 習 にお ける学 習評価 も原 則 と して は 自己

評価 に よ るべ きであ ろ う。

自己評価 はその過程 で 客観 的 なテ ス ト等 を利用 す る と して も、最 後 は 自己診 断 を行 うも

ので あ り、学習過 程 で学 習 を評価 す る形 成 的(フ ォーマテ ィ ヴformative)評 価 には適 して

い る。 それ に よ り学 習者 は学習 の方 向 を変 えた り、学 習法 を改善 す る こ とがで き る し、学

習 プ ロ グラムを提供 す る側 も、学習者 の 自己評価 を手 がか りと して プ ログラム の改善 を図

る こ とがで きる。

最 近 の動 向をみ る と、学習 を どの よ うな手段 、方法 で行 うにせ よ、評 価 に あって は 自己

評価 を重 視 しよ うとす る傾 向が強 ま りつつ あ る よ うに思 われ る。 しか し、学 習者 が学習 の

向上 をはか り、学習 プ ロ グラムの提供 者 がプ ロ グラムの改 善 を図 る場 合 はそれ で よい と し

て も、学習成 果 を社 会 的 に活 用 しよ うとす る場 合 には、 それだ けで はす まない であ ろ う。

た とえば、社 会や企 業等 が人材 を採 用 しよ うと した り、活 用 しよ うとす る時 には、信頼 で

き る他者 に よる評価 を資料 と して求 め る し、学 習 した こ と全 体 の総 括 的(サ マテ ィ ヴsumma

tive)評 価 を判 断材 料 に しよ うとす るか らで ある。

したが って、学 習成 果 の評価 を学 習成果 の社 会 的活用 のた めに行 う場合 、つ ま り学習評

価 の機 能 でい えば、学 習者 が職 業 上の選択 を した り、社会 参加 をす る際 の資料 を提 供 し、

あ わせ て学 習者 を励 ま した り、勇気 づ けた りし、 また 、社 会や企 業 が人材 の採 用や 活用 を

す る際の資 料 を提 供す る場合 には、学習 の総括 的 な評価 を行 い、それ を単位 、修 了証 、免

状 、資格等 に よって明示 す る必要 があ る。

我 が 国は生涯 のいつ で も 自由に学習機 会 を選択 して学 ぶ こ とが でき 、その成 果が社 会で

適切 に評価 され るよ うな生涯 学習社 会 を 目指 してい るが、学習 成果 の評価 にっ いて は、多

元 的な評価 体系 が必要 で ある とい われ なが ら、体制整備 が進 んで い ない。

最 近 は地域 の生涯学 習 関連事 業や民 間団体 等 での生涯 学習成 果 の評価 が盛 んに な り、生

涯学 習成果 の評 価 も多様 にな って きてい る。 一方 、継続 的 な学習者 が増加 し、その学 習 も

高度 化 して い るので、生涯 学習 の 中で さま ざま な評 価 を得 た者 も増 えてい る。 しか し、 そ

れ らの中 にはま とま りを欠 くため に活 用 され な いま まに なってい る もの も多 く、 ま とま り

のあ る生涯学 習成果 の評価 と して認 定 し、活用 で き るよ うにす る必要 が高 まって い る。

ま た、生涯 学習 関連事 業 の提 供側 か らみ て も、事業 の多 くは断 片的 な学習成果 の評価 し

か行 って いない た めに、そ の評 価 が生か され て ない ので、 それ らの 中でま とめ るこ とので

き るもの をま とま りのあ るもの として認 定 し、活 用 で きるよ うにす るこ とが期待 され る。

しか し、評価 と認 定 とい う用語 は必ず しも区別 して使 われ てい るわ けではな い し、評価

が学校 教育 の成 績 を連想 させ るので、評価 の代 わ りに認 定 を使 う場合 もあ る。 そ こで以 下

では 、先 の よ うな生涯 学習成 果 の評価 をま とめて認 定す る ことを新 た に認 証 と呼ぶ こ とに

し、 次 の よ うに評価 、認定 と区別 して扱 うこ とに しよ う。 ただ し、評価 につ いては 、 これ

を評価 に関 わ る行為 の総称 と して用 い る こともあ るので 、広 狭両義 で使 われ るもの と して

164一



お きたい。

① 生涯 学習成 果 の評 価 、認 定

学習 者 が あ る学習 の ま とま りを修 了 した時 に、そ のま とま りを評価 の対 象 と し、学

習の総 括 のた めに行 う評 価 で、 目標 を達成 で きたか ど うかを判定す る。

② 生涯学 習成果 の認 証

生涯 学習 成果 の評価 、認 定 を、一 定の基 準に照 ら して、共 通性 のあ る生 涯学 習成果

の確 認 資料 に置換す る こと。

(2)生 涯 学習成 果 の活用 と認 証

これ に関連 して 、生涯学 習審 議会 答 申 「学習 の成果 を幅 広 く生 かす 一生涯 学習 の成果

を生 かす た めの方策 につい て 一」(平 成11年6月)は 、次 の よ うに述べ てい る。

「学習 成果 を様 々 な分 野 で活用 す る際の資 料 とす るた めに、学習成 果 の評価 サー ビス

を行 うこ とは 、国 によ る違 いが ある とはい え、最近 の欧米 では非常 に発 達 して きてい る。

例 えばア メ リカ では 、大学 の社 会人対応 が活 発 で様 々な学 習成果 の評価 が行 われ て い

るが、 それ以外 に も継 続 教育 単位 が普及 してきて い る。 これ は、成 人学習 者 の継 続教 育

や学 習活 動 の成 果 を証 明す るた めの公的 生涯 学習 単位 であ る。 ま た、近年 は ポー トフォ

ー リオ(書 類 な どをま とめて挟 む紙 ば さみ の意 味)が 注 目 され て い る
。 ポー トフォー リ

オは 、学校 歴 も含 めた様 々な学 習成 果 の評 価 、社会 的活動 、職歴 、表 彰歴 な どを蓄積 し

た個人 の情 報 フ ァイル で 、州 に よって はキ ャ リア ・パ スポー トとい う名称 をつ けて い る

ところ もあ り、州 法で高 等学校 卒業者 に支 給 を義務 づ けてい る ところ もある。

ポー トフ ォー リオ はイ ギ リスで も使 われ 始 めたが 、イ ギ リスの場合 には全 国共通 の学

習 達成記 録(NRA:NationalRecordofAchievement)が 注 目され る。 これ は学校 教 育 も

含 め た個 人 の学習 成果 の評価 記録 の全 国統 一様 式で 、我 が国 には まだ この よ うな仕組 み

は ない。 この記録 に は、資格 取得 には至 らな い よ うな 中間段 階 の学習成 果 の評価 や取 得

単位 も記載 で き、記載 内容 は公 的 に認 証 され た もの 、及 び 自己評価 となって い る。」

この答 申は、

「今 後 、我 が 国で も、 青少年 の頃 か らこの よ うな 「生涯 学習 パ ス ポー ト」(生 涯 学 習

記録 票)を 持 ち、学習成 果 の記録 を積 み重 ねて 、一人 一人 がそ の人 な らで はの キ ャ リア

を 開発 して い くよ うにす べ きで あ ろ う。 また、社 会 の側 も、学校 の入学 試験 、官公 庁 ・

企業 等 の採 用 の際 に は、それ を資料 と して活 用 した り、地域 活動 での人 材登 用 、ボ ラン

テ ィア活 動等 を行 う際 に積極 的 に活 用す るな ど、生涯 学習社 会 にふ さわ しい新 たな仕組

み を作 る こ とが望 まれ る。」 と して、 学習成 果 の認 証 シ ステ ムの構 築 を提言 して い る。

「『生涯 学 習パ ス ポー ト』 は 、 自己評価 を基本 とす るた め主観 的 な記載 にな らざる を得

な い。 それ を評 価す る側 か らは、記 載 の うち学習 活動 その もの に係 る部 分 につい て、第

三者機 関が事 実確認 を し、それ を証 明す れ ば、一層 評価 が しや す くな る と ともに、生涯

学習パ スポー ト自体 の活 用 も促 進 され る こ とか ら、今後 、生涯 学習成 果 の認証 システ ム

にっ いて具 体的 な調 査研 究 を進 め るこ とが望 まれ る。(学 習 活動 の事実確認 とその証 明 、

公 示 の機 能 を、 こ こで は認証 と呼ぶ こ ととす る。)

(認証 の必 要性)

生涯 学習成 果 の認 証 システ ムが必 要 とな る理 由には 、次 の よ うな ことが考 え られ る。

165一



①様 々な地域 で の学習成果 を全 国 どこでで も活 用 で きる よ うにす るた め

最 近 は都 道府 県 、 市町 村 の総 合 的 な生涯 学 習 支援 シス テ ム(例 えば 、県 民 カ

レ ッジ)等 で 、単位 や 修 了証 に よっ て生涯 学 習 の成 果 を評 価 、認 定 す る ところ

が増 えて い る。 しか し、それ が他 の都 道府 県 、 市 町村 で は通 用 しない た め、広

域 的 に学習 成果 の活用 を しよ うとして も学 習 成 果 が他 で認 めて も らえない こ と

か ら、それ を どこでで も活 用 で きる よ うにす るこ とが必 要 とな る。

② 特定 地域 内での各種 資格 を広 く全 国 どこでで も通用す るよ うにす るた め

特 定地域 内で の各 種 資格(例 えば、都道 府 県認 定、商 工会議所 認 定の資 格等)

も他 の地域 では通用 しない ものが 多い ので、 それ らを広 く どこでで も活用 で き る

よ うにす る ことが必 要 とな る。

③社 内 資格 を広 く社会 で活 用 でき るよ うにす るた め

企業 の社 内資格 はそ の企業 内 で しか通 用 してい ない ところであ るが 、今 後 その

汎 用性 につ いて分析 し、社会 で の活 用方 策 につい て検 討す る こ とが必要 で ある。

また 、例 えばあ る社 内 資格 を持 ってい る人が 、地域 の地場 産業 へ転職 して活躍 し

よ うと した り、定年 後 にそれ を生 か して社 会 に貢献 しよ うと して 、そ の社 内資 格

に付加価 値 をつ け る学 習 を行 っ た場 合 には、 そ の社 内資格 と合 わせ た学 習成果 と

して示す こ とがで き るよ うにす るこ とも考 え られ る。

最近 は 、い くつか の県 で、生涯 学習 パ スポー トや この よ うな仕組 み を作 り始 めてい る。

学習 成果 の認 証 は、学歴社 会 の弊害 を是 正 し、生涯 学習社 会 の実現 を図 るの に大 きな効

果が あ る と考 え られ るが、過熱化 す る と弊 害が生 じ、悪 しき資格社 会 を もた ら しかね ない。

学習成 果 の評価 は、 教育評価 で は な く、生涯 学習 を支援 す る とい う観点 に立 った学 習成果

の評価 な ので、 次の よ うな原 則 を守 る必 要が あ る。

①評 価 か らの 自由の原 則

学習成 果 の評 価 を求 め るか ど うか は学習者 の 自由であ る。

学 習成 果 の評 価 はあ くまで も求 めに応 じて行 うもの なので、 それ を強制的 に行 う

ことがあ っては な らない し、そ の よ うな雰囲 気 を作 らない よ うに しな けれ ば な ら

ない。

②評 価独 立 の原則

学習成 果 の評 価 は、学 習機 会 の提供 、学 習成果 の活用 か ら切 り離 して行 う。

学 習成 果 の評 価 を求 めない人 もい るの で、学 習成果 の評価 を学 習機 会 の提 供 の仕

組 みや 学習成 果 の活 用 支援 の仕 組 みの 中に組 み込 まず 、学習成 果認 定サ ー ビスの

仕 組み を他 の仕 組み か ら独 立 させ て作 る必 要が あ る。

③ 人物評 価排 除の原則

学習 成果 の評 価 には人物 評価 を含 めない。

学習成 果 の評 価 では、や や もす る と生得 的 な資質 ・能力 その もの を評 価す るよ う

な人 物評価 を も行 いや すい が、学習 成果 の評価 は、学習 目標 に掲 げた知識 ・技 能

の習 得や学 習時 間の累積 につ い て行 うもので あ るか ら、差別 につ なが る よ うな人

物 評価 を行 わない よ うに しな けれ ば な らな い。
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2学 習成果の評価の内容と方法

(1)学 習成果 の評価 の 内容

こ こで学 習成 果 の評 価 の内容 とい って いるの は、学習 成果 の評価 に どの よ うな ものが あ

るか とい うこ とで あ る。学 習成果 の評価 は、い うまで もない が学習機 会で提 供 され てい る

学習 内容 に即 して行 われ て い る。

中央 教育 審議 会答 申 「新 しい 時代 に対応す る教 育の諸制 度 の改革 につ いて 」(平 成3年)

は、学 習成 果 の評 価 につ いての提 言 を行 った最初 の答 申で あ るが 、そ こでは、我 が 国にお

ける学 習成 果 の評価 と して 、次の よ うな もの をあ げてい る。

・茶道 ・華道等 の伝統 的 な稽 古 事 にお け る免 状 ・資 格 のイ寸与

・実用英 語等 の技能審 査や 各種職 業 資格 に関す る知識 ・技 能 の認 定 な ど

・都道 府 県及 び 市 区町 村 の 教育 委員 会 や各 部 局 、社 会教 育 施設 等 が 実施 して い る各 種

の学 級 ・講座 等 の修 了証 ・認 定証 ・単位 な ど

・大学 ・短大 等の公 開講座 の修 了証 ・認 定証 ・単位 な ど

・社 会通 信教 育の免 状 ・資 格 ・修 了証 ・認 定証 な ど

・ス ポー ツ関係 団体 な どの資格認 定 、等級 に よる技 能評価 な ど

・企業 の教育 ・訓練 にお け る修 了証 ・認 定証 な ど

これ らをみ る と、学習機 会等 と評価 方法 が組 み合 わ され てい る こ とがわか る。 そ こで 、

ここで も学 習成 果 の評 価 を行 ってい る学習機 会や 資格 ・検 定等 を整 理 して あげてお くこ と

に しよ う。

A.学 校 関係 の学 習機会

Al科 目等 履修 な どの可能 な学校 の授業科 目

A2学 校 開放講座 ・公 開講座 な ど

B.文 部科 学省 ・教育委 員会 関係 の学習機 会

B1文 部科 学省 関係 の学習機 会

B2教 育委 員会 関係 の学習機 会

C.一 般 行 政 関係 の生涯 学習 関連 事業

C1各 省庁 の生涯 学習 関連事 業

C2知 事部 局 の生涯学 習 関連 事業

C3市 町村 長部 局の 生涯 学習 関連 事業

D。 地域 の グル ー プ、 クラブ、 団体等 の学習機 会 ・学習活 動

E.民 間教 育事 業者等 の学 習機 会

E1カ ル チ ャーセ ンター な どの 民間教 育事業

E2研 修機 関 ・団体 の教 育 ・訓練 ・研修 事業

E3け い こご とな どの個人教 授

F.企 業教 育

G.個 人学 習 の機 会

G1各 種 メデ ィア に よ り提供 され る学 習機会

G2通 信 教育

学 習機会 で はな いが、資 格 ・検 定等 もあげてお く。

H.各 種 の資格 ・免 状
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1.各 種 の試 験 ・審査 ・検 定(高 等学校 卒業程 度認 定試 験 、技 能審査 ・技 能検 定 を含 む)

な ど

これ らの学習機会 等で 、次 にあげ る よ うな評 価方 法 を用 い て評 価 が行 われ て い る。

(2)学 習成 果 の評価 の方法

学 習成果 の評価 の方法 と しては さま ざま な ものが あ り、その名 称 も多種 多様 で あ る。 そ

れ らを列挙 して もき りが ない ので、次 の よ うに評価 の仕方 で 大別 してお こ う。

① 学習時 間数 だ け によ るもの

②技 能審査 ・技能 検定 の よ うに試験 だ けに よる もの

③ 学校 の単位 の よ うに学習時 間 と知 識 ・技 術等 の習得 の確認 を合 わせ行 うもの

な ど。

① の学習 時間数 に よ る場合 に は、学習 成果 の評価 を一 定の生涯 学習 時 間に換算 して認 定

す る こ ともあ る。 た とえば、15時 間 の学習 を1生 涯 学習 時間 とす る こ とな どで あ る。

② の試験 だ けに よる ものは、各種 の資 格 ・免 状 ・認 定証 、試 験 ・審査 ・検 定 の合格 証 明

書 、称 号 な どに よ り、評価 結果 を示す こ とが多 い。

③ の単位 の よ うに学 習時 間 と知識 ・技 術等 の習得 の確認 を合 わせ行 うもの は、 さらに 累

積 した生涯 学習単位 が一 定数 に達 した時 に、称 号 を付 与す る こ ともある。

(3)新 た な社 会 的評 価 システ ム機 構 の必要性

この よ うな評価 、認 定 サー ビスは 、す で に多 くの民 間団体 が行 ってお り、文 部科学 省 を

は じめ とす る多 くの省 庁 では 国家 資格 も作 って い る。 した がって 、それ だ けで よさそ うに

み え るが、生涯 学習 支援 の場合 には 、そ の よ うな資格や 免状 、修 了証 に結 びつ か ない学習

成果 の評価 、認 定 を ど うす るか とい うことがあ る。

た とえば、 地域 で学級 ・講座 に通 った り して、 ある こ とについ て コツ コツ と勉 強 して き

た。 そ の成果 を地域 に還 元 したいが 、学習 成果 を証 明す る資料 がな いので 、社 会が受 け入

れ て くれ ない 、 とい うよ うな こ とが よ くあ る。 その よ うな学 習 の成果 に も光 が 当た るよ う

にす るため には、新 た な学 習成果 の評価 、認 定 、認 証サ ー ビスの仕組 みが必 要 であ る。

これ か らは、そ の よ うな新 た な社 会的評 価 システ ム を構築 す る必要 が あろ う。 そ こで 考

え られ る認証 には 、次 の よ うな もの があ る。

① 国、都 道府 県、 市町村 、民 間の学習機 会 ・活動 で 国や 自治 体 の生涯 学習情報 提供 シ

ステ ムに入力 され てい る ものの修 了証 、 単位 な どを累積 加算 して学習成 果 として認 証

す る。

② 資格 、免状 、学 習 レベ ル を証 明す る修 了証 、学校 の単位 、そ の他学 習 レベ ル を証 明

す る資料 等 を組 み合 わせ て、学習 成果 と して認 証す る。

例 え ば、保 育士 資格 の 中の音楽 関係 の単位 、音楽 大学 の科 目等履修 生の 単位 、音 楽

コン クール の入賞 の賞状組 み合 わせ て、音 楽(○ ○領 域)の 学 習成果 として認証 す る。

③ ① と② の組 み合 わせ。

都 道府 県や 市町村 に作 られ てい るカ レ ッジな どで は、学習成果 の評 価 につい ての工夫 が

な され てい る し、前述 の よ うに、生涯学 習パ スポー トを作 る とい った試 み も始 ま ってい る。

しか し、それ らは全 国 に通用 して こそ よ り有 効性 を発揮 す る。21世 紀 に我 が 国が生涯学 習

社 会の 実現 を 目指す か らに は、全 国規模 の学 習成 果 の評 価 ・認 証 システ ム を構 築 して、学
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習成 果 の を よ り広 く活用 で き るよ うに してい かな けれ ばな らないで あろ う。 これ は一朝 一

夕に作 れ る もの では ないか ら、一 日で も早 く取組 を開始 しな けれ ば な らな い課 題 で ある。
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